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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２８年 ３月 ８日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５９分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１６名） 

    委 員 長    森  上  祐  治 

    副 委 員 長    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    川  上     命 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    柏  木     剛 

    議 長    原  口  育  大 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 
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  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    危 機 管 理 部 長    佃     信  夫 

   企画部長(うずしお世界 
橋  本  浩  嗣 

   遺産登録推進担当 ) 

    総 務 部 長    細  川  貴  弘 

    市 民 部 長    高  木  勝  啓 

    福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

    農 商 部 長    神  代  充  広 

    建 設 部 長    岩  倉  正  典 

    教育委員会教育次長    藤  岡  崇  文 

    会 計 管 理 者    堤     省  司 

    危機管理部危機管理課長    藤  本  和  宏 

    企 画 部 秘 書 課 長    田  村  愛  子 

    企画部ふるさと創生課長    北  川  真 由 美 

   企画部うずしお世界 
阿  部  員  久 

   遺 産 推 進 課 長 

    企 画 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

   総 務 部 総 務 課 長 兼 
垣     光  弘 

   選挙管理委員会書記長 

    総 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    総 務 部 管 財 課 長    土  肥  一  二 

    市 民 部 市 民 課 長    山  崎  稔  弘 

    市 民 部 税 務 課 長    榎  本  輝  夫 

   市 民 部 環 境 課 長 兼 
北  口     力 

   衛 生 セ ン タ ー 所 長 

    福 祉 部 福 祉 課 長    大  谷  武  司 

    福祉部子育て支援課長    児  玉  裕  仁 

    福祉部長寿福祉課長    静  永  峯  雄 

    福 祉 部 健 康 課 長    小  西  正  文 

    農商部商工観光課長    川  上  洋  介 

    農商部農林水産課長    宮  崎  須  次 

    農商部食の拠点推進課長    喜  田  憲  和 

    農商部農地整備課長    和  田  昌  治 
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    建 設 部 建 設 課 長    赤  松  啓  二 

    建設部都市計画課長    原  口  久  司 

    建 設 部 下 水 道 課 長    村  本     透 

    教育委員会教育総務課長    山  見  嘉  啓 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

    教育委員会社会教育課長    福  原  敬  二 

    教育委員会体育青少年課長    柏  木  浩  一 

    会 計 課 長    松  本  典  浩 

   監査委員事務局長兼固定 
片  山  雅  弘 

   資産評価審査委員会書記長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第11号 平成28年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳入の部〕 

  ①債務負担行為、地方債及び款１．市税～款20．市債（P.９～P.58）･･････････  ６ 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（P.59～P.60）～款２．総務費（P.61～P.93）････････････････ ７１ 

 

Ⅲ．会議録 



－ 5 － 

予算審査特別委員会        平成２８年 ３月 ８日（火） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５９分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  春の訪れを感じる暖かい好季節になりました。南あわじ市議会も、本日より、予算審査

特別委員会、４日間の長丁場になりますけれども、中身の濃い審議をよろしくお願い申し

上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

  座って司会をさせていただきます。 

  まず、執行部挨拶。 

  中田市長。 

 

○市長（中田勝久）   おはようございます。 

  きょうは、予算審査をお願いする委員会でございまして、毎年のこととはいえ、いろい

ろと事業内容なり、また、その歳入の問題、歳出の問題、全般的に大きく変わる場面もご

ざいます。ことしの場合、やはり歳入で一番目につくのは合併算定替えでございまして、

一応、４億５,０００万ほど減という予算組みをいたしました。やはり今後、後５年、段

階的にそのような傾向で進むわけでございます。それにかわる財源というのは、なかなか

出てこないわけでございまして、その中で、有効かつ緊急の予算組みをしなきゃならない

ということで、いろいろと危惧をいたしてきたところでございますが、日ごろ、先生方の

御指摘があったり、また要望の強い、また市民の要望の強いものを優先的に策定をいたし

たところでございます。 

  その面も十分御理解の上、御審議を賜れば、非常にありがたいと思います。どうぞよろ

しくお願いを申し上げまして、私からの御挨拶にかえたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   それでは、ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

  申しおくれましたが、今回の委員会、委員長として森上が任務に当たらせていただきま

す。また、ペアとして蛭子副委員長、２人でよろしくお願いしたいと思います。 

  第６６回定例会において付託されました平成２８年度各予算について審査を行います。 

  審査に入る前に、本委員会の運営について、３月３日の委員会で確認した事項を委員及

び説明員の皆様にお伝えいたします。 

  一つ目、発言については、会議規則に基づき、委員長の発言許可を得てから質疑または

答弁をするようお願いをいたします。 

  二つ目、説明員のうち、課長級の職員の皆さんは、先ほど局長が申し上げましたように、

指名しやすいように、「委員長」と言っていただいた後に、自分の役職名も発言をお願い
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いたします。 

  三つ目、発言は、委員、説明員とも自席で着席のまま行うこととします。 

  四つ目、なお、説明員については、最初の答弁の際、起立し、所属と氏名を述べた後、

着席して答弁するようお願いいたします。 

  五つ目、質疑を行うに当たっては、最初に予算書の該当するページを発言した後、質疑

に入るものとします。 

  六つ目、資料提出要求は、委員会で決定後、委員長より行うことといたします。 

  なお、先日の委員会で資料要求いたしました「平成２８年度補助金一覧表」を委員席に

配付しておりますので、御確認願います。 

  七つ目、審査の順は、お手元に配付しております次第の順序により行います。 

  八つ目、一般会計の審査については、歳入・歳出に区分して審査を行います。なお、歳

入の審査終了後、歳出の審査を行いますが、歳出の審査時に関係する歳入の質疑を許可す

る場合がございます。 

  九つ目、各予算については、本会議において説明を受けておりますので、本特別委員会

は、質疑から行います。 

  最後に、委員間討議は、付託案件ごとに質疑の終了後に行います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

 １．議案第１１号 平成２８年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳入の部〕 

  ①債務負担行為、地方債及び歳入（Ｐ.９～Ｐ.５８） 

 

○森上祐治委員長   それでは、議案第１１号、平成２８年度南あわじ市一般会計予算を

議題とします。 

  まず、債務負担行為、地方債及び歳入全般について、質疑を行います。 

  予算書のページは、９ページから５８ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   冒頭、市長からも挨拶があったんですが、地方交付税、ことしは４億

５,０００万ばかり減額になってます。算定替えでいきますと、９、７、５、３、１とい

うことで、１割ぐらいが減になるという形やったら、大体、総額で２０億と言われとった

んが、１３億ぐらいになるというふうに伺ってるんですけども、それでいけば、１億３,

０００万ぐらいの減が普通かなと思うんですが、いかがですか。 
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○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   財政課の和田です。よろしくお願いします。 

  御質問の件、確かに２７年度１割、２８年度３割という形で、２７年度が１億３,５０

０万、全体として１３億程度で、２８年度については、４億５,０００万の減と見込んで

おります。総枠の地財の関係もございまして、合併算定替え分については、１億３,５０

０万掛ける３ぐらいの見込みではおりますが、あと、全体の地方交付税の削減も含めまし

て、全体として４億５,０００万という試算を行っております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １６ページの軽自動車税についてお伺いいたします。昨年、前年度予

算に比べて３,０００万ほど増収ということで、これは、以前の条例改正で軽自動車税と

いうのが、今、新車の７,２００円が１万８００円になる、また、営業用が５,５００円が

６,９００円になるというような引き上げが提案され、可決されたことの影響かなという

ふうに思うんですけども、どうなんでしょうか、新車の登録を含め、この台数を積算して

こういうふうな予算になったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   おはようございます。市民部税務課長の榎本でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  今の御質問ですけれども、平成２８年度から税制改正によりまして、原付とか、あと、

小型特殊、それから、二輪車については増額、それから、三輪以上軽自動車については、

去年の２７年３月３１日までの取得による従来の税率に加えまして、２７年４月１日以降

の新車については、新しく今、委員さん言われておりました新税率、それから、グリーン

化というのを進める観点から、１３年経過した車両については、重課になります。それか

ら、平成２７年４月１日以降の新車のうち、性能のすぐれた環境負荷の小さい車両につい

ては、達成基準ごとに軽課、いわゆるグリーン化特例というのがありまして、それが適用

されます。 

  平成２７年４月以降の登録状況を参考にいたしまして、原付車両の減、それから、重課

対象者の廃車の増、それから、グリーン化特例の対象車両の登録の増、これらを全て勘案

いたしまして、平成２８年度の全体の台数を前年度と比較いたしまして、約８％の減で、
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現年分の税額につきましては、１８.２％の増というふうな算定をさせていただいており

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   営業用の軽自動車なんかは、地元の農業、漁業、地場産業に欠かせな

い部分でありますけれども、そこら辺の影響も大きいというふうに理解するわけですけど、

その点いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   軽自動車の貨物自家用車のことやと思うんですけれども、こ

れが、いわゆる２７年度までは４,０００円やったんですけれども、２７年４月１日以降

は、新税率で５,０００円。１,０００円上がっております。 

  それから、１３年経過したいわゆる古い車両につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、重課税率で４,０００円から２,０００円アップの６,０００円、それから、そのい

わゆるグリーン化特例で、これも非常にややこしいんですけれども、排ガスの軽減が７

５％以上の軽減になっておるものについては、４,０００円から１,３００円に、それから、

５０％軽減につきましては、２,５００円に、それから、２５％軽減については、３,８０

０円にというふうな新しい税率になります。 

  ただ、このグリーン化特例については、２７年中にといいますか、２７年４月１日から

２８年３月３１日までに購入した分については、２８年度のいわゆる軽減のみということ

になります。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   実際、軽自動車は、市内にあってやはり便利な交通手段の一つですけ

ども、それの税率が上がるというのは、ちょっと市民にとっては大変だなという思いがし

てますので、質問しました。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   先ほどの合併算定替えの話の中で、二つほどあるんですけれども、

当初、２２億円程度といっておったものが１３億程度にまで下がってきてると。それは、

地方財政計画、地方財政そのものの合併による影響度を緩和するためというような考え方

があったというふうに聞いておるんですね。 

  しかし、一方では、２２億ということを前提にした財政計画で合併後１０年が来ておっ

たという印象を持っておるわけですけれども、その点をどう考えておられるのかというの

が一つと、それからもう１点は、国の地方財政計画という資料を見ておりますと、地方税

は、減額ではなくて、３.２％の増額になっておるんですね、国においては。国は、地方

財政そのものを３.２％ふやしておるということであるにもかかわらず、南あわじ市は減

額を見込んでおると。これはちょっと矛盾しておるように思うんですが、その点、どうい

うことでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ２２億円当初、一番最初の段階で、１７年度あたりですと、

１６億、１７億の合併算定替えと一本算定の差があるということだったんですけども、そ

れ以後、２３、２４、２５年度あたりになりますと、既に２１億、２２億という単位の一

本算定と合併算定替えの差がございました。試算しますと、それを財政計画なり財政健全

化計画の中でどううまく賄うかというような計画を立てておりました。 

  しかし、２６年度以降につきましては、全体として地方のその縮減幅を大きくして、合

併算定替えの影響を少なくしようというような動きになっております。 

  具体的には、２６年度につきましては、１８億程度の一本算定と合併算定替えの差がご

ざいました。２７年度につきましては、１３億ぐらいの差となっております。 

  一番最近の財政計画といいますか、新市建設計画の収支見通しの段階でも、一応、１６

億から１３億程度に落として、今後行うということで考えた結果を新市建設計画の中で反

映させていただいております。 

  今後、まだ多少なりとも国のほうは、計画上は、算定替えの影響額を少なくするような

方向ではおりますが、果たしてそれがストレートに反映されるかといいますと、そこら辺

は不安ですので、１３億ぐらいの縮減ではないかということで、今のところ考えておりま

す。 

  あと１点は、地財計画の中での伸びとの乖離なんですけども、地財計画の中では、全体

の中で伸びている部分につきましては、いろんな要素がございます。ただ、南あわじの場

合、それらの要素にそぐわない部分もございますので、南あわじに該当させた段階では、

やっぱり影響額が減の方向かなということで算定いたしております。 
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○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そぐわない点というのは、どういう点ですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   特異な部分で、例えば、ふるさと創生的な事業の部分で加算

されとったり、そこら辺の部分、一応、南あわじのほうでは、一部、該当せん部分もあっ

たりというようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   地財計画で、法人事業税のみが取り扱いになってますか、所得割

については。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   法人税につきましては、法定分等を含めまして、伸びている

ような試算やったと思います。ちょっと待ってください。 

  地方税全般では伸びていたと思います。ただ、法人税の部分での伸びがどの程度だった

かというのは、ちょっと資料を持っておりません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   肝心なところなんですよ、ここは。歳入で、そういう個人所得割、

均等割は、法人税も均等割は出てるんですけどね。所得割が出てないんですね。地財計画

では、言いましょうか。１６.７％伸びることになっとるんですよ。これは、アベノミク

スの効果やいうて、国会でも随分、首相、言ってますよね。民主党のときはだらしなかっ

た、だめだったと。安倍政権にかわったら、ようなったと。地財計画でも、１６.７％伸

びていると。こういう説明をしてると思うんですよ。南あわじ市の法人税はどうなってる

んですか、歳入では。伸びてますか、減ってますか。どんな取り扱いをしてますか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   市民部長、高木でございます。よろしくお願いします。 
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  法人市民税につきましては、平成２６年１０月から市民税分、県民税分の法人税割の税

率が引き下げられております。市民税分としては、１２.３％から９.７％、県民税分が、

５.０％から３.２％、合わせまして、４.４％の減税となっております。 

  この引き下げられた減税４.４％に相当するのは、地方法人税ということで、納税義務

者は、法人税義務者でありますけれども、その補填としては、地方交付税として地方団体

に交付するというような、４.４％の補填をしております。そして、マクロとミクロの違

いはあろうと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ふえとるか減っとるかだけ聞きよんねん。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   減っております。その減税率が多いため、減額の予算を立て

てございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   おかしいやないか。国は、ふえるという計算を起こしとるんです

よ、１６％。何で減るんですか。ふえるような試算をせんとあかんのと違うんですか。そ

れは、どういうことから起こってくるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   済みません、いわゆる法人市民税につきましては、先ほど、

市民部長のほうからもありましたように、１２.３％から９.７％への減額になっておりま

す。それを反映させましての２８年度の予算組みになっております。 

  けれども、国のほうの施策で、今、部長のほうからもあったんですが、減額分を地方法

人税の税率改正によりまして、それをいわゆる地方法人課税のいわゆる偏在是正といいま

すか、各都道府県の中でいろんな法人の数が違いますので、それぞれ、いわゆる偏在しと

るというようなところで、それを是正するための措置をこれからとっていくというふうな

ところで、新たに、その法人事業税の一部を都道府県が市町村に交付する法人事業税交付

金というのを新たに創設することになっております。 

  その中で、各市町村に向いて、都道府県のほうから法人事業税額の５.４％を交付する
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というようなところで、是正されていくのかなというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いや、これ、地財計画は、そんな迂回したものではなくて、スト

レートなものですよ。法人事業税の中、法人税が１６.７％伸びているというのが地方財

政計画なんですよ、歳入として。これは、県民税、住民税、折半していくわけでしょう。

県と市とで折半していくんでしょう。そしたら当然、同じように見てないと、理屈が合わ

んのと違うんですか。これは、迂回してくる分は、それはあるかもわかりませんよ。せや

けど、ストレートなダイレクトに来る分がなければおかしいじゃないですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今までずっと税制改正しておりましたけれども、今回の税制

改正につきましては、２８年度に反映させておりますけれども、ふえるような要素がなか

ったというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   私は、この地財計画の歳入歳出通常収支分という、このものを見

ながら話をしとるんですよ。地方税は３.２％伸びると、そのうち、法人税は、これは国

の地方財政計画ですから、平均的なものやと思うんですよ、これはね。１６％伸びる地域

も当然あるんだろうと思うんです。 

  しかし、伸びない地域もあると思うんですよ。それで、さっき、財政課長は、特異な点

があるというようなことをおっしゃっとったけど、僕は、この１６.７％伸びない特異な

点として、南あわじ市の法人の所得割の部分が伸びないという見方をしてるのかなと思っ

たんですよ。そういう説明があるのかなと思ったんです。それだったら、理屈がわかる。 

  それはどういうことかというと、法人の、均等割はいいんです、所得割が伸びないとい

うことは、南あわじ市関連の法人の収入、売上なり収益が悪いということを物語っている

と、南あわじ市の財政当局の、南あわじ市の法人が経営状況が余りよくない、収益がよく

ないと、だから、国の基準どおりのものには算定できないから、抑えてますという説明で

あれば、それはわかる。迂回しとるとか、あれがこちらに来るとかいうような説明は、ち

ょっとわからない。すっきりしないの。そのあたりの分析を聞きたかったんですよ。どう

ですか。わかりませんか。 
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○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時２９分） 

 

（再開 午前１０時３２分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   とりあえず、法人税割がマイナスになっとるということは、

先ほど申し上げましたように、１２.３から９.７に税率が下がったというふうなことが主

な原因であるんですけれども、これを前の１２.３に割り戻して計算してみますと、平成

２８年度は、１.９％、約４２０万円の減になります。 

  この理由については、いわゆるアメリカの長期金利の引き上げとか、中国のＧＤＰの低

下による世界的な経済情勢の悪化とか、いろんな、日銀のマイナス金利とかいろいろある

と思いますけれども、２８年度に向けての経済効果が余り期待できないというようなとこ

ろによる減と考えております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   まだ、決算状況なり、そういうふうなのが出てこないという中に

あるかと思うんですけれども、国が景気回復しとると、もう新３本の矢も、３本の矢もよ

うけ効果を発揮して、経済は力強く立ち直ってきとると。そして、その果実をこれから配

分するんやというようなことを、国会答弁でも繰り返し言うてましたわ。そうかなと。 

  で、ここの来年度の予算、新年度の予算を見てみると、個人の所得割にしても、法人の

均等割にしても、所得割にしても、国が言うほどにはふえてないなという印象しか残らな

いから、随分、現実と離れてるなということを言いたかったんですよ。そこを言いたかっ

ただけの話でね。別に、財政当局を責めよるわけじゃないんですよ。 

  それはもう、実情、現実を反映すれば、そういうことも、市内の経済も見てみれば、そ

ない国が言うように上がってないなと、大変やなという実感があるのかないのかという、

私は実感を持っておるんです。しかし、財政の皆さんは持ってないとしたら、どうなのか

なということを聞きたかったんです。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   今申されました市民税の関係とか法人税の関係につきまして

は、いわゆる２７年中の所得に対応させますので、１年おくれの感覚で見ていただければ

なというふうに考えます。 

  ですから、今現在の景気というか、経済状況については、今度、２９年度予算のときに

反映されるのではないかなというふうに考えます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ちょっと違うな。もう終わっておきますけども、国は、２８年度

の地方財政計画の中において、法人の所得均等割は１６.７％伸びますよと言うとるんで

すよ。だから、予算もそういう予算を本来やったら組むのが、そういうものに例をならえ

ば、見込みとして、国がそういうものがありますよと、地方交付税は出しますよと、それ

を見込んで出しますよということでしょう。そうなっておると思うんですよ。そのあたり

またもう一回、調べといてください。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １４ページの市税について聞きたいと思います。これ、数字出とるん

ですが、南あわじ市の納税者数は何人ですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２７年１２月１日現在で、納税義務者が２万２,５３８人で

ございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、これ課長、ここに書いてあるの、個人均等割数が２万３,

０００人ということで、これは、個人均等割の人は、納税者数にカウントしてないという

ことか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   今申し上げましたのが、２７年１２月１日現在の納税義務者

数でございまして、納税義務者を今、２万３,０００人というふうに言えばよかったんで

すけれども、とりあえず、その時点で押さえた数字を今、持っておりましたもので、その

１２月１日現在の数字を言わせていただきました。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、ここの数字に書いてあるように、２万３,０００人と

いうのが、一応、南あわじ市の納税者数ということですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２８年度の予算算定時の、いわゆる納税者数でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そのうち、住民税非課税世帯というのは何軒あるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   先にお答えさせていただいてよろしいでしょうか。２万３,

０００人のうちというふうなことになりましたら、若干、違ってくると思うんですけれど

も、１２月１日現在で非課税人数が１万６,３５１人でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで、課長、次に、個人の市民税を支払っている人で、５万円以上

の市民税を払っている人は、うち何人おるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   しばらくお待ちください。 

  市県民税５万円以上で、１万４,５００人でございます。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっとこれ、課長、わしも今、ずっと課長の答弁聞いて、数字がち

ょっと羅列してあるのやけど、計算できてないのやけど、これ、全部これ、整合性あるの

かな。２万３,０００人の納税者のうち１万６,０００人が非課税世帯と言われとって、お

おむね７,０００人と思われるところで、５万円以上が１万４,５００人やいうのやけど、

これで数字、合うとるのかな。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   申しわけございません。今ちょっと、その資料が手元にござ

いませんので、申しわけございません。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、私が聞きたかったのは、南あわじ市内で５万円以上の市民税を

払ってる人が何人おるかというのを聞きたい一つの理由は、ふるさと納税の関係で、やっ

ぱり市内から市に応援寄附金をしてもらう場合、一応、一つの目安として、５万円以上の

市民税を払っている人がふるさと納税してくれた場合に、一応、２割ということで、２割

まで国が認めてくれるんで、１万円寄附できるわけですわね。１万円寄附してくれたら、

市のほうも４,０００円のふるさと納税に対する返礼品も送れるということで、今後、南

あわじ市がふるさと納税を市民に、市内への寄附を進めていく場合、どれぐらいの人数が

おるんかなというのを、ちょっとその数字をつかみたかっただけですので、またこれは追

って聞かせてもらったら結構です。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ふるさと創生課長の北川です。よろしくお願いい

たします。 

  私のほうで、平成２７年１０月末現在で、所得割と均等割の課税されてる人が、市内の

中に何人おるか、また、均等割のみだけの人が何人おるか、それから、県民税で５万円以

上の人は何人か、また、住民税だけで５万円以上の人は何人かということで、ちょっと調

べてみましたので、報告させていただきます。 

  所得割と均等割、課税されている人が１万９,３００人、均等割のみの人が３,２３８人

で、１万９,３００人のうち、４％の県民税、５万円以上払ってる人が８,５２９人、うち
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住民税、６％でございますが、５万円以上支払っている人が１万１,７６９人でございま

した。 

  市内には、県市民税で５万円以上の人が１万４,５００人いるということで、１万４,５

００人の人がふるさと納税の対象になると思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   １５ページの固定資産税でございますけれども、滞納繰越分でござ

いますけれども、これは、過去に残っておるのと、現在の、今の状況がどうなっておるの

か、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   固定資産税の滞納繰越分につきましては、２７年度で４億３,

３３３万１,０００円ございました。今現在では。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   単純に言うと、２億６,０００万、２７年度からふえておるという

ような、今の計算になると思うんですけど、どういうふうな状況ですかということです。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   それの滞納繰越分の収納率を申し上げますと、平成２６年度

で１６.３％、それから、２７年度というか、ことしの見込みが大体１６％ぐらいになろ

うかと考えております。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   なろうかでなしに、どういうふうな対応をしようとしておるのかと

いうことも聞かせてもらいたい。これ、パーセント言うたって、何らならんと思うんで。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   いわゆる滞納に関する処理の仕方をどないしよるのかという

ふうな御質問でよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   処理の形と、現状は今どんな形でそういうような滞納者と話してお

るかということ。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   固定資産にかかわらず、滞納繰越につきましては、２２年か

ら２６年度の５年間をちょっと比較してみますと、滞納繰越が２２年で６億８,１２２万

６,０００円ございました。２６年度で６億６,２０３万６,０００円で、大体、１,９００

万ほどの減になっております。不納欠損につきましては、４,５７７万６,０００円あった

んですけれども、今、２６年度で２,２２３万７,０００円になっております。 

  収納率につきましても、８９.１２％に対しまして、２６年度で８９.３５％で、コンマ

２％増加しております。調定額も減少しておるんですけれども、不納欠損額を半分以下に

抑えまして、その中での収納率をコンマ２％アップさせることができております。 

  これは、県の滞納整理チームと協働いたしまして、指導も仰ぎながら、収納対策を強化

してきた成果がちょっとずつではありますけれども、出てきたのかなというふうに考えて

おります。これからも、滞納額を削減するためには、現年度分を減少させることが大事で

ございますので、滞納額が少額の折に粘り強く納税をお願いいたしまして、分納の誓約に

も応じさせていただいて、早目な対応を心がけておる次第でございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   現年度はそう変わってないと思うんですけども、とりあえず不納欠

損をやっぱりやっておるんですけども、今、家屋、土地で一応、何戸ぐらいが対象になっ

ておるわけですか。 

  数字はまあ、結構でございます。後で聞かせていただきたいと思うんですけども、一応

それでは、不納欠損をする基準というか、そんなのはあるんですか、ないんですか。市と

して。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 
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○市民部長（高木勝啓）   固定資産の不納欠損の原因は、まず、死亡して相続放棄とい

う件数がほとんどだと考えてます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   それはもう、その場合は不納欠損は、即というか、できるというこ

となんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   まず、不納欠損の発生の事由なんですけれども、滞納者に納

税の意思が余り見られないと、分納誓約にも応じていただけないというふうな場合が発生

した場合に、いわゆる税の公平性というのを保つのに、財産調査等を行いまして、その物

件とか預金の差し押さえを行います。それでも納税が見られないと、意思が余り見られな

いというときには、その物件を公売にかけさせていただきまして、換価の上、滞納額に充

てさせていただきます。裁判所等が先行で差し押さえ等を押さえて、競売をかけるという

ふうな場合については、こちらのほうから交付要求をさせていただくというようなことに

なります。 

  差し押さえた後で、生活の困窮状態になったり、今後も改善される見通しがないとか、

生活保護に認定されたとか、滞納者本人が行方不明になってしもうたというふうな状況に

なったときには、その差し押さえを解除いたしまして、執行を停止いたします。執行を停

止いたしまして、その状況が好転しなくて、３年間継続いたしますと、納税義務の消滅と

いうふうなことになりまして、不納欠損処理を行うというふうなことになります。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   流れとしてはわかったんですけど、何としても、かなり大きい金額

でございますので、今後も注意深く見ていきたいと思うんですけども、とりあえずそうい

うふうなこと、不納欠損の少ないように努力していただきたいと思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は、１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 
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（再開 午前１１時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   一番先に聞くのを忘れとったんやけども、いわゆる算定替えで９億ぐ

らいの減になるという話なんですが、その中には、支所経費等も含まれとると思うのやけ

ども、その分はどないなってる、結局は。南あわじ市は支所を持ってないんやけども。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   国のほうでは、合併算定替えの幅が大き過ぎるということで、

２６年度あたりから是正措置をしております。その中には、支所経費等は２６年度あたり

から算入されておりまして、あと、保健衛生なり消防費なり、そこら辺の縮減幅を全部見

込んだ中での全体の１３億５,０００万程度の減という見込みでございます。 

  なお、その縮減というのは、何年度に何ぼということで、段階的に行われますので、実

際、どの程度影響があるかというのは、きちっとした数字は、やっぱり算定してみらんと

わからんのですけども、ややこしい段階を踏みながら、全体としてそういう形でおさまる

かなという試算をしております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、それに経費はもう含まれてるというふうに理解してい

いんか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   総務部長の細川でございます。よろしくお願いします。 

  先ほど、財政課長も少し触れたわけですけれども、補足説明のほうを少しさせていただ

きます。一番、その削減額が減少したという、一番大きな理由は、実際、平成の合併のと

きに、理論値といいますか、机上で計算していたのと、実際、合併してみて実態、離島を

抱えておるところ、また、面積が非常に広い、山間部も多いとか、いろんな地理的条件、

環境が違います。そういうことでございまして、合併後の市町村の実態を把握した上で、
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合併時点で想定されなかった部分につきまして是正をしていくと、財政事情を交付税に算

定していくと、反映していくという形になっております。 

  それで、三つのポイントがありまして、一つは、先ほど委員おっしゃいました支所に要

する経費、それから、人口密度等による需要の割り増し、それから、標準団体の面積を見

直し、単位費用に反映と、この大きく三つの柱がございまして、それを平成２６年度以降、

５年程度の間で是正していくという形になっております。 

  それで、支所に要する経費につきましては、平成２６年度から平成２８年度まで、地域

振興費ということで、国全体で３,４６３億円でございます。それから、２７年度から２

９年度は、消防費、清掃費、地域振興費で、これが１,０００億円程度。それから、２８

年度以降につきましては、保健衛生費、小中学校費、徴税費等で７００億円。それから、

上記以外の面積等の見直ししての単位費用で１,５００億円程度で、全部で５カ年で６,７

００億円程度の見直し額が発生するということでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、市にはどれぐらい影響するのか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   国ベースの算定の中で、実際、算定してみらんとわからん部

分が多いんですけども、大体、１,０００億程度で四、五千万程度の影響があるという思

いでおります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   もっとはっきり言うてよ、そこら。わかれへん。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   御存じやと思うんですけども、交付税の制度というのは、全

体の中でこれだけ措置しますよというような形で来ますけども、実際、個別具体な算定を

行わんと、どの程度になるかというのはわかりかねる部分があるんです。それで、例えば

いろんな補正がありますので、そこら辺の中で、具体に当てはめてみらんとわからん部分

があるので、国のベースの財政計画の中の全体の総枠と、それぞれ、例えばこの部分で、

保健衛生で１,０００億措置しましたよというて、あと、消防費で１,０００億措置しまし
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たよいうたって、１,０００億が４,０００万のところもあれば、３,０００万の影響のと

ころもあるというようなことですので、申しわけないですけども、実際、算定してみらん

とわからん部分にはなります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   結局、わかれへんいうことやんか。いや、市にどれぐらいのメリット

がその分として入ってくるんかというやつよね。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   どのぐらいというのは、最終段階ですと、今現在、一本算定

と算定替えの差が１６億程度だと思います。まともにいくと１６億削減なんですけども、

そこら辺の緩和措置があるがために、全体で１３億５,０００万という形で考えておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １８ページの地方消費税交付金について聞きたいと思います。これ、

地方消費税は、５％のときは国が４で地方都道府県が１であったと思うんですが、今、８

ですが、８の現在の比率と、仮に１０になった場合の比率はどうなりますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   消費税が５から８になった段階での扱いというのは、一部、

地方消費税交付金のほうで、国からの配分がふえるというような形になりましたので、同

じようなケースやと思います。８から１０になっても、同じような形で、地方消費税交付

金はふえるものと考えられます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、今現在、８の場合は、国と地方との比率は何ぼですか。５

のときは、国４で地方１でしょう。たしか、８のときは、地方１点何ぼ、国が６点何ぼで

なかったかなと思うんですが、比率が。 
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○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   財政課長です。５％のときにつきましては、消費税が４対１

でした。８％のときが、２６年４月ですけども、６.３と１.７。それで、今予定しておる

２９年４月の１０％になった段階で、消費税率については、７.８と２.２になる予定と聞

いております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。そこで聞きたいんですが、この１４ページにある、１

社会保障財源分３億６,４００万というのがあるわけですが、この３億６,４００万という

のは、特定財源化しとると思うんですが、この３億６,４００万というのは、５％から

８％になった３％そのものですか。それとも、この３％にプラス５％の中の何ぼかが財源

で入ってきて、３億６,４００万になっとるんですか。これはどっちですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   お示しいたしております地方消費税交付金の説明の中のうち、

社会保障財源化分といいますのは、要するに、１％からコンマ７％ふえた１.７になった

段階で、コンマ７％ふえております。その部分のコンマ７％の影響額ということで、３億

６,４００万を計上いたしております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、これ、課長、あれですか、このたびの消費税の引き上

げた場合は、いわゆる地方に回ってきた１から１.７になった７部分が福祉に対する特定

財源であるというように理解してよろしいか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   国のほうでは、この部分は、社会保障財源ですということで

お示しいただいております。ただ、あくまで特定財源という形じゃなしに、一般財源とし

て充当させていただくようになります。 

  そういうことで、社会保障の財源としては充ててますけども、特定財源じゃないので、
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一般財源としてそれぞれの経費の中へ消費税交付金を充てているという形になろうかと思

います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、３億６,４００万円の０.７と５の中からの社会保障財

源分との金額比率、ちょっと言ってくれますか。０.７が何ぼで、あとの残りが、５から

出しておるんでしょう。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと時間いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それじゃ、また追ってで結構です。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   総務部長にちょっとお尋ねします。先般の一般質問でもちょっとお尋

ねしたんですけども、風力発電の関係で、ページ数は、総務使用料やから２０ページやと

思うんですけども、それもちょっと聞きたいところもあるんです。ここで、総務使用料で

よろしいんですかね、空中占用。入っとるの。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   管財課長の土肥です。どうぞよろしくお願いします。 

  今、質問のあった部分ですけれども、その部分については、ここは行政財産なので、風

力の部分は普通財産になりますので、市の土地貸付収入の中に入っております。４４ペー

ジです。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   これ、貸付収入ということで、この中に入っているということなんで

すが、あれ、前回、当初できたときには、たしか１０年の占用期間やったと思います。そ

れで、この月が更新時になっていることを総務部長よりお聞きしたんですけども、今回、

更新するに当たって、あの風力発電の施設については、耐用年数が１７年やということを

聞いておるんで、１７から１０を引くと、あと７ということで、１０年ないんですけども、

今回、市のほうでは、占用するに当たって、どういう基準で何年間さす気持ちで今おられ

るか、それをお伺いしたいんです。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その部分については、今年度末で契約がまた更新ということ

で、１０年間更新する予定となっております。それで、先ほど聞かれました金額について

は、今ちょっと資料を持ってないので、また後でお知らせしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、金額は私、どないでもいいんですよ。今お聞きしたいのは、要

は、その占用期間をあと７年しか例えばないところを、何で１０年さすんかということ。

それ、ちょっとおかしくないかということを、考え方を聞きたいわけです。どういう根拠

で１０年をさすんかということを聞きたいわけです。ちょっとそれを説明してください。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その部分についてもちょっと調べて、１０年という部分を調

べて、後で報告させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １４ページの個人市民税についてお伺いいたします。先ほど、法人の

関係もなかなか市内の経営状況、厳しいような話があったんですけども、個人所得割とい

うのは、説明書の中で、給与所得者がふえたという説明の文章があるんですけども、この

個人所得割というような形になってるんですけど、営業とか給与所得、所得状況というの

はどういうふうになっているんでしょうか。 
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○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   市内の法人につきましての、いわゆる景気の見込みなんです

けれども、２７年度の動向を見てみますと、比較的良好な業種につきましては、製造業、

それから電気、ガス、熱供給、水道業、それから、宿泊業、飲食サービス業などが挙げら

れると思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   まあ、業種によって、いい業種があるようなことになってるようです

けども、この宿泊業というのは、具体的にどういうところなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   いわゆる市内のホテルとか民宿業者のところなんですけれど

も、最近になりまして、この間もお話にありましたけれども、外国人の宿泊客の増加です

ね、インバウンド効果というんやと思うんですけども、そんなのが非常にございまして、

非常に好調につながっておるというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、今、一部業種で景気がいいという話がありましたけれども、

この給与所得者、農業、漁業、さらに年金の方もいるわけですけど、そこら辺の業種別の

分析というのはどうなってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今、委員さんおっしゃられたように、業種別には４分類して

おるんですけれども、給与所得については、南あわじ市では、総所得金額の大体８０％ぐ

らいを占めております。それで、去年、平成２７年１０月時点に調査をしておるんですが、

その時点で、所得については４１７億ほどございます。平成２６年決算調定時の大体１.

５％、６億５,３００万円ほど増になっております。 

  この労働人口が減少しておる傾向の中で、給与所得が増になっておると、そのようなと

ころは、地方にもやっと第２次の安倍政権の経済対策効果が少しですけれども、あらわれ

てきたのかなというふうに思われます。 
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  あと、農業所得については、平成２７年産が作柄と単価が両方とも好調であったことで、

平成２８年度予算の算定時の所得を、２７年１０月時点の１９億２,８００万から、大体

２０％ぐらい上げて、３億８,５００万ぐらいの増を見込んでおります。２３億１,４００

万としておりますが、２６年産が非常に好調であったというふうなことで、２７年度予算

の算定のときの所得を２６億５,６００万としておりました。 

  こういうふうな理由がございまして、予算ベースで考えますと、１２.９％、３億４,２

００万円の減となっております。農業所得についてはよいんですけれども、前年度の予算

がちょっと高かったということで、減になっております。 

  あと、営業所得につきましては、２６年度の決算調定、それから、２７年の１０月の調

査時点との比較では、ほとんど伸びが見られておりません。約３.６％の減となっており

まして、２８年度については、２７年度の１０月調査時点と同額というふうにさせてもら

っております。 

  あと、雑所得、年金所得等なんですけれども、これについては、２６年度の決算額が４

６億ございまして、２７年１０月の調査時点では４４億になっておりましたので、大体、

４.３％、１億９,７００万円程度の減となっております。 

  この主な理由なんですけれども、厚生年金が今、６５歳受給開始ということで、段階的

に受給開始年齢を上げております。そういうふうな影響がございまして、公的年金の受給

者数が少し減っておるというようなことで、こういうような結果になるのかなと考えてお

ります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   農業の分野では説明があったんですけど、漁業というのは、分類とし

てされてないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   漁業についても、分類はされておるんですけれども、いわゆ

る所得ベースでいいますと、この四つからかなり少額になるというふうなことで、今、御

説明はしなかったわけですけれども、漁業については、非常に不調であるというふうな状

況にあると考えられます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、先ほど説明があった給与所得の関係ですけれども、金額が増
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収になるという話がありましたけれども、これは、給与が上がってるのか、もらう対象者

がふえているのか、どちらなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   そこまでの分析はちょっとしてございませんけれども、恐ら

く、労働人口は減の方向にあろうかと思いますので、全体的な所得が上がっておるのかな

というふうに分析させてもらっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   いや、ふえているというのは、先ほどちょっと景気がという話があり

ましたけど、このふえてる要因に、働く人がふえたら、当然、給与所得が上がってくるわ

けで、そこら辺がちょっとはっきりしてないようなので、ふえた要因というのがちょっと

見えにくいものになってるのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   給与所得が上がるというふうなことで、いわゆる均等割の納

税者の方の増加がこのたび、２７年度と比べて２００人ほど増加というようなところを計

上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それから、働く人がふえてるから、給与所得者の金額も増加してるの

かなということで、余り景気との連動性というのはどうなのかなというふうな、ちょっと

疑問があるので質問したんですけど、そこら辺、どうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２７年度については、かなり景気の回復が見られたのかなと

いうふうに考えております。２８年度につきましても、何ぼかの減はあろうかと思います

けど、大体、横ばいぐらいでいけるのかなというふうに考えておるんですが。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   そこら辺も、人数がどうなって、そこら辺、ふえる要因というのは、

やっぱり南あわじ市民の所得がどういうふうに変動してるんかというのを、やっぱり常々

見ておく必要があるんではないかなと思うので、そこら辺、今後やってほしいなというよ

うに思っております。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょっと今の関連なんですけども、いわゆる個人均等割なんですが、

給料が上がってるということなんですけども、いわゆるこれ、９８％というの、この数字

というのはもう変わらないんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   収納率のことやと思うんですけども、大体、２６年度の決算

で９８.１％で、ことしもそれぐらいの経緯をたどっておりますので、２８年度につきま

しても９８％を採用させていただきました。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この９８％、国のほうでは段階的に９８.６まで上げるというような

ことが聞こえてくるんですけども、市としてはどういう対応をされるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今おっしゃられたのは、交付税の関係のトップランナー方式

のことを言われておると思うんですけれども、それにつきましても、先ほども申し上げま

したが、現年の値を極力抑えるというか、滞納率を下げて、収納率を上げていかな、その

３分の１からこぼれ落ちてしまいますので、滞納につきましては、いわゆる早目の、余り

額の張らん程度の早目の処分というか、納税の分納の関係につきましても、早目の処理を

していくように、課員一同、努めておるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   そこら、きっちりしとかないと、いわゆる交付税に反映されてくるん

でね。本当に、よっぽど頑張って収納せないかんというように思うんです。 

  もう一つ、いわゆる個人、法人、これを合わせたやつで、２万円ぐらい昨年より減額に

なってるということなんですが、特に法人税、この分は、法人数というのはどうなんです

か。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２８年度の予算ベースでいいますと、１,０５１社で、前年

度に比べますと、８社増というふうなことになっております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   増になってますか。昨年より。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   はい。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   済みません、９ページの債務負担行為の中の小中学校電算機器借上料、

この事業について説明をお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（山見嘉啓）   教育総務課長の山見です。よろしくお願いします。 

  ２８年度の小学校の空調設備の整備事業に係る債務負担ですけども、済みません、電算

部分で、ＩＣＴの５年間のリースの分ということです。これが、５年間の整備に係るリー

スの総額が６億９,９５０万で、それで、整備費の総額が５億７,０００万円かかります。

５年間のリースで年利を１.９％で算出しております。 

  平成２９年から３３年度の債務負担額が合計で７億５,２４０万円です。その内訳とし

て、債務負担の総額が７億９,２００万円、それから、２８年度の執行額３カ月分を見込
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んでおりますが、それが３,９６０万円ということです。なお、リース料分、整備に係る

機器のリース料分が６億１,７０２万５,０００円。それから、保守管理の委託料に係る分

が１億３,５３７万５,０００円ということです。 

  もう少し具体的に説明します。それから、先ほど申しました債務負担の総額が、リース

と保守管理合わせた分が７億９,２００万円で、２８年度の執行分が、合計、リースと保

守管理の３カ月分で３,９６０万円かかります。それを引いた額が５年間の債務負担行為

ということで、７億５,２４０万円ということです。 

  リースの整備費が、工事費ですけども、５億７,０００万円かかります。しかし、５年

間のリースによったら、年利１.９％で算出しておりますので、これが合計で６億４,９５

０万円かかるということです。差額が、７,９５０万円が利息として余分にかかるという

ことになっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   もし、これ、歳出にかかわるようだったら、委員長のほうから指摘を

お願いしたいと思うんですが、そうしますと、今回、パソコンとかタブレットとかあるん

ですが、それぞれの個数についてはどのようになっておりますか。パソコンの個数とかタ

ブレットの個数とか。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   教育次長の藤岡でございます。よろしくお願いいたします。 

  主な整備計画の概要ということで、パソコン台数等を報告させていただきます。まず、

校務用のパソコン、職員の分の更新が３９２台、コンピュータ教室のパソコン、中学校の

分が１６８台、タブレットパソコン、小学校、中学校合わせまして、５３２台。教室用の

パソコン、２１１台が主なところでございます。これ、南あわじ市立小中学校の分ですの

で、小中合わせて２０校分の概要でございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   となると、洲本との組合立ありますよね。そこについてはどういうふ

うな対応をされるんでしょうか。 
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○森上祐治委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（山見嘉啓）   洲本市・南あわじ市の小中学校組合については、負担金

で洲本市からいただく予定です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   国庫支出金なんですけども、２４ページ、２３から２４になると思う

んやけども、いわゆる保育所運営費なんですが、国のほうでは、この部分が大幅に増額さ

れてるというふうに聞くんですが、昨年と比べてどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   子育て支援課長の児玉です。よろしくお願いいたしま

す。 

  私立保育所の運営費の国の負担については、昨年来、平成２７年度から公定価格のほう

が幾分上がっておりますので、試算の中では上げている形での計算にしております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、去年と同じということですか、査定は。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   いえ、金額につきましては、２６年度の実績では６,

４７５万１,０００円余りの金額ですけども、今回は、その公定価格の上がりによって１

億１,０００万、およそ３,５００万ほど上がっているという状況です。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   県のほうも所得割、制限が上がりましたよね。それによって、やっぱ

り市に入るお金も変わってきてるんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（児玉裕仁）   これは、使用料の話でよろしいですか。予算書の２０

ページに分担金及び負担金で、民生費負担金というのがございます。この中での使用料に

ついて、児童福祉負担金として２６０万ほどの金額を計上させてもらってるんですけれど

も、これについては、今まで保育所という中で、今まででしたら松帆南・北の、今はこど

も園になってますけども、保育所というときには、この項目に保育料として計上していた

んですけども、２７年、２８年におきましては、もう私立保育園というのは１カ所という

ふうなことですので、この１カ所の保育料の算定で、今の２７年度の所得割区分に対して

８階層で保育料の算定をしておりますけれども、保育料の額については変えてはおりませ

んので、その１カ所の保育料、そして、３歳以上が無料となっておりますので、０～２歳

児の対象の児童１４名に対して、この金額を計上しております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる県の運営費が３,５００万ぐらいですか、多くなったという

ことは、市の負担がそれだけ減ったというふうに理解していいんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   運営費についての国・県の割合については、国が２分

の１、県は４分の１というように割り当てになっております。ただ、公定価格が上がった

ことによる運営費の増額になりますので、市が４分の１負担となるということで、その分

は、一般財源の分については増額になるという形になります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょっとわかるようにお願いします。いや、いわゆる総額として、余

計来るようになるんですよね。そやのに、何で負担がふえるんですか、市の。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   保育料の運営費の単価が、それぞれ１人当たりの単価

が、ゼロ歳から５歳までの単価が上がってますので、それに対する公定価格が、その分の

金額が上がってきているというような状況です。 
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○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そしたら、もっとわかりやすいように、父兄の負担は減るんですか、

ふえるんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   保育料のこの８階層の単価につきましては、変えてお

りませんので、それぞれ、所得割によっては変わりますけども、０～２歳児に係る負担に

ついては、今までどおり変わらないと考えております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょっとわからないので、またもう一回やり直しするわ。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   今の関連なんですが、たしか、多子計算の考え方を国が変えてき

てませんか。聞いとるんでは、年齢制限がなくなったと、それと、所得の制限もなくなっ

たんじゃなかったんですかね。そういうことで、単価が上がってるということもあるんだ

けれども、南あわじ市が実施をしておる３歳児以上の保育料軽減策、これに対する市の負

担というのは、逆に国が裏をつけてきてるという部分の中で、ちょっと緩和されてるとい

う認識を持っとったんですが、そのあたりの説明、わかりやすくしていただけませんか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   先ほどの質問、多分、国なり県のほうで保育料無料軽

減事業というような、このたび出している内容のことの含みでよろしいんでしょうか。３

６ページに、県支出金、県補助金の中の児童福祉費補助金で、第２子保育料軽減事業補助

金というようなことで、２４万９,０００円の計上をさせていただいとるんですけども、

このたび、県のほうで第２子保育料軽減事業補助金という施策を発表しております。 

  これは、まず県のほうの説明が先になるんですけども、国の保育料の負担軽減策の拡充

というふうなことに伴って、県が継続を行っている第３子以降、今もやってるんですけど
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も、その保育料軽減策というのがあるわけなんです。それに、さらに第２子で国の制度等

の対象にならない、まず、市民税所得割額の７万７,１０１円から１６万９,０００円、保

育料の階層でいいますと、４階層の途中から５階層の対象の方に対する補助金を交付する

という制度になっております。 

  ですので、３歳以上の方については、もう既に無料化してますので、０～２歳児の第２

子になります方について、その分、軽減になるというふうなことで、０～２歳児でしたら

１人４,５００円の１２カ月分が対象になるというふうになっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これも、確認なんですが、多子計算にかかわる年齢制限というの

を緩和をしてるというか、これまで小学校３年生までを２人目というような格好にしてお

ったものを、この年齢制限をなくして、第２子、第３子というのは、もうその家に、小学

生であろうが中学生であろうが、子供がおった場合は、そういう多子の半額補助というよ

うな格好、あるいは無償化ということに国が予算をつけてくるというようなコメントを聞

いとるんですけども。そうすると、これまでよりも市の負担額は、その分だけ軽くなるん

じゃないのかということを北村委員も聞きたかったし、私も聞いておるんですけどね。そ

のあたりの説明をしていただければと思っておるんですけど。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   申しわけございません。つまり、今の質問の中では、

国の施策の中では、今までは、保育所に同時入所で、仮に３人のお子さんが同時に保育所

に入所した場合には、第１子の子については全額の保育料、第２子には２分の１、そして、

第３子には無料というようになっております。今回の国の施策としては、その同時入所が

範囲を小学校以上の子供が第１子、お兄ちゃん、お姉ちゃんがおられた場合、その子供も

カウントして、その後、保育所に２人子供がいたとしたら、一つその上の子が２分の１、

そして、第３子、３番目の子が無料になるというような対象となります。 

  今回、南あわじ市に照らし合わせますと、それが０～２歳児、俗に言う未満児の子を対

象にした２分の１無料というような対象となっていくというふうに予定となっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、南あわじ市は、その３歳以上の保育料の無料化を図っ

ておるわけで、それに対する補助、国の裏づけが多少ふえてくるという理解をしとるんで
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すよ。ふえてくると、南あわじ市の負担金分が若干減ると。今までだったら、一般財源か

らいかなあかん部分に対しても、国は少しの裏をつけてるという理解をしとるんです。そ

の負担、裏をつけてきた金額は一体どれぐらいになるのかなということを聞きたいんです

よ。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   ちょっと話がややこしくなるかもわかりませんが、金額が

ストレートにというか、先ほど、蛭子副委員長が言われとったその小学校３年生までとい

うのは、幼稚園の場合の話なんです。保育所の場合は、保育所の中にいる人だけを対象に

して、その中で同時入所をしている場合の第１子、第２子、第３子があって、仮に３人の

子供さんが同時入所をされてたとした場合ですけども、第１子の子供さんについては、全

額負担してくださいよと。第２子については、半額で結構です。第３子については負担は

要りませんという、これが従来の国の考え方です。 

  南あわじ市は、３歳以上、３歳、４歳、５歳は無料にしてますが、今、話をさせてもら

った国のことというのは、ゼロ歳から５歳、要は、保育所に入っている人全体の話を指し

ます。そこがうちの無料化とは別の話になってるというのを最初に御理解ください。 

  今度、まだ明確に国も県もどういうふうにするかというのは、正式にはまだ確定してま

せんが、今の情報では、要は、国については、まず国ですが、国についてはその同時入所

しか今までは考えてませんでしたと。それで、所得制限も特に考えてませんでしたという

ものなんですが、それについて、所得の制限は設けますが、今度は小学校より上の子供、

要は第１子の見方を、年齢はもう特に見ないと。条件はありますよ、こういう子供という

条件はありますが、それを見ないという方向に来たというようなことで、それは、変更じ

ゃなしに、プラスですね。もともとあったものに、その分を加えましょうという話になっ

てきとるわけです。 

  県のほうは、もともと第３子については、多子世帯ということで、これは、保育料を払

わんでもええというんでなしに、補助金という形になりますが、県は県でそういう第３子

について、そういうのを出しとったわけです。今度、国が変わったことにつけて、県につ

いても、今度は第２子について見ましょうと。それがどんな部分を見るかというと、国は

ここまでの所得の人を見ますというのを決めるわけですね。その国の対象になれへん部分

について、第２子について所得の範囲を広げて、その分について見ましょうと。要は、国

の対象にならん分を県が少し拾いましょうという話なんです。 

  それがはっきり何ぼになるかというのは、これはきちっとした算定はできてません。も

ともと国も県も、対象の年齢も、対象の所得の制限も明確にできてない中での話なので、

その辺ははっきりしてませんけども、今までとは変わると。 
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  そこにうちが、南あわじ市が３歳以上無料化というのが加わってきますので、そこでお

られる子供さんによって、いろいろな組み合わせになってくるので、これをまた言い出し

たらちょっとややこしくなってしまいますけども、それが組み合わせてくるという話なの

で、市にとっては、特にプラスになるというふうに持っていけたらいいんですが、普通に

考えますと、市はプラスじゃなしに、今度、ゼロ歳から２歳の子供が無料になる子供、半

額になる子供が逆にふえるという話になるので、３歳以上はもともと無料化なので何も変

わりません。 

  ですから、市のほうにしたら、負担が、逆に言うたら、納めてくれるのが減ってしまう

という勘定になるというのが、今の現状です。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、昼食のために暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

 

（休憩 午後 ０時０１分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  休憩前に引き続き、債務負担行為、地方債及び歳入全般について質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ５２ページです。らん・らんバス運賃収入についてお聞きしたいと思

います。ことしの施政方針で３０％アップという話があったんですけど、多分これ、２６

年に比べて２７年が３０％アップだと思うんですけど、そういうことでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   都市計画課長の原口でございます。よろしくお願いしま

す。 

  ただいまの３０％アップというのは、２６年度に比べて３０％アップで、２６年度が約

６万９,０００人余りだったんですけども、今年度の見込みとしては９万人程度の利用者

があると予定しております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 
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○柏木 剛委員   わかりました。利用者数が２６年度６万９,０００人に対して、２７

年度９万人ぐらいという、こんな見込みであると。 

  それでは、どの辺がどうふえたんでしょうか。ふえた、３割アップした、どの線が主に

ふえたのか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   伸びた要因としましては、２７年度新庁舎に合わせてダ

イヤの改正、それから、乗り継ぎ、中央循環線を乗り継ぎしやすいような便数もふやしま

した。それと、以前の中央循環線というか、中央の部分を一つ分けまして、東循環線とし

て１ルートふやしております。それに合わせて、便数等をふやした結果、こういう利用の

増と考えております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ということは、中央線、ほかの南北とか、北とか南とか西とか、これ

は余り変わらん、中央に乗る人の数がふえたという、そういうことですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   乗り継ぎが便利になったということと、便数がふえたと

いうことで、中央循環線だけでなしに、ほかのすいせん号とかそこらから行くのに便利に

なって、まだ細かくは分析しておりませんけども、そういうこともあろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   じゃあ、ついでにお聞きしますけど、デマンドのほうはどうですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   デマンドのほうは、伸びがございません。ある程度、固

定した乗客というふうな形で、伸びはありません。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 
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○柏木 剛委員   それでしたら、予算のほうですけども、１,２５０万ということは、

大体２６年度で９９０万、約１,０００万で、もう既に２７年度で１,２００万ぐらいまで

収入が来とるわけですか。それに対して、２８年度予算は、大体、２７年度の横ばいとい

う数字を置いておるということですね。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   ちょっと１２月末になるんですけども、１２月末で利用

者がほぼ昨年と同じ、６万９,０００人ほどとなっております。それで、運賃収入が前年

度７６２万ほどから９５３万というふうなことで、乗客数までもパーセントはふえてない

ですけども、料金もふえるという見込みで、２８年度予算を置いております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   最後に。ということは、もう一度確認しますけど、２７年度にほとん

ど１,２００万ぐらいまで売上があったんですけども、２８年度はほぼ同数が乗ってくれ

るであろうと、そんな予算であるということですね。２７年度と同じぐらいの数字である

という、横ばいの数字を予算に置いたということですね。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今の運賃収入の件ですか。いや、運賃収入は、増額は見

てます。２７年度から２８年度に増額ということで、見込みをしております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   済みません、それじゃもう一回だけ。２７年度は、２６年度、もう一

回繰り返しますが、９９０万の運賃収入で、２７年度は、もう既に９００万ぐらい来とる

ということですから、１,２００万ぐらいですか。それに対して増額というのは、５０万

増、１,２５０万で５０万円ほど増額したという、そんなことでいいんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   申しわけございません。先ほどの言った数字は、１２月
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末での運賃収入が２７年度９３０万で、２６年度が７６２万円ということで、言い方が悪

かったんですけども、１２月末での比較の運賃収入となっております。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   午前中の印部委員の御質問で、地方消費税交付金のうち、社

会保障財源化分についての計算をした結果ということで求められておりましたけれども、

２８年度１.７％の消費税の率に対応した部分につきましては、０.７％部分の３億６,４

００万という形で、０.７％が全て社会保障財源化分という形になります。 

  それと、２９年度以降については、２.２％になりますが、１％を除いた１.２％で、今

の現状で行きますと、６億円程度の社会保障財源化分が入ってくる、交付金として入って

くる見込みでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   先ほど、午前中の木場委員の質問がありました件なんですけ

れども、風力発電施設の市有地の土地貸付期間１０年の理由について、回答させていただ

きます。 

  風力発電設備の貸付料の算定方法については、行政財産使用料の電柱等に係るものとし

て貸付料を算定を予定していることから、許可期間については、電柱・電話柱と同様の扱

いで１０年としております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   風力発電と電柱とは、全く違うと思うんです。いわゆる構造も違うし、

使用の公共性も全然違うと思うんですが、その辺を加味しないで１０年というのは、ちょ

っと納得いかんのですけど。 

  これは、先ほど言ったそれと、耐用年数が過ぎた期間まで１０年余り、７年のところを

１０年というのは、どういうわけでそういう算定になるんですか。先ほど言った電柱であ

れば、定期的に電柱の切りかえも、更新もしておりますけども、そういうことは関電とは

できとるんですけど、この風力発電の会社とは、そういう更新の約束事とか、そういうこ

とはできておるんですか。 



－ 41 － 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   先ほど風力発電設備の耐用年数、１７年と申されておったの

は、税法上の減価償却資産の耐用年数のことであると思うんですけれども、機能的、物理

的にはもう少し長いものであるのかなと思います。 

  それで、南あわじ市公有財産規則の中で、貸付期間ということがのっております。ここ

には、普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができないということで、そ

の１項の中に、堅固な建物の所有を目的とする土地及び土地定着物を貸し付けるときは３

０年ということで、３０年の期間を超えることができないということで、年数的には１７

年より、こちらのほうが正当かなという気がしております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   あれ、課長、御存じのとおり、電柱だったらああいう羽根がついてな

い。あれは羽根がついとるわけやな。それで、くるくる回りよるわけ。全く違うと思うん

やけど。そういうことを加味して貸し付けせな、地元は納得せえへんと思う。地元の人が

ああいう施設だったら、いつまでも歓迎しますという施設じゃないわけ。そやから、その

辺を行政として、はっきりと打ち出して、例えば、私は極端な話、１年ごとの更新でもえ

えと思うんですけど。それを、１７年を過ぎて、２０年をめどに貸し付けというのは、全

く理解でけらんのやけど。もう一度お願いします。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   私どものほうといたしましては、先ほど申したとおりで、許

可年数については、電柱・電話柱等の取り扱いでいきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そやから、言うたとおり、電柱でなしに、羽根がついとるということ

をもっと加味して考えてほしいわけ。あれ、くるくる回っとるわけ。堅固な構造物でない

わけよ。誰が見ても、風力発電が堅固な構造物やいうて、誰も理解できませんよ。それが

証拠に、南あわじ市でも、羽根が１枚飛んで、台風のときにどこか吹っ飛んで、ほかの施

設であったと思うんです、そういう例が。そやから、何が堅固で、それが納得、全然でき
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へん。 

  それで、羽根が飛んだんと、堅固なものとしての判断をどこでしたんか、もう一遍。こ

んなの、納得できませんよ。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   一度、この件についてはちょっと検討したいと思います。調

査したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ５２ページの雑入の関係で、サイクリングターミナルの関係ですけど

も、当初予算から大幅に減ってるわけですけども、今回、３月補正で減額が出てると思う

んですけれども、この使用料ですけれども、この大幅に減った要因というのはどういうふ

うに分析されてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   商工観光課の川上です。よろしくお願いします。 

  ここに上がってきてるのは、実績をもとに上げてますけれども、若干、サイクリングタ

ーミナルについては、宴会客等が減ってきている関係上、このような数字となっておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、サンライズを指定管理するときに、収支計画書というの

がかいげつから出ておりますけれども、そこでいわゆる利用料収入というところと、自主

事業収入というところがあるんですけれども、どちらのほうで減っているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ここに収入として上げている部分については、施設利用

に係るうちに入る使用料というところで、３カ年の実績をもとに計算して、ことしの予想

を入れたわけでございます。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そういう計算のもとで今回、積算を起こしてると思うんですけども、

この収支計画書がかいげつから出てますよね。その中で、収支計画書の中で利用料収入と

自主事業収入というふうに、二つ立て分けしてると思うんですけども、どちらで減ってる

のかというのはわかるんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   事業利用収入です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それが今さっき答弁があった宴会というような部分が少ないという。

どれぐらいの利用があるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   人数でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうですね。人数があればわかりやすいかなと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   全体で今、サイクリングターミナルにおいては、利用者

数１万６,０００人でございます。休憩の人数については、細かい数字をちょっと把握で

きてませんが、この１万６,０００人の約３分の１ぐらいかなというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この指定管理は、平成２８年度で終了というようになると思うんです

けれども、先日も委員会で、外のトイレの改修もお願いしとったんですけども、先日、や
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っと使えるようになって、二、三カ月ぐらいかかったと思うんですよね。 

  ここの指定管理で、このかいげつから出してくる事業書の中では、そういう不備な点に

はすぐに対応するとか、いろんなふうに書かれてるんですけども、それが実際、そういう

ふうになってない現実があるんですけども、そういうところで市の直営してた分と指定管

理の分で、そういうサービスの面で大きく差が出てきてると思うんですけど、そこら辺の

認識はどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   吉田委員が言われますとおり、若干ちょっと指導監督不

行き届きのあったところが多々あります。玄関等含めて、トイレのところもあるので、こ

の間からちょっと、言われたときからちょっと是正勧告を言うておりますので、周りの環

境を含めて、改善できるところはなるべくするようにということで、密に連絡するように

ということで、連絡をとっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   利用者から不満の声が出てて、やっと３カ月で改善したと。なるべく

ということでなしに、やはり言われたことは即解決するということが必要やと思いますし、

今年度終了というところでは、どういうふうな今後の考え方でいかれるんでしょうか。こ

の施設について。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   中身については、今、宿泊の関係者については、業者、

仕事に来てる方等は泊まってますが、大きなそういった団体が来ておりません。それとあ

わせまして、先ほどの宴会客も減ってきてるんで、営業を上げるについては、そういった

ところの宿泊の部分と、宴会に来てくれる休憩者のほうをふやしていかなくては数字が上

がってこないと思います。 

  また、あとの外の環境のところにおいても、テニスコートの整備もちょっとおくれまし

たけれども、テニスコートも間もなく、ことしで最終でき上がるわけなんですけれども、

それと、遊具のことについても、全体を考えて、危険度がないかどうかを含めて考えて、

前の環境も整備して、合宿とかいろんなところにも呼びかけることができないかというこ

とを指定管理者とともに検討していきたいと思っております。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた外のところですけど、常にごみが落ちているような状況で、

なかなか管理が行き届いてないのかなというふうに思うんですけれども、今年度でもう指

定期間が終了ということになれば、ある時期からまた、この施設を指定管理するのかどう

するのかという検討にも入ってくると思うんですけど、そこら辺の考え方はどうなんでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   よく今までの実績と、今の現状を踏まえて検討していき

たいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   検討というのは、どういうふうに検討されるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   その施設が有効的にお客様に喜ばれる施設に営業できる

ように、ともにできるかということを前向きに、今の現指定管理の方と１年までに協議し

たいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   新たにするときは、また公募にかけるとかいろんな方法があって、公

募して指定管理するんか、また違う方向かとか、そういうのはまた早い段階で協議すると

いうことでよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   指定管理は当然、選定委員会もありますので、また新た

な業者も出てくるかもしれませんけども、今の業者が続けていく意向があれば、今の悪か

った部分を是正しながら、未来へ向けた営業をともに話し合って、最後の１年を健全に行

いたいというふうに考えています。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今の答弁ですと、何か、引き続きみたいな話ですけども、新たにやは

り考えていくという方向でなかったらだめなんではないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   そうです。新たな方もおるわけですけども、今の残され

た１年間だけでも、迷惑かからんように、よいほうにやっていくということを申し上げた

いと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ４８ページの諸収入の中の貸付金元利収入に関連してなんですが、

予算ベースで昨年度については、滝川奨学資金の関係なんですけれども、滝川奨学資金が

ことしは５７万で、昨年の予算ベース９２万５,０００円ということは、返済を終了した

方がいるということになるかと思うんですね。 

  それとあと、滞納については若干予算ベースで減っておると、このあたりの説明をいた

だけますか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学校教育課長の廣地でございます。よろしくお願いしま

す。 

  まず、滝川奨学金の元利収入につきましては、申し上げましたように完済者も出まして、

７人分ということになっております。また、滞納につきましては、２名分、１１０万７,

０００円というふうな数字になっております。 

  これらにつきましても、再度、学校教育課長名で案内もしてますし、滞納分の返済方法

等についても、相談に乗りながら進めておる次第でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、滞納については減っておるということで、全員ではな
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いにしても、少しは前進があるというか、滞納された方も少しずつそれを返還をしておる

という実態があるだろうなと思っておるんですけども、それでよいですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この同じ中にあって、住宅資金のほうが若干、余り変更がないと

いうようなことで、これもわずかな金額のようにも思いますけれども、むしろ滞納につい

ては若干ふえておるんかな。これは、金利分ぐらいふえておるんですか。このあたり、ど

ういう事情ですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   市民課長の山崎でございます。どうぞよろしくお願いします。 

  滞納件数につきましては、去年と変わっておりませず、１３件でございます。現年分が

残っている方が４名でございまして、それと合わせて１３件ということでございます。金

額のほうにつきましては、現年分の収納額につきましては、調定額１９８万に対しまして

１１万程度の収入でございます。 

  そして、滞納分につきましても、３,５００万の調定額がございますが、収入額につき

ましては、申しわけございません、それは現年も含めましてですけども、滞繰でいきます

と３,５００万でございますけども、収納額が現年と過年を合わせまして、２６万６,００

０円ということでございます。ですので、年々、滞納額のほうはふえていっているのが現

状でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ふえていってるのが現状なんですが、どうされるんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   これにつきましては、職員のほうが根気よく先方さんのほう

に出向いていきまして、わずかな金額の方もいらっしゃるんですけども、分納もいただい
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ておるということで、熱心に出向いているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いろんな処理の仕方があると思うんですけども、支払い能力に欠

けるというか、生活困窮をされてるのであれば、そういうのに応じた対応というようなこ

ともしたほうがいいんじゃないんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   住宅貸付金につきましての時効と申しますのが、私権でござ

いますので、時効が１０年だと考えております。それで、その分につきまして、委員おっ

しゃられるように、滞納処分ができるかどうかというところも含めた中で、またその欠損

というところもあるんですけども、これからまだまだ新規に現年分が発生する方もいらっ

しゃる中で、古い分を処分するというのもいかがなものかと思いますので、その辺を十分

精査した中で、これから考えていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、生活実態が今のお話の中でちょっとわからないですよ

ね。生活実態が困難な方なら、もう欠損する。しかし、そうでないならば、ちゃんと分納

してででも払っていただくと。その立て分けの状況が今の説明だけではよくわからないん

ですよ。そのあたり、いろいろ市民税、固定資産税、さまざまな税の分野でも分納誓約を

する、国保税にしましても分納誓約をして、事情があれば分納の中において、生活困窮者

に対してはそういう対応をしていくということをとってると思うんですね。そこはね。 

  この滞納されてる方の経済実態、生活実態がどうなのかというのが、もうひとつはっき

りしないので、今、ちょっと質問させてもろうとるんですけれども。やっぱり、払う能力

があるという判断をしてるのか、なかなか難しい困窮者であるのかという、その区分をど

うされてるのかということをお尋ねしたいと思いますが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   当然、その辺、所得の調査とか資産の調査とか、当然行いな

がら、仕事のほうは進めておるわけなんですけども、返済もしていただいとる方もおりま

すし、これまでも、もう完納されとる方もおる中で、果たしてそういう生活が苦しいとい
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うことは、当然、それも考慮しなければいけないんですけども、全体を見た中で、過去の

流れも見た中で、今後そういうところにつきましては考えていきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   生活実態に応じてきちっとした対応をしていくことが大事である

と。必要ならば欠損もあるし、ないならば、しっかりと納めていただくと。こういう立て

分けをやっていただきたいということを申し上げたいと思います。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   地方創生の関係でちょっとお伺いするんですけども、今回、補正予算

の関係で、地方創生加速化交付金というのが出ておりますけれども、国の予算を見てみま

すと、新型交付金というか、地方創生推進交付金というのがあるようですけれども、南あ

わじ市は今回、それは予算の中に組み入れられているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   新型交付金につきましては、平成２８年度、国のほうで全体

事業費として２,０００億のうち１,０００億が国ベースでの新型交付金の総額やと聞いて

おります。ただ、当初の段階ではっきりと、どれにどういうふうにというような指針も出

ておりませんし、どれが対象となるのかも判定されておりません。ですので、南あわじ市

で事業は起こしておりますが、どれが対象となるかわかりませんので、当初予算では計上

させていただいておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   国のほうではかなり詳しい資料も出てるようですけど、どれが対象に

なるかわからないので、当初置いてないけど、補正予算で、そしたら置くという可能性は

あるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   今後、国とのやりとりの中でどれが、どういう形で補助対象

となるか、どれが補助対象となるかというような詰めを今後、できるかと思います。その

段階で総額、交付金が当たる、当たらんの判断がされると思います。 

  ですから、その段階で、決まった段階で、新型交付金の額が決定した段階で、補正予算

で対応させていただきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、まだどういう事業でどれぐらいの予算というのは、これ

からの話だというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   この総額は、２,０００億の１,０００億というベースは決定

しておりますけども、各個別自治体に対する部分については不透明でございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ２１ページと２２ページにまたがるんですが、使用料のところでちょ

っと確認しておきたいと思います。教育使用料が本年度の予算で前年に比べて２００万ほ

ど減額されてますが、この要因は何でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   体育青少年課長の柏木といいます。よろしくお願いい

たします。 

  ただいま御質問のありました教育使用料の２００万余りの減額の件でございますが、こ

れが３節の保健体育使用料の中の西淡社会教育センター使用料、この分で、２８年度から

耐震補強工事の改修工事に入ります関係で、今の予定では、８月ごろからの工事着手を予

定しておりますが、その間、体育館は使用できなくなりますので、その使用料の減が１８

７万７,０００円程度ございますので、主な要因はその使用料ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   多分、そういうことだろうなという思いはしてたんですが、となりま

すと、あとの施設については、使用料はほとんど前年並みの使用料を見込まれると、こう

いう考えでよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   はい。そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、文化体育館の使用料が６００万という予算計上をされ

ております。この６００万という金額がどういう感触かと思うんですが、使用人数はどれ

ぐらいの予定をしておりますか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   利用人数でございますが、これ、２６年度の実績なん

ですが、体育館で２万８,０００人程度、トレーニングルームの利用が８,０００人余り、

それと、健康教室というふうな講座をする教室があるんですけれども、合わせて３万７,

０００から３万８,０００人程度を予定というか、考えてございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   文化体育館につきましては、やはり利用頻度を高めるために、いろん

なこういうイベント等の企画等も必要ではないかなという考えがあるんですが、本年度、

そういう企画は考えられておりますか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   ２８年度におきましては、２７年度と同様のことを予

定しておりますが、今後の検討すべき課題となってくるのかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   せっかくの施設ですから、その施設を利用していただければ、その使
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用料もふえるということはもうわかり切ってることなんです。それで、南あわじ市におい

てもいろんな施策を盛り上げて、交流人口もふやそうという考え方もありますので、そう

いったことからも、こういった文化体育館、すばらしい施設ですので、あそこでいろんな

イベントがあるということも、また一つ大きな集客施設になってくるんではないかなとい

う思いがしますので、これから検討のほうをよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ページ４６ページの、淡路鳴門岬公園開発基金繰入金２億６,０００

万円について聞きたいと思います。まず、これだけの基金取り崩しをして、大鳴門橋記念

館をどのようにされるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   大鳴門橋記念館のリニューアルについての基金でござい

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私の聞いてる範囲では、県が大鳴門橋記念館を市に無償譲渡すると。

それについて、県は、ある程度のリニューアルをした後、市に無償譲渡するというふうに

聞いておるわけですね。ということになりますと、市が持ち出す２億６,０００万円は、

どれに使うんかということになるわけですね。 

  ですから、県がリニューアルをする部分と、市がリニューアルする部分が恐らくこの予

算書を見ればあるんであろうと思うんですが、ならば、県がリニューアルするのはどの部

分で事業費はどれだけか、市が２億６,０００万円をもってするのはどの部分をやるのか

と、その点についてお聞かせ願いたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   これは、基金の入れかえでございまして、県からお金を

３億８,８００万いただくわけでございまして、その中で、２７年度に老朽化対策の部分

で既に使っている部分がありますので、その差し引きの部分で、２８年度基金に入れまし
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て、２８年度にうずしお科学館の部分のところをリニューアルしてオープンする予定でご

ざいます。 

  ですので、先ほど印部委員さんが言われました県からある程度改修してから移譲という

わけではなくて、全部市に任されての移譲という形になってきております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、課長、一遍確認しますけど、県が市に対して無償譲渡する

において、リニューアルというこの経費、先ほど言いました３億８,０００万円を２年間

にわたって事業をやると。それを、３億８,０００万円は、鳴門岬公園の基金に繰り入れ

て、トンネルでその金を動かしておるということですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   はい。そうです。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、市長にお伺いしますが、南あわじ市は今まで県から大鳴門橋記

念館を無償貸与されておったわけですね。今度、県はどのような都合であったのか知りま

せんが、今課長の話を聞きますと、３億８,０００万円の公費をつぎ込んでリニューアル

して、市に無償譲渡するということなんですが、これ、市長、市としては、これだけリニ

ューアルしてもうて、してもらうのはいいんですが、今後のことを考えたら無償譲渡され

ても、ある意味迷惑のように思うんですが、市長、どない思いますか。 

 

○森上祐治委員長   中田市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、ずっと県のほうで今までどおりしていただくというのが一

番市にとってはいいわけなんですが、県も一つの区切りとしてそういう取り組みをちゃん

としておきたいということで、以前からそういう話が出ておりました。 

  やはり、何ぼお金もうても後々の、完全でないわけですから、また改修をしたり、いろ

いろしていかなければならないわけでございます。ですから、そういうところを今あの大

鳴門の会社が非常に今のところ順調にいっておりますので、その会社が今後自分の自前で

できる形のものにして管理をしていただくというような流れにしていきたいというふうに
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思っております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、市長、イングランドの丘が買って、県が何でやったか、おのこ

ろアイランド、何やったか、何か運営しておって、県が毎年３億円ぐらいの赤字が出ると

いうことで、当時の三原町に、あれは無償譲渡だったんですか、無償貸与だったんですか

何かをして、イングランドの丘をまた改めて三原町がやったときに、市がコアラの飼育と

かそういう関係で１億円ずつずっと継続的につけておるんですね。今回もそらリニューア

ルして無償譲渡はいいんですが、継続的に何らかの形の金銭的な補助的なものが継続的に

あったら、よりいいんでないかと思うんですが、そういう話にはならなかったんですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   やはりそういう部分もあって、交渉は担当部でしてくれていたん

ですが、要は県のほうとしては一つの区切りをちゃんとこの際したいという、県にしたら

そのほうがいいわけで、いつまでも県の財産であると、どうしても大きな改修とかいろい

ろ県が面倒見ていかんなんという事態が起こります。ですから、私どももそういう交渉も

一部ではあったんですが、この際できるだけ次なるそういう改修なり等々に寄与できるよ

うな改修にして、それで継続できる体制をということになったわけでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   先ほどの北村委員とのやりとりの合併算定がえの話、もう一度ち

ょっと確認をしたいんですけれども、これは地方交付税の関係で４億５,０００万円の減

額ということが出ておるところです。歳入の、ページ数で言えば１９ページですか、４億

５,０００万円の減額になる。しかしそこは緩和された４億５,０００万円であった。総務

部長のほうから３つの観点で説明がございました。その中に経費の関係、それから面積要

件、それから人口要件というような、こういうようなことであったと。仮にその要件がな

かったとしたら、どうなっておったか。どれぐらいの減額ということになっておったか。

数字を教えていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   仮定の話なんですが、例えば２５年度の数字で申し上げます

と、一本算定の結果が８３億４,０００万となってます。算定がえが１０３億６,０００万

となっております。ですから、差し引きしますと２０億２,０００万程度の算定がえ影響

額がございます。それを１・３・５・７・９の割合で減っていくということで、２５年度

ベースでいきますと、２１億ぐらいの影響額があったと、それが２６年度から５年間の間

に、影響額の縮減と先ほど総務部長が申し上げましたような縮減策を講じられますんで、

全体としたら、今想定しておりますのが、１３億５,０００万程度の全体額の縮減という

ことで考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、２２億で１３億と見た場合、１.８倍ぐらいになるん

ですかね。１.８倍ぐらいになると。すると４億５,０００万円の１.８倍ぐらいを、もし

その緩和措置がなければ今回２８年度予算の中において、その分の減額ということを見積

もらなければいけなかったということになるんではないですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   おっしゃられるとおり、大体６億程度だったかと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ５６ページ、土木費、道路橋梁長寿命化なんですけども、この長寿命

化することによって、耐用年数が延びるんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   建設課長の赤松です。よろしくお願いします。 

  御質問の件ですけども、事業名のとおり、長寿命化を図るということで今のところ点検

が主ですけども、寿命を延ばすべくやっている事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   寿命が延びるためにやってる事業なんやけども、これ事業、いわゆる
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実施するに当たって、どのぐらいの寿命が延びるんかという話で、新品にするわけやない

んやから。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   それぞれ法定の耐用年数というのはあるんですけども、今現

在、市で管理している道路橋、今後、耐用年数が実際かなり過ぎてきます。しかし、それ

を現実的に耐用年数で新規に更新できるかということは不可能でございますので、それを

健全に利用できるように長寿命化を図っていくということです。ですから点検をして、修

繕を施して、長寿命化を図るということでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる長寿命化には結構お金かかると思うんです。そやからこれす

ることによって、いわゆる耐用年数５０年やったら、６０年、７０年なりますよというこ

となのか、長寿命化しても本来の５０年いうのは変わらないのか、どちらですか。耐用年

数は。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   ですから、鋼橋だと６０年、ＲＣで７５年という耐用年数が

あるわけですけども、当然、それ以上の使用できるように修繕をしていってるところです。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   建設部長の岩倉です。失礼いたします。 

  今、耐用年数の話、出ましたけども、道路橋の場合、一般的には５０年、７５年という

のは課長のほうからお話ありましたけども、使用頻度、またそこらによって全然耐用年数

が何年と決められるものではございません。そういった関係で道路の点検というんですか、

使用頻度によっての老朽化を確認して、それに伴う補修を行うことによって、当然老朽化

で補修を行う橋梁につきましては非常に危険な状態であるということの判断がなされてま

す。やはりそういうようなことも、かけかえをするんではなしに、今修繕を行うことによ

ってそれがまた２０年、３０年と、それも委員のほうは何年やというふうな話なんですけ

ど、それについても利用頻度によって違ってくるわけなんですけども、当然、安全な状態

で通行ができる状態に私ども管理せないかんいうことの中で事業をやっておるということ
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で御理解いただければと思います。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そしたら、いわゆる長寿命化と改良とどない違うんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   一般にいう改良工事、橋の場合でしたら多分かけかえ工事が

主になろうかと思います。長寿命化のほう、かけかえをするまでに老朽部分の補修を行う

ことによって、同程度の安全性を確保するというのが長寿命化の目的だと思っております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   もう一回確認しますけども、改良いうのがいわゆるかけかえのことを

いうんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   改良とかけかえとは違います。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そやから、長寿命化と改良とどない違うんかいう。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   長寿命化というのは、今２７年度でしたら４８０ほど点検を

実施しましたけども、それを４段階で点検結果を区分しておるわけですけども、その中で

４段階のレベルのものはすぐに修繕しないと危険だというようなことで区分されていきま

す。それについてはすぐに対応して直しておりますけども、そういうふうに通行に支障の

ある橋について、すぐに修繕したり、ある程度の時間的余裕を持った中で修繕したりとい

うふうなことで、全て耐用年数過ぎたから更新していくということは、先ほども言いまし

たように予算的に物理的に無理ですので、そういうことにならないように点検をしながら

その橋の寿命を延ばしていくと、そういうことの長寿命化であって、改良というのは橋４
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メーターのを５メーターにするとか、通りやすいように少し隅切りをするとか、またいろ

いろその既存の橋について改良を施して利便性を上げるというのが改良ということになる

かと思います。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後２時１０分といたします。 

 

（休憩 午後 １時５９分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  休憩前に引き続き、歳入全般について質疑を行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ３２ページのバス運行対策費補助金ですが、昨年よりも相当ふえ

ておるんですね。この理由を少し説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   このバス運行対策費補助金は、要は地域住民の生活とし

て公共交通の確保ということで輸送人数等によって１日の輸送量が１５人以上であれば国

庫補助にかかると、県の補助であれば平均乗車密度が２人以上というふうな主な補助対象

があるんですけども、南あわじ市の場合、３路線の補助金を出しております。一つは長田

線、洲本から掃守－湊の線、それから洲本バスターミナルから二本松－鳥飼－湊線、それ

から洲本バスセンターから都志回って湊線、３路線の長田線、鳥飼線、都志線の路線に対

して補助金を出しております。 

  先ほど言いました国庫補助要綱によりまして、２７年度は鳥飼線が県の補助要綱であり

ます平均乗車密度が２人以上ございませんでした。それで市単独補助だけだったんですけ

ども、２８年度については計画では２人以上ということで県の補助金がつくようになった

ということで４３１万７,０００円の増が主な要因となっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   なるほど、鳥飼がふえたということで。市も出しておるわけです

ね。 

  それで長田線のらん・らんバスとの連結がちょっと悪いと。らん・らんバスで通学され

てる高校生も非常に、あと３分か５分かぐらいの差でダイヤをかえてくれたら、連結がよ

くなるというような話があるんだけど、淡路交通は聞く耳持たんと、こんなようなことだ

ったんです。市は補助出しておるのに、長田線に対して、そういう住民の気持ち、要望に

ついて、淡路交通は応えてくれないということで、市は何かそういうことについて要望出

したり、改善求めたりすることはできないんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   淡路交通にもその都度ごとにそういうことはお願いはし

ております。それとどちらが、らん・らんバスの時刻を早めたらいいんか、そしたらそう

いうことによって淡路交通に乗ってほかのお客さん、またらん・らんバスもほかのお客さ

んが影響してくる可能性もございます。ですから、それは相互譲り合いながら調整して、

今後進めていきたいと思っております。淡路交通も全然聞かないということではないかと

思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   高校生、短い期間ですから、そう思っておった高校生も卒業して

しまうかもわからへん。実際どうなのか、それはちょっとわからないんですけども、やは

りそうした状況というのは事前につかんでもらって、市民交流センターなどのセンター長

なんかの話も聞いていただいて、しっかりとしたこと、早くしないとこれはもうすぐそこ

ダイヤ編成が来るわけですから。決まってからでは遅いんでね。もうちょっと早く、急い

でやってもらわないといかんの違うかと思うんですよ。いつごろやる予定ですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   いつごろといいますか、先ほども言いましたようにお一

人の方というか、お一人とは限らないかもわからないんですけども、そういう時刻の変更

することによってほかの方にも影響してくる場合がございます。ですから、そこらの調整

というか、それができた段階では淡路交通でなしに、らん・らんバスも時刻のそういう数

分のやつは可能かと思いますけども、今聞いておるところでは、ある高校生、そういうこ

とすることによって、ほかの利用者にも影響が出るというふうなことも聞いております。 
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○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いやいや、らん・らんバスを変えというのではないんです。淡路

交通のダイヤを変えてもらったらどうですかということを言ってる。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   淡路交通も同じことで、それをすることによって淡路交

通の利用者がほかに途中から乗る方の利用者が早過ぎるとか遅過ぎるとかそこらもあるか

と思います。それも一つの原因かと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いや、実際にそういうことやということを聞いておるんですよ。

そしたら淡路交通はほかの人の言うことは聞いて、丸山や津井から来る人の言うこと聞か

んのですか。どういうことですか、それは。その人のどちらをとるんかいうたら、そなら

丸山津井置いとくんですか。おかしいじゃないですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   そういうことではございません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   今言うとんのはそういうことでしょう。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   そういうことでは。 

  やはり、そういう一つの時刻を変えることによって、らん・らんバスはよくても、ほか

の例えば乗り継ぐ人以外の方で淡路交通を利用する方にとっても不便をすることもありま

すので、それは全体的に考えてみなくてはいけないことかとは思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   だから、ダイヤが決まってからでは遅いんだから、もう、きょう、

係の者に言うて、市民交流センター、淡路交通に事情聞いてくださいよ。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   もう一度確認をしてみます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ３７ページにちょっと農業委員会のことが書いてあるんで、ちょっと

農業委員会のこと聞いてよろしいか。 

 

○森上祐治委員長   歳入なんで、結構かと思います。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   それではちょっとお伺いします。 

  農業委員会、次回の役員改選から、聞くところによりますと、今までは地区公選制、あ

るいは議会推薦、農協推薦、土地改良推薦というようなことで農業委員のメンバーが構成

されていたと思うんですが、次回の改選から何か制度が変わるということなんですが、ま

ず、そのことについて農業委員会から説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   農業委員会事務局長。 

 

○農業委員会事務局長（小谷雅信）   農業委員会事務局長の小谷です。どうぞよろしく

お願いします。 

  ただいまの御質問の件なんですが、法改正がございまして、４月１日に施行されます。

おっしゃいましたとおり、公選制から市長の選任制に変わります。それともう一点は、農

地利用適正化推進委員と申しまして、農業委員のほかにそういう推進委員を新たに新設し

ます。大きな点はそういうことです。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは農業委員会の局長もちょっと市長もお聞き願いたいと思うんで
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すが、我々、当時産業厚生常任委員会において、農業委員の委員、議会推薦ですね、議会

推薦について農業委員会のほうから要請がありまして、ぜひ女性委員を議会のほうで推薦

してくれないかという要請がありました。当時の委員長は今ここにおる阿部委員長であっ

たかと思うんですが、そういう要望に応えて、そしたら４地区で一人ずつ女性の農業委員

さんを推薦しようではないかということで推薦している経緯があります。 

  今回、定数とかそういうのはどういうふうになるのかわかりませんが、議会推薦もある

のか何かそういうこともよくわかりませんが、できたら市長、この女性農業委員というこ

の枠を踏襲していただきたいと思うんですね。どういう形になるのかわかりませんが、農

業委員の定数の中で女性委員を何割とるか何人とるか知りませんが、そういうことを明記

できたらしてもらったほうが、後々しやすいんではないかとまず思うんですが、市長、こ

の点についていかがですか。 

 

○市長（中田勝久）   ちょっと中身についてはわからんので・・・。 

 

○森上祐治委員長   農業委員会事務局長。 

 

○農業委員会事務局長（小谷雅信）   推薦制がございませんので、地区の推薦と、推薦

制というのは議会推薦、農業推薦がもうなくなりますので、地区の推薦あるいは自分で応

募するということでございまして、細かな国のほうの定めの中では、年齢も均等に、若い

世代、一般的には４０代ぐらいから、ばらつきのないように推薦をいただくと。女性委員

についても、男性ばかりの委員ではなしに、女性委員も積極的に選任をしていくというこ

とでございます。 

  ですけど、何人というふうなことは決められるような制度ではないというふうに理解し

ております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、局長、今言ってましたけど、地区推薦というのは、これは実際

にこれを今後運用するに当たって、あくまでも市長が議会に提案する、議会がそれを承認

するという形になると思うんですね。だからこの選任の作業においては地区ごとでいろん

な今から取り決めを決めて地区ごとの推薦になるかと思うんですが、現実は市長がいわゆ

る今の教育委員とかそういう人を推薦しているように、市長が個人的に一本釣りしても構

わんはずなんや。そうだ。今局長の言うたんは、作業しやすいがゆえに各地域ごとに暗黙

の了解で推薦するというんやけど、基本は市長の一本釣りやと思う。あくまでも議会提案、

承認が基本ルールやと思う。そやからその過程において、市は女性農業委員さんを定員何
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十人か知りませんが、そのうち５人以上は推薦するというようなことをどこかに一行にう

たっておった場合、市長はどのような形であれ議会提案できるようにしておいてもうたら

ええと思うんですが、そういう方法はとれらんもんですかということを聞いている。 

 

○森上祐治委員長   農業委員会事務局長。 

 

○農業委員会事務局長（小谷雅信）   おっしゃるとおり、市長が選任、議会の同意を得

て選任するということですので、市長があらかじめ地区なりにそういう働きかけは結構か

と思うんですが、まだ施行が４月１日でして、南あわじについてはまだ２９年７月まで今

の現任の農業委員さんに、任期満了まで行きますので、他市の状況を見ながらかとは思い

ますが、恐らくこのあらかじめそういう女性委員さん何人ということでの公に決めた中で

の推薦はちょっと難しいのではないかなと思うんですが、働きかけはもちろん結構かと思

いますが。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   農協もＪＡも、前回３年前、もう一つ６年前ぐらいだったかと思うん

ですが、全国農協中央会で女性理事をとらねばならないということ、それは何人かとは知

りませんよ。とらねばならないということが中央会で決めて、現実に南あわじ市でも日の

出農協でも公選の理事もおりますが、推薦理事もおるけれども、女性理事を採っておるん

ですね。 

  私どもが何でそういうことを言いますかといいますと、さっき言いましたように、何期

か前に農業委員会からぜひ議会推薦を女性にお願いしたいということを言われて、議会の

中でもかんかんがくがくの議論をして、できるだけそうしたらその要望に応えらんかとい

うことで女性農業委員さんを議会から推薦した経緯があるんです。あるんです。これをよ

うわかっておってもうて、今後も市長提案の場合、市長提案議会承認の場合にも女性の農

業委員さんを含んでもらえるようにしておいてほしいと思うんです。技術的なことについ

ては私はわかりませんので、それは事務局にお任せしておきますけど、これを要望してお

きます。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ３２ページ、県負担金の移譲事務交付金、来年度、予算わずかなんで

すけども、移譲が予定されてるというふうに思うんですが、どういう事務が移譲されるん
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でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   この移譲事務交付金といいますのは、現在でも移譲されてお

る事務についてのそれぞれに対する交付金でして、主なものについては屋外広告物の条例

の施行事務委託金、それとか計量器等の事務委託金の分等がございます。その他結構多数

の細かい事務も移譲事務の対象として受けております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   毎年県から来よんのはわかるんや。ただ、今回１６万２,０００円、

金額はわずかやねんけども、この部分がふえてるということは、来年度これだけの経費の

やつが移譲されてくるん違うかなというふうに思うて聞いてるんですけども。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   先ほど財政課長が言いましたように、主なものとして屋

外広告物の事務処理が５８５万ほどあります。ただ、この移譲事務交付金については、県

の算定がまだなんで、財政から聞いておるんは、平成２７年度の実績に基づいてこの金額

を計上しているように聞いております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   このいわゆる比較でふえてる部分、これはいわゆる新たに移譲される

んではなしに、今までのやつを算定してこれだけやということですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと詳細忘れましたけども、今までのケースですと、単

価の改定等によってふえた部分を反映した部分のみで、事務的な部分についてはふえたと

は認識しておりません。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ページ、１５ページ、国有資産等所在地市町村交付金、６９５万円で

すけども、昨年からの比較で８０万減っておるんですが、この内訳について説明お願いし

ます。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今回の評価の見直しによりましての評価額の減によります減

額でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   物件で減ったとかそういうのやなしに、評価額そのものが減ったとい

うことで、これの影響で減ったと理解してよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   それでよろしいかと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ数が２７ページの衛生費国庫補助金の欄について、９５２万の

増額になってます。ここのところの理由を説明していただけますか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長兼衛生センター所長。 

 

○環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   衛生費国庫補助金の増額理由ですが、説

明に上がっておりますカーボンマネジメント強化事業補助金というのが、２８年度新規事

業で予算計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしたら済みません、カーボンマネジメント強化事業という内容に
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ついて、もう少し説明いただけませんか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   カーボンマネジメント強化事業の概要で

すが、地球温暖化対策として、昨年、ＣＯＰ２１いわゆるパリ協定に先立ち、日本の約束

素案が決定されました。それを受けまして、環境省の事業で地方自治体が排出するＣＯ２

を削減する目的で、地球温暖化対策実行計画の策定と省エネ設備導入に関する支援の２つ

ございまして、今回、環境課としましては先ほどの地球温暖化対策実行計画の策定の分で

歳入として国庫補助金を計上させていただいております。 

  なお、歳出のほうで、この地球温暖化策定実行計画の策定の委託料として、同額の１,

０００万、計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、これは２８年度中に作成をしてしまうということでよ

ろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   ２８年度中に先ほど申しました実行計画

の策定をさせていただきます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   その取り組みについてはいろんな部署等も含めて対応せんとあかんと

思うんですが、これはもう環境課だけで全部そういう策定に携わっていくということです

か。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   いえ、環境課だけでは、そういった市の

施設、主にボイラーとか空調設備とか補助対象になるかと思いますので、関係する部署、

例えば温浴施設であったり、サンライズであったり、そういう施設を所管する関係部局と

連携しながら更新の工事を計画していくというような流れになります。 



－ 67 － 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それこそ責任者いいますか、中心となるのは環境課やけど、いろいろ

そういう作成いうそういうグループみたいなものをつくっていくということですか、委員

会みたいなんを。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   今、熊田委員おっしゃったように、先般

も担当者レベルですり合わせなり行っているさなかでございます。ただ、この策定業務は

環境省の事業でありますので、この策定業務については各課の関係部局とヒアリングとい

いますか、調整しながら策定していきたいというような考えでおります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ２５、６にかけてなんですが、マイナンバーの関係です。 

  こうやって予算出てるんですけども、この２８年度、１２月から今始まってるんやけど

も、今どのぐらいの申請がありましたか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   マイナンバーの申請につきましては、２月末で２,０５７件

でございまして、交付済み枚数が２１３件でございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる２５ページの個人カード番号交付事業補助金と、２６ページ、

本人限定郵便、これ３００件、これはどういう整合性があるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   この補助金につきましては、今年度２７年度につきましては

通知カードとマイナンバーカードの交付に関する分が補助金として入りまして、２８年度
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につきましては通知カードのほうは終わっておりますので、マイナンバーの交付にかかる

経費が、１件当たり幾らというような計算、細かい計算ではございませんでして、国のほ

うが予算を確保した中で全国の人口割で、南あわじ市の人口はどれだけあるかということ

で、もとの予算で割りつけてきております。ですので、今後国のほうも交付枚数がふえる

につれまして予算が不足することも生じましたら増額というのも十分あろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そうしたらこれ、いわゆる本人限定郵便で５１０円が３００件いうこ

とやから、このいわゆる件数いうのは変動するんやというように思うてええわけですね。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   本人限定郵便と申しますのは、原則マイナンバーカードは窓

口受け取りなんですけども、窓口で受け取れない方が、例えば土日に、今土日業務やって

ますけども、専門の職員がおりませんでしたら、マイナンバーを交付することが非常に困

難でございます。そういうときには事前確認、本人確認を土日にさせていただいた中で、

その分を本人受け取り郵便で限定で送るという、ごくまれなケースでございます。ですの

で、その件数をおおむね３００件という少ない数字で見込んでおるのが現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ２８ページ、防災ベッドについては国庫補助が２分の１つく。し

かし実績として非常に少なかったということで今年度の予算としてはかなり減らしておる

というようなことだったかと思うんですけれども、その実績が少ないということの何か理

由というのは、何かあったんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   防災ベッドについては、南あわじ市も県のほう要望して、

２７年度事業から始まったわけなんですけども、担当課として広報等いろいろ啓発したわ

けなんですけども、それが行き渡るのが少しおくれたんかなということで、今１２月以降、

五、六件の問い合わせなりがございます。それで要は耐震診断を受けてから防災ベッドの

交付ということになりますので、２８年度についてはある程度ふえるものとみております。
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２７年度今の時点では１件だけでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   高齢者の方で、この補助がつくんですけども、この負担金も当然

要りますよね。例えば非課税世帯であったりとか、高齢者ひとり暮らしであったりとか、

そういった方に対しては何か特別の支援というのはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   特別な支援というのはないんですけども、通常、一律で

１０万円の補助のところ、国２分の１、県４分の１、市２分の１のところを、市のほうで

１５万円上乗せをしております。それで最大２５万円の補助金ということで、ここの庁舎

の１階にも飾って展示しております木質のシェルターであれば、２７万円ぐらいから設置

費込みであると。通常の防災ベッドで鉄製のやつであれば、３５万円ぐらいであるんです

けども、一番安いやつであればそういう形でできるので、その差額の分は高齢者というか、

そこらも負担できる、可能であるかなという考えを持っております。 

 

○森上祐治委員長   よろしいですか。 

 

○蛭子智彦副委員長   わかりました、結構です。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   この、今の関連でちょっと聞きたいんやけども、５６年以前の建物に

関して、５６年以降の建物に住んどる人が、防災ベッドちょっと心配やから入れたいとい

う話があった場合は、これどうなるんかな。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今、兵庫県でしとる耐震化促進事業については、５６年

の５月以前の建物ということでしております。それで、その上で耐震診断を受けてからと

いうことになっておりますので、基本的にはそれは５６年５月以降の部分であれば、無理

であるというふうな考えでおります。 

 



－ 70 － 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   これ、５７年以降でもこれ三原町、西淡町、緑町、これ都市計画が入

ってない時期ですね。それで、確認申請の許可を取らずに、大工さんが適当に建てた建物

も多いわけですね。そういうものに関して心配やから、防災ベッド入れたいという話があ

っても、もうあかんというわけですね。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今、委員おっしゃるとおり、都市計画区域に入るのが三

原なんか遅かったということで、建築届けだけで建築確認出してないような建物もあると

思います。ただ制度上、そういう旧耐震で行ったということの証明があって、耐震診断を

受けて補助となるということで、５６年５月以降であれば対象にならないと。ただ、他府

県では、そういう防災ベッドでないんですけども、別途耐震改修の工事の補助を、建築基

準法も大幅な改正は５６年５月ですけども、それ以降何回か改正しておると思うんですけ

ども、そういう形でされているとこもあると聞いております。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   それはよくわかりましたけども、５６年以前の建物で防災ベッドを入

れるとなって、床の問題とか、諸諸いろいろな問題が出ると思うんですけども、これ何か

そこらの規制はありますのか。例えば床を補強せんといかんとか、ほかの工事の関係も出

てくるんかどうかお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   当然、防災ベッド等の業者とその個人との契約になりま

すので、そこらはもう個人さんと業者とのやりとりの中で必要となれば、別途その工事が

加算というか、必要になってくるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   よくわかりました。防災ベッド、これ推進できない理由の一つに、や

はりそこらそれ以外の工事費が多少かかる可能性があるということで、やはりちょっとそ

こらが問題で、なかなか皆踏み切れない人が多いんじゃないかと思うわけですね。ですか
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ら、そこらも多少は説明の中で業者任せ云々じゃなしに、そういう場合もあるし云々とい

う、詳しい説明と宣伝ですね、それをやっていただいて、今後普及することをお願いした

いと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、暫時休憩します。 

  再開は、午後３時からといたします。 

 

（休憩 午後 ２時４５分） 

 

（再開 午後 ３時００分） 

 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（Ｐ.５９～Ｐ.６０）～款２．総務費（Ｐ.６１～Ｐ.９３） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  質疑は歳出に移ります。款１．議会費、款２．総務費について質疑を行います。予算書

のページは、５９ページから９３ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ６８ページの、庁舎等解体工事費１億１,２００万円についてお伺い

いたします。この概要説明書の中には、この解体については旧南淡庁舎、西淡庁舎、旧三

原の公民館分館ということで、今これまで社会福祉協議会が入ってたところを解体すると

いうことになってるんですけども、三原庁舎の解体というのがこの予算に含まれてないよ

うに思うんですけど、どうなってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その件については、西淡庁舎、南淡庁舎、三原庁舎を一遍に

解体してしまうと、現在３庁舎で保管している文書の収納施設がなくなるからであります。
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それで、西淡庁舎、南淡庁舎の保管文書を三原庁舎で一旦保管、仮置きするんでございま

すけれども、なぜ三原庁舎かといいますと、本庁舎に近くて利便性が高いということで、

三原庁舎で一旦仮置きするものです。それから、現在３庁舎での保管文書を整理して、破

棄できるものは破棄しております。これから３庁舎で保管の文書量を確定させて、本庁舎

で書庫棟を建設して、それ以降三原庁舎を解体する予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今の説明ですと、文書を三原庁舎に一旦保管するという話でありまし

たけれども、それはもう２８年度中そういう計画でいくと、三原庁舎の解体は平成２９年

度というふうになるわけですか。途中で整理状況で済めば、２８年度中にもあり得るとい

うふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その三原庁舎の解体については、予定といたしまして、平成

２９年度以降の取り壊し予定ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   三原公民館庁舎跡地というのは、地区からもいろいろな要望が出てる

と思うんです。ですから、早くその要望に応えていただきたいという思いがあって、平成

２８年度中には解体するのかなというふうに期待をしてたわけですけれども、そういう方

向ではないようですけれども、その文書はこの新庁舎の中、今の説明では新庁舎の中でな

し、また別のものを建てるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   本庁舎の会議室棟、今の会議室棟の南側って、今、空き地に

なっておりますけれども、そこに書庫棟を建設したいというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは、そしたら平成２８年度の予算の中に含まれてるんでしょうか。 
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○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   この予算については、２８年度は記載されておりません。現

在、どんだけの大きさのものがいるかということで、文書量確定させるようなところでご

ざいますので、書庫棟については、２９年度以降ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、まだ予算的にも幾らいるかというような積算もまだでき

てないという状況でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   書庫棟については。今のところ規模等決まっておりませんの

で、どれぐらいかかるかということは決定しておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと周辺地域の人たちから、やはり空き庁舎になってることの不

安っていうような声も聞きますんで、事業全体をなるべく前倒しで進めていただきたいと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その部分については、書庫棟が完成次第すぐに移転して、三

原庁舎解体に臨みたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっとこれに関連してなんで、申しわけない。これ、私はいつか委

員会でも言ったかと思うんですが、分庁舎を解体していくのは、それはもうそれで結構な

んですが、その分庁舎ごとに記念碑とか顕彰碑、銅像、モニュメント等々が大概のところ

にあると思うんですね。まず所管の課長は、市内のそういうところ、諸諸記念碑とかいろ

いろあると思うんですが、その場所何があるか等は把握まずできてますか。 
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○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   できております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、何カ所ありますか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   モニュメント等につきましては、三原庁舎のほうには人形の

モニュメントということで、敦盛と玉織姫ですか、それの分がございます。それから西淡

庁舎におきましては、ジャンボ鬼瓦ということでございます。それと、西淡庁舎のほうに

は男の像というか、そういうふうな彫刻家がつくった像がございます。それと、西淡庁舎

に友好の灯のモニュメントということで、そういうふうなものがございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長、西淡のほうと言いましたけどね、緑庁舎にも前に立派な何

か花時計とか、何か合併のときの議員さんの名前も刻まれた記念碑等もあったように思う

んです。それから、南淡庁舎はあんまり見当たらんのですが、辰美中学校は、校門入った

左側にそれも記念碑、それとそのときの建設委員さん、議員さん等々の記念碑、顕彰碑が

あったように思うんです。このたびの灘小学校の場合は、どのようになっとるんか知りま

せんが、そういうところは全部点検してほしいと思うんですね。私はいつも思うんですが、

この解体するのはそれはやむを得んからいいんですが、こういうことで、あるいは市民か

ら寄附されたり記念として献上されたり、碑なんかをね、これはもう決して粗末にするわ

けにはいかんわけですわね、これ。できた当時は大勢の人が来て、除幕式とかテープカッ

トとか諸諸して、盛大にお祝いしたものであると思うんですよ。これらを、まず市はどの

ような対応しようと思ってますか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   市役所の内部で、移設検討会を行いました。その結果、三原

庁舎の人形の部分については、その場で活用していきたいと考えております。それから、
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西淡庁舎にあるジャンボ鬼瓦については、旧西淡庁舎の敷地内で活用できる部分を活用し

ていきたいと考えておるようなところでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   まだまだいろいろあって、聞かんといかんのですが、とにかく要は、

これら一つずつはその地域地域おいて何か事業がするときに、多くの人が苦労して建物な

り諸諸をつくったあとのものであるので、今後市としてはこれに対して十分配慮して、粗

末な扱いのないようにだけしてほしいということを申し上げて、終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   答弁よろしいか。 

  ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   先ほど管財課長から、西淡庁舎のこと、モニュメントについて話があ

ったんですが、何か一つ忘れているように思うんですけど、なくなっているように聞いた

んですが、そういうことはなかったんですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   多分、蛭子委員さんから、委員会なりで質問があったような

ところの部分だと思うんですけれども、西淡庁舎の西淡町役場と書いてある石碑、その裏

に歌があったんですけれども、その部分が現在ファームパークのほうで、旧の三原郡の町

村会事務所の２階のほうに展示をしてあります。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、それはもう解決できたということでよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   実際、私も現地まで行って見て確認してきておりますので、

そこで展示しております。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ６８ページ、備品購入費、公用車購入費、これ１,５００万円上がっ

てるわけですが、これはどういう車を買う予定ですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   ここの公用車の購入については、この部分については７台分

ということで、マイクロバスが１台、それから軽四の箱バンが５台と、それから２トント

ラックの計７台でございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   マイクロいうたら幾らぐらいするんですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   大体５００万円程度かと思っております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、マイクロいうたら２８人乗りですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ６７ページの財産管理費というところは、ちょっと庁舎の関係でお伺

いしたいんですけど、ここでいいのかどうかちょっと確認、この庁舎の関係はここでよろ

しいんでしょうか。去年の決算のときに、この新庁舎の関係で、いろいろ議会として要望

もしてる部分があるんですけれども、らん・らんバスの待合所で、雨風が当たるというと
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ころで、改善してほしいというふうに決算委員会から要望してるんですけど、その点は新

年度予算の中に含まれてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その部分については、今年度実施の予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは２７年度実施という。今年度というのは。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   今年度というのは、２７年度実施予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   もう少し明確な答弁をお願いいたします。今年度、２７年度でやる

ということですか。 

  管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   ２７年度の実施でございます。実施予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そのときに、まだ合わせて喫煙者に配慮した喫煙所整備というのも要

望してたんですけど、それはどうなってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   その部分についても、２７年度の実施予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは、喫煙者というのは職員の方もされておりますし、また来庁者

の方もあると思うんですけど、そこら辺も含めて何カ所整備するんですか。 
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○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   喫煙所の箇所数については、来客者用ということで、１カ所

の設置をする予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、２７年度予算ということであれば、３月中に完成というふ

うに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   そのように実施予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、１カ所というと、もう玄関付近というふうに理解してよ

ろしいんですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   玄関付近といいますか、ケーブルテレビの裏口のほうに設置、

いうたら玄関付近にはなりますけれども、１段ちょっと下がったところに設置したいと考

えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   職員の人は、この裏手でもよく見かけるんですけど、そこら辺の改善

というのはないわけですね。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   職員の部分については、その喫煙場所は、建設する今のとこ

ろは予定はございません。 
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○森上祐治委員長   ほかに。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ページの、８０ページの負担金補助交付金の中で、マイホーム取得補

助金５,６００万円計上されておりますが、これの交付の基準といいますか、どういうこ

とでこれに該当するか、ちょっと説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   この事業に関しましては、総合戦略の事業の一つ

でございまして、人口増を目的に行う事業でございます。転入者がマイホームを取得した

場合、それからまた空き家バンク登録の中古住宅を取得した場合に対する補助事業でござ

います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   １件あたりどのぐらいの金額、何か３００万円とか２００万円とかい

ろいろ非公式に聞いとるんですけど、実際はどうなんですかね。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   基本項目におきましては、新しい住宅を１戸買い

ますと基本が２００万円、その上に加算部分というのがございまして、その加算項目が４

つございます。１つは、夫婦の合計額が８０歳未満であれば５０万円の加算。それから、

中学校３年生までの子供がいる場合には、１人につき２０万円の加算。それから、新築す

るときに市内業者を使っていただきますと３０万円の加算。それから、転入して新しい住

宅を買った人がこちらから島外へ通勤する場合、普通は今２０％の通勤加算を行っておる

んですけれども、それに加えてもう３０％を加算いたしまして、５０％の加算項目にいた

しまして、こちらから通勤をしてもらうということでございます。 

  それから、基本項目の空き家バンクの登録の中古住宅を購入する際には、基本金額は５

０万円、加算項目については、先ほど新しい住宅を買った場合と同じ項目がございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   私もこれ聞いたときに、これは結構な制度やないうて思とったんです
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が、中身を聞いていると、市内に在住の方が対象外ということでびっくりしたんです。と

いうのも、これ我々議員もそうですが、市民の方から選ばれて議員なりをしてるわけで、

我々の立場としたら、市内におる今まで生まれて、途中学生のときはどうか知りませんけ

ども、卒業して就職したときにこの南あわじ市に帰ってきて既に仕事をしていると、それ

で消防団とかそういういろんなサークル、例えば自治会も含めて地域貢献している方が、

これに対して全然恩典がないと、対象外ということでびっくりしたんです。果たしてこれ

が許されるんだろうかと。それで、昨年の決算審査の中で、委員長より決算最初の報告の

中でこういうことを書いてあります。少子対策事業として新婚世帯賃金補助しているが、

南あわじ市への移住・定住促進のため新婚世帯賃金補助を受けている人が、住宅を新築し

た場合の固定資産税の軽減についてぜひ検討されたいということ書いてあります。こうい

う検討はされたんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   どういったことをすれば、転入をしてきていただ

いて定住をしていただけるかということを、部内のほうで検討いたしました。それで、固

定資産税のこともありましたけれども、他市と同じようなことをしていてはなかなか転入

をしてきてくれない、人口増につながらない、ある程度思い切ったことをしないといけな

いということから、こういう制度に至りました。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   結局、検討したけども、どういう理由でこれは否決というか、採用さ

れなかったんですか、その固定資産税の軽減部分については。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   固定資産税の軽減額を計算してみますと、今回基

本額でも、住宅を買いますと基本額が２００万円ございます。固定資産税でいきますと、

軽減を除きまして年間で１７万円ほどですけど、それを３年間しましても５１万円ぐらい

にしかあたりませんので、やはりもっと大きな思い切った施策をしたほうがいいというと

ころから、こういうふうに至りました。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   これ、昨年の決算審査でそういう意見が出てるにもかかわらず、それ

を無視してこういう市内の人を対象外にすると、こういうことでは市内の活性化は図れな

いと私は思います。ですから、ぜひ考え直して、市内の方もそれなりの恩典があるように、

制度改正をお願いしたいと思います、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのことも、部内のほうですごく検討いたしまし

た。しかしながら、税務課のほうで新しいおうちを建てたときの評価軒数を聞きますと、

年間、大体１４０軒から１６０軒、新築をされております。それを換算いたしますと、今、

５,６００万円の財源がしておりますけれども、もう倍ぐらいの財源が必要になってこよ

うかと思います。財源の確保、その他もろもろ考えた結果、現在は、とにかく人口増を呼

び込もう、市外から人を呼び込もうということで、こういうことにいたしました。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   財源のことを今、課長も言われたんですが、例年、財務課長、決算で

どのぐらい一般会計で繰越額が出てますか。５,０００万や６,０００万、出とるのと違い

ますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   前年度繰越金という形で、剰余金、実質収支になろうかと思

うんですけども、年度ごとによっては違いますけども、実質収支自体は５億からというよ

うな形ですけども、実際、これは決算での数字ですので、予算を置くのと決算を打つのと

は、また違うと考えてます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   繰り越し、今、５億、６億出てるということですけど、そしたら、過

去５年間、どのぐらい出てますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと５年間というのは、どういうことかちょっとわかり
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かねるんですが。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   もう一度言います。例えば、５年前ということは、平成２２年に何ぼ、

２３年に何ぼとか、年度ごとに言うてください。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと今、決算の資料は持ち合わせておりませんけども、

例年のことですと、５億から６、７、８というような形になっとったかと思います。申し

わけございません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということになると、毎年、これに例えば、あと５,０００万、６,０

００万予算措置しても、十分可能な範囲で、大勢に影響ないと思うんですけど、どうです

か。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   恐らく決算ベースで、結果の話で繰越金が発生します。それ

と、予算を組む段階での物事とは違うと考えます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何を言うとんですか。予算組むときに決算を考えて組むのが当たり前

と違いますか。それと、当然、入ってくる予算を考えて、支出を考えるというのは当たり

前の話ですよ。それも考えらんとやるというのは、到底、今までそんなことした覚えがな

いと思うんですけど、そんなことしとったんですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   いや、それは当然、決算と予算とが違うということの御理解

をいただきたいと思います。決算を見込んで予算を組むということじゃなしに、予算を組
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む段階では、入る収入に見合った歳出を組むというのが財政の基本ですので、結果的に使

わなくて余ったとか、翌年度に繰り越して使うようにしたとかいうようなケースで、前年

度繰越金が発生します。ですから、予算を組む段階でどうだということで、施策が始まっ

てくるわけで、結果的な始末をして使わなくて余ったとかいうようなことで、余った剰余

金というのは、また性質は違うと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ほんなら、財政調整基金、何ぼ積んどりますねん。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ２７年度末見込みでお示しいたしておりますように、２７億

程度あろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   この制度は、そして、たしか３年間やと聞いておるんですけども、間

違いないですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   地域創生戦略の終期を迎えます３１年度までの４

年間でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ４年間かけて５,０００万、６,０００万かけても十分、財政調整基金

を使えばありますし、剰余金だったらもっとあるというような計算になるんですけど、私

の言うこと、間違ってますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   財政調整基金を使ってというようなことは、できるだけ財政

としたら避けたい方向でございます。といいますのは、趣旨にもございますように、経済
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変動等の影響を受けたときに、突発的に崩す必要もございます。ですから、ある程度の基

金残高を持ちながら、それを崩さずに運営するというのは、財政の考え方でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、課長と何ぼこれをやりとりしとっても、最終的に市長の考え方

で変わってくると思うんで、市長の考え方をここでぜひお聞きします。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   確かに、委員言うこともわからんでもないんですが、やはり新た

にこの制度をつくったということでありますので、やはり、初めから何もかも全部満杯を

していくというのは、非常に財政的にも、今、財政課からも話があったとおり、なかなか

そういうふうにいきません。 

  ですから、初年度は、今の担当部局で十分議論、準備をした中での結果でございますの

で、２８年度は今のそういう方式でやっていくというのが、私の考えもそのとおりでござ

います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何遍も言いませんので、ぜひ、市長、これはもう一遍再考して、市内

の若者の施策として、ぜひ対象に考え直してやってほしいということをお願いして、私の

質問を終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   今の木場委員の質問に関連してですが、おとといだったか、うち

に出入りしている若い方が、洲本市におる方なんですけど、今度、南あわじ市に家を建て

て住もうと思うとるんですいうて、何でかといいましたら、新聞に出ましたから、２００

万もらえるんでしょうというて、あの議案、通るんですか、通してくださいよと言われま

したわ。 

  それはもう、そういうつもりやということで、実際に物すごく反響を呼んどるなという

印象があったんですけども、一方で、今、その人はアパート住まいですわね、新婚世帯で

家賃補助してる方は、仮に洲本とか淡路でそういうことがあった場合、またその人たちは、

今度は逆に、洲本や淡路のほうへ行ってしまわへんかというような感じがしましたね。 
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  だから、１人入ってきて、１人出ていったら、結局、つく引くゼロで。それやったら、

市長がもう世界中が驚くほどのことをやるんやというようなことをおっしゃっとった割に

は、肝っ玉小さいなと。こんな印象があったんですけどね。 

  やっぱりそのあたり、今年度はもうやらないということかもしれませんし、市長も来年

度でやるんかどうか、ちょっと僕、わからないんですけども、そういう面で言えば、プラ

スがあってもマイナスも当然ついてくるような印象が出ますね。そういうところについて

も考えられたんですか。どうですか、市長。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   こんなことを申し上げたら、他の２市から怒られるかわかりませ

んが、今の段階では、とても同じような施策は打てないと思います。ですから、今申し上

げたとおり、次年度、またそういうふうな対応をしてきたら、先ほどあったとおり、固定

資産の上乗せをするとか、次なる手を今の上に打っていくということでしていくほうが、

初めから目いっぱい出して、最終的には財政が、お金がないようになると、そんなことは

現状ではないと思うが、やはり、財政部局から言うと、突発的な、どんなことが起こるか

わからない、財政調整基金も、やはりそれなりの金額を持っておかないと、また今年度も

かなり予算のいろいろな施策の中で取捨選択、これはかなり厳しい形をとってきました。 

  案外、皆さん方、先ほどから聞いていると、国の施策が案外甘いんと違うかというよう

な、また次これ、制度で出してくるんと違うかと。僕はそう思いません。国は、表面的に

はそのように出しても、最終的には厳しい地方に対しての交付税とか、いろいろな制度に

なってこようと思います。今の国の財政を見てみたらわかるわけで、ただ、国の言うこと

を全部、私は信用したらいかんというふうに思ってます。 

  ですから、やはりそういうことも踏まえてしていかないと、これからの南あわじ市、人

口も減っていく、産業も厳しい、それを踏まえた中で取り組んでいかないといけないとい

うふうに思ってます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   安倍政権が信じられないというのは当然やと思いますわ。ことし

は、参議院選挙の年ですから、お手盛りで目いっぱいやってると、無理してやってるとい

う印象は持ってます。それは同感です。無責任なところもあるかなと、選挙目当てのこと

であればね。 

  この平成２２年から２６年までの財政調整基金の移り行きというのは資料に出てますの

で、これ、資料の９ページですか、きれいなものをつくっていただいてますので、財政調
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整基金には、平成２２年から２６年までで１８億、２７年度で積み上げてきてるという数

字が出てますね。基金残高が平成２２年から２７年の見込みまでで６３億から１００億ま

で、この中には、国から来ている地域振興基金というのが３５億だったか、結構大きいや

つがあるので、国から合併に伴うものとして与えられて、ごめんなさい、２７億ね。これ

は非常に大きい。 

  これは、合併に伴うということで、これの果実を活用するような格好になっておるわけ

ですけども、先ほど、木場委員がおっしゃっとった金額から見れば、確かに厳しいとは言

いながらも、３年間なり一定の成果が上がるまでという考え方でいけば、本当に世界中が

驚くほどというて、言うとった割には余り。まあまあ、そういう部分も確かにあるとは思

うんですけどもね。もっと驚かせてもよかったんじゃないかなというようなことを思いま

したんで、これは市長の判断ということになろうかと思いますけれども、また我々には

我々なりの判断があるということだけ申し添えておきたいというふうに思います。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ７４ページ、先週の金曜日、会派で勉強会を開いたら、ＬＥＤ、長船、

おまえやれよと指名されたんで、ちょっと風邪ぎみでつらいんですけど、質問させていた

だきます。 

  このＬＥＤ照明導入促進計画策定業務委託、１,９５０万。この財源内訳として、市の

一般財源が１,１５０万と補助金が８００万。提案説明で、補助金があるのでやるという

ような説明を受けておったんですけども、参考資料を見ますと、この設置事業、総事業費

が１億４,３５０万というふうな金額になっております。この１,９５０万円というのは、

この策定委託料、これのみなんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   危機管理課長の藤本です。よろしくお願いします。 

  この委託につきましては、調査とそれの申請する計画、それからあと、維持管理する上

でのシステム等含めて、この委託料の中でなってます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ということは、今後、この設置していくのは次年度からいうことか。 
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○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   流れ的には、調査設計をして、それを国のほうで、関係

者のオーケーをいただいて、その工事につきましても、この２８年度に全部やってしまう

ということです。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   この参考資料の中では、１０年のリース方式を導入するというふうな

ことなんですけども、これがリース会社、相手、これは何社ぐらいで見積もりをとったん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この提案する上でですか。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   いや、この説明書の中には、リース方式を導入するということを言う

とるじゃないですか。もう言い切っとるじゃないですか。ということは、必ずリース会社

に頼むわけじゃないですか。そのリース会社１社でも、ここ、名指しでしとるのか、それ

とも、何社か複数社で見積もりとってやっとんのかということです。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましては、２８年度におきまして、複数から

今のところプロポーザル的なところでリース会社を決めて、工事をしていただくという形

です。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ということは、今、総工費１億４,３５０万になっとるけども、入札

なり等々やると、総工費が下がってくると。今、年々ほんまにＬＥＤ、下がってきよんね

ん。そやけども、決して、アイリスオーヤマなんて安いものを出しとるけども、パナソニ
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ックもアイリスオーヤマも、基盤は皆、日亜化学なんや。基盤はほとんど、日亜が大方、

独占に近い。そやから、そう悪いもんではないわけよ。基盤は同じやから。 

  そんなことも含めて、非常にこの将来、街灯、特に防犯にもつながるし、それと、街灯

にしても虫が来えへんし、非常に住民にとってはいいことだと僕は思うんで、そこらの部

分をしっかりと検討してやってください。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   もう一回、８０ページに戻りたいんですけども、マイホーム取得。こ

れ、代表質問でも少し触れたんですけども、やっぱり一番は不公平感があるという感じが

しました。いわゆる市内在住の人に恩恵がないということで、不公平感が一番に来たんで

すけども、いわゆる今、年間、島外、市外から来て、南あわじ市で家を建ててる人、どれ

ぐらいおられますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   現在、１５軒ぐらいあります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   年間ね。市内の人は、いわゆる核家族化で、家を新たに新築される方、

何人ぐらいおられますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   市外の方含めて、年間１４０から１６０ぐらいの

間で新築されております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる十五、六軒の方が島外から来て、南あわじ市で家を建てると。

いわゆる１４０軒もそこらの人が不利益をこうむるわけですよね。この人たちは、南あわ

じ市に引き続き定住しようとする人ですよね。そこらの比重を考えたら、もう明らかやと
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思うんですよ。いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   総合戦略の関係から言いますと、市内の方を抑制

するということも一つの戦略だと思うんですけれども、人口増を考えた場合に、やっぱり

転入者が多く来て定住をしていただきたいということがねらいでございますので、今回は

転入者のみ対象にしたということでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   わからんでもないです。来る人をふやすというのは、わからんでもな

いです。でも、今、洲本なんかでも、いわゆる固定資産税でしたか、始まりますよね、軽

減化。やっぱりこっちで、もうそれすらないんやったら、同じ建てるんやったら、淡路市、

洲本市に建てても一緒やということになれば、いわゆる少しでも有利なほうへ行く可能性

はあるわけですよね。つき引くしたら、どないなるやろう。十五、六と百四、五十とのつ

き引くですよ。減るほうが多いんと違うかと、逆に思うたりします。心配しますわ。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   洲本のちょっと制度を見てみたんですけれども、

転入世帯の取得奨励金としまして、先ほど委員さん言われましたように、固定資産税をも

とにしてるようでございます。非木造でいきますと、年間で軽減がありますので、９万３,

０００円ほど税金がかかっているようでございますので、３年ということですので、２８

万ぐらいが特典があるということでございます。うちの場合は、２００万の上にまた加算

項目がございますので、雲泥の差が出てくるということでございます。 

  不公平感はよくわかるんですけれども、今、財源のことも申し上げましたけれども、ま

ずはこれでいきたいというようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   せやから、南あわじ市の人は、せめて固定資産税３年なり５年なりの

軽減をすれば、ある程度は納得していただけるんと違うかなというように思うんですよね。

せやから、ぜひ、補正組んででもやっていただきたいなと思うんですが、いかがですか。

新年度予算で補正いうたら怒られるけど。 
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○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そんなことも、よく部内のほうで一応、検討はさ

せていただきました。今年度はこういったことでスタートしようということで決めさせて

いただいております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この制度、非常にええ制度やと思うんよ。せやけども、いわゆる市内

で住んでいる方にとっては不公平感を感じるということで、１年間辛抱して、来年からし

ますよというたって、その間、やっぱりもやもやっとしたものが残るんじゃないかと思い

ますけども、これで終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ７７ページの大学入学奨励金について伺います。これ、ことしで４年

目になると思うんですが、過去３年間の実績とことしの見通しについてお伺いします。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   まず、実績についてでございます。２５年度につ

きましては、５１名で１,５００万。それから、２６年度につきましては、３９名で１,１

３２万５,０００円。２７年度につきましては、４６名で１,３７０万でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは課長、あれですか、今、いわゆる３０万円の奨励金を受けた方

の数ですので、入学された方の数、あるいは、市内の学生に給付されらんのですね、これ

たしか。ですから、数字がこういうようになっとると思うんですが、それでは、入学者数

についてはどういうふうになってますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 
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○ふるさと創生課長（北川真由美）   ２５年度は５６名、２６年度は５０名、２７年度

は４９名でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ことしの２８年度の今までつかんでいる数字はどの程度になってます

か。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今、試験の最終の後期の試験をしているところで

ございまして、２３日が最終の合格発表になります。合格発表から入学する人は入学金と

か納めることになって、最終確定するんですけれども、今のところ、去年と同じぐあいか

なというふうなことで聞いております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでこれ、課長、今、これに関連するんですが、今の私どもの賀集

地区、ほかがどないなっとるかちょっとわからんのですが、この吉備国際大学の学生を当

て込んだ学生マンションが建設、今されておるんですね。２カ所か３カ所あったと思うん

ですが。これは、学生、入った一部屋に対して年間４０万か５０万かの補助金が行ってお

ると思うんですが、現在、学生がこの市からの補助金をいただいて建設されたマンション

に何人入ってますか。それと、ことし、マンションを建設された場合の学生用マンション

の最大の戸数は何ぼになりますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   平成２５年度は、１５戸の新築がございました。

平成２６年度につきましては、１６戸の新築がございまして、２５年度、２６年度につき

ましては、生徒さん、満室でございます。平成２７年度につきましては、住宅補助金の最

終年度でもございまして、６カ所ございます。戸数につきましては、５８戸、今、新築さ

れております。 

  今、状況につきましては、２カ所につきましては、ほぼ補助金の対象交付の３分の２埋

まってると聞いておりますけど、あとのところについては、ちょっと状況が定かではあり

ません。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、ちょっと不動産関係の人の世間話を聞いたんですが、ちょっと

聞くところによると、この数から言うたら、とてもとても二百何ぼの数はないんですが、

民間もありの、いろいろあるということなんですが、ちょっとマンションの戸数ができ過

ぎて、入戸者が足らんのでないかという、そういう懸念をしている声も聞こえるんですが、

課長のほうは今、どういうふうに届いてますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そういった心配も何かあるようにも聞いておりま

す。大体、マンションの契約が２年契約のところが多いんですけれども、今度、３回生に

なる子が、今までシングルのマンションというのが少なかったものですから、家族で入る

ようなマンションで暮らしてる人が何か多いようです。その人たちが、今度、新しいこの

学生マンションができたので、そちらのほうに変わろうかなという方も何か、学生さんも

何人かおるようでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私が心配しとるんは、とにかく、あの学生用マンションは、例えば、

マンション１０部屋あった場合、３分の２以上の学生がマンションに入居しとる場合に、

この補助金の対象であったかと思うんですね。そうなりますと、オーナーが、ちょっと戸

数を過剰供給した、学生が入らなかった、民間人が入ってきた、結果的に、一つのこの学

生用マンションであろうと思って建設したものが、いわゆる７０％の入居者をクリアしな

かった場合、補助金の４０万か５０万だったか、それがもらえないというおそれもなきに

しもあらずというような、マンションを今、建設している中で、そういう懸念もあるよう

です。 

  これ、補助金を当てにしとって、２０戸建ちました、１,０００万円もらう予定が、７

０％クリアしなかった、補助金ゼロとなった場合に、これはまた困った問題が起こるなと

思うんですが、この民間マンションがこの補助金を当てにして建てる場合に、市はある程

度の行政指導等をしとるんですか。当然、家賃は何ぼまでですよ、全体の今、流れから言

って、学生数から入居者数を勘案した場合、３０戸マンションを建てたいのが、２０戸ぐ

らいにしたほうがいいんですよとか、そういうようなもろもろの指導はされておるんです

か。 
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○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   この共同学生マンションにつきましては、建てる

前に申請をしてくださいよということにしております。申請に来られた際には、家賃も決

まっておりまして、非木造に関しましては４万５,０００円以内、木造に関しましては４

万円以内と、家賃も安価にしてくださいよということで言っております。 

  それから、ことしは共同マンションを建てる方が多いようで、状況もかなり細かくお教

えさせていただいて、過剰になっておるんで、もしかしたら３分の２埋まらないおそれも

ありますよということで、承諾の上、申請をしていただいております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   心配が心配でなければ、もうそれで結構なんですが、何か聞くところ

によりますと、そういう懸念もなきにしもあらずというところであるわけですね。なった

ときはなったときというものの、制度に準じて運用していかんとしゃあないと思うんです

が、そこら、市当局も当初、学生入居マンション等については、民間業者に強力にお願い

したようなときもあったかと思うんですわね。そやから、こういうような状況になってき

たときに、過剰になって補助金が払えないというようなことになっても、これまた、市内

の活性化とかいろんなことについても、またマイナス面が出ると思いますんで、その辺は

十分気をつけてやっていただきたいと思います。 

  この点は終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   お諮りいたします。 

  審査の途中ですが、本日の審査はこれまでとし、次の審査は明日、３月９日水曜日、午

前１０時より開催いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   御異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。長時間お疲れさまでございました。 

 

（閉会 午後 ３時５９分） 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２８年 ３月 ９日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５５分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１６名） 

    委 員 長    森  上  祐  治 

    副 委 員 長    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    川  上     命 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    柏  木     剛 

    議 長    原  口  育  大 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 
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  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    危 機 管 理 部 長    佃     信  夫 

   企画部長(うずしお世界 
橋  本  浩  嗣 

   遺産登録推進担当 ) 

    総 務 部 長    細  川  貴  弘 

    市 民 部 長    高  木  勝  啓 

    福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

    農 商 部 長    神  代  充  広 

    建 設 部 長    岩  倉  正  典 

    教育委員会教育次長    藤  岡  崇  文 

    会 計 管 理 者    堤     省  司 

    危機管理部危機管理課長    藤  本  和  宏 

    企 画 部 秘 書 課 長    田  村  愛  子 

    企画部ふるさと創生課長    北  川  真 由 美 

   企画部うずしお世界 
阿  部  員  久 

   遺 産 推 進 課 長 

    企 画 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

   総 務 部 総 務 課 長 兼 
垣     光  弘 

   選挙管理委員会書記長 

    総 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    総 務 部 管 財 課 長    土  肥  一  二 

    市 民 部 市 民 課 長    山  崎  稔  弘 

    市 民 部 税 務 課 長    榎  本  輝  夫 

   市 民 部 環 境 課 長 兼 
北  口     力 

   衛 生 セ ン タ ー 所 長 

    福 祉 部 福 祉 課 長    大  谷  武  司 

    福祉部子育て支援課長    児  玉  裕  仁 

    福祉部長寿福祉課長    静  永  峯  雄 

    福 祉 部 健 康 課 長    小  西  正  文 

    農商部商工観光課長    川  上  洋  介 

    農商部農林水産課長    宮  崎  須  次 

    農商部食の拠点推進課長    喜  田  憲  和 

    農商部農地整備課長    和  田  昌  治 
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    建 設 部 建 設 課 長    赤  松  啓  二 

    建設部都市計画課長    原  口  久  司 

    建 設 部 下 水 道 課 長    村  本     透 

    教育委員会教育総務課長    山  見  嘉  啓 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

    教育委員会社会教育課長    福  原  敬  二 

    教育委員会体育青少年課長    柏  木  浩  一 

    会 計 課 長    松  本  典  浩 

   監査委員事務局長兼固定 
片  山  雅  弘 

   資産評価審査委員会書記長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第11号 平成28年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（P.59～P60）～款２．総務費（P.61～P.93）･････････････････ ９９ 

  ③款３．民生費（P.93～P.119）～款４．衛生費（P.120～P.134）･････････････１５１ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２８年 ３月 ９日（水） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５５分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより、昨日に引き続いて、予算審査特別委員会を開きます。 

 

 １．議案第１１号 平成２８年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（Ｐ.５９～Ｐ.６０）～款２．総務費（Ｐ.６１～Ｐ.９３） 

 

○森上祐治委員長   それでは、議案第１１号、平成２８年度南あわじ市一般会計予算に

ついて、歳出の部、款１、議会費、款２、総務費についての質疑を行います。 

  ページ数は、５９ページから９３ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   おはようございます。 

  ８０ページのマイホーム取得補助金５,６００万円についてお尋ねをするわけですが、

私は非常にこの施策としては評価をしとるわけでございますが、この５,６００万円の積

算の根拠というか、３年、市外の方が来ていただいたら２００万円、その上、夫婦で８０

歳までだったら５０万円というような加算で、非常に評価をしとるわけでございますが、

この５,６００万円、まず、昨日も質問あったかわからんのやけんど、何件の移住者に対

する補助金の計上なんですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   新築につきましては２０件、空き家バンクにつき

ましては４件、合計２４件の計上をしております。それから、加算分につきましては、夫

婦８０歳未満につきましては１０件、子供加算につきましては、大体１.５人分というこ

とで、１世帯３０人、それから、市内事業所を使ってもらうということで１０件、それか

ら、島外の通勤助成におきましては、通勤・通学の助成のほうの予算に置いております。

で、合計５,６００万になります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   私、これ非常に評価しておるわけですが、市内在住者に対する恩恵と

いうやつが、私はちょっと納得でけらんところがあるわけですわね。私の知り合い等々に

おいても、来年の４月に消費税の増税を見据えた上で、市内在住者がマイホームの取得に

対して、そういうふうな今の時期、新築を建てようというような方が結構いてるわけです

わね。若い新婚の世帯で、子育てしよる人が。その方々には、何らこの恩恵はないんです

か。例えば、夫婦で年齢足して８０歳までの市内の、市内で一生懸命頑張っとる方々が、

何らこのマイホーム、このやつの恩恵はないわけですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   それにつきましては、一般質問、それから、昨日

の委員の皆様からもいろいろ質問いただきました。きのうからも言っておりますとおり、

部内のほうで検討しましたときにも、それにつきましては懸念があり、十分に協議いたし

ました。その結果、今回におきましては、転入者を対象にして定住促進をしてもらい、人

口増につなげていこう、総合戦略の柱となる事業にしようということでございます。 

  財源におきましても、なかなか、きのうから言っておりますように、確保が難しいんで

すけれども、ふるさと納税の財源を使っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、評価しとるわけですわ。ただし、余りにもこの市民との不公平

感があると。ほんで、この前におる執行部の方々だったって十分に認識しとると思うのや

けんど、来年、４月からの消費税増税を見据えた上で、今、市内で子育てしよる方々が新

築をしようというような方向で動いとるわけですわな。新築していただいて、南あわじで

建てていただいて、その方々というのは若い世代ですよ。ほんま、子育てしよる人。その

方々が、市内の方が市内で新築していただいて、市内の経済の活性化になるようなことで

やりよる人に、せめてこれと同等の。 

  私は、年配の方が市内に移り住んできてもろうたりすることは望んでないんですわ。や

はり若い、今から子供を産み育てられる南あわじ市の子育て支援に対して、市外からでも

南あわじ市に子育てが充実しとるということで、こっちへ移り住んできてやりたいという

人がおるわけですわね。市内の人も、もちろん市内で子育てする、今からしっかりとマイ

ホームを建てて、南あわじ市で子育てをやっていくんやという市民がいてるわけですわ、

実際の話。 

  これ、ほんま、来年の４月までに建てんなんやいう話もしよるねん。その方々がこれ、
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よそから来る人、私は結構やで。結構やけど、その方々にもせめて同等の、夫婦で８０歳

までだったら２５０万円ぐらいの支援をするような。ほんなやったら、私は、何ぼもない

と思うのやけんど。その辺どうですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   きのうもちょっと説明させていただいたんですけ

れども、新築を建てている方が年間に１５０前後あります。その中で、合計が８０歳未満

の方が、ちょっと何人おられるかはわかりませんけれども、人口抑制という意味でも、委

員さんのおっしゃる意味がよくわかります。２８年度におきましては、まずは転入者から

の支援ということでスタートを切りたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、２８年度から、転入者のスタートを切ってもらうのは構わんの

やけんど、今、家を建てたいと言いよる人は今の時期がチャンスや思うとるわけやの。こ

れ、消費税が１０％になるかどうか、私も知らんで。安倍政権が消費税１０％にするかせ

んかというのは、まだ。そやけど、今の現状だったら、金利も安くなってっとる、住宅ロ

ーンも安くなってっとる、そやから、建てて市内で頑張りたいという市民がいてるわけで

すわね。その方々に対しても、これ、よそから来る人、これは非常に私はええ政策や思う

とんねん。こないして、人口減少、このすばらしい南あわじ市に住んでいただいて、人口

がふえること、これはもうごっつい私はええことや思うとんのやけんど。市民に対するサ

ービスというか、やはり公平な立場でやっていただきたいと。その財源がどうじゃこうじ

ゃいうんだったら、夫婦で足して８０、今から子供おる人らにも、せめて何とかしたって

ほしいなという思いがあんねけんど。 

  そんなもん、再来年とかするやいうたら、今建てとる人はどないなる、今から建てとか

なんと計画しとる人はどないすんのよ。再来年まで待っとけいうんけ。どないしたらええ

で、これを。これはもう、この事業というのは、今年度で終わりなんですか。それとも、

これ、今から継続するお考えなんですか。どっちなんですか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   企画部の橋本です。よろしくお願いします。 

  谷口委員、一般質問でもこのお話をしていただきまして、そのときも、私も何回か答弁

はさせてもらいました。そのときもちょっと平行線にはなったかとは思うんですが、まず
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地方創生元年ということで、２８年度からその総合戦略のスタートということで、まずそ

のときも申し上げましたのは、ターゲットが移住者、Ｉターンでございます。当然、市民

の方々が新築されたときのことも、いろいろと検討しました。先ほど、課長が申しました

ように、百四、五十件が新築があります。それに、仮に２００万を掛け算しますと、３億

ぐらいというような数字になってきます。なかなかことしの予算編成をするときに、非常

に厳しいものがございました。一番当初、総合戦略の関係、総務課のほうで査定をゼロに

しながらも、なかなか厳しい予算状況の中で、今回、ふるさと納税のお金がございました

ので、今回、充当させてもらっております。 

  一般質問の答弁のときにもちょっと言ったんですが、今、ふるさと創生課では、ふるさ

と納税にかなり力を入れてます。そこらで、ただ、これはなかなか固定資産みたいに読め

るような金額ではないんですが、一生懸命、ふるさと創生課のほうでふるさと納税を頑張

って、何とかそういう財源を生み出せたらなということで、今までこういうマイホーム取

得資金についての補助金はなかったわけなんですが、市民の方と市外からのＩターンの方

を一緒に考えてしまうと、セットで考えてしまうと、なかなかそういうような今、不公平

感がやはり持たれるというのは、十二分に理解できます。今回は、目的、ターゲットがそ

の移住をしてますので、こういう予算の計上の仕方をさせていただきました。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、この事業というのは、今年度単年度で終了というよう

なお考えなんですか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   総合戦略の関係、今年度含めて５年なんで、２８年度から４

年間継続してやりたいというふうに考えてます。そのためにも、先ほど言いました、やは

り財源を確保していかな、なかなか継続が厳しい状況にございますので、ふるさと納税の

市外の方、それから市内の方、それから、３月に市内の事業者で返礼品を送っていただい

ている方々とも打ち合わせをして、今回、４億８,０００万という補正をさせてもらって

おりますが、できるだけ多くのお金を南あわじ市、こういうふうに移住者にも、それから

市内の方々にも、そして、子育てにいろいろと支援をしていきたいので、よろしくお願い

しますというような形で、財源のほう、確保していきたいというふうに考えてます。事業

は、今のところ４年間考えてます。 
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○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   吉備大のそういうふうなやつも４年間というような期限つきで予算を

組んどったと思うのよ。このたびも、４年間はこういう予算をすんねけんど、この財源に

対して、部長は、このふるさと納税というようなことを言うとんねけんど、これはまあ、

今にして、私に言わせたら、安定財源でも何でもないわね。このたびは、たまたま兵庫県

下で４億５,０００万、兵庫県で１位になったけど、これが継続して毎年のようにそれだ

けの納税があるかどうかというのは疑問なことやし、せめて、部長、この事業をするとき

のこの財源、私が言うとるのは、ほんまに、南あわじ市内の若い子育て世代の方々に対す

る、ほんで、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に住むとか、三世代でやっていただくと

かいうことで網でも絞ってもろうて、ほんまに昔の南あわじ市のええところを、もう、お

じいちゃんおばあちゃん、お孫さんも一緒に住めるような、ほんで、そういうふうな人が

家を建てるときに、何らかのこういうふうな同等の支援ができらんかというような思いが

あるわけよね。 

  ほんでなかったら、ただ単にＩターンで人口ふやす施策というのは、それはもうすばら

しい、私はええ戦術を打って出てくれたと思うとんねん。これは評価しとんねん。評価し

とんねけんど、南あわじ市でも子育てしよる三世代のおじいちゃん、おばあちゃんの面倒

もみたろうかというような、何かターゲットを絞って、ただ単に、島外から定年して、７

０になってこっち側手で家を建てて、こっち側手で福祉のサービス受けようかとか、これ

私は、そんな人に移り住んでという希望はないわけやの。子育てしよる人らが、南あわじ

市というのは自然のこの環境がええ、教育もすばらしいというようなことでやってほしい

のよ。 

  だから、そこらをもうちょっと、せっかく少子対策、子育てやっとるのやさかい、南あ

わじ市の子育てしよる世帯にも恩恵を及ぼすようなやつを、ことしは無理やったら、来年

からでもほんま計画してもろうて、やってもらわなんだら。来年だったら遅いねん、もう

消費税が上がっとるなら。ほやさかい、このたび、ぜひ、それぐらいの金、私は何ぼ要る

か、予算のことは考えらんと思うのやけんど、それぐらいは考えてほしいなという思いが

あんねけんど、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   谷口委員のおっしゃられること、十二分に理解できます。こ

の辺については、当初、予算計上するときもいろいろと部内では論議してきております。

今、南あわじ市は子育てしやすいまちというようなことで、ということは、若い世代を、

子育て世代を応援しているというようなところもございます。部内でまた、当然、この事
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業については、先ほど申しましたように４年間継続できるように財源確保も一生懸命頑張

っていきたいと思いますし、今、谷口委員さんがおっしゃられたようなこともあわせて検

討していきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   実際、私の元職場の若い子らも、ほんまにこれ、今まさに新築という

か、ほんで、どこで建てたらええかいうて、市のこの辺ばかり言うわけよ。ほやけど、市

のこの辺が坪何ぼやとか、かといって、今建てるのがチャンスやとか、そんなこと言いな

がら、若い子はできるだけやっぱりあれして、南あわじ市でほんまに子育てしていきたい

と思うとんねん。その人方の思いもちょっとくんであげていただきたいなという思いがす

るので、私もこれだけ言うたら、きょう、帰ろうかと思うて。 

  ほやから、これだけ、ぜひ再考していただいて、ことしは、これはもうこれであれやけ

んど、ここ、市長にちょっと一遍、これだけちょっと答弁してください。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   きのうも大分、その議論については出たわけでございます。今、

部長も答弁させていただいたように、とりあえず、大分部内でその市内の人たちへの対応

もいろいろな角度から内部協議をされました。強いそういう要望も、これはもう当たり前

でございます。今年度、この島外からのも、どこまでこの予算どおり、また予算以上にと

かいうことも、まだ今からＰＲをしていかにゃいかんわけでございますので、来年度にか

けて、委員おっしゃるようなことも財源確保しながら検討していきたい、このように思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ちょっと関連でお尋ねするんですけども、この制度を悪用して、要す

るに別荘を持とうと、そういうような人間も出てくるかと思うんですけども、そこらはい

ろいろ検討されましたか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   住宅ということでございますので、別荘は常に住

んでないということでございます。実態も、やはり常に住んでいるということを基本にし
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ております。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   そしたら、どこかで市内で住宅を建てて、本人は住民票をこっちに移

して、自由業の方やったらできるわけですね。こっちに移して、建物を建てると。そやけ

ども、向こうで住宅も借りとるというような体制でやろうと思えば、これ、制度を悪用し

ようと思うたらできるわけですね。住民票を移して云々すれば。そこら、心配はないんか

どうかお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   やはり実態が問題だと思います。だから、その辺

を十分把握してやっていきたいと思います。本人のモラルというか、そういうのに信頼を

していかなければ仕方がないんかなというところもあると思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○廣内孝次委員   結婚されて、小さい子供ができて、嫁さんと子供さんだけがとにかく

住むような勘定で、ちょこちょこ住むような勘定でいけば、これ、実態の把握というても

なかなかそこまでできないんじゃないかと考えるわけなんですけども、そこらやっぱり悪

用する人間がおっても、これ、不思議じゃないような制度ですね。ですから、そこらを十

分やっぱり考慮して、これ、せんことにはいかんのやけども。果たして、実態の把握がで

きるかどうかですね。その点、いろいろ難しい問題が多いとは思うんですけどね。当然、

こういう制度であれば、これ、悪用して家を建てようかと。財産一つつくろうかという、

恐らく、人も出てくると思うんですね。そやから、そこらの立て分けが完全にできるんか

どうか、そこら、十分検討をされましたか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   新築住宅を買うとか建てるとかになりますと、い

うたら、あんまりへんぴなところには多分建てたり買ったりはしないと思うので、周りに

ほかに住宅があるとか、便利なところにされると思うので、周りの状況というんですか、

方もそれぞれ把握できるんじゃないかなということで、実態調査もしながら悪用されない

ようにしていきたいと思います。 
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○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   実態把握がなかなか難しいんではないかというような御質問

です。今回、当然、こういう補助事業を打つ場合に、補助金交付要綱もつくります。かな

り、９割方でき上がってるんですが、今、廣内委員さんがおっしゃられたようなことも想

定しながら、補助金交付要綱をいろんなことを想定しながら対応できるようにしていきた

いというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   これ、住民票を移してきて住むという、何年ぐらい住めば云々と、そ

ういうような条件的なものはあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今、部長が言いましたように、詳細につきまして

は詰めているところでございますけれども、最低１０年ということを基本にしております。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   １０年以内にもし移られたら、これ、金を返してもらうという、そう

いうような考え方ですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   補助金の交付要綱に基づきまして、それに沿って

いきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   わかりました。恐らく、悪用するような人もこれ、出てきて当然の制

度だと考えますので、そこら十分、妙な人に悪用されないような、そういうようないろい

ろなあらゆる場面を想定して、とにかく実施していただきたいと思います。 

  終わります。 
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○森上祐治委員長   ほかに。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   済みません、関連で申しわけないんですけど、今のところ、約２０件

という予算でしたけれども、これがもし４０件、５０件というような数になってきた場合

はどうされるんですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   転入していただきまして、定住していただくこと

は人口増にもつながりますし、補正を提案させていただきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ということは、希望者に対しては全員支給という、上限は決めずに、

そういう方針で進まれるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのように思っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、さっきもその財源がどうこう言うてたんですけど、そ

の財源はどうして算出する予定なんですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ２７年度の今、ふるさと納税の残金も基金のほう

にまだ少し積んでおります。その財源を利用していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   さっきも廣内委員のほうからありましたけど、例えば、そういう新築
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して３年でローンが払えなくて転居するとか、また、行方不明になるとか、また、不動産

屋が、そんなん、わかりませんよ、そういう名義を借りて家を建てといて、違う人に転売

とかいう方法もあるかもわかりませんので、そこら辺の最悪の事態をある程度考えた上で

の対応というのもしっかりとしておいていただきたいというふうに思いますが、その点い

かがですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   いろんなケースが、想定できないようなケースが

出てくるかもしれませんので、その点をできるだけ考慮しながら、もしもそういうふうな

ことがあったときには、やはりまた部内、市長初め協議いたしまして、対応していきたい

と思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今の関連で、２８年度の今、これ、予算審議しているわけよな。それ

で、今言いよる関連で、予算審議しよる段階で、何ぼでも来たら補正を組むやいうて、私

は、そんなざっとしたこと。違いますか。２８年度の予算、十分審議して、そうでしょう、

谷口委員の質問に対してでも、今年度はこういうことで、また来年度ということで、それ

だけの枠を絞って予算を出しとるんだ。それを、何でも今から補正組むやいうことを言う

んですか、これ。そんなざっとしたことで予算組んどんのけ。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   先ほど、課長のほうは補正という話が出ました。これは、あ

くまで精神論です。市役所の予算については、やはり予算の範囲内で事業を執行していく

と。その２０件についても、これぐらいであろうと、過去の移住者等の世帯数等を考慮し

て、このぐらいで今、見積もってます。基本原則は、やはり予算の範囲内で執行していく

というのがそうです。ただ、それが足りなくなってきた場合、この施策が成功していると

いうようなことの立証にもなりますので、財源等が伴えば、また議員の先生方にも補正の

お願いをしたいというようなことの、精神論でちょっと説明をさせてもらいました。基本

原則は、予算の範囲内で執行していくということでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   いや、そやからね、先ほどの関連、きのうからこの点についてはいろ

いろ質問、一般質問もあって、それは、執行部も苦しい答弁。けども、先ほど谷口委員、

同僚議員の質問に対しては、最終的に市長は、何とかそういう、今年度は、もう２８年度

はそういうことで行くんやと。そういうことも大事なことやし、これはまた来年に向けて

検討していくということで終わっとんのやな。そやけど、今言いよるように、熊田委員の

質問に対して、多なったら何ぼでも、ほんなら補正組んでやるやいうことは、ゆとりがあ

るということだ。それであれば、谷口委員が言いよるように、地元の人のそういう住宅の

ことについても考えられると、私はそない思う。 

  そやから、ほんまに、それは私も、ふるさと創生課長を責めよるのでないけども、やっ

ぱりそんなざっとしたことで、２８年度の予算審議しよるところに、補正やいうことは、

これはやっぱり、ちょっと部長、そんなざっとしたことしとるのやったら、これは、今、

同僚が言いよるようなことも検討して、そんな、そういう言い方もあると思うねん。そや

から、やっぱり予算編成でそんなざっとしたことでやっとるのやったら、これはちょっと

いかがなものかと思うんで。どない思うとるのよ。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   先ほど申しましたように、やはり当初予算の審議を今、いた

だいているところでございます。先ほども言いましたように、２８年度の予算案につきま

しては、非常に厳しい査定もございました。今のところ、２０件ということで、予算の範

囲内で執行していきたいというふうに思います。また、それが順調に進めば、またいろい

ろと御相談はさせていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういうことで、そういうやっぱり予算の編成をしたら、予算でなる

べくやっていく、でけへんもんは、これはもう今年度はでけへん、それははっきり言うた

らええんであってね。それを、やっぱり答弁の中で、委員の質問によっていろいろ、ニュ

アンスによったら変わっていくような答弁は、これはいかがなものかと思うねん。そやか

ら、でけへんものはでけへんと、はっきり言うたらええんと違いますか。そんなんで、ち

ょっと補正予算ということについて、谷口委員も前に言いよったけども、今の熊田委員の

質問で、ああいう答弁が出たら、そんな余裕があんのやったら、ちょっと地元の市民に対

してでもやったったらどうかと、これは思うのは当然であってやな。 

  今後、そういう面でやっぱり配慮して、できる限り、やっぱり２８年度の予算を組んだ

ら、それはそれでいて、４月入って２８年度になってきたら、それはまた、足らんときは
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足らんところで、それは補正なりなんなり、それは議会の承認があったらいけるんですか

ら、そんなふうにやってほしいと思います。 

  以上、もう終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ６９ページの今言っておりましたふるさと納税の応援寄附金贈答品の

管理委託料２億円について伺いたいと思います。昨年度は、県下で１位というようなこと

で、いろんな財源を使って予算化しとるんですが、これ、先ほど同僚議員も言ってました

ように、こんなものは、毎年毎年、安定的に入ってくる保証は全くないわけですね。まし

て人の心というのは、長いことつなぎとめておくやいうことは、なかなか至難のわざであ

ると思うんですが、一遍、委員会でも聞いたかと思うんですが、余りにも市内の方のふる

さと納税に対する関心が低いわけですね。 

  昨日も歳入のときに、５万円以上の市民税を払っている方は幾ら、何人おりますかと言

いましたら、１万４,５００人という数字を言っておりましたが、そういうことになりま

すと、関心さえあり、また、市のほうからの啓蒙さえあれば、もしその人らがそれにこた

えてくれるんならば、相当大きな寄附金が寄ってくる可能性があるわけですね。 

  私どもも、市民の方々にある程度の制度も理解しており、勧めておるんですが、前々か

ら言っておりますように、この寄附金に対する返礼品の一覧表がないわけですわね。これ

を聞いたら、インターネットとか見てもろうたら出とると言いますけどね、それはまあ、

見てやれる人はそれでええけど、やっぱりこの議員の中でも、南あわじ市の返礼品一覧表

を全部知っとる人は少ないと思うんですね。やっぱり、それも見せてもらわんと、我々は

市民の人に説明して、応援寄附金しても、こういうことで全く寄附されることにおいて、

こういう言い方はいかんのですが、遜色はないんですよと、かえってプラスですよという

ことを我々も市民の人々に言いたいわけですわ。 

  そういうことで、今後、島外から市内へということも、それはもうやってもらわんとい

かんのやけど、市内から市内へということもぜひやってもらいたいと思うんですが、まず

担当課はどういうふうに考えてますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   確かに、昨年の１０月からこの謝礼品という制度

を始めまして、今までちょうど確定申告の時期を迎えておりましたので、ちょうど１０月

から１２月といいますと、普通納税をしていただく方が多い時期でありまして、その事務
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に追われまして、なかなかＰＲができておりませんでした。それで、市民の方もいろいろ

と考えがあるようでございますので、尋ねてみますと、自分たちは、南あわじ市の人間が

南あわじ市にしたとすれば、その納税額が少なくなるので、損になるんと違うかという方

が多数おられることに気づきました。それで、その辺のことも今後、ＰＲをしていかない

といけないなということを今、気づいております。 

  ２８年度、先ほど、委員さんがおっしゃっていただきましたように、５０事業者、２５

０品目あるんですけども、各事業者の代表の謝礼品、特産品を使って事業者の一覧表をつ

くったパンフレット等を作成してＰＲしていきたいなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、２億円ということなんですが、この２億円というのも水産物の

金額というのは、どれほど大きいかといいますと、これ、美菜恋来屋の産直の関係の喜田

課長、これ、１年間、美菜恋来屋で農産物、どの程度売れましたか。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   食の拠点推進課長の喜田です。よろしくお願いしま

す。 

  ふるさと創生課のほうで注文が４００万余り、美菜恋来屋の中で既に請求書を発行しと

るのが３２０万ほどだったと記憶しております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私が言っとるのは、それと違うねん。１年間、美菜恋来屋で農産物が

どれぐらい売れましたか。大体、我々の聞いとるのは、８億円の予定が４割前後であった

と、全ての売上が。私はそれで、そのうち農水産物はどれぐらい売れましたか、正確な数

字でなくてもいいんで、アバウトで結構です。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   申しわけございません。野菜出荷品部門では１億３,

０００万ほどでございます。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、聞かれたように、美菜恋来屋であれだけの施設をつくって、三百

数十人の納品する業者を登録してやって、１年間で農産物が１億３,０００万円売れよる

ねん。このふるさと応援寄附金の返礼品の２億円というのは、どれだけ大きい金かという

ことなんですわね。地域の活性化にも大いに寄与しとると思うんです。 

  それと、一般質問でも同僚議員が質問しておりましたように、やっぱり地産地消、南あ

わじ市の市民の方々が、南あわじ市にこれだけのすばらしいものがあって、これだけおい

しいものがあるというのも、やっぱり知らしめらんといかんと思うんです。それで、市内

の方であったら、これはもう継続する可能性が多分にあるわけですね。 

  ですから、担当課、これ、このたびの５億円のふるさと納税に対するお金の予算書を見

ておりますと、一般財源化に近いような形で使っておることもあると思うんですね。これ、

そうなってきますと、入ってこなかったら減額、それこそ減額補正せんことにはいかんわ

けでありまして、これ、担当課の人も、今後、去年これだけあったさかいというんでなし

に、今後、これを継続、あるいはふやしていくためにはどないしたらいいかということを

十分考慮しながらやっていっていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   できるだけＰＲ等しまして、頑張っていきたいと

思います。私の思いといたしましては、守るんではなくて、前向きにやっていきたいとい

うことです。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   済みません、７３ページのコンビニ交付システム導入業務委託料の件

でお聞きいたします。これ、前回、柏木委員のほうからも質問があったと思うんですが、

これは、導入は全てのコンビニで対応できるんですか。例えば、ある一つのコンビニ、あ

りますよね。セブンイレブンだったりファミリーマートだったりローソン、それは、一つ

のそういう業者だけの対応になるんですか。この点、お聞きしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   失礼します。情報課長の富永でございます。よろしくお願い
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いたします。 

  今の御質問の件でございますけれども、対応できるコンビニにつきましては、全国のコ

ンビニのほうで対応が可能というふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、それはもうどこのコンビニでも対応できると、そうい

うマイナンバーのカードを持っていたらということになるわけですね。そうしますと、今

回、業務委託料が２,８００万ですけども、これは初年度だけですか。それとも、ずっと

毎年、この金額を払わなければならないのか、その点お聞きいたします。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ２,８００万という部分については、導入の経費でございま

す。それ以降の保守料につきましては、今の試算ですと７００万余りが毎年必要になると

考えております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ７６ページ、節の１９、いわゆる学生の海外派遣なんですけども、こ

の事業が始まって何年になりますか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   秘書課の田村でございます。よろしくお願いいたします。 

  ただいまの御質問ですが、始まってちょうど今年度が２０周年を迎える、間もなく迎え

ることになります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆるもう始まって２０年ということなんですが、いわゆる２０周

年記念事業等はされないんですか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 
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○秘書課長（田村愛子）   平成８年に姉妹都市提携となりまして２０年の間、学生派遣

については、相互交流ということで派遣受け入れを毎年行ってきまして、ちょうどこの２

８年度につきましては、学生を派遣する年となります。今、セライナ市のほうといろいろ

アポをとっている最中なんですが、詳細はまだ決まっておりませんけれども、２０周年記

念式典たるものをセライナ市のほうで行っていただける予定にはなっております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   その点、この南あわじ市では、それにどのように対応されるんですか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   このたび、２０周年記念というところで、その式典に参加す

るために、市の幹部、また、議会の代表者、国際交流協会長を含めた公式的な訪問団を結

成して、式典参加並びに今回は、大きな目的は、南あわじ市として新たな再調印というの

もこちらのほうで提案をさせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   議会の代表も行かれるということで、これはこれでいいと思うんやけ

ど、市の幹部も行かれるということなんで、そこら、やっぱり我々としても何らかの機会

に参加したいなという気もあるんですが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   今回の予算で計上しておりますのは、市の執行部と、それと

議会代表、それから、国際交流協会の代表並びに随行者と、それと通訳という、おおむね

７名の予算で計上させていただいて、交通費というのが主な経費でございますけれども、

それだけの予算の中ではなかなか難しいんですが、新たにということになりますと、どう

いう形でというところを逆にお伺いできればありがたいです。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ちょっと熊田委員の質問に関連するんですけど、もう一回確認します。

よくわかりました。ランニングが年間７００万で運用できるということですけど、スター
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トの時期、もう一回確認したいんですけど。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   スタートにつきましては、何月何日にスタートするというの

は今後検討いたしますけれども、システムの改修準備につきましては、平成２８年度に行

う予定でございます。平成２８年度中に準備を完了したいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ということは、一応、導入にかかわる関係は２８年度で全部済ませて、

いつオープンというか、全国で取れるようになるかは、ちょっと時期がまだはっきりとは

言えないと、４月１日かもしれないし、もうひと月、ふた月ずれるかもしれんと、そうい

うことでよろしいんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   わかりました。それとあと、このマイナンバー対応システム改修業務

委託料、その上ですけどね、７３ページの。１,１３４万、これは関係あるの、セットな

んですか。何か関係あるんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   上にありますマイナンバー対応システム改修業務委託料につ

きましては、今年度も行っておりますけれども、マイナンバーに関係しております特に福

祉系の業務用のシステムの改修の続きで行っている分でございます。ですから、コンビニ

交付とは関係ございません。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ふるさと納税に全般、ページ数はないのやけど、ちょっとお聞きした
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いんですが、今回、４億５,０００万から兵庫県下１位ということで、これはありがたい

ことなんですが、この４億５千何ぼで、それをお返しした金額ですね、幾らか教えてほし

いんです。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   １０月からポイント制をしておりますので、その

ポイントの有効期間が１年間ございます。それで、まだ商品、返礼品にかえていない方も

多々あるようでございます。大体、７割ぐらいの方が返礼品を望まれて、今、かえられて

いるところです。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、大体４割を戻しよるということは、お金に直すと１億８,００

０万ぐらいのお金、約２億の金がお礼として出されているというふうに解釈してよろしい

ですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   委員おっしゃるとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それと、納税の使い道については、市当局で五つぐらいラインナップ

されとるんですが、そのラインナップ、ちょっと教えてください。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   五つございます。一つ目は、少子対策及び子育て

支援に関する事業です。２号といたしまして、淡路人形浄瑠璃の保存・伝承または後継者

育成事業、３号として、若人の広場の灯を永遠に灯し続ける事業、四つ目として、福祉や

教育、環境整備活動の推進に充てる事業でございます。五つ目としまして、元気で明るい

まちづくり事業ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 



－ 117 － 

 

○阿部計一委員   一般の人は、これ、４億５,０００万、ただ、何かふるさと納税でい

ただいたみたいに思ってるわけなんですよ。しかし、南あわじ市の税収の中からそれだけ

のお金をお返ししているということは、やはり、今ラインナップされて言われたところに

重点的に配布するということも、それは大事やけども、やはり南あわじ市全体にやっぱり

主に人形会館、私は人形と南あわじ市が心中するのかいなと思うぐらい、人形に手厚いこ

とをして、それでこの間の執行部の答弁やったら、人形が赤字出たら補填をしていくと、

そういうことは、余計もう人形の職員がたるむようなことを執行部が、絶対つぶしません

よと、もう赤字が出たら何ぼでも補填するというような答弁をしてましたわね。 

  ですから、そういうふうでなしに、やっぱり貴重な税収もお返しするということを、も

っと認識して、それで全体的に、南あわじ市全体的によ。そりゃ、人形も守っていき、そ

れは今言いよった若人の広場も、それはもうやっていかんなんけど、もっとせんなんとこ

ろが何ぼでもあると思う。やっぱりその辺のことを十分検討してやってもらわなんだら、

ただ、４億５,０００万入ってきて、それは何じゃ、お返しせえへんのやったらありがた

いけど、お返しせなんだら、そんなお金入ってけえへんと思うのや。けど、やっぱり２億

円近いお金を返礼として出しよるということも、やっぱり重きに置いて、政策というのは

やってもらわなんだらいかんと思うんよ。その点、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   委員おっしゃるとおりだと思います。せっかく納

付していただいた気持ちを十分に活用しながら、市内の事業に活用させていただきたいと

思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   先ほどの北村委員の国際交流について、ちょっとお聞きしたいんです

けども、先ほど、課長は、当市のほうから新たにセライナのほうへ何か提案してるという

ふうなことを言いましたけども、内容はどういう内容でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   当初、平成８年は、旧の南淡町とセライナ市との提携でござ

いまして、合併してもう１０年を経過した中で、ちょうどこの２０周年の日に機会をもっ

て、新に南あわじ市というような形で、新市としての提携というのが必要ではないかなと
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思いまして、それで一応、この機会をもって再調印ということで、南あわじ市とセライナ

市の再調印というような形を提案させていただいているところです。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   要は、南淡町と南あわじ市と変わるだけで、姉妹提携の中身は何も変

わらないということですか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   提携の目的というのは、さらなる友好親善を継続していくと

いう両市の確認、それからこれからも、確認が大きな目的なんですが、これからもまたい

ろんな分野での交流を続けていくという、そういうふうな目的を持って調印に至るもので

ございます。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   それと、北村委員の質問の中に、市の執行部と議会代表、それもいい

と思うんですけども、この２０年間というのは、セライナの市民の方々とこの南あわじ市

の市民、かなりの市民同士が交流し続けてるんですよね。そのお互いの市への思いやり、

お互いですけども、強い思いがある。ですから、そういう、もし一般市民の方々でも希望

者があれば、どうですか、２０周年の式典するんですけども、実費ですけども、実費か多

少の補助かはわかりませんけども、公募してもええのではないのかなという思いがするん

ですけども、そこら検討されなかったんですか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   これまで２０年間の間には、そういうふうな学生だけではな

くて、そういう市民の交流的な団体さんも一応、セライナのほうを訪問した経緯もござい

ます。合併以後については、やはり学生等を優先的に交流というような形で継続してまい

りまして、今回、学生さんにつきましても、２０周年ということで、やはり体験、やっぱ

り実際の国際交流の体験というものがかなり大きく今後の学生さんの国際感覚を養う上で

も重要ですので、今回、今までは１０名ほどの枠だったんですけれども、今回、若干名枠

をふやしまして、人数を設けたこともありまして、一般の方々については、今のところは

考えてはおりません。 
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○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   本当に２０周年というと、第１期、第２期で行った子の子供たちが次

に今度応募するぐらいの年数がたってきてますよね。そんな中で、やはりお互いの強いき

ずな、思いがあるので、できたらそういう記念、なかなか自分一人で行こうというたら、

なかなか行きづらいところなんやね。本当に、飛行場からセライナまで行くのに、自分で

運転してやいうのは、ちょっとレンタカー借りてというのは難しいかもわからんと。行け

んことはないと思うけども、でも、なかなか行く機会というのが少ないと思うんで、こう

いう機会にこそ、公募すると、なら行こうかというような方も、中にはおられるんではな

いかなという思いがするんですけども、再度、もう一度御検討願えないでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   秘書課長。 

 

○秘書課長（田村愛子）   今回、２８年度予算というところで、そこまでは考えてはお

りませんでしたけれども、次年度、そういう要望が強くあるのであれば、別にこの２０周

年に限らず、そういうふうなことも検討してみてはどうかなと、個人的には思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中でございますけども、暫時休憩いたします。 

  再開は午前１１時５分といたします。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  質疑を続けます。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ８１ページの防犯カメラ設置補助金についてお尋ねします。これ、

前々から私はずっと言っていた、防犯カメラなり定点カメラをつくることによって、さま

ざまな災害、犯罪からの抑止を図るというようなことで、ほんで、前回も防災行政無線の

ときに、市内に十数カ所置かせてくれるというたんかな、この辺、防犯カメラのこの事業

についてお尋ねします。 
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○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この防犯カメラにつきまして、この事業の補助につきま

しては、各自治会等からの申請によりまして、県のほうへ、県の事業になりまして、市の

ほうについては、それの随伴補助という形で事業をしております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、この８０万円の補助というか、自治会の補助をすんねけんど、

このやつの前年はどんな実績が出てますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   ２７年度の実績につきましては、５自治会のほうで実施

をいたしております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ５自治会、５カ所ということですか。５カ所で結局、８０万という予

算計上しとんねけんど、その予算が結局不要になったということですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましては、補助が１カ所当たり８万円で１０

カ所ということで８０万円の予算を計上いたしております。２７年度におきましても、１

０カ所で８万円ということで置かせていただいておりまして、それで、申請につきまして

は、６カ所あったんですけれど、県のほうの審査等によって、５件が受かったということ

で、その５件に対して８万円を補助いたしてます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   その辺のある程度、関連してお尋ねすんねけんど、このたび防災行政

無線のときに、カメラというかさまざまなそういうふうな、今でも市内何カ所かに、河川

であったり漁港であったり、そういうカメラを増設していただけるというような話があっ
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たと思うのやけど、あの辺は何カ所、そういう防災行政無線関連のカメラは設置されるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   １７カ所で施工を進めております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それで、私はこの自治会からの要望ということで、１基当たり８万円

を上限に補助をというようなことになっとるのやけんど、これ大体、この防犯カメラとい

うやつを１基当たり設置、維持管理する経費というのは、地元の自治会に全面的に維持管

理経費というのは自治会が持つんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これは、自治会のほうで今つけている部分について、割

と集会所の周辺という部分が多いんですけれど、それで、今のところ、そのカメラの性能

によって、その金額等も変わってきております。それで、今、現状としては、大体２０万

円までのような形での整備が進んでおります。それで、県のほうが８万円、それから、市

のほうが８万円ということで、ある程度整備については、ある程度の範囲内ではいけてい

るのかなとは思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、維持管理の経費というか、その辺はどこが負担されとるんです

か。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   それにつきましては、設置している自治会のほうでとい

うことです。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   これ、自治会で主にこの設置場所というのは、集落のどのあたりに設

置されとるんですか。集会所のところのカメラなんですか。あくまでも防犯カメラという

のは。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今現在、各申請が上がっている分につきましては、大半

がその集会場の玄関口というか、その周辺がわかる形の設置になっております。あと、設

置するに当たっては、その地域の住民の方々の同意が要るとか、諸条件があって申請をい

たしております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ７８ページの地域おこし協力隊についてお聞きしたいと思います。今

年度４,９００万、大分増額しとるんですけど、人数は１２名ということに計画ではなっ

ておると思うんですけど、今の人数は幾らですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   現在は１０名でございます。新年度予算におきま

しては、１２名分を計上しておりまして、今は地域おこし協力隊、沼島のほうの人を２名

募集しております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それで、今これ、１０名ですか。これは、もともとは人口減少とか高

齢化が著しい、そういうところに対して地域おこしをやっていくための市外からの人を集

めてやっていこうということだと思うんですけど、今の１０名はどんな感じになってます

か、実態は。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   現在の１０名でございますけれども、兵庫県の他

市町から来た人が５名、それから、あと岡山から２名、大阪、京都から１名ずつおられま
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す。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   どの地域という格好で、今、やってないんですか。赴任場所。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   沼島の協力隊におきましては、今のところ２名、

それから、農業振興部門につきまして２名、それから、国際交流で１名、それから、魅力

発信ということで１名、それから、定住促進ということで２名でございます。沼島以外に

つきましては、一旦、市役所のほうに籍を置きまして、それから活動しております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   大体わかりました。それで、これ、行く行くは１４名ぐらいまでにし

ようと、５年後には、ということだと思うんですけど、ちょっとこれ、この人たちが新築

で家を建てたりしますね、定住しようと思って。そのときは、先ほどの補助の関係はどう

なりますか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今、要綱をつくっておるところですけれども、基

本的には２８年４月１日以降の転入者を該当にしたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もう一回、済みません。確認ですけど、じゃあ、今の１０名は、もう

新築の家を建てたときには、権利なしですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ２８年度から採用の予定の人もございますけれど

も、３月までにこちらのほうに転入していただいた方については、該当できないというこ

とでございます。 
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○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   先ほどの８０ページの防犯カメラの件で関連ですが、ほとんど集落の

公会堂とかコミュニティの近くという話でしたが、例えば、津井の場合は、湊へ行く道と

丸山へ行く道と、伊加利へ行く道が、３カ所があるんですね。その道路の関係でうまく設

置すれば、非常に何かで逃亡しても役立つんではないかと思うんですが、そういうつけ方

は、非常に柱を立ててやらなければいけない場合もあるでしょうけども、そういうのは余

り考えないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   ここにつきましては、自治会のほうでこういう形でつけ

たいというようなことで、県のほうへ出していただいてという形になります。それで、道

路上であっても防犯的な形の中で、必要であればある程度はいけるかなと。ただ、あと、

カメラ的な諸条件があるんで、それをクリアする部分があるんですけど、防犯ということ

で、それと、その周辺の方々の同意とかいう部分があれば、ある程度いけるかなとは思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   よくわかりました。もちろん、自分の近くで、街路の部分につけるの

も結構だと思うんですけども、そういうつけ方も十分ありということですね。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   先ほど、柏木委員から地域おこしのことで質問あったんですけども、

昨年度も夫婦の方が、子供ができて島を離れられたというふうなことを聞いてるんですけ

ども、やはり定着率が余りよくないというふうなことの理由。例えば、地元の受け入れ、

また、これ、あくまで協力隊やの。そやから、その人らが完全に主役として期待し過ぎと

るんか、来る人も腰かけのような感じでおるんか、どんなふうに解析してるんかな。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 
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○ふるさと創生課長（北川真由美）   沼島のほうの協力隊の人が主だったんですけど、

５名のうち２名が定着していただいて、あと３名が帰られたということでございますけれ

ども、そのうち１名は、ちょっと体調を崩しまして、協力隊をやめております。あと、先

ほど委員さんが言われた夫婦の２人でございますけれども、協力隊になって１年目という

ことで、すぐにお子さんが生まれることがわかりまして、奥さんのほうにとりましては、

初めてのお子さんということで、やっぱり親元のところで暮らしていきたいというのもあ

りますし、それから、だんなさんのほうにおきましては、奥さんと今度、子供を養ってい

かなければならないというところで、まだ協力隊１年目というところのこともありまして、

やっぱり生活をしていくには、やっぱり職業、所得が必要でございますので、まだ１年間

の間でそういった定着して所得を上げ、生活をしていこうというめどが立っていないよう

な状態でございましたので、奥さんのほうの実家の近くに帰られたということでございま

す。 

  うちのほうも、それらのほうをいろいろ考えまして、今まで、一般職に準じた職務でご

ざいましたけれども、それを非常勤の特別職という実態に変えまして、できるだけ早く所

得のある生活ができるような状態に持っていくということで、１２月議会に提案させてい

ただいて、議決をいただいたところでございます。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ３年という間ですけど、やはり協力隊に応募してくるということは、

最終的には定着して、何らかの起業をしてほしいというふうなことで、沼島については３

人さんがいろんな理由で去られたいうことやけど、それまでにもかなり出入りがあったよ

うに思うんよな。それまで、以前にも入れかわりあったんと違いますかね。なかったか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   協力隊におきましては、沼島の５名です。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   最初から、当初から。ほれで、簡単にそういう事情で、当然、夫婦や

から、子供ができて当然の話やし、できたら親元へ帰ろうかというふうな覚悟で来られと

ったんか、それに対する支援、当初は多分、１５０万円ぐらいの金額だったかな。これ見

たら、１８０万円ぐらいにふえてると思うんですけども、なかなか年間１８０万や２００

万円で、１人で生活する、これは、住むところがあるみたいですけども、それでお金をた
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めて起業するというのは、なかなか厳しいものがあるんかなというふうに思うんですけど

も。そこらやっぱり地域、また行政が地域おこし協力隊と一心同体にならんと、なかなか

来ても、最初の１年でつまずいてしまうようなことが多いんじゃないかなと思うんですけ

れども、どないでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   今言われましたように、やはりなかなか１年で定

住をしていこうというところには、なかなか結論が至らないようでございますけれども、

地域おこしの協力隊になっていただく面接の折には、やはりこの南あわじ市で定住をして

いく覚悟で来てくれているということを大体、面接時に確認をしておりますので、市のほ

うにおきましても、できるだけ定住していただけるように環境を整えていきたいと思って

おります。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   とにかく、頭に描いてきたのと実際、現地に来てやってみたんとのギ

ャップがやっぱりどうしてもあると思うんで、その辺は受け入れ側としても、やはり十分

にフォローして。当然、簡単に起業できるもんであれば、地元におる人間が起業して、そ

れで商売していくという、当然のことがなかなかできてないんで、非常に難しいというふ

うに思いますけども、どんどんそういうふうな、１人でも定着してもらえるように、今後

頑張っていただきたいというふうに思いますんで、これで質問を終わります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ７１ページ、節の１９、陸の港地元環境対策負担金、これについて。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   この陸の港地元環境対策負担金については、陸の港を整

備したときからの鈩自治会との契約で、覚書でございまして、内訳として、水利費の負担

金１７万円、それから、用水路清掃費の負担金として３万円、合計２０万円ということで、

覚書に基づいて支出を予定しております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   ここには、水鳥を飼っている池があるんですけども、あれも含まれて

いるんですか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   それは、別途清掃委託ということで、老人会との委託の

中でそれも含まれているかと思っております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、水鳥ですから、えさも要りますよね。えさ代も含めて。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   そういうことになっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ数８３ページの賦課徴収金のところの１２の役務費ですか、ま

ず、口座振替手数料、今回１８７万６,０００円というのを計画しておりますが、これ、

最近のこの手数料は、ふえてきてるんですか、減ってきてるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   口座振替につきましては、最近、コンビニ収納が少しずつふ

えておりますので、横ばいか、少し、若干ちょっと減るまではいきませんけれども、今や

ったら横ばいの状況やと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   やっぱり、このきちっと市民の皆さんに協力をして、徴収率を上げよ

うと思えば、こういう口座振替というのは非常に有効な方法だと思うんですが、こういう

口座振替に向けての、そういう方をふやす取り組みとかいうのは何もされてないんでしょ

うか。 
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○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   取り組みといいますか、口座振替が便利ですというふうなこ

ちらからの働きかけというのはしておりますけれども。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   例えば、今でしたら、この口座振替でできるそういう税金等は、どう

いうのがあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   全ての市税につきましては、口座振替は可能であるというふ

うになっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、１カ所で、例えばどういうのか、国保をそういうよう

な形で税額、口座から振りかえしようと思えば、その後の項目、例えば、ほかの介護保険

だったりとか、そういう項目も全部一つの用紙で申請できるような形にはなってるんです

か。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   税務関係の口座振替の依頼書というのがあるんですけれども、

それについては、いわゆる市税と国保と、それだけのことになっておりますので、あと、

そちらのほうまでには言及していないところがございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   例えば、その１枚の用紙でそういう希望する項目に全部丸をつければ、

一括して口座振替ができるような体制というのができれば、非常に便利かなと思ったりす

るんですが、そこら辺というのは、何か徴収関係で無理なことというのはあるんですか。 
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○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   介護保険につきましては、原則、天引きというか、年金から

の天引きになっておりますので、なかなか口座振替というのが今、制度上難しいところが

ございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは、ほかのことになるんですけど、下水道料金とかそういうのも

ありますよね、口座振替できるものがありますよね。そんなのも含めて、市のそういう徴

収する項目については、例えば、１カ所で一遍にまとめてやれば全部できるような形にす

れば、そこら辺の徴収率も上がってくるんではないかと思うんですが、そういうことは考

えられないんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今のところ、そういうふうな、いわゆる課同士の考え方とい

うのが統一されておりませんので、これからそういうふうな協議も必要になるかなという

ふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それは、徴収の関係で、いろんな条件、制約等があるかもわかりませ

ん。できたら、一括して全部できれば、それは非常に便利かなという思いがするんです、

一々行かなくても。それと、もう一つ、こういったものについて、カード支払いは可能な

んですか。カードで支払うということは可能なんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   カード決済等は、これは今、やっておりません。ただ、いま

ひとつ、熊田委員さんの御質問で、各水道料金やったり、ほかの料なり税を含めてなんで

すけれど、この庁舎になりまして、税務課は税務課でチェックを入れてもらっているわけ

なんですけれど、庁舎一つになったということで、各部課を回っていただかなければなら

ないものの、そういうような形でせっかく税のほうが口座振替ということで申請いただく

んやったら、各関係の公共料金の口座振替の推進というのは、進めていかなければならな
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いと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   終わりますけど、それが可能でしたら、やってもろうて。ただ、そう

いういろんな法規上、こんなの絶対無理ですというようであれば無理なんですけど、そこ

ら辺が、いろいろ調べていただいて、可能だったら、そういうような形で市民の手続が簡

単に済む方法を考えていただけたらと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ６８ページの財産管理の委託料の中で、ちょっと確認したいんですけ

ども、一番最後の県有地除草作業委託料４２万１,０００円上がっとるんですけど、これ

はどこの分で、どういうわけで県有地を市が除草作業しているのか、ちょっと確認したい

んですけど。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   この部分については、津井地区と伊加利地区のものでござい

ます。今、資料を探しております。ちょっとお待ちください。済みません、ちょっと後で

また回答させていただきます。 

 

○森上祐治委員長   なら、次の質問、ちょっとほかに変わりますか。 

  ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ７８ページの起業支援補助金、業を起こす支援金１００万組まれてる

んですけども、これは２７年度も同じように１００万組まれてるんですけど、２７年度の

実績というのはどういうふうになってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   沼島地区の協力隊において、１人が１２月にやめ

られました。もう１人は１１月にやめられたんですけれども、この起業支援補助金という
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のは、やめられる年度、またはその翌年度に支給することになっておりまして、１名につ

きましては、２７年度中にということで、今、申請を上げてこられております。もう１名

の方につきましての補助金でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、これは地域おこし協力隊に特化した起業支援金というふう

になってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのとおりでございまして、特別交付税で１００

万円が入ってまいります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、後、また商工観光課のほうでは、起業支援事業というのは、

また別枠であるようですけども、それはまた商工観光課のほうでお伺いしたらよろしいん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   別のものでございますので、また商工費のほうで

よろしくお願いいたします。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ８０ページの古民家再生促進支援事業補助金、この内容についてお尋

ねします。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   この古民家再生促進支援事業につきましては、県

の事業でございまして、木造で築５０年以上の建物を改修する場合に対する補助金でござ
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いまして、地域の交流地点とする場合に国３分の１、それから県６分の１、市６分の１、

所有者６分の１という割合で補助金があります。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   どこか該当するところがあるんですね、恐らく。どこが該当するんか

お尋ねしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   ２８年度におきましては、市福永商店街のところ

にあります中尾宅を改修する予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   古民家、南あわじ市においてはやはり少ないと思うんですね。そした

ら、県指定の重要建造物とかもろもろありますわね。こういうのに対しては、補助するこ

とができないような勘定なんですね。こういうのは使えないということですか。この交流

地点として使う場合のみということですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   先ほど、木場委員さんからの質問の回答なんですけれども、

県有地、伊加利用地と津井用地の件なんですけれども、これについては、淡路島地域は、

昭和６３年のリゾート法制定以来、広域的・複合的なリゾート整備が進められ、当該地域

における過度の開発を抑制し、土地利用、景観の清浄・緑化の推進などを目的とした淡路

島条例が平成元年に、平成６年には緑豊かな地域環境の形成に関する条例に整理統合され

ております。 

  このような背景の中で、平成４年から５年にかけて、津井地区３５ヘクタール、伊加利

地区５８ヘクタールを県として乱開発防止、自然保護等の旧西淡町の意向を踏まえまして、
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用地を県が取得したものでございます。県の取得後、県有地の維持管理業務を西淡町が受

託することになっておりまして、それが現在に至っておるようなところでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、そんなことを聞きよるのでなかったのやけど、県有地を維持管

理していくのに、市が、要は、市の金でやっておるというふうに捉まえとるのやけど、こ

の金額については、県から委託料をもらってやっとるわけですね。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   この部分については、県の特定用地の管理事務委託金として

毎年４２万１,０００円が委託金として入っております。これで、地元とか、それからシ

ルバーに委託をしまして、除草なりの委託をしておるというようなところでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   先ほど来、聞いておるのやけど、これ、３５丁と５８丁、かなり広範

囲やけど、こんな金額で維持管理できるんですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   この部分については、毎年委託をさせていただいて、実施し

ています。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、この金は地元に市を通じてトンネルで委託をお願いしとると、

そういうことでよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   津井用地の維持管理の部分につきましては、津井大池田主に

週１回の巡回と除草作業を委託しておるところでございます。また、伊加利用地の維持管

理につきましては、シルバー人材センターのほうに除草作業を業務委託しとるようなとこ
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ろでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、私が聞きたかったんは、これで本当にあの広範囲な県有地が維

持管理、いわゆる周辺に迷惑をかけらんようなことができているのかということを聞きた

かったわけです。それで、大池田主とシルバーということで、それぞれ委託先が違うんで

すけども、市としてもっと周辺の地域の話を聞いて、県に言うことは言うて、もらうもの

はもらって、適正な管理をするべきではないかということをここで言いたいわけですけど、

どうですか。 

 

○森上祐治委員長   管財課長。 

 

○管財課長（土肥一二）   そのことについては、今後検討していきたいと思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そうでなかったら、なかなかこれだけの範囲で、これだけの金額でと

ても、ちょっと入り口のほうを少し手を加えるだけでこのぐらいは消えていくと思うんで、

とても足らんように思うんで、ぜひその辺をしっかりと県に要求して、いただくものはい

ただくと、そういうスタンスでお願いしたいと思います。 

  というのも、これ、何でここでお聞きしたかというと、我々の近くに県道、これ、建設

部になるんですが、県道があって、そこの県道が市道に払い下げになった途端に、その管

理を市ではできないということで、地元で勝手にしなさいということで、いろいろとお願

いにいっても、なかなからちがあかんわけ。それで、片方でこういうことで、県有地を除

草しているということで、ちょっとこれだけ確認したかったわけです。その点は、また建

設部のほうの予算ですので、その部門で一遍聞きたいと思います。 

  以上で終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ８３ページ、委託料、固定資産評価業務委託料、固定資産税というの

は、これは市の自主財源の主たるもので、それを委託されると、これはどこへ委託をされ
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ておられるんですか。その辺、委託先とそういう業者というか、その辺ちょっと教えてい

ただきたい。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   この固定資産の評価の業務につきましては、今回、２７年度

に３年間の業務委託契約を結んでおりまして、それは何かと申しますと、平成３０年の固

定資産の評価がえに向けまして、土地評価のための航空写真とか、あと、評価基図の作成、

それから、評価額算定のための路線価の見直し等、そういうふうなところを全て網羅した

委託契約になっておりまして、それの３年契約の２年目というようなところで、株式会社

パスコさんに委託をしていただいております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、ということはこれ、かなりの金額ですけども、やっぱりこれも

プロポーザルみたいな形ですか。一般入札とか。どういう方法で選定をされたんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   これは、入札でさせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   一般入札で。どのぐらいの業者が何して入札されたんか、お聞きしと

るんですけども。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   申しわけございません。今、何社で入札をしたのか、ちょっ

と今、手元に持ち合わせてないんですけれども、たしか、最終、随意契約になったと記憶

しております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、この固定資産というのは、これはもう、今も言いよったように、
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市の自主財源の半分からこれに頼ってるわけや。ほんなら、それを納税者の身になってみ

ると、その言いよる業者、地元の業者かどうか知らんねけども、現実にほんま、適正な評

価をしてくれとるのかなと思い当たるところもあるわけよな。これは地元の業者じゃない

んですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   島外の業者でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、ことしはまた固定資産、その評価をされるわけですか、

ことし、２８年度。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２８年度につきましては、２８年中の土地の移動の更新とか、

あと、路線等の見直し、それから、航空写真の撮影等が含まれております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、最後にしますけど、やっぱりそういう専門の業者にしたって、

地元の人でないということは、これは、十分にやっぱり審査、評価するときに、地元の職

員も随行するとか、そういうふうな形をとってやっとるのけ。全く業者任せなんですか。

何か、聞きよったら、何かこっちから聞いたら、ちょっといいかげんな評価をしとるよう

なところもあるしやな。その辺どうなんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   確かに、平成２７年は評価がえということで、定められた形

で評価がえをやっております。また、その３年ごとというのにかかわらず、毎年、土地の

評価につきましては、資料が公表されております。ですから、市のほうは毎年、それに基

づいて、その地点を指定いたしまして、その箇所を指定いたしまして、時点修正というよ

うなことで、現状に応じた土地調査と評価を毎年行っております。それを翌年の１月１日

の土地評価につなげておりますので、毎年、それぞれ評価が、地価というのは変わってお
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りますので、そういうような対応をしております。 

  ですから、業務を仕様書でしっかりくくって発注しておりますので、その辺は確実な評

価事務が実施されておると考えております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、もう市の職員は一切関係なしに、その業者に任せっ放

しということなんですか。その点ちょっとお聞きしたいんです。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ちょっと説明が拙くて申しわけございません。今言及されて

おります委託業務なんですけれども、これは、評価の鑑定のための元資料を作成するため

の航空写真等の委託業務なんですけれども、実際の鑑定につきましては、兵庫県の鑑定士

協会といいますか、そこに委託させていただきまして、鑑定額を算出いたします。それの

ほぼ７０％ぐらいの評価額になろうかというふうに理解しております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、そういう公平・公正な判定をされておるとは思うんですが、一

部、そういう声も聞きますので、やはり公平・公正なきっちりとした評価をしていただく

ように、市も協力してやっていただくように、もう答弁結構ですので、お願いしまして、

終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ６９ページの節の９、報償費、昨年までここに職員提案制度があった

んですけども、今年度、その制度がないということは、職員の提案がなかったのか、もう

職員の提案は必要ないのか、それでやめたのか、どうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   総務課長の垣でございます。よろしくお願いします。 

  職員の提案制度については、昨年もなかったのかなと。そのかわりといっては何ですけ
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れども、職員の提案については、係長がいろいろな提案を発表するというふうな機会を設

けまして、それを職員提案制度のかわりとしております。 

  それと、ここにあった報償費については、我々、職員、公務員であります者に対しての

報償というのはいかがなものかなというふうなことで、取りやめております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ８４ページの、先ほど来ちょっと話に出ておりましたけれども、基準

値年度の評価替え、鑑定評価業務委託料に２,６０３万７,０００円の関連ですけども、ま

ずお聞きしたいのは、これ、基準年度に対しての準備をしている業務と捉まえとんのやけ

ども、今、市内ではこの土地の評価、これの評価方式で路線価格と基準値価格と二通りあ

ると思うんですけど、今でもどこか、片方に統一されたんですか。それとも、やっぱり２

種類の評価方式があるんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   土地についての評価につきましては、国が実施しております

地価の公示価格、それから、県知事が実施しております地価の調査価格というのがござい

まして、それに先ほどから言及されております鑑定評価の時点修正を行うような形を今、

とらせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、そんなのはわかっとんねん。そんなことはわかっとんのやけど

も、評価の仕方が土地によって、場所によって違うんでないかということをお聞きしたん

です。２種類あるということは課長も知っとると思うのやけども。ちょっと、山崎課長、

かわりに言ってください。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   その基準につきましては、路線価でございます。ただ、地価

の公示ということで、各県内の地価調査がございますので、二つあるんですけれど、評価

につきましては路線価というようなことが基準になってございます。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   一本にもう統一されとるということですね、路線価に。市内全体を。

ある部分は路線価で、ある部分は基準値価格かどうかを聞きたいんです。それをずっと聞

きよるのです。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今、ちょっと申し上げましたけれども、いわゆる路線価と、

それともう一つ、街路方式、この２種類がございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、同じ市内、この南あわじ市内で、路線価方式ともう一

つあると、これ、いつになったら一本化するんですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   今現在、それを統一するというふうな計画はございません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、税金はできるだけ公平にというのはもう大原則やと思うのやけ

ども、路線価とその一方との評価では、かなり土地によって違うてくると思うんですけど

も。一本化するほうが市民の理解が得やすいというように思うんですけども、そういう考

えはないんですね。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   街路価格につきましては、路線価格にほぼ準じてさせていた

だいておりますので、ほぼ一緒の額になろうかというふうに判断して実施しております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   路線価は御存じのとおり、道路に接しとるところとの前で、幅員とか
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でかなり違うてくるんやけども。ちょっと差があるように思うんで、できたら一本化する

ほうがええと思うんですけども。今聞いたら、やる気がないということで、ちょっとこれ

では、なかなか市民の評価がなかなか得られへんと思うのやけども。 

 

○森上祐治委員長   市民部長。 

 

○市民部長（高木勝啓）   その路線価なんですけれど、路線価の資料というのは、地価

の公示価格や鑑定評価等を用いて、それに基づいて算定しておりますので、その基準によ

って課税するというのが定められております。また、その各地域、小さなというか、時点

修正ということで、それぞれの地域についても補正等は行っておりますけれども、基本的

に路線価を用いて評価するということになっておりますので、先ほど言いましたように、

地価の公示価格や鑑定評価に基づいて出されたものでありますので、それに基づいた評価

というのが決まりになってございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   最後にします。大体、公示価格の７割が市の評価額ですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   土地の鑑定価格の７割でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、あれたしか、税務署と調整しとるはずやけど、そういうのはも

うなくなって、もう鑑定評価で一本で行っとるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   鑑定評価の７割というふうなところでございます。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、昼食のために暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

（休憩 午前１１時５９分） 
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（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  休憩前に引き続き、質疑を進めます。 

  款１、議会費、款２、総務費についての質疑を行います。ページは、５９ページから９

３ページでございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ページ、７２ページのコミュニティバスの関係でお伺いいたします。

このたび、新規予算として、コミュニティバス運賃助成金（来庁者）２５万というのがあ

りますけれども、これについて説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   このコミュニティバス運賃助成金については、２８年度

新規事業ということで、新庁舎ができて以来、コミュニティバス等の運行ダイヤ等もいろ

いろ再編したわけなんですけども、その中で、今まで以上に交流センターでなしに新庁舎、

交通弱者の方については、新庁舎を利用される方が多くなってきていると、そういう方に

ついて、交通弱者の方に負担軽減をするという意味で、新庁舎に来られた方については、

運賃の半額を助成しようということで、この予算措置を予定しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、往復を半額助成ということで、年齢制限とかそういうの

は関係なしに出すということでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   当然、障害者の人については、もともと無料でございま

すので、それはありません。それから、年間フリーパスについては、ある程度の助成とい

うか補助をしておりますので、その方を除いた方で、今現在、月平均庁舎前でおりられる

方が２００人ほどおります。その中で、今言いました障害者の方、それから、年間フリー
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パスを除いた方は、月大体８０名程度となっております。そういう方々について、運賃の

半額ということで、大人であれば３００円、中高、６５歳以上であれば２００円というふ

うな、個々の料金に応じて券を分けて半額分を助成するという考え方でおります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   昨年の決算委員会の中でも、らん・らんバスの利用料について、「一

時期は高齢者無料であったが、今は有料となっている。無料化の廃止に伴い、１年間のフ

リーパス券という新しい制度ができたが、再度、利用料の見直し、高齢者に優しい手だて

を講じられたい」という委員長報告があったんですけども、今、話を聞けば、高齢者の方

が新庁舎に来る場合も多いのかと思いますけれども、高齢者の方が新庁舎へ来庁される場

合は、半額といわず無料というふうなことも考えられたのではないかと思いますが、その

点いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   以前、高齢者無料というときがありました。ただ、その

後、地域交通会議の中で、やはり高齢者にもある程度、一定の負担という話で２００円、

７５歳以上については１００円、福祉のほうからも１００円助成ということで、実質は１

００円ということになっておりますけども、そういうこともありまして、やっぱり半額、

片道分の補助というふうなことで計画をしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   計画はそうだったんですけども、委員長報告でもありますように、高

齢者に優しい手だてというところでは、少し十分な施策ではないのではないかと思うんで

すけど、どうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   その件については、今後また内部なり地域交通会議なり

で検討していきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   そうすると、今度の交通会議というのは、いつごろを予定されとるん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今現在は、ちょっと予定はありませんけども、今後の地

域交通会議で協議するのがいいのか、また、内部等でというか、部内、また上層部と相談

して決めるのがいいのか、また検討したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   交通会議はなかなか開くのも大変だし、本当に、高齢者の人もその会

議のメンバーに入ってますけれども、その人たちが本当に多く利用しているのか、また、

利用者の声を反映してるのかというのはちょっと疑問な点もあります。そこらでは、高齢

者に優しい手だてをぜひ市長としてお考え、再考をお願いしたいと思うんですけど、いか

がでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   このことについて、私も担当部局に提案をして、できるだけ一と

ころに来ていただくんやから、交流センターもありますが、やはり全部はそこでできませ

ん。ですから、そういう人たちに少しでもそういう負担軽減ができないか検討してくれと

いうこと指示をいたしまして、今、課長のほうから答弁があったとおりでございます。 

  今後も当然、状況を見て、課長も話があったとおり、内部協議なりでどのように、なお

一層の優遇ができるか、これはまた内部協議も可能であろうと思いますので、そういう方

向で一遍、またスタートとして、そういう流れをとっておいていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、市長の決断でお願いしたいということを申し上げて、終わりま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   ７５ページ、防犯灯の維持管理補助金というのが出てます。これ

は、２７年よりも若干減っておるようなんですが、そのいきさつ、理由について説明いた

だけますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この部分につきましては、通常の中での蛍光灯から今、

ＬＥＤに変えるとかいう部分でのことでの減額という形で、今回、３１５万５,０００円

を計上させていただいています。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これ、１年間かけて私がずっと言い続けてきたことで、あるとき

には考えてみようというような答弁がありました。それは何かといいますと、これの、こ

の補助金というのは自治会に行ってるんですね。自治会管理の防犯灯について、旧三原地

域では全部で、これは２７年の数字ですけれども、１７０カ所。西淡地域は８６７カ所。

南淡は１,５３４カ所、緑は３３５カ所と。で、これらに対しての補助金だということで

すね。違いますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   さようでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これも以前から言うとりますが、三原地域が非常に自治会管理の

防犯灯が少ないと、人口の割には。これは、旧町時代から自治会管理よりも町管理でやっ

てきたというようなことであったかに思うんですけれども、それは間違いないですよね。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   さようでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   そうすると、同じような町管理というか行政管理の防犯灯は、全

部で１,７９２灯あるというような数字だったかと思うんですね。その大半は三原地区に

あるのかなと思っとるんですが、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   ちょっと、パーセントまではあれなんですけど。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   危機管理部長の佃でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  ただいまの蛭子副委員長の御質問なんですけども、パーセンテージにしますと７５％を

占めております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この防犯灯というのは、同じような効果を持っとると思うんです

ね。三原地域で立ててる防犯灯と、西淡地域や南淡地域でつけてる防犯灯と同じ意味があ

ると思うんですよ。意味が違うんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   防犯灯という意味については同じです。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   すると、これも三原地域以外は、自治会がその効果に対して負担

をしとると、三原地域においては、その効果に対して行政が負担をしとる。その差という

のが、合併以来ずっと続いとると。この差を埋めるべきではないかということを以前質問

しました。検討します、あるいは、変えていきますという答弁があったかに思うんです。

変わりましたか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 
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○危機管理課長（藤本和宏）   今回、予算、ＬＥＤ照明の導入という形の中で、予算的

な委託料、それから９ページの債務負担行為における導入の借り上げ料等を今回、計上さ

せていただいております。それにつきましては、今、市管理の部分、それから、自治会の

部分の防犯灯、市が１,７００、自治会が２,７００ということでの部分につきまして、今

回、その計画を上げて、その部分について今年度、採択をされれば、その蛍光灯の部分に

ついてＬＥＤ化を進めていくということで、全部する形にしております。 

  そういうことについては、国のほうのＣＯ２の削減等、それから、これからにおいてＬ

ＥＤの利用がふえてくるだろうと、それから、あと、地域の方々が。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   質問しとるのは、維持管理補助金を質問しとるんです。防犯灯設

置工事費の質問をしとるのと違うの。維持管理費の質問をしとるのだから、それに答えて

くださいよ。違いますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   今、御指摘の問題につきましては、以前、私もその地域

間是正を考えていくということで御答弁申し上げました。やはり、合併前の旧三原とその

他の３町との自治会管理、市管理のバランスがとれてないということ、現状でももちろん

ありますし、それによりまして、自治会の方々、旧町別の自治会の方々による維持管理経

費ですね、電気代等の、また、修繕費、それぞれの負担についての不公平感があるという

ことも承知しておりました。 

  ということで、それを是正を図るという意味も込めまして、この２８年度予算に当たり

まして、その地域間是正を図れないかということで、例えば、今現在、自治会管理のもの

を市管理に移行するとかいうことも考えた中で検討していきました。その中で、やはり根

本的な、まず今回、ただいま課長も申し上げましたように、電気代の軽減を図ることによ

って、まずは自治会の旧町間の是正というよりも、まずはそのものの電気代を軽減してい

って、自治会の負担を軽減すると。次の段階におきまして、その設置の基準を見直した中

で、例えば、今現在の設置基準によりますと、自治会管理になるような防犯灯につきまし

ても、市管理に移行できないかということも検討した中で、今後進めていきたいと考えて

おります。若干おくれぎみの施策でございますけども、御理解を賜りたいと思っておりま

す。 
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○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   さっきの住宅手当の新築補助金のような答弁なんですけど、同時

にやったらいいんと違うんですか。合わせたらいい。今、大体３分の１の助成ですわね。

うちの地区でこの前例会があって、大体１５万か１６万ぐらい負担出してましたわ。ほか

にもいろいろやりたいこともあって、消火栓の設置とかもやりたいとか、それについても

３分の１ぐらいの負担金が要るとか、いろいろ。これまた、後ほど聞かせてもらおうかと

思っとるところがあるんですけれども。 

  地域の安全・安心に対しての負担、それは、するならするで、均等にするというのが普

通と違うんですか。それは基本でしょう。公平性というのが。行政の公平性は基本と違う

んですか。それができてないということを問題にしたんですよ。公平性をまず是正をして

いくと、そして、金額での負担を減らしていくと、これが順位じゃないの。僕は、公平性

がまず確保されるべきやというのが優先順位やと思うんですよ。その公平性が確保されて

ないというのは、やっぱりちょっと納得できないですね。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   おっしゃられるとおりでありますけども、例えば、今現

在、市管理のやつを自治会管理に戻すと、例えば、旧三原においてそういったことをしま

すと、やはり既得権といいますか、なかなか今まで市のほうで維持管理しとった防犯灯に

ついて、自治会でやってくれよということも、なかなか受け入れがたいということもござ

います。 

  そのようなことも考えて、いろいろ踏まえた中で、まずは電気代そのものを軽減してい

くと。副産物としまして、ＣＯ２削減にも帰するということもございますので、まずはそ

の施策を展開させていただいて、市内の全域の防犯灯と照明、街路灯なんですけども、Ｌ

ＥＤ化のほうに移行させていただきたいということで、２８年度予算については計上させ

ていただいております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   言うだけのことは言いましたからね。やっぱり、行政は公平でな

けりゃいかんと思います。 

  これについては終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今の蛭子副委員長の話で、私もこれ、長いこと議員しよるけど、ぼけ

っとして議席守っとんのやけど。今の話聞きよったら、この前も危機管理部にお願いして

通学路、ちょうど佐野から阿万へ抜ける、今はやりの電気でやって、これはもう学生もご

っつ喜んで、ほんまありがたいなと思うとんねけども、三原が維持管理は無料で、阿万は、

あれは維持管理は自治会がやってるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今回、整備させていただいたものにつきましては、それ

はもう市の管理ということで処理をしております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   その他の、あれはＬＥＤでしょうね、明るいし。これはまんで、学生

もごっつ喜んでましたが、ほんなら、ほかの阿万の防犯灯がついてるのは、今、蛭子副委

員長が言いよったように、一応、阿万の自治会が維持管理を現状ではしているということ

ですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   これにつきましても、設置要綱もございまして、県道、

また市道１級、通学路、それの１００メートル以内という部分について、その規定の部分

については、合併後、そういう沿う分については、市の管理のほうへ引っ張っていってい

るという状況です。それ以外の分については、ちょっと自治会のほうで維持管理をしてい

ただいていて、電気代について補助をしているという状況です。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   蛭子副委員長はもうかなり言いよったんですけど、聞きよったら、何

か釈然とせんところがやっぱりあります。ですからやっぱり、十分検討していただいて、

やはり公平・公正な面から、やっぱり三原のほうが市が持つんであれば、３地区もやっぱ

りそんなふうな形に、それは当然すべきやと私は。言いよることはわかりますけども、そ

んなこと、一般市民は全然知らんと思いますよ。そんな、三原のほうは無料で、３地区は
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負担しよるや、こんな、全然知らんと思いますわ。ですから、早急にやっぱりこういうこ

とはきっちりと公平に並べるように。三原はただで結構ですよ。３地区もただにしたら、

何や問題ないわけですから。私は、強くそれを要望して終わります。ちょっと答弁を。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   そこの公平性という部分については、こちらのほうにつ

いても十分認識をしております。そこについて、なかなかちょっと難しい部分もございま

すけれど、今回の調査等をすることによって、そういう状況ももう少しはっきりとしてく

る部分もございますので、そこらもまた結果を踏まえて、部長が言ったような見直し等も

含めまして、検討していきたいと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   もう１点だけ聞かせてもらいます。７２ページの地方路線のバス

運行費補助金ですね。これ、きのう、歳入の関係で少し厳しく申し上げた点なんですが、

そのとき注文を出しました。淡路交通と、それから利用者と、それから丸山、津井の市民

交流センターの地域に対して、責任を持って運営している方々、それぞれ地域の実情やら

ん・らんバスのことについて、市民交流センター長なんか詳しいですから、実情を聞いて

ほしいと。あちらを立てればこちらを立てずで、立ってるほうじゃなくて、立たないほう

の人の、立ってないほうの人の言葉、声を聞いてほしいということを申し上げましたが、

聞いていただけましたか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   その前に、きのう、そういう御質問がありまして、前担

当者等も確認しております。それで、私も、らん・らんバスが都市計画課に来たときに、

そういう事情等も少しは知っておりました。きのうは、担当者に聞いて、そのいきさつを

確認したまでで、湊交流センターのセンター長には、きょう、お昼、担当のほうから確認

したら、そういう事情は余り把握してなかったように。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   湊じゃないですよ、丸山。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   失礼しました。聞いておりません、丸山のほうは。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   湊は関係ない。丸山や。きのう言うたでしょう、丸山や津井の人

の声を聞いてくださいって。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   それは、以前から、要は、せい太くんの１便に乗って、

湊でおりられて、淡路交通の恐らく長田線だと思うんですけども、高校に通われる方のこ

とかと思います。それで、以前からいろいろそういうせい太くんの時間帯とか、寄るバス

停とか、変更もしております。このたび、２７年４月からでも時間の変更をしております。

要は、せい太くんに乗られて湊に着かれて、その長田線、高校へ通うのに長田線に乗るの

に待ち時間が長過ぎるという意見かと思いますけども。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   だから、そういうことなんで、実情を聞いてからにしましょうか。

ちゃんと丸山市民交流センターのセンター長やら、津井市民交流センターのセンター長や

ら、あるいは、利用しとる高校生やら、そういう人の声を聞いてからの話にしましょう。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   今現在、せい太くんに乗って高校へ通われる方、第１便

で湊着が６時４３分であります。それで、淡路交通の長田線の洲本行きが７時１０分です。

それで、待ち時間が２７分というふうになっております。これは、この４月に改正した以

前で、２分ばかりなんですけども、待ち時間が２７分というように少なくなるような改正

をしております。 

  それで、きのうも申し上げましたけれども、らん・らんバスについては、ほかの関係、

淡路交通もなんですけども、乗られる方について、いろいろ検討したんですけども、もう
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これ以上、する余地がないなというふうな考えで持っております。今後、お願いするに当

たっては、淡路交通に、きのうも言いましたけども、途中に乗車される方のこともあるん

ですけども、もう少し湊発の時間帯を早くできないかなというふうな要望は、今後もして

いきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   だから、それを言うてほしかったのよ、きのうから。淡路交通に

対して、補助金を出しとんねんから、もっと言えるでしょうということを言いよったんで

す。それで、これまでそういう便の変更についていろいろ言っても、淡路交通はうんと言

うてくれへんと。で、らん・らんバスのほうで苦労しよると、あるいは、高校生が苦労し

よると。鍵は淡路交通が握ってるんやということを言うたつもりやったんやけどね。ちょ

っと言い方が悪かったんかな。そういうことですので、よろしくお願いします。木場委員、

それでいいかな。僕はそのように思ってますので。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ③款３．民生費（Ｐ.９３～Ｐ.１１９）～款４．衛生費（Ｐ.１２０～Ｐ.１３４） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、次に、款３、民生費、款４、衛生費につ

いて質疑を行います。予算書のページは、９３ページから１３４ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １０８ページの保育所の関係でお伺いいたします。以前、委員会でも

質問したんですけれども、新年度、定員を超える保育所というのは、今、どのような受け

付け状況になってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ２８年度の定員を超過している施設については、３カ

所ございます。まず、広田保育園の１５０に対して１６１でございます。それと、榎列保
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育所、今は定員９０ですけども、４月から定員が１２０に変わります。その入所の予定は

１２６を予定しております。そして、市保育所が定員１５０に対しまして、予定では１６

８となっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これは、これまでも同じような状況だったかと思うんですけど、広田

なり榎列、今回は、八木はちょっと少し定員が少ないようですけど、市とかいうところは

常に定員を超える受け付け状況、入所状況になっていると思います。特に、市保育所の場

合、１歳児が今回、２０人の希望があるというふうに聞いてます。０歳児が９人というこ

とで、全体に低年齢の保育所の受け入れ状況があると思うんですけども、極端に市保育所

の場合、０歳、１歳という子供たちが多い、それと、年長さんはそれぞれの教室がない、

遊戯室で一緒になって保育を受けるような状況で、関係者からもこれまでも何度となく、

園庭の拡大とか保育所の建設とかいうことも要望があったように思うんですけど、新年度、

そこら辺はないように思うんですけど、今後の計画、見通しをちょっと示していただきた

いんですけれども。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ２７年度におきましては、そういう今、委員からもお

っしゃっていただいた保育室の部屋数が少ない、また、園庭が小さいということで、市保

育所の規模が小さいことから、施設の拡充をしていかなければならないということで、２

７年度におきまして、その候補地の用地の提供といいますか、お話がございまして、それ

で、今年度は鑑定の作業を今、やっているところでございます。その後、用地のほうの交

渉が進む中で、その保育所の保育士の部屋の拡張なりとか、また、やはり子育て支援関連

のサービスの提供、プラスアルファのことはできないかどうか、そういうところの計画を

さらに詰めていきまして、その整備計画をつくり上げていきたいというふうに考えており

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   子ども・子育ての会議の前に、保護者の人にアンケートも、どういう

保育を望むかというアンケートもしてると思うんですけども、その中では土曜日保育の延

長、今、１２時までをもう少し延長してほしい、それと、病児・病後児保育というのが多
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数を占めてたわけですけども、そこら辺も一体になって、土曜日保育はそれぞれの保育所

でしていただきたいんですけども、病児保育、病後児保育というのは、ある一定、全部の

保育所というのはなかなか厳しいかなというふうに思うんですけれども、市保育所を中心

に園庭も広げながら、そういう拠点保育施設というような位置づけで整備計画も立ててい

ただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   そういった事業計画なりアンケート調査の中も踏まえ

まして、２月の委員会のときでも、その病児保育について、島内３市での今年度２回やり

ましたですけども、どういう取り組みをしていったらいいのか、それと、医師会との連絡

調整なりとか、まだ課題はたくさんあるわけなんですけども、南あわじ市で病児・病後児

の事業ができるだけ取り組めるような方向の中で、また、市保育所にそういう拠点がおけ

るのか、また、ほかの地域でしなきゃいけないか、市保育所以外で病児保育の拠点をつく

るほうがいいのか、そこら辺も含めて、検討はしていきたいと考えてます。 

  土曜保育のことについては、やはりほかの保育所との関連もありますので、これについ

ては、さらに慎重な内部協議をしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   せっかく子ども・子育て会議の中の前段としてアンケートもとってい

るわけですから、やはりそこら辺を反映した形の保育所のあり方というのを検討していた

だきたいと思うんですけども。先ほど言った土曜日保育は、基本的には全ての保育所です

るというのが基本だというふうに思ってます。ですから、市保育所をどうするかというの

は、今回の予算の中で、先ほど計画というのは、計画的な予算というのは組まれてるんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   この２８年度予算計上の中では、今、計上しておりま

せん。ただ、用地の部分については、土地開発基金のほうでの運用を考えております。今

後、設計業務なり、そういう内容の具体的な部分に入ってきましたら、続けて、新年度予

算なり、２９年度予算なりという形の中で計画を見積もっていきたいというふうに考えて

おります。 

 



－ 154 － 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   子供たちは、待ったなしの課題でありますので、やっぱりテンポアッ

プして、今、年長さんは一つの部屋で集合的に集団保育、それも一部、いい面もあると思

うんですけども、やはりなかなか行き届かない部分もあると思いますので、そこら辺、テ

ンポをもっと上げていってほしいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   そういうことも含めまして、事務執行については進め

ていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   ページ数が９７の地域活動支援センター基礎的事業補助金２,６００

万円と、めくって、９８ページの地域活動支援センター機能強化事業補助金、これについ

て、ちょっと説明をしていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   福祉課長の大谷です。よろしくお願いいたします。 

  地域活動支援センターにつきましては、施設のほうに障害者の方が通所いたしまして、

日常の自立を行う施設でございまして、そこの運営費の補助金でございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   二つ、裏表。今のは地域活動支援センターのこの基礎的と、機能強化

ということは、どういう違いがあるのか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   基礎的事業と機能強化事業の違いでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   予算、補助金はもう終わっとるわな、これ。１,６００万円と７５０

万円とに。この違い。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   しばらく時間をいただけますでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 １時３８分） 

 

（再開 午後 １時３９分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   基礎的な事業につきましては、創作活動とか生産活動の機会

の提供というようなことの地域の実情に応じた支援を行うものでございます。それから、

強化事業といいますのは、専門職員の配置でもって、医療、福祉及び地域の社会基盤の連

携強化に努める事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ありがとう。 

  次に、１００ページの南あわじ市シルバー人材センター補助金８３８万１,０００円。

このごろ、市の仕事を請け負うとるシルバー人材センターに入ってくださいとか、いろい

ろと言われて、学校の掃除とかそんなんでも、シルバー人材センターが請け負ったら安い

ですよとか、このシルバー人材センターの組織について、ちょっと詳しく教えてくれます

か。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   長寿福祉課長の静永と申します。よろしくお願いいたし

ます。 
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  シルバー人材センターの組織ということで、南あわじ市のほうでシルバー人材センター

という位置づけで、各高齢者をそちらのほうに募集して、そういった方の仕事をあっせん

するというふうな形になっておりまして、県のほう、また、国のほうからのそういった支

援をいただき、また、南あわじ市のほうからそういった活動への補助をさせていただいて

おります。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   シルバー人材センターに登録してくださいということは、結局、何が

しの日当をもろうたら、それから経費を差し引くんですか。天引きするんですか。そうい

うシステムで、シルバー人材センターの運営をやっとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   事業費の中から７％、南あわじ市のほうの事業におきま

しては７％ということで、事務費ということで支払いをさせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   いや、個人の場合はどないですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   個人の場合の日当について、その日当の中に７％を上乗

せするというような形でございます。日当は個人に支払って、あと７％は事務費というよ

うな形になってこようかと思います。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ここに８３８万１,０００円と載っておりますが、これは、これだけ

補助金をもらわなければ、その天引きと言ったらちょっと語弊があるけんど、そういった

ことでは運営ができないんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（静永峯雄）   国のほうである程度の基準というのがございます。その

基準と同額を南あわじ市がお支払いさせていただいているというのが現状です。そういっ

た事業の状況、また、人数等に合わせた基準額というのを国のほうではじいております。

それに合わせて、南あわじ市もその額と同額ということでさせていただいております。 

  余り、こういったことに対しての繰越金はほとんどないということで、現在の繰越金に

ついては、本年度当初の事業費程度ということで繰り越しをさせてもらってるというふう

なことで聞いております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   今、シルバー人材センターに登録をしとる人は、大体何名ぐらいおる

んですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ５８０名程度であったと思います。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   大体、事業費が総額何ぼぐらい、年間。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   資料を持ち合わせておりませんので、また後でお願いい

たします。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ９５ページの社会福祉協議会補助金２,２５０万ですけども、去年

度は１,４５０万ということで、約８００万ふえておるわけですけども、これは新規事業

に対してですか、今まであった事業の継続で事業量がふえたんですか。そこらのところ、

お聞かせ願いたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（大谷武司）   この金額の増につきましては、もともと社会福祉協議会のほ

うに二つの事業がございまして、２,４５０万円がございました。その中で、一部、安

心・安全というようなセーフティのほうに移行していた分を、国の制度によって事業が縮

小されたことによって、もう一度戻してきた金額による増ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ということは、今まで、２６年度につきましてはどうですか、その

事業、いつ戻してどんな形に。経過としてどんな形、どういうふうな経過でこういうふう

になったんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   ２６年度につきましては、２,０００万の規模の１０分の１

０というような事業でございました。そして、翌年、２７年度でございますが、これにつ

いては、一応、半額というような情報があったわけなんですが、半額については、２分の

１というような事業に交替いたしました。それで、この２８年度につきましては、今度は

限度額が４００万というようなことで、これも２分の１というふうなことで、事業の縮小

ということで出されたものでございまして、その市の持ち出し分をもって減額しておりま

すので、その分が２,２５０万というようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   数字的にはわかったんですけども、事業は、具体的にどういうふう

な事業をいうんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   地域のコミュニティといいますか、いわゆる要援護者と地域

の密着した連携づくりというふうなことに資するというような事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これは、市の担当部局では直接やれない事業ですか。社会福祉協議

会で補助を出してやらなければ、やっていかなければいけない事業ですか。もう社会福祉
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協議会に事業、予算出しておるんですけども、市としては、もうこれは、全国的にこの事

業は全て社会福祉協議会、外郭団体に委託というような事業ですか。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この事業につきましては、やれないということではないと思

いますが、いわゆる地域の中に入って、福祉の充実を図るというようなものでございまし

て、この内容につきましては、社会福祉協議会の資質が適当というようなことで、全国的

に福祉協議会のほうに仕事をしていただいているというような事業でございまして、そう

いうことからも、福祉協議会のほうに委託することが望ましいということで、お願いして

いるものでございます。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ということは、市がやっても可能であるというようなことと受けと

めてよろしいでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この事業につきましては、社会福祉協議会でなければという

ようなことは表記されておりませんので、それは可能となります。 

 

○森上祐治委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   一応、社会福祉協議会も、組織も巨大化して大きくなってきて、そ

のような専門の職でございますけれども、補助金を出している以上は、市としても可能で

ない、やったら可能でないということでございますので、やっぱりひとつ、代行してやっ

ておると、委託しとるというような形と受けとめておりますので、監督責任等々、十分把

握した中で、ひとつ、社会福祉協議会全体をやっぱり、全体の事業についてもやはりチェ

ックはしていただきたいと思います。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   チェックのほうは、申請書並びに実績報告書を見ながら事業

の実施状況を見させていただいております。まず、この仕事につきましては、やっぱり人
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件費というのが主でございまして、職員の今の体制では、なかなか地域に出ていって、住

民の福祉向上に努めることがなかなか難しいということからも、社会福祉協議会の力をか

りることが一番いい状態だというようなことでもって委託しておるものでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １００ページの１９節、負担金補助交付金の中の、敬老会事業の補助

金７８６万円で計上されとるんですが、昨年から言いますと、４４万の減ということで、

昨年から２１の交流センターの事業というか、エリアでやられたんですが、何かやり方に

変更とか変わった点、そういうことでこの事業費が減になったんかどうかお聞きします。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   やり方というのは変わっておりません。というのは、当

初、参加者４割程度というふうなことで予定してたんですけども、２２.９％というふう

な状況でございます、参加者につきましては。事業におきまして、ちょっと１,５００円、

１人分というのは少ないんじゃないかということもありまして、若干、１００円だけ上げ

させていただいて、１人当たり１,６００円ということでさせていただいております。参

加者を３割程度かなというところで、こういうような予算になっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   昨年初めてやって、いろいろ要望が地域から出たと思うんですけど、

その点について、何か改善されるというようなことはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   いろいろと課題もございました中で、金婚祝いを各地区

でやりたいというふうなこともございました中で、２月の交流センター長会のほうで、そ

ういったこともいただいて、３月に市のほうで検討した結果を報告させていただきました。

と申しますのは、市のほうで、できれば一本で金婚夫婦、また高齢者の表彰をさせていた

だきたいと、もし、その地区でそういった表彰式をされるんであれば、その表彰式を地区

のほうを重くして、市のほうからのそういった参加者に連絡をしないという、連絡を出さ

なくてもいいですというふうなことで選択肢ということでさせていただきました。 
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  で、地域でやられるところは地域でやってくださいよと、市でやるところは市でやりま

すと、両方したいと、市のほうで表彰を受けて、また、地域のほうで伝達式というふうな

ところは、それも結構ですというふうなことで、３パターンの選択肢ということでさせて

いただきました。まだその結果につきましては、また６月、７月ぐらいに表彰式を地域だ

けでやらせてほしいというところが出てくるのかと思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   昨年の反省ということで、いろいろ出たと思うんですけど、結局、昨

年できなかった地域は、何地域かあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ２１カ所で実施ということで、この３月末に神代地区が

ございます。それで全て終わりということになります。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、敬老の日というたら、我々の観念からいうたら、９月の敬老の

日前後という捉まえ方をしとるんですけども、ことしも同じように、例えば、来年度です

ね、２８年度も開催日については、例えば極端な話、４月から３月、年度末いっぱいでや

るというようなことでも、市のほうは構わないよというような話ですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   おっしゃるとおり、各地区でやれる時期を。いろいろか

と思います。９月であればちょっと忙しいなというところもあろうかと思います。という

ことで、敬老月間ということじゃなしに、高齢者を敬うということで、こういった事業に

取り組んでいただきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   各地区それぞれ婦人会も、ことしは我々のところもなくなるというよ

うな話で、いろいろお世話をする人がだんだん少なくなってきとるんですけども。そもそ

も基本的には、これは市のほうでやられとったものを、地域のほうにおろしてきたという
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ことで、市のほうは、人的な補助というか、職員の、そういうことはことしも考えてない

んですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   職員としての協力は考えておりません。ただ、職員が地

元に帰っての協力隊ということで、職員も地域の方と一緒になってそういったことに協力

をさせていただくということで考えております。また、地域のほうでは、各地域では、婦

人会がなくなったものの、女性部との協力がこれで一層強まったというようなこともいた

だいておりますので、いい事業であったかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市が楽になったということで捉まえとんのやけども、地域の職員にお

願いするのは、市からでなしに、地域の事業主体の母体から直接職員に言うわけですか、

それとも、市のほうに声をかけといたら、市のほうからその関係の職員に、何月何日にあ

るから、協力したってくれよということは、声はかかるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   各地区の代表というのが協力隊ということで市の職員に

つくっていただいております。そういった代表のところに、各交流センターなりから連絡

をいただければ、何名ということで、そういった準備をさせていただいているというとこ

ろでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それだったら、各地域の交流センター長に言うとけば、それなりの手

配はしてくれるという理解でよろしいですね。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   審議の途中ですが、暫時休憩いたします。 
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  再開は午後２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時００分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   福祉部長の馬部でございます。きのう言うのをちょっと忘

れておりまして、申しわけございません。 

  先ほど、木場委員からの質問で、課長のほうから答弁をさせていただきましたが、各地

区での敬老事業に対する職員の応援の関係なんですが、先ほども課長も申し上げましたよ

うに、それぞれその地域に住んでる職員ができるだけ協力をするということで、そういう

組織というか、ものを去年つくっております。 

  ただ、あくまでボランティアで、その地区の住民として参加をするということですので、

仮に、何人出してくれと言われて、そのとおり出せるかどうかというのはわからないとい

うことだけ御理解をいただきたいと思います。開催する日によってもいろいろ事情が変わ

ったりもしますし、希望どおりにはならないかもわからないということだけは御理解いた

だきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   例えば、そないなると、大きな地域と小さい、我々が住んどるみたい

な僻地におる人間と、職員数が根本からして違うわけよな。そんなの、例えば、大きな地

域だったら、仮に三原の市とか榎列とか、そういうところやったら職員が大勢おるわけ。

ほんなら、１人、２人、段取りが悪くても、代行して手を挙げてくれる人がいっぱいおん

のやけども、我々のところやったら少ないし、例えば、阿那賀地域やったらおらんように

思うねん、既に。そんなところ、もうちょっと隣接の地域から応援に来てもらうとか、そ

んなことも考えておいてほしいのやけど、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   阿那賀、今、住んでおられる方は、ひょっとしたらおられ

ないのかもわかりませんけど、もともと阿那賀の出身の職員はおると思いますし、隣同士
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で協力するということも、これは、あくまで強制はできませんけれども、可能な話かなと

いうふうには思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   その辺、調整してもろうて、できるだけ地域の人が喜んでもらえる、

そんなところで、地域の職員の人も点数稼ぎ、地域に対して評価を上げていただいて、や

っぱり南あわじの職員はよう、いざというときはやってくれると、台風のときと、そうい

うイベント事に、地域のイベント事に出てもろうて、点数を上げてもらうと、そんなスタ

ンスでよろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   先ほど、川上委員のほうから御質問でございましたシル

バー人材センターの２６年度の実績ということで、３億９,３６１万円の事業ということ

になっております。内訳といたしましては、公共事業で１億３,９１９万で、民間事業で

２億５,４４２万となっております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １１１ページ、節の１９、事業所内保育の負担金なんですが、事業所

内のいわゆる保育施設、何カ所ぐらいあるんですか、今。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   この事業所内保育で給付する対象事業は２カ所ありま

して、八木病院の隣にありますすくすく保育園、それと、介護施設であります翁寿園にあ

ります翁寿保育所の２カ所でございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これは、私立ですか。 
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○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   そうでございます。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ここら、３歳から５歳児というのは、無料化の対象ですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   いえ、事業所内保育の預かる年齢については、０～２

歳までを対象としております。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ほんなら、０～２歳やったら、いわゆる国の制度がもうゼロ歳児から

補助金出てますよね。その対象やね。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   おっしゃるとおりです。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それは、所得制限はどのぐらいなんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   この事業に、新制度にのっている二つの事業につきま

しては、市が規則で定めてます保育料を基準にして利用者の利用者負担をしていただいて

いるというふうなことになります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   そしたら、いわゆる保育料の２分の１ぐらいが限度ぐらいですか、こ

れは。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   昨日の収入の部でもありましたが、一応、今度の新制

度にのっかっていきましたら、２人親の場合は、２分の１、また、無料の対象に、子供の

数、お兄ちゃん、お姉ちゃんの人数によって２分の１、無料というふうになるかと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   その下なんですけども、私立幼稚園、これはいわゆる所得制限を設け

て、いわゆる３～５歳児の負担金が違うんですね。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   この予算書に計上している私立幼稚園の給付につきま

しては、新制度に参入している幼稚園でございます。広域入所のシステムで、南あわじ市

に在住している方が、市外のほうに２名ほど子供がおるんですけど、そこらへの給付の費

用となります。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、２名でこれだけって、結構な金額ですね。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ２名での１年間の費用です。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょっとずれるかわかれへんのやけども、３歳から５歳児に、私立の

幼稚園に通ってる人は対象でないというところがあるんですよね。そこの保育料なんです

けども、これは所得によって変わるという形ですか。いわゆる第１段階から第５階層まで
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あるわけですけども。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   子育て支援課のほうでは、所管している部分について

は、この新制度に参入された方に対象として、この保育所費の中の給付の対象として計上

させてもろうてます。ですから、対象外となりますと、多分、私学助成をいただいている

施設かなと思うんですけど、その分の施設については、この予算の中には入れておりませ

ん。 

 

○森上祐治委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これはどこに入ってるんですか。教育課か。なら、教育課のときに聞

きます。 

  終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ数、１２３ページの特定不妊治療費補助金のことについてお聞

きいたしますが、これ、全額、市の予算でやるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   健康課長の小西といいます。よろしくお願いいたします。 

  これにつきましては、国のほうの制度でございまして、県に一旦補助金が入りまして、

それから本人に支給されると、それと、別個に市のほうで補助している金額については、

このとおりとなっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、実質的には、兵庫県独自で平成２７年４月１日からの

上限５万円で追加助成もしてるとか聞いてるんですが、１回どれぐらいかかるんですか。

どれぐらいの補助金になるんですか。 
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○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   補助金につきましては、大体、女性の場合ですが、１５万円

プラス市の上限が１０万円となっております。さらに、所得の低い方につきましては、５

万円、県のほうが、排卵処理で不妊治療される場合は上乗せするということになっており

ます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あともう一つ、２０１６年度から県のほうは不育症に対しても半額助

成をするという予算を今、審議しているところなんですが、これに対して、市のほうは全

く助成はしないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、３市でも相談させていただきました。それで、３市に

ついては、今のところしない予定でございまして、市内におきましても、南あわじ市の場

合ですと、今まででも１名あったというのはお聞きしておりますが、今からまたあれば、

要綱等を整備して補助対象にしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ということは、これからはそういうことも対象にしていくという考え

はあるということなんですね。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   状況を見ながら、補助の対象を検討していくということでご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、確認ですけども、県のほうはそういう不育症に対して

補助を出すと、市のほうは出さないということなので、平成２８年度、今の時点でしたら

ね。ということは、県のほうの助成は受けられるということですね。 
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○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   あくまでも市が実施主体ということになっておりまして、市

が実施すれば、県のほうが補助金を上乗せするという制度になっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それやったら、早速、市のほうも、３市とも協調して、早急にやるべ

きじゃないですか。それだけ、そういう補助を受けられる方がいる可能性があるんで、僕

は早速考えるべきだと思うんですが、その点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   この事業につきましては、県のほうが最近になって、２８年

度、新年度予算に上げるということで言われておりまして、３市の間でも、余り議論する

間がなかったということですので、また早急に集まったときに議論していきたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   これ、ちょっと予算とは違うんですけど、差し支えなかったらお答え

を願いたいと思います。この南あわじ市のいろいろな役員、年齢制限というものを時々聞

くんですけど、これはそれぞれ年齢制限をこしらえとるところはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   川上委員、ページ数は。関係ありますか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   それぞれ、社会福祉や民生とかいろいろの中で、年齢制限をこしらえ

とるということ。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   民生委員につきましては、年齢制限を置いてございます。国
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の基準では、７５歳ということをもって、推薦はしないというようなことになっておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   推薦して、７０以上過ぎたらあかんとか、一旦なっとったら７５でも

構わんとかいうような、物すごく幅があるというようなことを聞いて、今後、そういった

ことが一般市民は全然知れへんし、推薦するときにそんなことを聞いたんですが、これは

もうその規定どおり行くわけやね。地域が推薦しても、年齢オーバーはちょっとあかんと

いうことやね。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   県のほうから、いわゆる７５歳までの者について推薦をして

くださいということで来ますので、市のほうの推薦いかんについては、７５歳までをもっ

て推薦者とするようにしてございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   これはもう民生だけで、ほかの社会福祉会、皆、役員はそういった年

齢制限はないわけですか。どうですか。ちょっと知っとったら教えてください。わからな

かったらよろしいです。また後で聞きます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ページ、１２８ページの休日応急診療所施設指定管理について聞きた

いと思います。これ、まず、このたび新規で指定管理ということなんですが、今までどん

なような休日応急診療所の運営体制であったわけですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   今までは、医師会のほうへ指定管理しておりまして、必要な

経費はこちらで出しておりまして、診療報酬とかは、収入として市へ納めていただくとい

うような形をとっております。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやこれ、ちょっと予算書とか指定管理の書類を見ておりますと、今

までも、今、課長が言われたようなことでやっとったんですか。それであったら、今度の

指定管理してやるのも、ほとんど変わってないように思うんですが、指定管理したという

ことは、何らかの変化があると思うんですが、これ、もうちょっと説明してくれますか。

どういう変化があったんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   合併以前から、当然、三原郡広域事務組合のほうが管理運営

という形で、三原郡の医師会のほうへ運営委託をして、協力を得ながら休日診療所をやっ

ておりました。それで、合併後に指定管理制度が発足しまして、市の条例でうたわれるこ

とによりまして、平成１７年にその制度にのっとりまして、医師会のほうへ指定管理する

という形で、１０年間やってきました。 

  それで、このたびの休日診療所の移転の問題がございまして、２年間だけこのたび指定

管理した分がありまして、それは廃止して、今度また新たに１０年間指定管理をお願いす

るという形になっております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、課長、今聞いてたら、今までの指定管理していたもの

を、期限はさわるけれども、内容はさわらずとも、そのまま指定管理を継続するというこ

とですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   若干、指定管理の中身と申しますか、施設自体が違ってきま

したので、高圧電気になってるとかいろんなこともありますし、光熱水費につきましても

使用料が今のところ不明であるということで、当面の間ですけども、市のほうで支払うと

いうような形をとっていきたいと考えております。委託につきましても、若干、いろんな

保守点検の委託の分がふえたりしてきております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   ということは、市は、医師会に対してどの部分について指定管理をし

てるんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   休日診療所の部分と、その他の部分ということで、今、移転

工事してますけども、通路までの部分が休日診療所の部分になってきます。その通路から

奥側が普通財産ということで、その部分についても管理委託と、運営委託という形で医師

会のほうへお願いする予定としております。また、そこには当然、医師会と歯科医師会の

事務所が入ってきます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   とにかく、市は、施設の指定管理、それと、休日診療業務を医師会に

指定管理ということですね。今、課長が言われたように、医師会の事務所は、それはある

意味ではやむを得んのやけども、歯科医師会の事務局が入ってくるというのは、それはど

ういう意味ですか。歯科医師会が施設に事務所を構えるというのは、これはどういう意味

ですか。指定管理のいわゆる枠からしたら、超えとるように思うんですが。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   歯科医師会ともいろんな検診等を通じまして、協力をいただ

いております。そんな関係の中で、要望がございまして、それについて議論させてもらっ

て、事務所としてお貸しするということで、上司のほうとも相談して了解を得ておるもの

でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと今の答弁、おかしいと思うんよね。あくまでもこれは休日診

療に対しての指定管理ですわね。今の答弁を聞いておりますと、施設を市は医師会に指定

管理したと、医師会に。そういうことですね。それはそれでええ。そこで、歯科医師会が

何でその施設に事務局を構えるんですかといった場合に、市は、歯科の検診等でお世話に

なっておると、そこで、歯科医師会から入れてくれないかという要望があったので、市は

協議した結果、歯科医師会の事務局も入ってもらうようにしましたというような答弁であ

ったと思うのやけど、そんなことし出したら、収拾つかんようになると思うんですわね。 
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  そんで、課長、課長も御存じかと思うんですが、津名郡医師会、今、淡路市医師会です

わね。淡路市医師会は、志筑の埋め立てに、ビルの淡路市医師会館を個人的に医師会でも

っとるんですわね。大体、こういう医師会、薬剤師会、歯科医師会というのは、大体、組

合というか、医師会、歯科医師会、薬剤師会で大体、個人事務所を持ってますわ。持って

ないところは、それは少ない、ないことはないのやけど、南あわじ市は持ってないのやけ

どね。 

  そやから、やっぱりお世話になったさかいに、常々お世話になっている団体やから、お

願いがあったんで入れたとかそういうことを言い出したら、南あわじ市に団体何ぼあるっ

て、市が補助金出しとる団体、幾らあるのか知りませんが、皆、お世話になっとる、団体

は。皆、どの団体も、市は要らん団体あらへん、皆、お世話になっとる団体よの。 

  それで、その考え方はおかしいと思うのと、にもかかわらず、この歳入の４４ページに

休日の応急診療所会議室貸付収入３万５,０００円と書いてあるのよな。ということは、

あそこは、歯科医師会、医師会以外にどこか会議室があるのかないんかわかりませんが、

会議室を貸与して貸付収入をいただくようなことがあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   先ほどの、まず最初に休日診療所の医師会の指定管理のこ

となんですが、あの建物は、まだ現在は南淡の福祉保健センターということです。その中

の、もともとは全体的に休日診療所にということだったんですが、これは、保健所のほう

との協議の中で、そういう場合は、医師会の事務所とかそういうものが入る場合はだめで

すよという話の中で、やむを得ず分離をするという形式をとってます。 

  医師会に指定管理するのは、基本的には休日診療所で、その休日診療所以外のところは

市の普通財産、南淡の保健センターというのを一応、廃止をするということになってます

ので、４月１日以降は普通財産ということになります。その普通財産について、医師会の

ほうについては、その部屋を貸すと。歯科医師会についても、要望があったので、その普

通財産の一部を貸すという形になります。 

  それと、先ほど言われてましたお金の件ですが、これ、休日診療所が、新しい場所での

休日診療所のスタートを８月１日という予定でおります。したがいまして、７月３１日ま

での、今の休日診療所に医師会に部屋を貸しているという分の４カ月分のものを収入とし

て上げてる分を、先ほど言われた３万５,０００円というのは、その分でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、予算書見てましたら、これは指定管理というよりも、指定管理
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というのは、あくまでも休日診療所の運営収入というのがありますわね。これを見ており

ましたら、一部負担金と入れて、千四、五百万円の収入になっとるんですかね、これを見

よったら。指定管理料が２,２００万円行くということのようですわ。ほんで、そうなっ

てきた場合、実際、医師会が自主運営した場合には、２,２００万円行っとって、１,６０

０万円ぐらいの収入やから、人件費とかもろもろの経費から見たら、６００万円ぐらいの

差損が出るわけですわね。 

  そこで結局、トータル的に２,２００万円ぐらいの指定管理料ということになっとるん

ですが、この施設の指定管理と今言うた、行政財産にして分けるというようなことなんで

すが、歯科医師会と医師会が同格で、そしたら、その行政財産を貸与するということでや

っとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   同格というのは、ちょっとどういう。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、ということは、医師会は無料ですよ、歯科医師会は有料で

すよというような、何か差はなしに、全て同じような対応で施設の中へ入居させとるんで

すか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   歯科医師会は、要望があって、それを公共的団体やという

ことで、要望に応じて、その一部屋を貸すということです。医師会のほうについては、そ

れ以外の部分について貸すんですが、お金をいただくのは、光熱水費ですね、その関係の

分についてはお金をいただくことにしております。それは、面積案分でということですの

で、医師会も歯科医師会も同じようにいただくということでございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたらこれ、医師会というのは、通常、これ、休日診療のときには

医師会の職員は出勤してますよね。当然、休日診療にする場合のスタッフと、事務所の医

師会の職員とは、当然違いますわね。休日診療の場合は、医師、看護師、当然、カルテの

整理する事務員か、総勢４人か５人かのスタッフやと思うんですが、歯科医師会、医師会
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は、休日はもう出勤は職員はしてないわけですわね、当然。 

  ということは、医師会は、その休日診療に当たって、また今度は、診療施設の横に事務

所を当然、持っとるわけですか。医師会の事務所を使うんでなしに、休日診療所に関する

業務ですから、別の部屋で業務をしとるわけですか。医師会の事務所を使うたりせんでし

ょう。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   休日診療所の事務所は事務所であります。休日分として、そ

こで事務をしてもらうということであります。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、休日診療所を運営するのは、１日何人ぐらいが来て運

営しとるんですか。医師と看護師とかもろもろ。ちょっと言うてくれますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   常時ですけども、医師と看護師が２名と医療事務員１名、４

名は必ず勤務しております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、これ、休日診療の診療報酬は、市に入っとるというこ

とは、市は、施設の医療器具、器材、薬剤は皆、市で準備するということですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   備品、医療材料費等、全て市が準備するということになって

います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この休日診療所というのは、これはもう大切なことで、それはそれで

ええんですが、１年間運営して、診療費と指定管理料等で、五、六百万円、市の持ち出し
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であるなという感じで見とるんですが、特に事務局の関係がどうも釈然とせんのですね。

やっぱりこれ、事務局というのは、どんな団体の組織であっても、事務局というのは皆、

別に棟持って、まして、そこにあるから、いつもお世話になっとるからそこへ入れてもら

うよう頼まんか、まあ、入ってくれという、これは、どうしても私は釈然とせんのです。

どんな組織であっても、自前で、大概、事務所というのはつくってますよ。まあ、これは

もう言うてもどうこうないんで、私の意見として言って、終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １１３ページの学童保育についてお伺いいたします。改修工事費で２

００万上がっておりますが、これは、場所はどこでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   工事請負費の２００万でございますが、これにつきま

しては、未開設校区にはなりますが、湊、辰美のエアコン等の設置のための予算というこ

とで計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、これは辰美小学校と湊小学校で、学童保育を４月から実

施するというためのエアコン設置というふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   湊、辰美ほか、現在、開設がなされていない校区にお

けます放課後児童クラブ、学童保育についてでございますが、現在の状況は、学童保育を

設置するための指導員というか、支援員さんが十分に確保されて、また、児童を受け入れ

るための部屋の整理とか、空調機器等の設置といった、そういった児童を受け入れる前提

となります準備が整ったところから、学校に御協力をいただきながら、順次、学童保育を

そういった条件が整えばなんですが、順次、学童保育を開設させていただきたいという方

向で思っております。それで、２８年度の当初から、設置ではないんですが、そういった

思いの取り組みの中で予算計上をさせていただいているところでございます。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと確認ですけど、今、実施されてないのが、辰美、湊、西淡志

知、三原志知、沼島となってますけれども、今の答弁、私の理解は、辰美と湊にエアコン

設置というふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   今の状況としまして、体育青少年課のほうでも、学校

へ出向きまして、余裕教室等の状況の確認はしているわけなんですが、辰美、湊小学校に

つきましては、何とか学童保育の場所を見つけられそうな状況でございます。それで、そ

ういった中で計上させていただいたというふうなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   環境整備は整ったと、さっき答弁があった指導員の確保が難しいとい

う話がありました。ですから、その指導員の確保が難しいことゆえに、４月の新年度、４

月１日からは実施できない、エアコン設置はするけどできないというふうに理解していい

んですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   ちょっと言葉が足りませんでしたが、湊、辰美小学校

につきましては、何とか保育場所を見つけられそうなわけなんですが、ただ、その場所に

今、置いてあります学校用品といいますか、物品がたくさんあるわけでございます。それ

で、計画といたしましては、そういった物品を別のところへ保管する倉庫といいますか、

そういったことも計画をしておりまして、そういった倉庫が完備して、物品がちゃんと移

設されて、部屋が空になった状態というか、そういった中でエアコン設置とか、いろんな

整備をさせていただきたいというふうなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、具体的にいつ開設というめどは立ててるんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 
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○体育青少年課長（柏木浩一）   今の時点で、いつごろとはちょっと申し上げられませ

んが、そういった条件が早く整い、開設に向けて進めるようにとの思いで取り組んでいき

たいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた部屋の片づけが終了次第、開設という運びになるんですか。

部屋の片づけ等々は、そう長時間かからないように思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   先ほどもおっしゃっておられましたが、やはり指導員

の確保ということに大変苦慮しております。南あわじ市の広報で募集をさせていただいた

り、職員の知人を通じてコンタクトをとってお願いしたりもしているんですが、なかなか

難しくて、実際、困っているというのが現在の状況でございますので、そういったことを

クリアした上で初めて、学童保育が設置できるのかなという状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   環境は、部屋の片づけはできるというふうに思いますけども、その指

導員の確保が難しいというところで、開設時期は見通しがないというふうになるんでしょ

うか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   当然、指導員さんの確保につきましては、これからも

引き続き、確保に努めていくわけでございますが、今、ここで具体的にいつからというの

は、ちょっと今の状況では申し上げられません。先ほども申し上げましたが、できるだけ

早い時期に開設できるように努めてまいりたいと思っておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この西淡地域なんかは、これまでも委員会で辰美小学校、湊小学校を
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視察に行って、校長先生方とも話し合いの場を持って、その当時の校長先生はもうかわら

れたようなぐらい、経年、時間がたってるわけでして、要望が強い、やはり、辰美・湊地

域にも学童保育がある、そうすると、午前中あったマイホームを建てよう、家をその地域

で建てようかとかいうふうになってきて、若い人が住みつく可能性も秘めてるようなこと

になってくるわけですから、ぜひそういうところ、人材不足ということがあるわけですけ

れども、そういう学童保育は、１人は資格を持った人、１人は資格がなくても、それに準

じた人だったらいけるということも、このたびの学童に関する基準も変わってきたわけで

すけれども、ここら辺、そういうことで言えば、正職員で指導員の確保ということも考え

られるんではないかと思うんですけど、どうでしょう。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   現在のところ、正職員での指導員の確保というところ

まではちょっと考えてはおりません。とにかく、嘱託さんとか臨時の職員さんで指導員は

確保したいということで、もっと当たってみるというか、探させていただきたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと、資格が要ると、保育士なり教員免許の資格が要るというこ

とでありますけれども、ちょっと保育所の関係で、ことし、２人新規採用ということにな

ってますけれども、新規で応募、募集をしたときに、何人ぐらい希望者がありましたでし

ょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   ちょっとお待ちください。保育士の部分ですけれども、新規

の部分では、１６名でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、ついでにというか、聞くんですけれども、今、嘱託、臨

時の人も保育士、正規採用ということになって、ことしは２人採用ですけども、それにつ

いて応募は何人ありましたか。 
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○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   嘱託のほうからも１６名でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   学校を卒業して保育士になりたい、この学童保育も同じように、保育

士、社会福祉士とか、免状が要るわけですけれども、そういう正規でここに配置というこ

とになれば、やはり若い人の中で、学童保育で従事したいという方も出てくるんではない

かと思うんですけど、そこら辺、なかなか人材が確保できなくて、施設はできたけれども

待ってくれというようなことではいかがなものかと思うんですけど、市長、そこら辺、ど

うでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、学童保育をできるだけ市内全域に設置したいという希望な

り、私たちもそういう熱意があります。課長は、非常に後ろ足を踏んだ話ですが、やっぱ

りそういう受け入れの場所づくりについては、今、話があったとおりで、人材がなかなか

集まりにくいということですが、少し積極的に取り組めば、私は、ないことはないという

ふうに思います。 

  ですから、まずは積極的にそういう内容説明をして、受け入れをして、実施の方向に取

り組んでいきたい、いければというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   なかなか市長、そういうふうに言われますけども、学童保育の場合、

６時までみて、それ以降片づけということになれば、なかなか子育て世代の方々は勤めに

くい条件があったりして、本当に探すのが、それぞれネットワークを通じて、先ほど課長

からあったように、探してるようですけど、なかなか難しいというのも話に聞いてます。

ですから、今、勤めてる方も、子供の関係でもうやめたいというような声も聞いておりま

すので、やはり正規になれば、希望者が出てくるんではないかと思うんで、そこら辺、ま

た方向転換もちょっと一度、考えていただきたいというふうに思います。 

  それともう１点、学童保育でお願いしたいのは、未開設校区の問題とあわせて、保育所

と同じようですけども、定員を超える学童保育もこの４月現在であるように聞いてるんで

すけど、そこはどことどこでしょうか。 
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○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   これは、２月２２日時点の人数でございますが、４月

入所のお子様で、定員を超えているところは６カ所ございます。広田、榎列、八木、市、

神代、賀集でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   このように、どうしても三原とか賀集、広田、交通の便がいいところ

に子供も集中して、学童保育も手狭なところでみると、本来なら、子ども・子育てで６年

生までみれるような状況になってるわけですけれども、１年、２年、３年の子供が多いと

そういう子供たちも受け入れが不可能というようなことになってるようです。ですから、

この子ども・子育ての経過では、１人当たり１.６５平米を確保しなければならないとい

うふうになってますけども、１.６５平米確保できるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   おっしゃるとおり、基準ではおおむね１人当たり１.

６５平方メートルというふうな規定がございます。これから見ましたら、榎列、市の２カ

所につきましては、それぞれ１.４６、１.４３平米で基準よりはちょっと低いかなと思っ

ております。ただ、この学童保育に受け入れるという点に関しましては、現場の指導員と

もよく相談をしながら、例えば、市なんかでしたら、横の部屋とか廊下部分を一時保育ス

ペースに利用するとか、プログラムを工夫するとか、榎列でしたら、部屋のレイアウト等

を工夫して、保育スペースを確保するとかいうふうな状況で、４月時点の受け入れ段階に

ついては、ちょっと調整をさせていただいているようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   榎列と市が厳しい話ですけども、榎列の場合は、プレハブを建ててし

てるわけですから、レイアウトを変えるったって、あの部屋をどんなふうにレイアウトを

変えるのか、もう限界に来てると思うんです。ですから、こういうふうに設備関係で、基

準を決めてる、しかし、それに該当しないような施設については、早く開設日、施設を拡

充すると。廊下でとか言われても、夏場、冬場、廊下で子供たちがというようなことをち

ょっと平然と言われたら、ちょっと、えっという感じがするんですけども、そこら辺もっ
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と、それもテンポを上げていかんと、子供たちが狭い中で押し込まれるというような形に

なるんで、計画も今、ないんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   学童保育の入所児童数につきましては、４月の時点と

数カ月たちました後では、若干、減ったりもしているんですが、今後の課題としまして、

拡張なり余裕教室について、また、学校さんの協力を求めていくというか、協議する中で

いい方法を考えていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   現場もよくわかってることだと思うので、ぜひ改善、設備充実をお願

いしたいということを申し上げて、終わります。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は、３時１０分とします。 

 

（休憩 午後 ３時０２分） 

 

（再開 午後 ３時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  質疑を続けます。質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ちょっと学童保育のことで、ページは１１２ページから１１３ページ

になると思います。先ほど来の話をお聞きしていますと、ことし、新たに湊、辰美小学校

の施設を整備して、エアコンを入れて、体制は整うということですが、指導員の不足やと

いうことで、これ、指導員というのは、どういう資格の要る、持っている方が指導員をで

きるんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   指導員の方の資格でございますが、これは、放課後児
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童健全育成事業の設備及び運営に関する基準にございまして、幾つかあるんですが、主に

は、福祉の資格を持たれた方、社会福祉士の資格を持たれた方、また、幼稚園とか学校教

諭の免状をお持ちの方等でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   先ほどの話、指導員の不足ということで、何か市長からももっと熱を

入れろということで、今、話があったんですが、実際、探す気でおれば、例えば幼稚園の

先生方のＯＢとか、小学校の先生のＯＢとか、それなりに仕事をしてくれる人が見つかる

と思うんです。大体、辰美と湊でどれぐらいの指導員が要るんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   １学童保育所当たり、最低２名の指導員が必要でござ

います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ほんなら、合計４名ということでしょう、２カ所で。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   はい。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ４名ぐらい、すぐ見つかるんと違いますか。それなりに探したら。そ

れこそ、市長でないけど、市長がいつも言う、夢と知恵と元気か、何か、市長が１人やか

ましく言いよるけど、職員がそんな、真剣に聞いてないんと違うかなと思うて。市長、そ

ない思いますよ、こっちから見とったら。私、職員のときは、市長の言うこと、一生懸命

聞きよった、それこそ、死にもの狂いで、市長、やった経験があるんですけどね、あのと

きは。今、こっちから聞いとったら、何かほんまによそごとみたいに聞いて、全然反応が

ないと思う。そやから、もう少しほんまに真剣にスピード感を持ってやってほしいという

ことです。その辺はどうですか、ほんまに探す気で、やる気あるんですか。 
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○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   指導員さんにつきましては、現在も募集なり探してお

りますので、引き続き確保できるように努めてまいりたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   チラシ入れるとか、教育委員会の中で、その前に座っとる先生、課長

なんかに聞いてやったら、幾らでもおると思いますよ。それなりに、そのかわり、賃金出

して、一遍、頑張ってやってください。 

  それから、続いてよろしいですか。湊と辰美小学校はそれなりにことしからできるとい

うことで理解しとるんですが、あとのところはもうほったらかしで、やらないんですか。

それとも、何か話があって、例えば、統合とか合併とか、そういう話があるので、それが

できるまでほったらかしにしとくと、地域のＰＴＡを苦しめるという、そういうことで考

えておるんですか。ちょっと一遍教えてください。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   そういうことではございません。同じようにそうした

条件が整えば、開設をさせていただく方向で思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、そのあとの未開設のところは何が問題なんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   学校さんの協力も得まして、学童保育のスペースとい

いますか、場所について今現在、協議をさせていただいております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   協議やいうのは、もう１日も要らんでしょう。１時間あったらできる

のと違いますの。そない、何日もかからんと思いますよ。本当にやっとるんですか。 
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○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   学校さんにも何回か出向かせていただきまして、そう

いった中で、学校さんにも当然、協力をいただきながら、今現在、探しているところでご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、取り残された２校は、はっきり言うて、複式学級を持っとるよう

な小規模校やと思います。そやから、スペースは探せば幾らでもというか、確実にあると

思いますよ。ちょっとこの辺、教育長、一遍、上から指導をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   まず、学童保育の未設置のところについては、とにかく、一番

の問題は、先ほど出ておる支援員の方というところがあります。確かに、ＯＢの方は結構

おるんですけども、時間帯とかそのあたり、あるいは、夏休みなんかでも、当然、時間帯

が非常に難しいというところがあります。思いは持ってくれとる方は多いんですけども、

そのあたりがあって、ただ、申し上げたいのは、四つについては、ことし、２８年度中、

何とか手当てしていきたいと、こういう思いでおります。ちょっと、課長は前向きな話で

なかったようにはあったんですけど、予算的にはそういう思いで対応してございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   やっぱり教育長に聞いたら、全然、課長と熱意が違う。やっぱり、夢

と元気と知恵と持っとると思います。そやから、課長、教育長の方針どおり、一日も早く

開設するように、課長も一生懸命、私と一緒の気持ちやと思うんで、努力してください。 

  以上、終わります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ９７ページの淡路心身障害スポーツ大会負担金、６万４,０００円で

すか、これ、今、２０年に東京オリンピックがあるというようなことで、パラリンピック

も含めて、それと、身障者、パラリンピックでは、地元で正木君がアスリートとしても有

名であると、そういう中で、６万４,０００円やいうのは、ほんま、非常に寂しい予算や
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なと思うんですが、これはどんな大会をやっておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この淡路心身障害者スポーツ大会の負担金につきましては、

３市で持ち寄りまして、淡路の中で障害者のグラウンド・ゴルフのスポーツ大会を開催し

て、健康増進に努めているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、南あわじ市の大会やいうのは、やっぱりそういう対象

者というか、そういう大会はないはないわけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   市のほうにつきましては、グラウンド・ゴルフの講習会とい

うような事業を行っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、平成２３年にスポーツ基本法が制定されて、国・県挙げて、私

ども市もそうやと思うんですが、スポーツに非常に熱を入れてやっているというようなこ

とで、やはり南あわじ市でも、そういう心身に不自由な方でそういうスポーツに興味を持

っている方もおられると思うんで、やっぱり市としても、そういう実際にスポーツを何か

やれるような大会を企画したらどうかと思うんですが、その点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   障害者のスポーツにつきましては、やはり社会参加、それか

ら健康増進というような目的を持って行っております。委員さんの言うとおり、これもも

っと推進していくべきと思います。今やっているというか、残された能力の中でやれるス

ポーツということで、このグラウンド・ゴルフと、もう一個、囲碁ボールというのを選択

いたしまして、進めているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   これ、淡路地区のそういう大会の予算ですわね。ですから、市として

も、これはまた款の違うところで予算を置いとんのかわからんけども、やっぱりそういう

身障者に対するスポーツ大会というような、そういう予算を、これは置いてるか見てない

んですが、やっぱり予算措置をせんことには、それは前に進めへんので、やっぱりそうい

うことも考えてほしいなと思いますが、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   市のほうの予算につきましては、直接ではございませんが、

団体、身体障害者の福祉会のほうに補助をいたしまして、スポーツだけではございません

が、文化と両方にもって社会参加をしていただくように努めていただいているところでご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １４９ページの健康増進施設の管理運営費で、改修工事費というのが

出てますけれども、これも、２７年度も出て、新年度も出てるんですけど、どこを改修す

るんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   この改修工事費ですけれども、ゆーぷるの温泉タンクと、さ

んゆ～館の冷水チラーと、その他、流水ジェットポンプ等でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ここも、かなり年数もたってきて、修理というか、改修、修繕という

のはもうつきものになってきてるわけですけれども、ただ、さんゆ～館なりゆーぷるなり、

指定管理料というのがさんゆ～館では３,２００万、昨年に比べて若干ふえてますし、ゆ

ーぷるも若干ふえてます。このふえた要因というのは。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   ふえた理由ですが、電気代の値上げによるものでございまし

て、これについては、年度途中でありましたので、２７年度の予算には上がってなかった

ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   補正で少し上げて、新年度上がったというふうに理解するわけですけ

れども、このさんゆ～館についてもゆーぷるについても、いわゆるシャワー、個人それぞ

れがシャワーというか、洗い場のところのある分は、なかなか改修が進まないと、何カ月

かたっても、なかなか改修が進まないというような状況があるんですけれども、そこら辺

の認識はあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   こちらといたしましても、指定管理者のほうへその都度要求

しております。それで、こちらも修繕しなくちゃいけない分については、当然、修繕して

いきますし、指定管理者も修理しなければいけないところは早急にやってほしいというこ

とで、指導しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   利用者からは、１件何ぼ以上は市が持つ、あとは施設の人たちが持つ

とかいう取り決めがありますよね。そういうことを知ってる人は、そこそこたまるまで、

金額が、市が持つようになるまで待ってるんと違うかというような声まで出るほど、ちょ

っと改修がなかなか進まないような状況もあるんですけど、先ほど言った決算審査の決算

委員長の中でも、このさんゆ～館についてはもっと適切にという話が、報告があったんで

すけれども、そこら辺の把握というのはどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   毎月でございますが、報告をしていただいてまして、こちら

まで出向いていただいて、どういう点が修理とかしなくちゃいけないのか、早急にしなく

ちゃいけないのか、あるいは、市でしなくちゃいけないのか、その辺を見きわめて、指導

を行っております。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   出向いていただいてという話ですけど、市から直接、毎月点検に行く

とか、そういうことはされてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   毎月というわけではございませんが、その都度、必要に応じ

ては行っているつもりでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   抜き打ちでもいいので、やはり行くというようなことでないと、なか

なか改善が見られない。もう、さんゆ～館、３,０００万もの指定管理料を出してるんで

すから、それに見合ったようなことをしてもらわないと、何のための指定管理かわからな

いような今、状況になってると思うので、ぜひお願いしたいと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   こちらといたしましても、利用者の方には迷惑をかけないと

いうことで、休館もできるだけ避けて、早急に工事するように今後も努めていきたいと思

います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、抜き打ち検査というのもやっていただきたいと思うんですけど、

いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   そのようにしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   これ、時間外手当について、これは各款に載ってますんで、全体的な

ので質問できると思いますんで、質問させていただきます。これ、私も一般質問でやらせ

てもらおうかなと思ってたんですが、ちょっと体調が悪くて一般質問できなかったんで、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

  これ、そういうことで、総務課のほうで資料をいただいて、質問をちょっとさせていた

だくんですが、これ、２５年、２６年と見ますと、本当に我々民間から比べて、非常に時

間外手当というのはすごいなと思うんですよ。平成２５年度なんかは、これ、７,８０３

万３,０００円、平成２６年度は９,７５５万３,０００円。それから、２７年度は、これ

は１２月末までですので、４,１００万ちょっとということで、この時間にしましても、

結局、１人平均、２５年度は８７時間、２６年度は９９時間ということで、これ、ちょっ

と計算しますと、土日除いてしますと、１人の職員が２日に一遍は、これ、１時間の残業

をしよると、そういうふうに。 

  これ、たしか平成何年度までに５００人というようなことで言われとったんやけども、

ちょっと忘れましたけども、かなり職員の削減というか、定数を前倒しで行っていると思

うんです。それで、そういう影響がこういう時間外手当に影響しとるんでないかと思うん

ですけども、その点についてちょっとお伺いをしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   時間外手当の部分ですけれども、平成２７、２６年度におい

ては、新庁舎への移転、また、新庁舎の建設、また、組織機構についての検討など、いろ

いろな事業が集中したことによって、時間外がふえておるのかなと思っております。職員

のほうについては、平成１７年、合併したときには６６１人おったんですけれども、その

とき、１７年度は合併の直後ということで、時間外も多かったんですけれども、平成１８

年では一般業務については、時間外総額７,８００万ということで、余り平成２５年なり

とは大きくは変わってなかったのかなと思っております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、その六百何人から今はもう５００人切っているということでし

ょう。ということは、かなり急ピッチで職員もそういう採用というか、採用も控えてきた

んだろうし。その中で、けど、残業というのは、時間外というのは、これはやろうと思う

たらできるし、いや、これはもうきょう中にやらないかんと思うて、気張ってやれば時間

外をせんでもいける、まあ、そんなずるい考えは持ってないと思うんですけどもね。 
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  そういう点から考えると、やっぱり、これは新庁舎の建設もあったけど、２５年度と２

６年度比べても、これ、２５年度で８７時間やっとんよの。やから、２日に一遍、大体、

全職員が平均して９９時間も８７時間も、年間にやるということは、私は職員の数が少な

いというふうに思うんです。無理がかかっとるのでないかと、こう思うんですけども、そ

の点どうですか。これちょっと、総務部長、答弁して。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   確かに、委員おっしゃいますように、予定よりも定員削減、

定員適正化計画よりも前倒しで職員の数は減しております。それが直接的に時間外イコー

ルということではないんですけども、多少なりとも影響はあったということは全く否定す

るものではございません。この新庁舎に移るまでに、かなり移動準備といいますか、その

ような作業で、非常に仕事も煩雑であったということもございます。しかしながら、この

庁舎に入ってから、時間外の削減計画とかいうのも決めまして、予算も枠をかなり設けま

して、それで、その枠内で各所属長は、時間外の勤務命令を出すというような形にしてお

りまして、かなり削減目標を達成できるというような形にもなってきております。 

  ただ、時間外をただ単に減らすということだけでなくて、業務の効率性も重要でござい

ます。できるだけ効率を上げるようなことも考えていただく、また、このたび４月１日現

在の人事異動もございます。その中でも、適材適所といいますか、それらもありますし、

人員、時間外が集中しているところについては、少し職員を加配するとかいうような、そ

ういうような形も考えて人事異動のほうも編成している作業の途中でございます。 

  また、ただ単に経費の節減だけではなくて、毎水曜日、ノー残業デーというものも設定

いたしております。このノー残業デーというのも、水曜日、かなり以前からやっていたん

ですけども、なかなか徹底ができていなかったというのが実情でございます。そういうこ

とで、総務課長を先頭に、水曜日、これは単に経費の節減、時間外の縮減ということだけ

でなくて、職員のワーク・ライフ・バランス、健康管理等も重きを置いた中で、６時半に

は全ての職員が原則的に全員退庁するということで、川野副市長、それから、私、総務課

長、毎水曜日といっていいほど、職員が全員退庁するのを見届けてから庁舎を後にすると

いうような形をとっております。 

  そういうことで、かなり成果もあげておりますし、これから業務の効率性も高めていけ

るものということで、予算は今現在置いてますけれども、この予算内でおさまるように、

さらにこの予算よりも縮減できるような形で指導はしていきたいというように考えており

ます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   いや、今、枠、予算を置いとるというたのは見てないんやけども、一

応、枠を設けてると、今、部長の答弁あったんやけど、この枠というのは、大体、時間に

したらどのくらいの枠で設けとるのですか。 

 

○森上祐治委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ちょっと細部については、総務課長のほうが資料を持ってる

と思いますので、済みません。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   平成２８年度予算の分についてなんですけれども、１人、年

間４８時間ということで、枠を大体、職員に配置しております。その他、イベント、また

確定申告等、もろもろの要素がある分については、時間外手当については、余分に加えて

おります。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私は、時間外ということについて、それは余りにも我々の感覚から考

えると、例えば、２５年度、２６年度の１人８７時間、９９時間やいうことになると、土

日祭日、まず、月２０日として、大体、２日に一遍は全職員が残業しよるというような形

にとれるわけよの。そやから、職員を急激に減したということがそういう影響を出しとる

のと違うかなと思うので。しかし、今、４８時間ぐらいいうけど、これ、２７年度ではも

う１２月末で４１時間しとるわけよの。これ、課長から資料をいただいて言いよんねんけ

ども。ということは、かなりこれもオーバーしていくということになるわけですけども、

その点は。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   ２７年度の分なんですけれども、２７年度、新庁舎に引っ越

ししてきた際の時間外の部分が４月分として払われております。そういった関係で、今、

１２月末で４１時間ということになっておるんですけれども、実際は、もう少しは少ない

数字なのかなと思っております。 
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  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これも関連なんで、市長にお聞きしたいんですが、ことしは、２８年

度は何名ぐらい採用する予定でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   ２８年度は、一般の行政職員１０名と、ほぼ保育園・幼稚園

教諭が４名でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そこで私は、これは人事や職員採用というのは、市長の専権事項で、

どうこう我々が言うことはないんですが、これ、私個人的に思うんですけど、やはり、人

口がだんだん減っている中で、できたらこれ、このデータ見よったら、地元中心にやって

いただいとんねけども、これ、平成１７年から２７年度を見ますと、島外、洲本市、淡路

市も含めて、１１２人のうち１９名、島外から採用されとるんですけども。２３年度なん

かはこれ、５名で５名が島外と、それでもう２人が退職しとると。それと、２６年度は、

島内が、南あわじ市は４名で、１１人のうち７名が島外というようなことで、人口がだん

だん減って、地域の活性化とかいう中で、これ、採用試験やってるんですから、それに該

当せんからこういうふうになっとんのか、いや、これはもう、そういう自治法とか国の法

律とかそういうようなことで、島外からもとらないかんのか、この点、市長、１回御答弁

願いたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   採用については、やはり、小さい自治体であっても、その範囲と

いうのは、特定して採用するというのは、これはもう、採用を自治法の中で規定すること

はできません。ただ、私、来年度に、２８年度の今後の方向性としては、せっかく吉備大

で多くの方が来てくれるので、やはり農業枠とかいうような枠を設けて、採用枠をつくる

というふうなことも、そしたら、これに関しては、ＪＡさんも大変前向きな話でありまし

た。やっぱり、地元で大学を誘致してしとるのですから、やっぱり何人かはそういう、地

域指定はできませんが、専門職のような形でそういうふうにすれば、また吉備大への就職
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の窓口があるということで、受験も安定してくるんかなというふうに思ってます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、市長、１７年２０名、全員地元ですわね。１８年５名、１９年

８名、２０年７名と、これ、２１年は７名やけども、地元６人。ほんで、２２年度は、８

人のうち地元が７人ということで、ほとんど地元を優先というたらおかしいのやけども、

そういう形で行っとんねんけど、２３年度に、もう５人のうち５人が全部島外から来とる

のでね。何かそういう、先ほど、市長答弁された中で、ちょっと聞き漏れたんやけども、

やっぱり島外からもそういう人材をとるということは、やっぱり、地元ばかりということ

は、これは無理なんですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   これは、やっぱりある程度というたら語弊ありますが、試験を何

のためにしよるのだということになってきます。ですから、地元の優秀な人がどんどん受

けていただいたら、それは、優先してとれるわけでございまして、やっぱり、その辺のラ

ンクづけを極端に私どもは変えることはできません。ただ、一つ、採用に当たって、面接

ということに最近、重要視を置いてます。これは、地元の人が非常に元気であれば、そこ

で点数稼ぎができるんで、一般教養で点数の入れかえは、これはえらいことになります。

みんな、後ろへ手が回ります。ですから、これはどうしようもございません。あと、そう

いうようなところで採用の基準を上げると。 

  私は、やっぱりある程度、職員の削減、適正化ということで来ましたが、やっぱりこの

市役所も一つの企業で、就職口の窓口であると。だから、１０人と思ってても１２人雇う

とかいうような、多少、そういうようなこれから取り組みをせんと、企業誘致せえといっ

たって、企業誘致、そない簡単に行きません。１人当たり、結構経費はかかりますが、そ

の人らはここにおって、いろいろ仕事してくれるんですから、その辺のような考えの転換

もこれからすべきでないかなというふうに、余分なことを言いましたが、思う次第でござ

います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   市長の話を聞いておりますと、これまでそういう試験、それは当然、

試験に通らん者は採用でけへん、これまでの経緯を見ると、そういう優秀な方がいなかっ

たということになるんですけど、そういう福祉面、特に、人口の増加とか、福祉面、また
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教育に非常に熱心に取り組まれておられるんで、今後、採用については、できたら、やは

り地元で、公務員はいろいろ厳しいとかなんとか言いますけども、やはり私どもから考え

ると、一番安定した職業というのが、これは一般論やと思います。 

  そんなんで、できる限りやっぱり地元雇用ということ、これは常に重きに置いていただ

いておると思いますけども、今後とも十分にそういう御配慮をいただくようお願いしまし

て、終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   幾つかあるんですが、まず、生活保護の受給者の関係で、これは、

ページ数は１１９ページになるかと思いますが、南あわじ市の生活保護世帯数と、生活保

護の受給者数、説明いただけますか。できたら、地域別というか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   しばらく時間ください。 

 

○森上祐治委員長   ほかの人。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   これ、新規で１２５ページ、公害対策費、地球温暖化対策実行計画策

定業務委託、これ、国費でやられるものなんですけども、もう少し内容を詳しく御説明、

まず最初、願えませんか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   地球温暖化対策実行計画策定業務の内容について御説明させ

ていただきます。地球温暖化対策策定実行計画といいますのは、各市町村に義務づけられ

ているものでございます。今回、カーボンマネジメント強化事業ということで、国の補助

制度が２８年度からできました。これは、歳入のときにも御説明させていただきましたが、

温室効果ガスの排出を削減するための補助事業でありまして、この策定業務につきまして

は、１,０００万、歳出で計上させていただいておりますが、まず、市の施設の現地調査

であったり、各施設の管理運転状況の確認、また、現地確認による削減施策の提案、それ

から、基準年度の排出量の算定、取り組みの検討、それと、パリ協定に基づく市の目標値
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の設定などを委託する業務でございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   委託するんですから、どこかに委託するんですけども、委託先なんで

すよね。それはまた、入札か何かしてするんですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   これは、１,０００万ということですんで、入札になるか、

あるいは調査ということもあるんで、プロポーザルするかということを今後検討した後に、

入札方法を決定したいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   それと、各施設の管理運転状況を調査するというふうなこともありま

すけども、この南あわじ市の施設のどういう、各事業所へ行くんですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   先ほど申しました、市が所有している施設ということでござ

います。主にボイラーとか空調設備がＣＯ２排出しておりますので、それらを削減するた

めに、今回は、この委託料のみの補助金の活用ですが、この計画に盛り込み、それから、

設備導入については、国の補助が３分の２ございます。したがいまして、関係部局と協議

しまして、まず、排出量の大きいところ、あるいは、緊急性が高いとかいうようなところ

を精査しまして、補助金を活用して、ボイラーなり空調設備を入れかえしていきたいとい

うように考えております。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、話を聞くと、公の施設を重点にするというふうなこと、やはりこ

れ、地球温暖化対策というのは、公の部分だけじゃなしに、やっぱり一般企業も当然、こ

ういうこともここにくくられてもいかないかんし、指導もしていかないかんと思うんで、

せっかくやる以上は、やはりできたら、各企業さんとか事業所さんとか、それと今、野焼
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きも減りました。本当に減りましたけども、たまにやってるところも見られます。そこら

も、それは確実に違法なんで、まだまだいろんな形で指導もしていかないかんと思います

けども、そこら、公の施設だけじゃなしに、将来的にはやっぱりそういうところのほうも

指導していくような形を持っていけたらなと思うんですけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   民間施設につきましては、このカーボンマネジメントにつき

ましては、国の施策であり、民間につきましても、今後、パリ協定もありましたので、国

の施策、どんな形で補助とかいうようなこともあるかと思いますが、そこの動向も見なが

ら進めていきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○蛭子智彦副委員長   もう、あしたでいいです。 

 

○森上祐治委員長   お諮りいたします。 

  蛭子副委員長の質疑、途中です。今、福祉課長が発言を求めてましたけれども、お諮り

したいと思います。 

  本日の審査はこれまでとしまして、次の審査は明後日、３月１１日金曜日午前１０時よ

り開催いたしたいと思います。 

  １１日の審査は、蛭子副委員長の質疑から始めたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  長時間お疲れさまでございました。 

 

（閉会 午後 ３時５５分） 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２８年 ３月１１日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５８分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１５名） 
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    議 長    原  口  育  大 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    北  村  利  夫 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 
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  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 
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橋  本  浩  嗣 
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    企画部ふるさと創生課長    北  川  真 由 美 
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阿  部  員  久 

   遺 産 推 進 課 長 
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   総 務 部 総 務 課 長 兼 
垣     光  弘 
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    市 民 部 税 務 課 長    榎  本  輝  夫 
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北  口     力 
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    農商部農林水産課長    宮  崎  須  次 

    農商部食の拠点推進課長    喜  田  憲  和 

    農商部農地整備課長    和  田  昌  治 
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    建 設 部 建 設 課 長    赤  松  啓  二 

    建設部都市計画課長    原  口  久  司 

    建 設 部 下 水 道 課 長    村  本     透 

    教育委員会教育総務課長    山  見  嘉  啓 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 
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    教育委員会体育青少年課長    柏  木  浩  一 
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   監査委員事務局長兼固定 
片  山  雅  弘 

   資産評価審査委員会書記長 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第11号 平成28年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ③款３．民生費（P.93～P.119）～款４．衛生費（P.120～P.134）･････････････２０３ 

  ④款５．労働費（P.134～P.136）～款６．農林水産業費（P.136～P.156）～款７．商工 

   費（P.157～P.163）････････････････････････････････････････････････････２４５ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２８年 ３月１１日（金） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５８分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより、予算審査特別委員会を開きます。 

  本日は、東日本大震災から５年を迎え、犠牲となられた方々の御冥福を祈り、哀悼の誠

をささげるために、午後２時４６分に１分間の黙祷を行いたいと思います。その時刻にな

りましたらお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  本日は、北村委員が体調不良のため欠席という連絡をいただいております。 

 

  ③款３．民生費（Ｐ.９３～Ｐ.１１９）～款４．衛生費（Ｐ.１２０～Ｐ.１３４） 

 

○森上祐治委員長   それでは、議案第１１号、平成２８年度南あわじ市一般会計予算に

ついて、歳出の部、款３、民生費、款４、衛生費についての質疑を行います。ページ数は

９３ページから１３４ページまででございます。 

  一昨日の質疑に続きまして、その延長で蛭子副委員長の質問から始めたいと思います。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   生活保護のことを少し伺いますが、予算書の１１８ページですね。 

  ここは、生活保護費の総務費、扶助費というところが出ておるわけですが、１１８ペー

ジから１１９ページですね。この南あわじ市の生活保護受給世帯、それから受給者、これ

を旧地域別で数字化をしていただきたいということで、お話が終わったと思うんですけれ

ども、まずその説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   南あわじの被保護者の世帯でございますが、全部、今の直近

ですが、２３５世帯ございます。旧地区別の世帯数につきましては、緑地区が２２世帯、

人数では３６名。西淡地区については、４７世帯７８名。三原地域では、７０世帯９８名。

南淡地域では、９６世帯１１２名となっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   合計をすると、人数は３２４人ですか。いろいろな課題あるかと
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思うんですけれども、職員としては何人の方でそれぞれの対応をされてるのでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この保護の事務につきましては、社会福祉法の中で、事務所

の中に２４０世帯以下については３名の現業職を基準とするということになっております。

それと、監査指導の職員というようなことでございまして、今、南あわじの職員の配置に

つきましては、現業が３名、それと指導の職員が１名ということで、４名でもって正規は

当たっております。それと、あと就労支援、それから相談専門員、医療の適正化の職員の

臨時３名ということで、全部で７名をもって生活保護の相談に当たっているということで

ございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この、医療扶助適正化対策員賃金というのも出ておるわけですけ

れども、確か以前聞いたのでは、この教育の部門と兼ねたりとかしておるというような話

もあったんですが、巡回指導というようなね、もと警察職員の方をあててるというような

お話があったかに思うんですけども、そのあたりはどんな事情になってますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   今、委員さんのおっしゃられたとおり、医療につきましては

教育委員会等ではなくって、これは医療のレセプトの過払いというようなところをチェッ

クさせていただいてるというようなところでございます。もう一方のほうにつきましては、

おっしゃったとおりの警察のＯＢの方にお手伝いというか、臨時雇用いたしまして、専門

員として活動していただいております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   臨時職員ということでございますね。生活保護専門調査員の方は

警察ＯＢということですね。就労支援の方はＯＢですか、それともほかに仕事がないとい

うことで、この仕事についておられる方なんでしょうか、収入がほかにないということで。

どんなような形なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（大谷武司）   就労支援人につきましては、一般の公募の中からついていた

だいた方でございます。それで、ここ数年スキルを高めていただいて、就労の支援に当た

っていただいてるというようなことでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いろんな話があるんですが、非常にその賃金ベースとしては低い

というか、公務員の非正規化ということが今盛んに言われておりまして、全国でももう半

分以上非正規の公務員というような自治体もあると。その非正規でも待遇がよかったり、

雇用関係の安定性があればそれでもいいんですけども、例えば職安で、非正規で勤めてる

方が職安におるのに、職業を紹介する人そのものがもうワーキングプアみたいになっとっ

たりというようなこともあると。この方一人で１８３万ということになると、何歳ぐらい

の方かちょっとわからないんですけども、かなり低い賃金ということになるのかなという

印象があるんですけども、公務員のベースとして考えた場合、この方の収入というのは普

通の行政職員に対しては何割ぐらいになるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   この方の賃金を見ますと、１８３万１,０００円ということ

で、月１５万円程度のものなのかなと思います。高卒の初任給より少し高い程度かなと思

っております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   非正規の場合は、年齢問わずの固定されたようなことであるんだ

と思うんですけれども、そのスキルやら年齢やらに、あるいは経験ですね、これまでの実

社会においての経験年数の加算とか見た場合、やや低いのかなという印象を持っとるんで

すけども、そのあたりどのようにお考えですか、どのように見ておられますか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   委員おっしゃるとおり、やはり経験とかそういうところから

見ると、やや安いというようなことは否めないというように思います。ただ、この１億総
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活躍というような関係で、今回については若干時間給というのを上げたというのが現状で

ございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   全体として、国の基準で２４０世帯以下であれば３名ということ

になった場合、本当に生活保護を受けてる方のいろんなバックヤードというのか背景なり、

いろいろなものに対して援助をしたり、あるいは不正がないかということを調べたりとい

うことにおいて、緻密に細やかにやるということはなかなか難しい人数の配置ではないの

かな。結局、それは生活保護受給者の人権をないがしろにしたり、結果として不正受給を

見逃したりというようなことにもなりかねない配置数じゃないのかなという印象を持っと

るわけですけども、現状でそういうトラブルというのはないですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   確かに委員おっしゃるとおり、３名で２４０人というのは基

本的にいっぱいというようなことでございまして、なかなかそのケースごとに機械的に回

っていくこともできませんから、やはり厳しいというのが、これはもう否めないというよ

うなところはございます。その中にあっても、とにかく保護者の意に沿ったような相談と

いうか、そのように頑張っていっていただいてるというのが現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   受給者の意に沿ったということよりも、受給者の人権なり、また

その地縁者であったり血縁者であったりに対して、同じようにそれぞれの生活圏や人権と

いうのは守られるという、やっぱり生活保護というのは基本的人権を守るという、こうい

う中身になっとると思うんですね。ですから、そういうことをやる上で、十分な人数が足

りないということであれば、これはやはり改善をしていくということなり、限られた範囲

であったとしても、就労支援であったり、生活保護の調査員の増員であったりというよう

なことも考えていく必要があるんじゃないのかというようなこと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   被保護世帯のその相談につきましては、やはりなかなか時間
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のかかることがたくさんございます。そういうとこから、確かに厳しいというのはもうそ

のとおりだと思います。ここしばらくですが、５年ほどの間ですが、一挙に保護世帯もふ

えてきたというような現状からも、やはり２４０人を基準を超すようになると、８０人を

もって増というようなことに、やはり基準の配置をお願いしたいというふうには思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そうしますと、この年度途中でも、人数がふえた場合増員をする

んですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（大谷武司）   この増員につきましては、基準ということを総務課と協議し

ながら、詰めさせていただきたいというように思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ペースとしては、これを超える可能性もはらんでますね。ですか

ら、そのあたりもういっぱいいっぱいでやってるというのはわかるわけですね。２４０世

帯以下が３人ということであれば、ほぼ２４０人に近いわけですから、もういっぱいいっ

ぱいでやってると。そうすると、現実的にはトラブルがある、この間私のほうにも２、３

件ありまして、課長にもそういうことで対応を求めたような経緯もありますので聞かせて

いただいたわけですけれども、やはり生活保護受給者というのは非常に肩身の狭い思いを

してるという部分もあるんですね、これは実際にね。そのことによって悩んだり、思い詰

めたりということもなりかねないと。そうすれば生活を建て直すという以前に、その人の

人生が終わったり、また事件に発生したりということにもなってしまうということもあり

ますので、十分にそういう体制を、年度途中であっても協議をしてもらって、増員なら増

員ということでできる仕組みをつくっていただきたいというふうに思っとるわけなんです

けども、そのあたり、総務課長いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   この件につきましては、昨年担当部長なりと協議いたしてお

ります。２４０人限度ぎりぎりなんですけれども、話をお聞きして、当該年度の当初につ

いては現状の３人、状況によっても変わってくるかなと思うんですけれども、次年度につ
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いては１人増なり、状況を見て配置するというふうなこととの確認はしております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   わかりました。この件については、これで終わります。 

  続いて、保育所の関係で、１１０ページのほう少しお聞きをしたいことがあります。歳

入のところでも、福祉部長からもいろいろ説明をいただいた件なんですが、政府は新年度

予算で年収３６０万円未満の世帯について、多子計算にかかわる年齢制限を撤廃して、第

１子が小学生の場合などというようなことがあるわけですけども、この年齢制限を撤廃を

したと、第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料が無償化をされると。同年収の一人

親世帯等については、第１子を半額、第２子を無償化とすると。こういう新年度予算での

枠をつくってますね。今、この間から保育所に入れなかった、日本終わりみたいな話のブ

ログがあって、それで安倍首相も答弁について間違ってたというようなニュアンスの中で、

保育所の増設やら増員ということで、受け入れ体制を整えるというようなことを、大分閣

議で議論をしてやっていこうという対応がされてるということ、これはいいことだと思う

んですけれども、この新年度予算の中で、南あわじ市で影響を受けるといいますか、この

無償化なりがどの程度まで影響してくるのか、数字をつかんでおられたら、ここで説明い

ただけたらというふうに思います。どうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   今の質問で、初日にも部長のほうからも説明させてい

ただいたとおり、国とそれとそれに補完する県の補助事業というような形をとっておりま

す。まず、国の施策としては、その収入では３６０万円、市民税の所得割額では大体７万

７,１００円までの方を対象になってるわけなんですけども、国のほうのまず基準として、

まず言いましたように、小学生以上の方で同一世帯の方を見ている、細かい話になります

とあれですけど、兄姉の方がおられた場合については、その方も第１子ないし第２子とカ

ウントをしていって、保育所に入所されてる方がおられれば２分の１ないし無料という制

度でございます。今回、南あわじ市のほうでは、３歳以上無料化というふうにしてますの

で、３歳以上の方は対象外になるわけなんですけども、ゼロ・２歳児の方については、試

算という形で平成２７年度、今年度の児童の所得で試算をさせていただいた中では、公立

も私立も含めまして、３９名の方が国の制度の中では２分の１ないし無料というような対

象になっていきます。その方については。毎月保育料を徴収をさせていただいてますので、

その中で計算させていただいて、２分の１の方は２分の１、無料の方は無料という形で計

算をさせてもらいたいと思います。 
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  県の、それに上乗せの部分についてなんですけども、その方の対象の人数については、

同じく平成２７年度でしたら８名、ゼロ・２歳児で８名の方が試算上出ております。今回

の予算の計上の中での補助金の枠の中で、１１１ページで４３万２,０００円計上させて

いただいてるわけなんですけども、その人数８人に対して、月当たり４,５００円の１２

カ月で４３万２,０００円という形で、計上を今のところはさせていただいておるという

ところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これは、平成２７年の実績ということなんですが、もう既に２８

年度の園児の募集終わってますね。ですから、この数字が大体確定した数字というような

ことになるかと思うんですけれども、ただ国の政策とか施策について十分周知されていな

い部分があって、あるいは新生児なりまたいろんな移動なりいろいろあって、これがまだ

ふえていく可能性というのは持ってるように思うんですけれども、その点はどのように考

えておられますか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   おっしゃるとおり、入所のほうはほぼ確定しつつある

わけなんですけども、ただ４月以降の保育料の発生については、もちろん税務課との申し

合わせの中で、４月に入ってから税情報の提供をいただいて、計算をしていくというふう

な話になります。ですので、毎月２５日が振りかえになってますので、４月のときについ

ては、場合によってはちょっと暫定的な保護者に対する通知をさせていただくかもわかり

ませんけども、一応４月から８月分の保育料に関しては、平成２７年度の市民税所得割の

分で算定をさせていただいて、９月以降の保育料については、２８年度の市民税所得割額

で計算させてもらいますので、９月の保育料の中でもし差分が出た場合については、その

時点で調整をさせていただくというような形を考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   保育料のことではなくて、こうした保育料の軽減策というのがも

っと浸透してきた場合であったりとか、それから住宅取得での支援とかいうことをやりま

すよね。あるいは新生児が出産というようなことで、妊娠・出産ということでふえる可能

性もあると、ゼロ歳からこちらへということで新たに申し込みがあったりして、入園・入

所希望者がふえる可能性がかなりあると、というかむしろふえてほしいという、市長もそ



－ 210 － 

ういう思い持っとると思うんですけれども、全体として子供がふえてほしい、ふやすとい

うことの施策を進めていっとるわけですから、当然そういう年度途中であっても、入所申

し込みがまだまだ来るんでないのかなということを思っとるわけなんですよ。そうした場

合、そのあたりをどのように見てるかということをお伺いしとるわけなんです。年度途中

での、今ほぼ確定しとる上にプラスアルファというのをどの程度見てるかということを聞

いておるわけなんです。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   もちろん、おっしゃってるように、途中入所申し込み

で相談くる保護者に対しまして、それは３歳以上も含めまして、その施設の規模も一応決

まってますので、その範囲の中で受け入れる保育所があれば、受け入れるような形で相談

を受けていきたいと思います。ただ、途中入所におきましても、昨年の１０月にもう職場

復帰することで保育入所を既に受け付けしてる方については、その枠をもう既にとってお

りますので、その方については、職場復帰と合わせて保育所への入所という形は保護者の

ほうにも既に伝えております。ですので、そういう新制度なりとか新しいそのことの中で、

今から相談から始まる保護者の方については、私立もそうなんですけど、施設の枠がある

ところを優先的に受け入れていきたいというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そういう入園希望がどうなるかというのは、ちょっと予想のでき

ないところもあると。これまでの議論でも質問でも、同僚議員からもかなりそういう部分

の不足数ということで質問があったかに思いますね。定員オーバーしている、実質的にオ

ーバーしているところ、広田と榎列、それから市ですか、あとぎりぎりのところもあると。

しかし、入所希望者というのは大体そういうところにまた入ってくると、定員オーバーし

ているところに入りたいという方が往々にして多いと思うんですね。これ、広田について

いえば、平成２３年、もっと以前からになるのかな、定員オーバーがずっと続いてますね。

ずっと続いてると思うんですよ。それでもいろいろどうしていくかということが決められ

ない中で、定員オーバーの状態が続いてると。これ、ちょっといただいた資料を見ておる

と、合併以来定員以下になったのは平成２２年だけで、それ以外はいつもオーバーをしと

るという数字が出てるようですね。ですから、特に広田の保育園の増設であったりとか、

これについてどういうふうにお考えですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（児玉裕仁）   今おっしゃっていただいたように、特に広田・市につ

いては、本当に数年にわたり定員からはオーバーはしてるわけなんですが、ただ基本的に

は、施設規模の２割以内にはその入所の児童数というのは入ってますので、今現在のとこ

ろは対応はしていけるという状況ではあるわけなんですけども、ただ今後その広田・市に

おきましては、その保育室の増設を含めた上での整備のほうをさらに検討していきたいと

思います。それで、広田におきましては、そういう慢性的な保育室の、今も一人当たりの

面積もいっぱいいっぱいになってきてますし、敷地面積も狭いというふうなところであり

ますので、今後移転も含めたような状況の中で、ちょっと検討も考えていっている状況で

ございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   結局トータルで見ると、南あわじ市ではまだ保育園児を受け入れ

るキャパはあるということで、ブログで言われるような事態にはならないのかもわからな

いけれども、ただその住まいと職場と保育所との関係でいったときに、どうしても広田で

なければならないとか、市でなければならないというような人も当然出てくると思うんで

すよ。そこがいっぱいだからだめですよということであれば、結局入れなかったというこ

とが残ると思うんですよ。そのあたり、やはりずっと続いておるということなので、今後

も続くというか、この状態というのはまだふえるというか、それはもうこちらに引っ越し

てきたりとか家を確保したりとかいう、それを目指しとる市ですから、当然そういう人気

のあるところにまた人が寄るんですよね、どうしても寄ると思う。そこのところ、やっぱ

り早急に手立てを打っていかないとだめだということを、まず一つは指摘をしておきたい

と思います。 

  もう１点あるんですが、ちょっと私なりに計算をしてみたところで、いわゆる定員に対

する充足率ということで見たときに、平成２８年度は私立の充足率は１.０６％というこ

とになってますね。公立については０.８９％ということで、これもそれぞれあるんです

が、例えば松帆南保育園は現在定員は１１０人にしております。平成２３年のときの定員

は１４０人やったんですね。これ、１４０人を１１０人に変えた、平成２７年度に変えて

ますね。この理由というのは何だったんですか。わかります。恐らく、僕が推測するには、

少子化になってきた、建物は建てかえて大きいものは確保しておる、しかし少子化という

ことの中で、恐らくは申し込みしてくる人数、保育園児が減るであろうということで、職

員を削減したから定員が減ってるんじゃないのかなというふうに見とるんですけども、そ

ういう見方になりませんか、これ。 
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○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ちょっと職員の人数については、今も全国的に保育士

の応募が少ないというふうなことの中で、これは公立だけじゃなしに私立のほうもやはり

職員の数が足りないという部分はあるわけなんですけども、今回、今お話のあった平成２

７年度で１１０人に下げた理由といたしましては、一つ大きなのはやはり松帆地区での子

供の人口がやはり少なくなってきていると、以前に比べたらやっぱり少なくなってきてい

るというところ。さらにそういう恐れがあるというような状況の中で、定員のほうを下げ

ております。現実、松帆南の保育園につきましては、やはり小学校区外の子供の入所の数

が、ちょっと、今手元には何人入ってるかというデータを持ってないんですけども、結構

入ってる方がおりますので、そこら辺で今の定員、今でしたら大体１２０人強の入所の申

し込みがあるかと思うんですけども、そういう状況になってるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   だから、さっき申し上げましたように、園児一人当たりの床面積

というのは施設の規模によって決まるわけでしょう。施設の規模で決まるんですよ、意味

わかります、１００平米あれば何人って決まってくるでしょ。松帆南保育園なんか立派な

もん建ててね、これはその年度によって広げたり狭まったりしないですよ、床面積は毎年

同じ。だから、床面積だけから考えていくと、定員１４０人は動かないはずなんです。だ

けども見越して、園児が少なくなるであろうと、そしたら職員を抱えとられへんと、職員

をまず減らすと、職員を減らしたら当然定員も減らさなあかんというのが普通じゃないで

すか、そう考えますよ誰でも。だから、職員を減らしてるから受けられ定員が減ってるん

ですよ。間違いない、誰が考えたってわかる。そういう理屈しかできないです、ならない。

それは経営としては仕方ないと思うんですよ、それはね。余剰人員を抱えたら赤字になり

ますから。逆に言えば、私立の場合ね、定員以上に、保育士の数以上に受け入れたら、そ

の分黒字になっていきますわ。理屈はそういう理屈なんですよ、面積は同じなんやから、

床面積はその年によって広がったり狭まったりしませんよ。保育士の数で調整するんです

よ、定員はね。そういう仕組みなんだ、これは。私立の場合、経営厳しいからということ

で、私立の場合は充足率高いです、１を超えとる。その分だけ保育士を減らして、コスト

カットをして、経営が赤字にならんようにしていってるという傾向が見られるという印象

を持ったんですよ。違いますか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（児玉裕仁）   子育て支援課のほうでは、そういう経営的な中身まで、

細かいところまでの考え方というところまではこちらも把握しておりません。ただ、やは

り今申しましたように、やはり子供の人数、そこで受け入れる体制が何人であるのか、そ

れに対して、今、指摘のあった職員の配置の人数を決めていくかと思います。そこのバラ

ンスもありますので、そこら辺についてはちょっと、だから保育士の数でありきというの

はちょっと、それがポイントやというふうには考えておりません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   よう研究してください。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   委員長、１つ質問したら一旦区切って、続けてやいいよったら、これ

はもうワンマンショーになるので、これはやっぱり１つやったら１つ終わるようにやらな

んだら。 

 

○森上祐治委員長   わかりました。蛭子副委員長、続けてください。 

 

○蛭子智彦副委員長   ほんで、次、肝心にいきたいのは、保育所の数をふやしていくの

はわかる。そして、受け入れ定員がふえていくのもわかると思う。ふやしていかなあんか

ん。南あわじ市の保育士の数が、数字を聞きますと、正規職員が平成２３年では６８人、

嘱託・臨時が合計で８２人やったと。平成２８年になると、正規保育士が５７人になっと

る、その分を臨時でふやしていってると。子供の数がふえていくに対応するのに、嘱託は

変わらない、臨時職員をふやすことで対応してるという実態出てますね。この間、その嘱

託から正規にとか、ある程度その保育士の枠をふやすというようなことでやっとるんだけ

ども、ちょっとテンポが遅いと思いますね、これ。今後も子供がふえていく、またふやす

ような施策を国もとってきてる、子供全体はそんなにふえないかもわからないけれども、

保育所に預かる子供をふやす仕組みをどんどんつくっていってると思うんですよ。その中

で、急激な少子化の中においても、南あわじ市では子供の預かる数というのが若干、平成

２３年から見ても少し減ってるんですけども、今後はふえていく可能性持っとると思うん

ですね。それで、臨時職員の現状なり、正規職員の現状なり見ると、もっとテンポを上げ

てしていく必要があると思う。ただ、将来その子供がこれ以上ふえないとか、一旦正規職

員で雇うと、その人をやめさすわけにいかないからということで、臨時職員で対応ずっと

しとるというようなことずっと言われてますけどもね、そのあたりやっぱりもっと考え方
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変えていく必要あると思うんですよ。どうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   職員の人数の配置なり人数につきましては、毎年その

１０月の申し込みあった、４月１日においての入所する子供の人数によって、それと年齢

別の人数によって職員の配置を加配させていただいております。それプラス、やはり気に

なる子供に対する１対１加配、複数加配も検討しなければ、延長保育の部分もしないとい

けないというふうなことで、幾分かやはり職員の数というのは増減をします。正規さんに

ついては、今おっしゃっていた人数になっておりますので、その補完的な部分の中で嘱

託・臨時のほうで対応していくということなので、今後ふえていくならば、臨時職員の中

でふやしていきたいというふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   実情に応じて、その２人や３人、もうちょっとテンポを上げて採

用するべきやということなんですよ。市長、短い質問ばっかりのほうがええとは思うんだ

けども、改めて申し上げます、テンポ上げてほしい。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   以前は全然嘱託、そういう窓口をあけてなかったんですが、ここ

３年ほど前からそういう窓口を広げてやってます。しかし、委員おっしゃるように、そう

いう方向はええんですが、やっぱりいろいろ何年か先を見過ごしていくと、なかなか子供

はどんどんふえていくというような予測ができません。ですから、今のペースを速めよと

言われても、「はい、わかりました」となかなか言いにくいところです。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   農業枠をつくるというようなことおっしゃっとりましたけどね、

むしろそれはやってもらったら結構ですけども、この子育ての問題というのは、やっぱり

南あわじ市の中心課題であるということはずっと言われてることであって、しかもそれが

１,３００人台の子供、私立も公立も含めて１,３００人というのが一つの数字として出て

きてるように思うんですね。ですから、いろいろ無料化をする中で、減っとったものがま

たふえたりというような傾向もこの数字を見ると出とると思うんですよ。ですから、この
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件については引き続きまた、市長が今後どうされるかわかりませんけれども、やっぱりこ

のことは非常に大事なことであるということで、終わっときます。申しわけない。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １１３ページの学童保育についてお尋ねするわけですが、実際同僚議

員が質疑したということなんで、私は確認の意味でお尋ねをするわけですが、学童保育の

未開設部というか、辰美、湊、志知、三原志知、あの辺のこと、確認の意味で再度質問い

たします。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   御質問のありました、未開設といいますか、辰美、湊、

西淡志知、三原志知校区の学童保育についてでございますが、２８年度予算におきまして、

運営費を計上させていただいております。開設できる状態になれば、すぐに開設できるよ

うにしていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   開設していくんやけど、その辰美、湊、三原志知、西淡志知も全部開

設していく予定で計上しとんのけ。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   計画としては、そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、今まで私ちょっとよう学童保育についてあんまり認識なしに質

問させてもうとねんけど、福祉のほうから教育のほうへちょっと担当が変わったというよ

うな記憶があるねんけど、その辺の理由についてお尋ねをいたします。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 
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○体育青少年課長（柏木浩一）   学童保育の部分については、以前は福祉部局で設置を

していただいておりましたが、やはり小学校児童につきましては、教育という面から教育

委員会のほうの所管になったものと理解をしております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それはそれで結構なんやけど、そしたら次にお尋ねしたいのは、要は

校区外の方がその学校内に行って、学童保育を受けられないという法的根拠を教えてくだ

さい。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   学童保育につきましては、例えばその学童保育を設置

されているとこの校区にお住まいの方を対象にしてると申しますか、その学校へ通ってい

る児童生徒を対象に募集をさせていただいております。その校区外のお子様につきまして

は、校区外通学が認められる条件としまして、おじいさんとかおばあさん、御家庭でその

児童の。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   課長、私はそんなこと聞きよんの違うねん、校区外の子が校区外申請

して校区外へ行ったと、そこの校区外で行きよるお子さんは学童保育は受けられんという

法的根拠を示せ言いよんねん。内部で決まっとる運用とかそんなんは、法的根拠に基づい

てやっとるわけでしょ、行政というのは法律の執行機関なんやから。それを行政指導的な

感じで、法的根拠もなしにただ内規で決めて、校区外の子は学童受けてへんやて、私はど

うも不公平感があると思うんで、法的根拠をしっかりとした、校区外の子は学童保育は受

けられないというその根拠、しっかりとした上級法の法的根拠を示してもうたら私は納得

できるねんけど、それを聞きよるわけですわ。南あわじ市の教育基本条例の何条の何項に、

そういうふうな校区外やったらあかんちゅうて書いてるのやったら私は納得できるねんけ

ど、その法的根拠をお尋ねしてます。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   南あわじ市立学校の通学区域に関する規則というのは、

基本的にはいわゆる学校教育法施行令、この５条に基づいて規定されております。すなわ
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ち、就学予定者や学齢児童、学齢者の就学すべき学校を指定するというふうになっており

ます。この学校教育の施行令、これに基づきますと、通学区域の変更というのがあります。

これにつきましては、教育委員会が特別の事情があると認めるときは通学区域を変更する

ことができると。この規則に基づいて、いわゆる通学区域というものを設定させていただ

いております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   その辺は、課長、私も通学区域というのはそういう教育の基本法で決

まっとるという理解はしとんねんけど、その校区外へ申請してその学校へ行けるその児童

が、学童を希望しても学童保育が受けられんというその運用の仕方の、課長、私もそのや

つもうたよ。そやけど、あれはあくまでも内部の運用基準的なもんで、その上の条例で決

まっとんのか法律で決まっとんのか、校区外へ行きよる人が学童保育受けられへんという

法的根拠を示してもうたらええねん。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   その校区外の申請をされたときに、手続としまして、

その児童を例えばおじいさんとかおばあさんが保育できるとか、そういったことを条件に

校区外申請が認められると聞いております。それで、校区外の申請をされた時点では、校

区外のとこの学童保育については受けれませんよというふうな説明の中で、認定をさせて

いただいておるというふうに理解をしております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、法的根拠はないけど、行政指導でやっとるいうことで

しょ。行政指導やったら、今やったうちで効く効かんいうたら、その拘束力というのか、

それはあるのけいうねん。あくまでも個人の教育を受ける義務があって、そういうような

制度にのっとって、そういう受け入れの枠があるにもかかわらず、これは校区内の人を優

先したれというのは私はわかるねん。そやけど、校区内の人が全部希望してる人がおって、

なおかつ校区外の人が申請したら、その辺の柔軟な対応ぐらいすべきやと私は思うねんけ

ど、それを一貫して法的根拠も何も基づかんと、ただ校区外のときにはこないして学童受

けれませんいうて、うちで勝手にこないして、ちょっと運用の中で決めたことでそれをご

り押しして、子供たちが一生懸命そこで勉強して、そういう環境の自分に適したような小

１の壁でないけど、そういうことなしにあなた方に申請しとったって、あなた方もっと優
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しい私は行政の指導をしてあげてほしいという思いがあって、今、質問させてもらいよん

ねんけど、その辺もうちょっと柔軟な対応をとってやったるべきやと思うんやけど。実際

南あわじ市の子供が、南あわじ市で自分の幼稚園からおって、やっぱりそのそこで次のス

テップとしてあそこへ行きたいと、さまざまな家庭の理由であって、そういうふうなこと

してそこの保育園からそこの小学校へ上がりたいといいよる子が、校区外申請やさかいそ

んなもん学童保育受けられへんやて、そんなような冷たいことばっかり。そんで何に決ま

っとんかいうたら、校区外の子は学童保育受けれませんいうて一文よ、何に決まっとんね

ん言うたら、内規か何か知らんけど運用基準で決まっとんだけだ、法的根拠がないのと等

しいんやぞ。そんなんで、あなた方そういうことをするから、私は病み上がりやけど出て

きてきょうこれだけ言いに来たんよ。この辺おかしいと思えへんけ、あんたら。ほんで、

しっかりと法律で決まっとんのやったら、行政というのは法の執行機関やさかい、その法

に基づいてしっかり執行してもうたらええねんけど、そんなもん運用基準的なもんだった

ら、どないでも融通できるいうて私は思うねんけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   委員さんおっしゃいますこと、よくわかります。それ

で、根拠といいますか、南あわじ市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例というの

がございまして、その第４条に、学童保育の対象となる児童は、原則としてその学童保育

所が所在する小学校区に住所を有する小学校１年から６年生までの児童であって、その保

護者が労働等により昼間家庭にいない児童であるという規定がございます。それで、この

文章の中で、校区外のお子様につきましては、その保護者というのが例えばいわゆるおじ

いさんおばあさんであるということでございます。ですから、根拠といえばこの条文が根

拠になるのかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今、課長言うてくれたんは、南あわじ市の条例でそういうふうに規定

されとるいうこっちゃの。そういうことやね。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   これ、南あわじ市の条例やさかい、また議会ででも条例の改正しよう

か思たらできるというような、南あわじ市の条例やいうことやね。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   まず学童については、先ほど条例にもうたってるんですけど

も、条例の根拠法令は児童福祉法ということで、法律で保護者が労働等で昼間家庭にいな

い小学校に就学してる児童ということになっておりますので、家におじいさんおばあさん

も含めて、保護する親がおる場合は学童は使えないというのが原則になってるのは御存じ

やと思うんで、それと一方で、区域外通学については同じように、本来は先ほど学校教育

課長がおっしゃったように、学校教育施行令の中でその区域というのは定められておるわ

けなんで、ただ特別な理由が教育委員会が認めるということで、保護者が他の就学したい

と思われてる学校区に親が、おじいさんおばあさん親御さんがおられて、子供を保護する

ことができるという条件でもって区域外就学を認めてるので、そこで条件が合わないこと

になってきますので、ですのでそういった決まった規定での区域外就学の場合は学童は認

められませんよと、他の保護者に対しての公平な説明ができにくいということで。ただ、

いろんな事情がございますので、区域外就学の場合でも、いろんな特別の事情がございま

すので、そういった理由を鑑みたときに、学童で見る必要があるのではないかというよう

な事情がある場合は、それはまた相談させていただいているわけなんですけども、基本的

にはそういう児童福祉法であったり学校教育施行令、そういう法律に基づいた中で、それ

ぞれのルールにのっとってやってることですので、御理解をいただきたいというふうに思

います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは、いろんな事情があってお願いしよるわけよ。そのいろんな事

情を一から十まで言うたって、あなた方は理解してくれへんでないか。ここではちょっと

私も言われへんさかいに、いろんな事情をあんたがずっと言うとるわけや。そやのにあん

た方は、反対に公務員たる守秘義務違反やないけど、私が言うた情報を漏えいさせてどう

いうこっちゃ。そやから、私はちょっとこの学童に関してはもっと暖かく、いろんなさま

ざまな状況があって、その保護者なりお子さんがそこの学校へ行きたいと、そんな段階で、

お母さんは働かんなんさかいに学童を申請したいねんけど、校区外はあかんとかいうて、

そんなこと何ら法的根拠のないような条文で、それはそこの学校が学童保育がいっぱいだ

ったら、それは校区内の人優先するんだったらかまわん。そやけど、そこらを何らあんた
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らそんな子育てしよる親御さんの気持ちを一つも理解せんと、そんな調子やさかいにちょ

っと一言言わせてもうとるだけの話ですわ。そやから、今後できるだけ、そういうふうな

親御さんなりお子さんの趣旨にのっとって、もうちょっと暖かく相談なり何なりしてあげ

てほしいと思うんやけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   南あわじ市のほうは、通学区域が定められております。

すなわち自由学区ではありませんので、まず基本はそこにあると思います。そこの居住地

から通う学校には、学童保育には入れます。そういったところを基本にしておりますので、

校区外を認める条件というのは必要になってくるというふうに理解をしております。自由

学区であれば、当然どこでも行けることですけれども。ただ、このいわゆる校区外の認可

基準というのが十分、今、幼稚園・保育所に通っている保護者の皆さんに十分浸透してな

いではないのかと。そういう部分から、保育所長会あるいは子育てのハンドブック等にお

きましても、いわゆる居住地のところの通学区域、いわゆる就学する学校というのはこの

学校ですよというようなことを周知していきたいと、そのように思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今、学校区制という話が出たんでお聞きしますけど、南あわじ市はそ

の学校区制というのはあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   南あわじ市立の学校の通学区域に関する規則によりまし

て、小学校の通学区域というのは定められております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは中学校も一緒やと思うんですが、これはおかしいですよ。これ、

前の塚本教育長のとき、私この旧南淡町の潮美台はあれは北阿万校区やね。それで、当時

旧南淡町では増築もしリフォームもして、ところが塚本教育長はその当時どこへ行っても

かまわん、学校区制やありませんとはっきり答弁しとるんですよ。ですから、私は市民に

はどこでも好きなとこへ行きなさいと、潮美台におるが、潮美台が阿万へ行こうが北阿万

へ行こうが福良へ行こうが、そんなもん行っとるんですよ。谷口委員の質問聞きよったら、
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何かもうその区割りでどないやこないや言いようけど、現実もうでたらめやないか。区割

り制ありませんって教育長が言うとるんですよ、そうでしょ。行政は継続の原則というの

はあるねん、そんなん言うたらこれどないなっとるのよ。今も潮美台なんかも校区制なん

か、教育長がそういう答弁しとるねんで。 

 

○森上祐治委員長   今、質疑の途中ですが、ちょっと時間がきましたので、暫時休憩さ

せていただいて、再開後にまた継続してお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１１時１０分といたします。 

 

（休憩 午前１１時００分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  先ほどの質疑を続けます。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   先ほど、私、校区の問題で、南あわじ市全校区というような言い方を

したと思うんですが、そうじゃなくして、私が言ってるのは潮美台校区ということで、も

ともと潮美台校区はもう潮美台開発したときから北阿万校区ということで、北阿万の増築

もしリフォームもして、すごいお金も使っております、ところが、合併してからそういう

ことがあって、塚本教育長の時代にそういう話をしたところ、「いや、もう潮美台はそう

いう校区については制限はない」とはっきりと言われて、私もいろいろ相談を受けたら、

「いや、もう校区制がないから好きなとこ行ったら結構ですよ」ということで、現実潮美

台から阿万へ来とる子もおるだろうし、賀集・北阿万・福良と、これはばらばらやと思い

ます。それと、６年間は好きなような形で、６年余裕を持った中で校区制は北阿万と、は

っきりとこれは合併前にやられとったことをしているんですが、先ほどの谷口委員の答弁

聞きよると、何かそういう校区制、学童保育にしても何か非常にかたいこと言われておる

んでこういうこと言うとるんですけども。その、今言ってる校区制について、御答弁願い

たいと思います。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   その当時の中身については、ちょっと私わかりませんけ
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れども、今現在は先ほど申し上げました通学区域に関する規則によりまして、子供たちの

通学区域、就学区域を定めております。校区外のところの部分につきましては、基本的に

は学童保育がありますけれども、両親等共働きで児童が帰宅しても不在なため、管理責任

能力のある祖父母、親戚等に放課後の管理監督を依頼をせざるを得ない客観的な状況にあ

る場合には、校区外を認めているというふうなところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、であればね、潮美台なんか現実に教育長がそういう答弁されて、

今も私も相談受けたらそんなふうに言ってますよ。現実そういう現状があるわけや。です

からね、学童保育のこともそんなかたいこと言わんと、同じ市民であって臨機応変にやる

んがそれ教育たる行政と違うの、そういうことを言いよるねん。そやから、そういうでた

らめなことを、旧町時代にきっちり決めたことをわざわざと崩しとるんですよ。それを、

条例があるよってどうやこうや言いよるよって私は言いよるねん。どうなんですか。何で

そんなことを、塚本教育長がはっきりと言うて、いまだにそういう形をとりよるのに、何

で学童のことだけかたいこと言うて、どないこない言うて、そんなやり方全然話というか、

根本的に教育委員会言よることと一致せえへんと思うんや。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   基本的には、学童保育というのはその就学している学校

で学童保育には入れることになっております。これは基本的に同じなんです。校区外とい

うのは、本来もう就学すべき学校がありますから、当然その学校に皆さん行ってください

よと、これはいわゆる地域の学校の発展のためにもなりますし、その地域で子供たちを育

てていくという部分の価値もあるというふうなところを踏まえておりますので、そういっ

たところでこの通学区域については定めていると。また校区外につきましては、先ほど言

いましたように、その就学の許可基準を設けさせていただいて、基本はもう自分の居住し

ている地元の学校に就学しますよという体制をとっていくというのが基本のスタンスとい

うふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そういうふうに課長おっしゃるけども、現実教育委員会、前の

教育長がそういうことを言われて、もうでたらめなことしよんのにそんなこと通るけ、い

よること全然違うやないか。何で潮美台は南あわじ市と違うんですか。旧町、これは皆さ
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ん釈迦に説法か知らんけど、行政というのはトップが変わろうがどないしようが継続する

という一つの前提にや、そういう義務というのがあるねん、法的な根拠はないけどもね。

一旦決めたことは、なるべく尊重してそれを続けていく、それでなかったら市民はたまっ

たもんでないねん、そういうことで。潮美台開発のときにそういうことで、校区は潮美台

は北阿万ですよと、ただし６年間猶予を見ますいうことで、そういうことで北阿万増築も

し改修もし、相当な財源を用いてやっとんねん、それを合併してから潮美台については自

由になっとんねん。これ教育長の発言なんや、議事録が残っとると思うんや。それを、今、

学童のことを「いや、これはこうや」いうて、そんなこと執行部言えるけ。南あわじ市は

何ですか、潮美台何ですか、好きなようにしてほかは厳密にやるやいうこと、そんなこと

は通らんと思うねん。谷口委員言いよるようなことでも、これはいろいろ事情はあると思

うねん。それはそれなりに対応したったらええねん、同じ南あわじ市の子供なんやから、

違いますか。もっと責任ある人答弁してくれ。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   学童保育と関係から、今、校区の話になっております。先ほど

委員おっしゃってますように、前教育長の発言がフリーになっとるよというようなことが

ありましたけども、この辺については改めて確認をさせていただきたいと思います。この

発言がどうだったのかを確認させていただいて、また改めて回答したいと、このように思

います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   確認も何もない、私はそないいうて議会で言いよんねや。私は本会議

で一般質問なんかでやっさもっさ言うて、現実わしはもう議員として市民に説明もしてき

よんねん。そんなん確認する必要ないやん。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員、学区の件については教育の問題なんで、だからそれはち

ょっと学区の問題はまた教育のところで答弁するようにして、ちょっと暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時１９分） 

 

（再開 午前１１時２１分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 
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  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦副委員長   簡単なこと聞かせてもらいます。１２５ページの地球温暖化対策

実行計画策定業務委託料ということで、これは一昨日長船委員から質問がございました。

この目標については、機械を点検するなりしてＣＯ２削減効果を図るというようなことだ

ったんですが、むしろその燃やすごみを減らすという、総量を減らすということも大きな

意味があるのではないかと。計画の中にはそういう部分もやっぱり含めて、総量を減らす、

分別も進めておるわけですから、燃やすごみを減らすという観点をぜひ貫いてほしいとい

うふうに思っとるわけですけども、説明は少し違ってたので、ちょっと気になりましたの

で、考え方もう一回説明いただければと思うんですが。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   地球温暖化対策実施計画といいますのは、きのうもちょっと

触れましたが、温室効果ガスを削減するということでございます。今、蛭子委員言われた

のは、ごみの排出量を減らすということも、当然ごみ量を減らすと温室効果ガスも減りま

す。ただ、この地球温暖化計画といいますのは、地方公共団体、いわゆる出先機関の設備

であったり、空調あるいはボイラーとか、そういうのも温室効果ガスが発生しております。

それで、省エネの設備を導入することによって、ＣＯ２削減を図るということですので、

ごみを減らすというのは、また廃棄物処理計画の基本計画のほうでうたっておりますので、

そこらがちょっと趣旨が違いますので、地球温暖化策定実行計画にはＣＯ２削減の目標と

いうことでうたっていきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   それは結構です。そしたら、廃棄物処理計画の中で、そのごみの

総量の削減というのは、どんな位置づけになっとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   ごみの基本計画につきましては、２７年度に改訂しておりま

す。その中で、今、策定中なんですが、当然５Ｒの推進とかいうのも含めまして、今現在

策定しております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   具体的な目標値はこれから決めるということですか。 

 

○森上祐治委員長   環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   今ちょっと、この廃棄物処理計画の基本計画の策定について

は手元にございませんので、またちょっと中身を確認したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １２７ページの上水道費についてお伺いいたします。この、淡路広域

水道企業団への補助金というのが、水道高料金対策というところで金額が出されておりま

すけれども、これは２７年度予算に比べますと１億４,０００万円ほど減ってるように思

います。この要因については、なぜこういうふうになったんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   これを計算するときに、資本費とかいうのから計算するわけ

なんですが、それに有収水量確か掛けたと思います。新会計基準を昨年度いち早く淡路広

域のほうは取り入れたというようなことで、そのときにどんと上がったように前年度記憶

しております。その関係で、今年度はこういう金額になったというふうに企業団のほうか

ら聞いております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   企業団の説明資料では、新会計の導入に伴い算定方法が変わったと。

平成２８年度から、資本費等の基準単価の変動によって、高料金対策の補助金も減額され

るというようなことで、これは資本費の見方というのは国の考え方だというふうに思いま

す。これがこういうふうに下がってくれば、当然淡路全体で４億円ほどの高料金対策が減

額になってるんですけれども、今後こういう状況が続けば、やはり一般質問でもありまし

たけれども、水道料金に大きく影響してくるというふうに思うんですけど、そこら辺の認

識はどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 
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○企画部長（橋本浩嗣）   委員おっしゃられるとおり、やはり今でも非常に厳しい状況

でございます。最近特に節水機器の普及、それから人口減少、それから大手の宿泊業であ

るとか、そういったところが専用の自家水源を持つようになってきております。そういっ

たことから、調定額も下がってきてる中で、この高料金対策の補助金が減ってくると、な

おさら厳しい状況になります。当然、淡路広域水道企業団におきましても、そういうのは

十二分に認識をしており、今後もなお一層のコスト削減を図っていきたいというふうには

聞いております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   コストカットというのも、一つの水道料金を抑えていく上の一つであ

りますけれども、こういう淡路で管路がどうしても長くなるところでは、高料金対策とい

うこの補助金というのは大きな資源になりますので、そういうふうに国のほうの見直しと

いうところでは、地方からちょっと声を上げていってほしいと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   これは、前にも１回述べさせてもらったかわかりませんが、

当然その淡路の広域水道企業団だけの問題でもなくて、兵庫県内でもこういう厳しい状況

のところはございます。これは、委員おっしゃられたように、やはり人口密集地域であれ

ば、比較的管路が経済的に敷設ができてそれなりの売り上げがあれば収益が上がると。た

だ、こういった郡部といいますか田舎部へ来ますと、１キロメートル当たりに張りついて

る世帯数が非常に少なくなってきますと、非常に厳しいもんがございます。そういったこ

とで、もう既に南あわじ市も参加しておりますが、県下６自治体と兵庫県、その辺で今後

の水道を考える会ですか、そういうようなものも組織をして、兵庫県それから国のほうに

も今後運動を続けていこうというのも既に始まっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ、その努力はお願いしたいと思います。それともう１つ、下にあ

る出資金のことですけども、これ出資金といいつつ南あわじ市で地方債、いわゆる借金を

するというようなことになってます。水道企業団そのものも、いろんな工事する中で企業

債を立ててるということがあるんですけれども、この仕分け、市がこういうふうに地方債
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を発行するのと、企業団が発行するのとのこの縦分けというのはどういうふうになってる

んでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   確かに、これは松帆の管路の部分でございます。当然、厚労

省だったと思いますが、補助金も出ております。市のほうで市債を発行すれば、その分特

交で措置をしてくれると、総務副大臣かどこかの通達で毎年来てるんですが、それに基づ

いて市のほうでも市債を発行して、この出資金のほう企業団のほうに出しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   淡路の中でも、先ほど言われた、今回は松帆地域の緊急連絡管布設工

事ということで、今回起債を起こすわけですけれども、洲本地域でも排水管設備更新工事、

淡路市のほうでも老朽管更新工事というのが行われるようですけども、それもそれぞれの

ところで起債を起こすようになってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   各市でそういうふうに対応してるように思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっとそれは一度確認してほしいというふうに思うんですけれども。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   今お尋ねの件でございますけども、いわゆる松帆で行ってお

る配水池緊急連絡管工事というのは、更新事業じゃなしに、新たに災害に対応するような

形で設備を新設しとるケースでございます。その場合、上水道事業の経営基盤の安定と、

資本費の負担軽減を図るために、市のほうは広域水道に対して出資債の半分の部分を繰り

出しとるということで、洲本市・淡路市については、新たなそういう新設のものじゃなし

に、２８年度の場合ですと、更新という形で既設のものを更新するようなケースで、それ

については淡路広域水道企業団のほうで起債を発行して、更新事業を行ってるということ

に本年度はなってます。 
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  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   老朽管の更新工事と、今回するのは新しい工事ということで、縦分け

してるという話ですけれども、本来もう企業団という大きな組織があって、議会もあって

というところでは、実質的にはやはり企業団が起債を起こすというのが本来の姿かなとい

うふうにも思うんですけど、そういうことにはならないんですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   一面そういうもんがあると思います。企業団の中で考えて、

企業団の中で起債を発行していただけたらええんですけど、新たな投資ということで、そ

の部分については、南あわじ各町の時代から出資債という形で行っておりまして、そこら

辺とちょっと淡路市並びに洲本市との考え方は多少違ってるんかなと思いますけど、当然

水道の経営を安定させるということであれば、一般会計から事業費の国庫を除いた分の出

資債を買って、その部分交付税算入を受けながら企業団のほうへ繰り出すというのは、水

道のほうの安定性も確保できますので、そこら辺は南あわじの方式のほうがよりベターか

なと僕らは考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そういう考え方もありますけれども、やはりこれは洲本市・淡路市が

この老朽管とか改良工事に起債を起こしてるのかどうかいうのは、ちょっと一度確認して

ほしいというふうに思うんですけれども。やはり、そういう３市でそれぞれするのか、企

業団全体でするのか、こういうふうな二本立てでいってる仕組みというのが本来当たり前

なのか、今後の水道経営のあり方としてどうなのかというところは問題があるように思う

ので、そこら辺ちょっと一度確認していただきたいというふうに思います。よろしいでし

ょうか。それからまた質問させてもらいます。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   一度確認はさせてもらいます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ページ、１１０ページの委託料の中で、広域入所の保育料委託料９０

８万７,０００円上がっておりますけど、この委託料について、どういう趣旨で、対象者

何人ぐらいかいうことちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   広域入所の委託料ですけども、これは今回計上させて

いただいとるのは、洲本市の私立の保育所でございます。対象児童は１０人となっており

ます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   逆にですね、市外から市内に広域入所で入ってきてる対象者わかるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ２８年度の分ですね、他市からこちらに入っている児

童につきましては、２月１９日現在での数字では、公立私立含めて３１人となっておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、うちから行っとるのが１０名で、うちへ来とるのが３１名とい

うことで、２１名突く引くすると、南あわじ市のほうに入ってきているということですね。

ですから、それだけ南あわじ市が魅力があるというか、何か知らんけども来やすいという

ことで預けていると思うんですけども、これは３１名の中で市内に入ってきとるんですけ

ども、先ほど来言われとるとおり、保育所の定員をオーバーしてる保育所に３１名の方は

入っとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   はい、何人かは入っております。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そういう場合ですね、例えばもう定員オーバーやから、市外の方は入

れませんよということは法律上はできないわけですね。もう申し込めば、市内の方と一緒

のとおり入れるし、権利があるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   広域入所の受け入れにつきましては、主には洲本市さ

ん、それと淡路市さんに数人おるわけなんですけど、その市との調整で、例えば広田保育

園でしたら小学校が組合立というようなことで、３歳以上の方に限り、納・鮎屋地区の方

の子供を基本的に受け入れるというふうにしております。そのときでも、広田保育園の受

け入れ枠が施設的にどのぐらい可能かどうかということを決めてから、洲本市さんと調整

して最終的人数を決定しております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、広域入所については市内を優先してるというような考

え方でよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   基本的には、今の例とは別に、やはり南あわじ市で働

く親が、この市内の保育所に預けるというようなことですので、できるだけ受け入れのほ

うは、施設との調整もしてますけども、受け入れてる状況でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、将来的にもう定員の２割以上になって、かなり窮屈になった場

合でも、この広域入所の考え方は一緒で、平等に扱って、市内の子もお互いに狭いけども

辛抱しあいながらやっていくという考え方ですか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（児玉裕仁）   あくまでも、市内の児童の受け入れが基本となってお

ります。やはりその施設の中で余剰的な部分があれば、その市との協議の中で受け入れ可

能であれば受け入れするという形をとっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   広田に何人とか、内訳わかりますか、３１人の。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   広田保育園につきましては、３歳以上だけですけど１

３人。それと榎列保育所が、未満児も含めて３人。それと八木保育所が１名、神代保育所

が２名、ちどり保育所が１名で、公立のほうはこれで合計２０名です。民間の私立ですけ

ども、福良保育園が１名、それと松帆南が１名、北が１名、それと事業所内保育のほうで、

未満児ですけども、すくすくが６名、翁寿園が２名、私立のほうは合計で８名となります。

それで３１名です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これから都会ではなかなか入所できらんのが問題になって、いろいろ

今テレビで言われてますけども、幸い南あわじ市はまだ定員の２割以内でおさまって運営

をしとるんですけども、将来的に定員がオーバーするなり、広域の保育所の統合なりが考

えがあるとすれば、これの取り扱いも問題になってくると思うんですけども、今、南あわ

じ市にはこの幼児を預かるというか、まず保育所があり、幼稚園があり、また昨年から認

定こども園ができ、３通りの預かるというか、幼児教育の施設が運営されとるんですが、

何年か前にはこれ南あわじ市としてどういう方向づけをするかということで、検討します

というような答えを川野副市長が答えとったように思うんですけども、その後、副市長こ

れ３つ今の状況言うとあるんですが、一体南あわじ市は今、市長もまかぬ種は生えぬとか、

苗木に例えていろいろ施策を考えてやりますということで、施政方針にもうたわれとるん

ですけども、実際その辺のことがようわからんのです。例えば１１０ページには、保育所

の改修の工事費も上がっとるし、またその下の１１５ページ、認定こども園の予算も上が

っとるし、何か市民としたら一体市長はどっちのほう考えとるんか全くわからんような、

混沌としてきよるように思って仕方ないんですけども、実際これ１０年先２０年先して、

どういう方向でやるというようなことでお考えですか。 
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○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   将来の方向性ということやと思うんですが、今はちょうど

過渡期的なところやというふうに思います。昨年、松帆の北と南が認定こども園になった

と、それから今度は伊加利と阿那賀・丸山のそこが３つで今度伊加利の認定こども園にな

ると。公立では初めての認定こども園になるということなんですが、どれだけ認定こども

園にするかというようなところまでははっきりわかりませんけれども、方向性とすれば、

これは需要と供給の問題もありますので、必ずしも認定こども園にするとしないというの

はわかりませんけれども、方向とすれば認定こども園の方向ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   認定こども園はええんやけども、認定こども園一つにするというよう

な答えやったんやけども、そういう場合これかなり保育所・幼稚園の数があるんやけども、

例えば淡路市の場合は旧町に一つとか、大阪の阪南市ですか、そこは何かこども園市内を

一本にするとか、そういう各地で集約化するような動きがあるんですけど、南あわじ市の

場合は、先ほど来聞いとるとおり、将来的にはそういう方向づけは考えずに、今の小規模

ながら便利のええ保育所なり幼稚園の所在地をできるだけ確保して、こども園にという方

向づけですか。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   どこをどれだけという、先ほども申し上げましたように、

認定こども園をどういうふうに扱うかというのはわかりません。はっきり申し上げまして、

どれだけどうというのはわからないんですが、それと加えまして、やはり認定こども園は

従来の幼稚園の部分とそれと保育所の分とを合わせたもんですので、現実からいいますと、

今も松帆の認定こども園でもそうですけども、認定の１号というやつになりますけれども、

その幼稚園のほうに入られてる方いうのは現実的には非常に少ないというのがあります。

それとなおかつ、本来だったら昼までということなんですが、実際は預かり保育というよ

うな形で、４時まではおられるというのが普通と。そういうことからしますと、実態は保

育所と変わらないというようなことになってきますので、あえて必ずしも認定こども園に

することが適当かどうかという問題もありますので、そこら辺も含めての今後の検討にな

っていくと思いますが、方向性としては認定こども園が一番選択ができるということです

ので、方向性としてはそうやということでございます。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   わしそれ聞きよるの違うねん。いわゆる今の施設の統廃合を、今後、

今から考えていくべき、今、事例出したとこはやっとんねんけども、そういう考えはない

ということで、こども園はそれでええと思うんです。一束にやりますということで、幼稚

園も保育所も全部こども園になりますというのは。ただ、こういう少子化の中で、先ほど

来言うとおり、市長はまかぬ種は生えぬということばっかりいろいろ施策の中で発言され

とんねんけども、そういうことを今から考えはないんかということを聞きたかったんや。 

 

○森上祐治委員長   福祉部長。 

 

○福祉部長（馬部総一郎）   今、現実に進めつつありますし、今後も進めていく予定な

のは、一小学校区に一園ということでございます。それが、公立ばかりのところだけじゃ

なしに、私立と公立がある地域もありますので、そういうところについてもそういう方向

で進めていくということでございます。あと、認定こども園のことも含めて検討をさせて

いただきますし、民間移管についても今後進めていくという考えを持っております。ただ、

先ほど一小学校区に一園と申し上げましたが、今後の子供さんの数が非常に少ない園が出

てきたような場合は、それは状況に応じて、やはり一般的に言われますのは、やはりある

程度の人数がいないと、やっぱり集団の保育・教育がよくないとは言えませんけども、や

っぱり通常のようなそういう活動ができにくいというのもありますので、状況に応じては

どこかと統合するというようなことも出てくる可能性はあるとは思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   終わっときます、これ以上あれです。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   １２３ページの、町ぐるみ検診のことでお聞きしたいと思います。ま

ず、本年度かなり前年度に比べて８００万円以上ここに予算を増加してるんですが、その

趣旨はどういうところにあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 



－ 234 － 

○健康課長（小西正文）   ２８年度ですが、ＡＢＣ検診ということで、胃の検査ですが、

それを導入いたします。それで４００万円余り増となります。それから、大腸がん検診で

すが、国の補助事業が廃止されまして、こちらのほうで上げております節目の方の無料ク

ーポン券の分です、これが約１００万円です。それから、乳がん検診のほうで、これも補

助事業でありました働く婦人のがん検診推進事業が廃止されまして、これの分の無料クー

ポン券節目分ですが、２００万円ほど増となっております。それから、全てにおきまして

腎臓検査を実施します。これは慢性腎不全の防止ということで、クレアチニン検査と尿酸

とｅＧＦＲ値の測定ということで、８０万円余りが主なものとなっております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そういう点では、国が予算を立ててないところへ市がそういう予算を

入れていくという、非常にすばらしいことだと思います。それで、１つお聞きしたいんで

すが、もう１つの栄養改善事業というのが２３１万円今回上がっております。今までは食

生活改善推進委託料というのが３３万円ほどだったんですが、これ同じような内容かなと

思うんですが、これが２００万円ほど増額になっている、その内容とその理由についてち

ょっと教えていただきたいんですが。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   これは、委託料のほうで上げている分ですか。１２３ページ

の食生活改善推進委託料とかそちらのほうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これね、ここで３３万円なんですけど、事業概要説明書の３８ページ

になるんですけど、ここでは栄養改善事業という形で、特に一括して２３１万円という説

明があるんですが、これはどういう内容なのか、多分私はこれが前年度の食生活改善推進

委託料というのが、今回栄養改善事業という形に変わってきたんやと思ってるんですが、

これはまた違うことなんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ちょっと、今、資料は持ってるんですけども、ちょっと開け

ない状態ですので、また改めて報告させていただきます。 
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○森上祐治委員長   熊田委員、次、同じ関連してよろしいか。 

  ちょっと早いんですが、昼食のために暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

（休憩 午前１１時５６分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  午後の質疑を続けます。 

  何かございませんか。 

  環境課長。 

 

○環境課長（北口 力）   先ほど、蛭子委員から地球温暖化計画の関連で、ごみの排出

量の目標のことについて御質問がありました。その件について報告させていただきます。 

  南あわじ市では、一般廃棄物処理基本計画、２７年度に策定することになっております。

その数値を御報告申し上げます。平成２６年度を基準年度とし、平成４２年度に１５％以

上削減することを目標ということに掲げております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   一旦決められた計画ですので、なかなかこれをということは難し

いんですけども、つつましやかな計画だと思います。全国には焼却ごみをゼロにしている

自治体も多数生まれておると、今後の方向としてもこれをもっと前倒しをし達成し、また

さらなる大きな目標に向けて進んでいくことを求めたいというふうに思います。終わっと

きます。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   午前中の吉田委員の質問の中で、水道企業団のほうに確認を

しておきますということでお答えをさせていただきたいと思います。今回の松帆の事業に

つきましては、国の補助メニューで示されております。災害対策、生活基盤施設耐震化事

業交付金事業、緊急時用連絡管事業として採択されているものでございます。あくまでも
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新設の施設が対象となっておるものでございます。淡路市等で行われている老朽管更新事

業については、既設の管の入れかえというようなことで、この国の補助対象にはなってな

いということでございます。これから、当然企業団としては３市においても同じ扱いをし

ていくということで、他の２市においてもこういった新設の事業が実施される場合につい

ては、関係市に繰り出しのお願いをし、住民の方々への安定した水道水の供給を図ってい

きたいという考えであるそうでございます。 

  厳しい状況の中で、施設の耐震化については進めていかなければなりませんので、少し

でも有利な国の補助メニューにのっとり、事業の実施をしていくということでございます。

最後のほうで、公平・不公平感というようなお話もございました。例えばこの災害が来た

ときに、例えば配水池が壊れたりしますと、当然測量・設計・入札・工事とやってますと、

もう３カ月も４カ月もかかってしまうと。そういうようなときには、本当に市民の方々に

長い間長期間御迷惑をかけると。そういうことがないように、南あわじ市区域ではまだ耐

震化のできてないもの、また新設をすることによってバイパス的に使えるような管を敷設

することによって、市民の方々に長期間の迷惑かけないような考え方で事業を進めている

ということでございますので、御理解のほうよろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今の説明では、南あわじ市はいち早くそういう震災影響を避けるため

に新設ということで、市で起債を起こすというような話がありました。ですから、今後こ

の企業団で起債を起こす場合と、やっぱり市で起こす場合、そこら今後企業団のあり方と

いうのをこれからもチェックをしていただきたいというふうに思います。それは、新設は

南あわじ市の水道の安定確保というのは十分わかるんですけども、当然淡路市・洲本市も

そういうこともあるかと今後思いますので、ぜひその点はお願いしたいと思います。終わ

ります。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   午前中に阿部委員のほうから御質問がございました、潮美台

校区を主に質問されておりましたけども、校区のお話と区域外通学のお話でございますけ

ども、校区制につきましては、合併当時から教育委員会のほうでは規則で定めて、その校

区に現実住まわれてる保護者・児童につきましては、その校区の学校に行っていただくと

いうのを原則にしております。ただ、阿部委員がおっしゃったように、そういう原則があ

りながら、実情は自由に他の校区にも行ってるじゃないか、そういうルールがないのに等
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しいんではないかというような御指摘もありますが、確かに我々からはそういったしっか

りしたルールでもって業務も行ってるわけなんですけども、やっぱり第三者また保護者の

方から見ますと、そういった御指摘もあるのかなというのも認識はしております。ただ、

校区制はしっかりと守りながら、やっぱり今の時代いろんな課題を抱えておられる家庭の

方もおられます。特に一番多いのが、親がどちらも共働きという中で、子供の放課後をし

っかり守れないといいますか、保護できないというような実情を抱えられてる家庭の方が

非常に多くなってきておりますので、そういった事情から、当時よりそういう家庭にしっ

かり配慮する中で、あくまでも例外規定ということで、そういった事情を加味して、保護

者の実情に応じたような形の中で、子供の放課後の健全育成に今まで取り組んできたとこ

ろでございます。ですので、通常はその校区にほとんどの方が行っていただいてるわけな

んですけども、例外的にたまたまおじちゃんおばあちゃんが他の校区におられるといった

事情が一番多いんですけども、そういった事情で放課後はおじいさんとおばあさんに見て

いただくという状況の中で、あえて区域外を認めているというのが大きなこの例外基準の

意味するところでございます。その辺で御理解をいただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   原則的にはそういうことを言われるけども、原則でなくして、これは

条例でそういう決まりがあって、６年間は猶予するというようなことの中でした中で。そ

れで、教育長のやりとりの中で、こっちは「ああそうか、それやったらもう好きなように

したらええんだ」というような、まさに状況的に見ても、もうこれは確実にそういう校区

制やいうのはなくなったと、私はそういうふうに解釈をして言いよるんであって、はっき

りと現状、これは司法でも、証拠がなかっても状況証拠で死刑になったような者もおるわ

けよな。そやから、現状ずっと調べたら、現実無法地帯みたいになっとんのやか。それを

言いよんのであって、原則はそうやいうことは、今でも好きなとこへ行きよんのやよって、

これをきっちりとせなんだら、谷口委員の話に戻るけど、例えばそういういろいろな状況

があっても、それを盾にどうこういうて、校区とか条例をそれに当てはめて言うから、こ

っちもそういうこと言いよんのであって、これもう１０年も前に言うた話やこれ。平成１

９年ですか、あれ見たらね。そういうことで言いよんので、やっぱりきっちりすることは

して、やはりある程度情のある判断というか、これ絶対必要やと思うんよ。どない思とん

の、その辺。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   委員のおっしゃるとおり、当時潮美台では、潮美台が新しく
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造成された地区ということで、北阿万校区に編入という中で、いろんな状況があったのか

なというふうにも聞いております。それで、６年の猶予期間なども経ながら、現在まで至

っておるわけなんですけども、潮美台地区におきましては、今現在北阿万の校区に就学し

ていただいてるということで、当時今から１０年ほど前は２０％から３０％の方が校区外

に行かれてるというような状況もあったんですけど、２７年度の状況では、ほとんどの方

が北阿万の小学校区に今現在行かれてるということで、他の校区と同じような状況に今現

在なっておられるのかなと。 

  それと、今、委員おっしゃっていただいたように、いろんな事情は柔軟にというお話で

ございますけども、当然保護者の方にできるだけそういう事情を聞く中で、そういう保護

者・子供の事情に沿ったような形で、区域外をどうしても認めなければならないというと

きには、ある一定の基準はあるんですけども、その基準に照らす中で、できるだけ子供が

安心で学校に通えるように、また放課後しっかりと見ていただける保護者の方がおられる

ような状況をつくっていただく中で、区域外就学を弾力的に認めて、今現在の校区で通っ

ていただいてるという状況になるのかなというふうに教育委員会のほうでは思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、今後そういう校区制というのは、今までどおりうやむ

やな形でいくということなんですか。はっきりと、潮美台の子供は潮美台から北阿万へ行

くというようなことは、これはもう事情によってはどうでもええというふうに解釈してよ

ろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   どうでもいいというようなあれではないんですけども、原則

潮美台の子供たちにつきましては北阿万小学校区ですので、北阿万小学校に行っていただ

くというのが原則になっておりますが、家庭の事情というのはいろいろ現在ありますので、

その事情で北阿万小学校に通うことがどうしても不可能というような事情が、北阿万小学

校区だけでなしにほかの校区でもあるんですけども、そういった事情が教育委員会のほう

で認められるという判断ができれば、余りないとは思うんですけども、そういう判断に該

当するような事例があれば、その該当の校区のほうに行っていただく手続を、保護者とと

もに進めさせていただいてるというのが今の現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   関連で質問するわけですが、校区外申請するということは、特別な理

由があるから校区外申請を許可していただいとるわけよの。そういうことでしょ、特別な

理由がある、あなた方が制定しとるその特別な理由があるということで許可されとるわけ

ですわな。にもかかわらず、特別な理由があるということで許可しとることに関して、そ

の条例の内規か規則か知らんねんけど、校区外申請のやつは、学童は認めないという条項

を削除すべきやと思うねんけど、それはどうなんですか。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   いろんな、非常にレアなケースかなというふうに思うんです

けども、校区外を認めてるという条件に、基本的には保護する責任者が、今現在行かなけ

ればならない校区以外の校区におるというのが一つの条件になってます。見ていただける

方がおる、でなかったら親も基本的には校区外申請は出してこないと思うんですよね。も

うその校区で十分放課後子供を見守れるという条件があるんであれば、校区外申請を出す

必要もないですし、我々としてもそういう不透明な条件では認められないというのが今の

基準なんですけども、今、谷口委員がおっしゃった中身はそういうことなんで。ただ、非

常にＤＶであるとか、今、非常に子供を取り巻く環境も、当然親の環境もいろんなパター

ンが考えられますので、その状況によっては我々も相談には乗っておるんですけども、一

般的に区域外通学の条件として、親以外に子供の放課後を見守る親族等がおられるという

ことを条件に、区域外就学を認めてるという部分がありますので、学童を条件に区域外就

学を認めるというのは今の段階では考えてない。そういうことになってきますと、先ほど

午前中谷口委員もおっしゃったように、学童のところでの説明もさせていただきましたけ

ども、現在学童定員を設けて、それぞれの校区で学童を実施してるわけなんですけども、

定員がいっぱいのところもあれば、そうでないところもあるんですけども、そういったこ

とも一つ鑑みるいろんな諸事情があれば、考えてみるところにもなるとは思うんですけど

も、学童を実施するにおいてもいろんな課題がある中で、無条件といったらおかしいんで

すけども、区域外就学の中に学童を完全に入れてしまいますと、なかなか学童という制度

自体を、その校区で学童を維持している部分がなかなか維持できないような状況もできて

くるのかなというのもありますので、ごくごく事情も保護者と我々も十分対話しながら、

全然ここに書いてあるからだめですよみたいな感じじゃなしに、十分状況も聞き、家庭状

況もなかなか話しにくいところまで聞きながら、それでもってどうしても学童でなければ

この子供の放課後を見守ることができないというような実情が、我々と保護者の間でしっ

かりとその基準の制度の中で一致できたら、我々も認めるという状況はつくれるのかなと

思ってます。ですから、全然文言で、規則で、ルールでというような形でこの制度を運営
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してるわけではないので、保護者の方と十分その状況とかお話も聞きながら制度を運営し

てますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は御理解できらんから言いよるわけ。親御さんも子供さんの思いも

無視したような状況で、あなた方が違う選択しかないような強要をするから、私は法的根

拠があってされとるんですかという話しとるわけだ。いよいよ、小１の壁とかさまざまな

ことがあって、子供の将来のことを考える保護者の方、おじいちゃんおばあちゃんの考え、

そのあたりをしっかりとあなた方に相談したって、あなた方は通り一遍の決まったことで、

校区外は学童は認められません、そういうふうな返答で、それが一貫しとればええけども、

私のような良識のある方は却下し、良識のない方は容認するような体制はいかがなものか

と、私はそういうような思いがあるわけですわね。あなた方のその最上の選択肢が、何に

よって変わっとるかということを私は聞いとるわけですわ。特別な事由があるからこそ、

あなた方のとこへ校区外申請をして許可していただいとると。そんな段階で、やはりお子

さんの思い、保護者の思い、おじいちゃんおばあちゃんの思い、それをくんであなた方が

しっかり対応せえやろ、私はそう思うんですわね。それで、校区外を認めとるいうことは、

学童保育やったって当然学校教育の中でやっとんのやから、そこらを校区外の子だけ排除

する、こんな不公平なことは私はないと思うんですわ。だから、その法的根拠というか、

これは学童保育は認めないというのは規則なんですか、何に書いてあるんですか。校区外

は学童保育を認めないという条項はどこに書いてあるんですか。その条項は誰が制定する

んですか。条例だったら議会で審議できると思うねんけど、その内規なり規則なんかやっ

たら、そこの機関の長というか、教育長の判断でそんな文言を削除、私はできると思うね

んけど、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この、今、谷口委員おっしゃっとる分についてなんですけども、

基本というところは、あくまでもなぜ校区外の学校に就学するかというところが一番のポ

イントなんです。子供の思いというところが、そこはちょっと我々にとってなかなか難し

いとこなんです。要は、住んでる住所のところでの学校に行くというのが原則であるわけ

です。そこで、どうしてもその校区外へという中には、特別の理由の中にも、学校から帰

っていわゆる保護者がいないと、どうしても見る人がいないというようなことから、例え

ば両親の親のところに、おじいさんおばあさんのところに預けるということで校区外の就

学が認められるわけ。おじいさんおばあさんがおるから、そこに行くということになれば、
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その時点で学童保育というのは必要なくなるわけなんです。そこで一旦判断をすることに

なるわけなんで、それ以上のものをプラスでもっと情のある対応をされたらどうやと、こ

ういうお話されれとるとは思うんやけども、だから一旦私申し上げたのは、その学童保育

というところでなくって、校区外の学校に行くというのは、結局は保護者が家にいないた

めに、学校終わったあとおじいさんおばあさんに見てもらうために校区外を申請して、そ

こで校区外の学校へ行くわけです。そしたら、そこでおじいさんおばあさんに学校終われ

ば見ていただくというのが原則この形なんです。だから、ケースというのは、今、私も詳

細のケースがわかってないけども、やっぱりその辺のラインというのは一つの線としては

引く必要があるんかなと、こういう思いです。ですから、また改めて状況確認はさせてい

ただいて、保護者の思い、そのあたりについて教育委員会として、あるいは学童保育の受

け入れが可能かどうかについては、十分今後考えていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、私も教育長わかるねん。そやけど、子供というのはもともとお

って、そこの保育園から一緒に、やっぱり小１の壁でないけんど、親御さんは子供のしっ

かりした教育で、友達と一緒にそこへ行きたいと。行きたいという理由の中で、さまざま

な校区外へ行かすためのクリアするような条件で言いますわな。その段階で、それは先ほ

ど教育長言われるように、おじいちゃんおばあちゃんがおるさかい、見よるさかい学童保

育が原則認めないという条項があるのがおかしいんでないかなと、普通のんだったら校区

内の子でも学童保育、申請したら学童保育見てもらえるのだ。おじいちゃんおばあちゃん

おったって見てくれるの違うんか。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   学童保育というのは、やっぱり学校から帰って、保護者と言い

ますか、親であったりおじいさんおばあさん、この方がいないケースの子だけが学童保育

に入れるわけです、ルールがあるんです。ですから、学童保育に申請しても、家庭がそう

いう事情があれば入れるということなんで、そこだけは間違いないようにお願いしたいと

思います。 

 

○森上祐治委員長   副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   委員長。 

 



－ 242 － 

○森上祐治委員長   よろしいか、ちょっと。先ほど来聞いてて、私もちょっと谷口委員

の補強的な見解で言わせてもらうんですけど、教育長初め教育委員会の学童保育に関する

基本的な考え方、重々わかります。しかし、谷口委員がおっしゃってるのは、そういう今

の学童保育に関する規則とか、そういう約束事があるにもかかわらず、その下でうごめい

てる、今、保護者が少なからず出でてきてるということですよ。だから、谷口委員非常に

温かい気持ちで、保護者の立場で訴えられてるんじゃないかと。例えば、具体的に言った

ら、ある校区から校区外に家族が出たと、それは地元におじいちゃんかおばあちゃんの夫

婦がおる、だから校区外で通えると。ところが、おるからといってその子供が、例えば母

親なりがしゅうとめさんと具体的に仲が悪くて、あの親には子供を預けたくないと、しか

し規則上はやっぱりじいちゃんばあちゃんがいるという申請しないと校区外できない。だ

から、そういう申請を受け付けていただいたあとで、いざ子供の教育をどうするかと、そ

れは個人的な問題や、そういうケースが、今、離婚がふえてるとかね、私もちょこちょこ

聞くんですよそういうケースを。だから、やはり教育委員会も、今、谷口委員の思いに沿

った柔軟な検討をもう一遍お願いしたいなと私も思います。どうでしょうか。 

 

○蛭子智彦副委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   私も、さっきの谷口委員に対して、最後にいろんな事情がある

というところは検討させていただくという答弁はさせていただいたと思ってます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は全然よろしくない。要はね、教育委員会になってから、市内でこ

ういうケースで却下されて多くの不満あるというのは、教育長知っとんのけ、あんたは。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   私は今回のケースだけしか聞いておりません。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   知らんのか。あんたらは、担当担当に任せといて、上層部まで入って

ないんだと思う、教育長のとこまで。私ら市民の声が、そういう不満というのが我々のと

こへよう来るわけの。私が先ほど言うた例もそうやけど、その保護者の方、おじいちゃん

おばあちゃんの意見を聞いたら、教育委員会になってから、そういうふうな学童の受け入



－ 243 － 

れの体制が非常にしゃくし定規というか、本当にもう厳しいような条件の中で、多くの保

護者の親御さんが泣いとると、そういうふうな相談も受けた上で私は発言させてもらいよ

んねん。そやから、もう少し保護者の方々の、本当に特別な理由というやつに耳を傾けて、

対応してあげてほしいなという思いがあるので、もう一度、再度教育長の答弁をお願いし

ます。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   今、ほかにもいろんなところで、教育委員会になってから学童

保育のいわゆる窓口対応が厳しいと、こういう話があったんですけども、その辺は改めて

確認して、今、私自身確認する必要があるんかなという思いで、やっぱりその辺について

は、どれぐらいの方に迷惑かけとるかというのも今わからない点があります。ですから、

ケースがどんなケースなのかも確認して、当然改善すべきは改善する必要があるんかなと、

このように思ってます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それと、公平・公正でやっていただきたい。ただそれだけですわ。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もとはといえば、潮美台のそういうきっちりと決めてあったことがな

いがしろになって、先ほど次長の答弁でも、そういうふうに事情があればとかいうけど、

まともにそれを聞いて、行政に従ってきっちりと守ってる方がほとんどなんやな。そうい

うことをないがしろにしてやってるから、こういうふうになるんでね、やっぱりその辺を

きっちりせなんだらこれはもう今後も出てくると思うんで、私はそういう気持ちでおるん

でもう質問せえへんけど、やっぱり潮美台というのは好きなほうへ行ってええわという、

市民から聞かれたらそんなふうに言いますよ。それは、そういうおばあちゃんがおるとか

何がおるやいうて、そんなもんでたらめで言うて行きよるもん何ぼでもおるねんからな、

はっきり言うて。ですから、そういうことをきっちりやっぱり決めてほしいと思います。

これで終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかに、そしたら質問ございませんか。 

  健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   先ほどの、熊田委員さんの事業概要説明書のことなんですけ

ども、２８年度の町ぐるみ検診等健康増進事業ですが、その中の内訳で、栄養改善事業が

２３１万円になっております。それで、２７年度を見てみますと、食生活改善推進委託料

で３３万円ということで、大きく開きがあるということでございます。それで調べてみま

すと、２７年度は委託料という形で、その中の一つだけを上げさせていただきました。そ

れで２８年度と同様に、栄養改善事業という形で上げますと２２３万円になるということ

で、ほぼ同じでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   何ページのどこに書いてあるのかというのと、昨年はどういったこと

をやってたのか、それもちょっと教えていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ２８年度につきましては、事業概要説明書の３８ページでご

ざいます。予算書でいきますと、１２２ページになります。その中での栄養改善事業とい

うことで、報償費でございますと、母子保健報償費、食生活改善推進報償費あるいは旅費

の一部、それから需用費、消耗品の一部、それから役務費で傷害保険料、検便手数料、そ

れから委託料でしたら母子保健事業委託料、それからその次のページですが、食生活改善

推進委託料、それから補助金ですが、いずみ会補助金が該当してきます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、この栄養改善事業の目的というのは、何を目的として

るんですか。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、乳幼児でいきますと、赤ちゃん栄養サロンとか食育チ

ャレンジ事業。それから大人でいきますと、食生活改善事業ということで事業もやってま

すし、いずみ会へ委託しております食生活改善教室といずみ会の補助金等が該当してきま

す。これは成人の部類に該当します。 
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○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうすると、これは高齢者に対しての低栄養状態の予防とか、そうい

ったことではなくて、今言ったことのために使う費用なんですね。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   高齢者につきましても、いずみ会の事業として実施しており

まして、それに対して支援をしております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは、厚労省がやっている事業ではないんですか、国の事業。 

 

○森上祐治委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   国の事業と申しますか、県の事業と合わせて、市単独事業で

実施している分でございまして、国からは補助金等はいただいておりません。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ④款５．労働費（Ｐ.１３４～Ｐ.１３６）～款６．農林水産業費（Ｐ.１３６～Ｐ.１５ 

   ６）～款７．商工費（Ｐ.１５７～Ｐ.１６３） 

 

○森上祐治委員長   ないようでございますので、次に、款５、労働費、款６、農林水産

業費、款７、商工費について質疑を行います。予算書のページは、１３４ページから１６

３ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   予算書の１６０ページ、１５９ページも絡むと。緑パーキングとサン

ライズですが、まず緑パーキングの活性化事業を具体的に、例えばエレベーターするんか、
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エスカレーターするんか、階段やり直すんか、どういうふうなことを考えておられるのか

をお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今現在あります緑のパーキングのところを、上にサンラ

イズ淡路がございますので、そこと連結したらどうかということで、というのは、西では

吉野川サービスエリア、東では多賀サービスエリアといった、食事、休憩、泊まりのお風

呂の施設がサービスエリアがあるわけですけれども、中間でそういったところも必要では

ないかということで、緑パーキングのところに、そういったサンライズと合わせて休憩、

宿泊、お風呂に入れるようなサービスエリアにしたらどうかという計画を、今、調査費と

して上げております。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   それは、連結はわかるのよな。ただ、今の状態では、今でも車をおい

て風呂に行こうと思ったら、歩いて上がってすぐ行けるわけよな。ところが、かなりな高

低差があって、なかなかあれ上がっておりて、雨の日なんか特に大変や。だから、そこら

辺の開発をどういうふうに連結する、まだそこまで考えはいってないことですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今のところは、まだ計画段階ですけれども、連結の部分

については、テニスコートがあるところを駐車場にできればということで、もうちょっと

入りやすい導線の案内と駐車場の確保、それと小島委員さんが言われましたように、上に

上がるところについては、ランニングコストもかかるわけでございますので、今の現状で

は普通の車いすでも通れる歩道ということで、山に登っていくという形を計画しておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   もう一つ、今車いすで上がるいうたら、かなり斜路になってくると思

うんよな。それは、あの距離であの高さで斜路するいうたら、かなり勾配のきついもんに

なる。やっぱり、ひっかかっても斜めのエレベーターとかいうのもないことない、あるわ

な、そこらも考えるんか。それと、この間から言いよるねんけど、あそこの県のほうとも
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あれして、備蓄庫も何とかうまいこと車上がって、あの道路自体が災害時の緊急道路です

わな。やっぱりそれを活用、今のとこやったらでけへんのよな、あの備蓄庫。だから、そ

こらも合わせた計画には一切、これ見てたら考えてないみたいやねんけど、そこらちょっ

と関係機関と協議でけへんのかな。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   県の道路企画室とうちといろいろ協議した結果なんです

けども、小島委員さんが言われるとおりあの備蓄庫、緊急災害のところで以前はそういっ

た計画もあったとは聞いておりますけれども、今の計画の段階ではそこまでまだ詰めてお

りません。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   とにかく上との連結方法は、やはりこれは車いす押して上がるような

もんでないと思うんで、今の時代にそんなんで利用してくれへんと思うんよな。再度よく

協議して、いいものになるようにお願いしたい。 

  関連しとるんで、サンライズのことよろしいか。この改修入っとるんですけれども、こ

こ以前から、上の公園のじゃぶじゃぶ池の噴水壊れとるということで今水ない。その辺の

ことを聞いてますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   じゃぶじゃぶ池のところは、今、清掃を含めてちょっと

水を抜いたままにしております。あそこの遊具等もありまして、昨年遊具の点検も、ちょ

っと事故があったもんで、遊具の点検も含めてまだ水を抜いたままになっておりますけれ

ども、指定管理者と協議して、そこら辺を詰めていってる途中でございまして、おくれて

る点につきましては申しわけなく思ってます。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ということは、今回のこの改修工事には、その部分は入ってないとい

うことですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   この分については、本館老朽化のために雨漏りをしてる

ということで、それの部分でございます。 

 

○森上祐治委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   これは、かなり前から指摘されとったように思うんやけど、それでや

っぱり子供が来たら、これから春になって温くなってきたら、やっぱり着がえ持ってない

とあかんぐらいみんなあそこで遊んでたんですわ。そういう要望も非常に耳によくするん

やけども、これはやっぱり早急に、せっかくこの写真つきの概要書にあるような形にやっ

ぱり戻してもらわなんだら、公園の意味がないと思うんやけど、いつごろの予定してます

か。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   おくれてますけれども、遊具の復旧とじゃぶじゃぶ池の

復旧に向けて早急に、話はしてますので、再度早めてしたいと思いますので、いきたいと

思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   １５８ページ、泉源開発調査業務委託料というて５００万円上がって

おりますが、これに対してちょっと説明をお願いいたします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   以前も申し上げましたけども、南あわじには６つの泉源

がありまして、民間で行ってるところが２つあるんですけれども、うずしお温泉、組合で

やってますところと、民間でやってます潮崎温泉、その部分で、うずしお温泉はかつてか

らちょっと枯渇してきてるなということは聞いておりましたけれども、昨年から潮崎温泉

のほうがもう湯がなくなってきたという通達が商工観光課に来まして、その泉源開発とい

うことで、その潮崎温泉がなくなると、ゆーぷるさんそれとうちの足湯が営業できません

ので、そういった部分を含めて、新たな泉源を開発せなあかんということで、開発費を上

げてます。 
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○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   南あわじ市では、温泉といえば大体うずしお温泉というように、皆一

番先にうずしお温泉が出てくるわけですが、このうずしお温泉の組合の方々に、今回の泉

源が非常に湯量が少ないということで、何とかならんかと同僚議員からも再三再四言われ

ておりまして、今も問題を提起したわけですが、なかなかそういったことに動こうとしな

いということでございます。そして、よく調べてみますと、この温泉の組合は、私は市の

温泉であると、権利があると思っておりましたが、この泉源そのものを、旧西淡町時代の

ときに既にその温泉組合に譲ってしもたわけ。権利を譲ってしまったということ、これは

事実ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   市に合併する前に、西淡町のときに、泉源の権利といい

ますか、湯を販売する部分については、うずしお温泉組合に売却したということになって

おります。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   簡単に譲ってしもたというような、結局南あわじ市の一番の有名なう

ずしお温泉の泉源を個人に譲ってしまった、これは西淡町時代の大きな、私自身も関係を

しとるということで、非常に責任を今回知った中で感じとるわけでございますが、この温

泉に対しまして、第一泉源を掘ったときに、一時旧西淡町のときに民宿がはやった、そう

した中で、かなり観光に力を入れようということで、温泉ということで久保田町長時代に

温泉を掘削したわけでございます。そうした中で、始めは２００メートルぐらい掘って、

ちょっと民家の生活用水に関係するということで、さらに２回目を６００メートルぐらい

掘った。これが非常に今の泉源のもとになった中で有名でありますが、さらにいい泉質と

いうことで、掘るということで話が持ち上がった中で、しかし財源がないということで、

何とか協力していただきたいと地元関係者、また湯の川温泉ですか、湯の川温泉の駐車場

を貸していただきたいということで掘ったときに、どうも１,０００万円ぐらいの話の中

で、いろいろと耳にしておりますが、そのときに泉源の権利を譲ってしもたということら

しいです。そういった中で、土地代は南あわじ市、機械類も全部南あわじ市ということで、

無償貸与ということで現在も続いてると、これは事実ですか。 
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○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   くみ取りしてるとこの場所の泉源のところと、その他の

ところは市の土地ということでなっております。無償で貸しております。市の土地で、無

償で貸しております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、全て機具とか駐車場、全て無償貸与の中で、結局温泉

の権利はいただいとるということで、温泉組合そのもの、そしてその温泉の売り上げはど

う処理しておりますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   温泉の売り上げは、うずしお温泉組合のほうに入ってお

ります。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   結局、無償貸与で全て利用して、そして泉源だけの権利をいただいて、

水を結局その組合に売上高を組合が自由に使うと。そして、まだページがちょっと違うわ

けですが、１６１ページの南あわじ市温泉連絡協議会補助金として、３８０万円ほど補助

金をそうした方々に出しているということでございますが、これは我々として次の泉源を

開発する５００万円ということに対しまして、どこでどう掘るんか、結局この問題を解決

を図らなければ、我々も仮に伊加利地区の地元掘るということになれば、私もこれかなり

責められると思います、地元の水利権者に。結局は、とんびに油揚げさらわれたような格

好で、一生懸命今まで自然の恵みに感謝するということで、感謝祭もやっておりましたが、

こういったこと地区上げてそういった協力をしてきただけに、かなり厳しい答えが戻って

くるんじゃないかと心配をしとるわけですが、こういったことを今後この温泉開発するに

当たりまして、結局解決をしなければならないと思うんですが、どう思いますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今度開発するところは、まだ未定なんですけれども、今、

市としてうずしお温泉と潮崎温泉が枯渇した場合に困るところは、ゆーぷると足湯と慶野



－ 251 － 

松原荘とゆとりっくとなってきますんで、そういったところをまず温泉として利用できる

ように、市としては開発しなくちゃいけないかなということで５００万円上げてますが、

場所については今後協議していきたいと思ってます。また、うずしお温泉のことにつきま

しては、私も初めて聞いたこともありますけれども、そういった西淡町時代から１０年た

った部分についての解決しなくてはいけない部分がありましたら、一遍組合と市と合わせ

て協議をしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   このうずしお温泉というのは、これは名前をつけるときに、湯の川温

泉うずしお温泉と２つの名前が上がったわけですが、地元が湯の川温泉ということを突っ

張ったんですが、何とか将来の南あわじのためにうずしおという名をつけてくださいとい

うことで、地元が歩み寄ったわけで、地元の水利権者に対しましても、地元が泉水を欲し

いときには、優先的にというような申し合わせ事項もあります。それと、老人福祉センタ

ー湯の川荘に対しましても、泉源を切らさないように渡すというような申し合わせ事項も

あるわけですが、無償貸与とかいうのを全て解決しなければ、次のことに対しては非常に

協力をしにくいと私も思うし、私自身もかなり地元から批判を受けると思います。泉源が

個人に渡っとることわかればですよ。これはもう事実、きょうこの中ではっきりわかった

んですから、今後の対策というものを十分担当課として段取りをしてくれますか、どうで

すか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   解決しなくてはいけない部分は、十分、今、聞いた部分

をちょっと調査しまして、どれが一番双方にとってよき方法なのかということを踏まえて、

協議していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   最後に言うときますが、私も立場上、今、市ということで協力をして

きましたが、今後この処置を誤れば協力はしませんので、一つよろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中でございますが、暫時休憩いたします。 

  再開は２時５分といたします。 
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（休憩 午後 １時５３分） 

 

（再開 午後 ２時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  質疑ございませんか。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   １４１ページの、農業女子プロジェクト事業についてお聞きします。

これ、大体どういう補助の制度なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   農林水産課の宮崎と申します、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  この農業女子プロジェクト事業ですけども、これは安倍首相の３本の矢ということで、

女性の活躍ということが掲げられておりますけども、女性の活躍を期待するという意味で、

農業女子ということで、南あわじ市でも農業の女子が約５５％ぐらいおられるということ

で、この女子の活躍に対しての支援を行うということでございます。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   大体ここで６人以上とかあるんですけど、補助の要件、どういう要件

でこの補助金を出すんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   １グループなんですけども、１０万円という形で、１５

グループで１５０万円というような形で計上させていただいておるんですけども、１５グ

ループという予定は予定なんですけども、こういう形の中で、女子フェス開催とかいうこ

とができればと思っております。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   ちょっとよくわからんかったんですけど、６人が何かやるわけですね。
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何かをすれば１０万円以上ということなんですけど、その女性６人という条件は、例えば

主になってやってる農家の方の主婦が６人固まって申請する手続をとれば何かもらえると

いう、どんなふうな格好で事業をやって、どんな成果を求めるかという、何かそういう考

え方についてお聞きしたいんですけどね。要件というのはそういう意味なんですけど。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今おっしゃった、６人が１グループというような形の中

で、新品種の栽培とか、市内農産物を活用した新メニューの開発なり、農産物のＰＲとか

いうような形の内容なんですけども、南あわじ市内の農業女子の方が、そういうロゴとか、

そういう形の市内の女子の方にロゴマークみたいな形でとっていただいて、南あわじ市内

を活性化していただくというような形になります。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もう１つ、じゃあもう仲よしグループで６人で何かやろうやと、その

分全然そういうことに対して要件は、例えば隣のおばちゃん同士がみんなグループしてと

いうことでもいいわけですか。何か、要する事業さえすれば、今言ったような事業さえす

れば補助に該当するんですか。 

 

○森上祐治委員長   矢谷副市長。 

 

○副市長（矢谷浩平）   副市長の矢谷でございます、今、柏木委員御質問の点なんです

けれども、基本的には厳しい要件はかけようとは思っていません。６人の仲よしグループ、

これは例えば農家のおかみさん６人集まっていただいてもいいですし、例えば吉備国際大

学で、今、農業の勉強をされている女子６人集まっていただいても結構ですし、例えば農

業に関係するですから、例えば自分のお父さんが農業やってて、自分はちょっと手伝いぐ

らいだけど農業ちょっとやってるというそういう人も構いません。とにかく６人１グルー

プになって、今の課長が答弁したような新メニューの開発であるとか、あるいは自分たち

がつくった農産物のＰＲであるとか、そういったことをやれば上限１０万円まで出しまし

ょうと。ただし、できれば年度末に女子フェスみたいなものをやって、そこで例えば成果

発表をやっていただくとか、情報交換をやっていただくとか、そういったことをやってそ

こまでできると、この淡路島内の農業にかかわっている女性たちのいわば連帯感というん

ですかね、そういうものが形成されるんじゃないかというふうに考えています。 
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○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   例えばですね、今ハーブが好きな女性なんてたくさんいるんですよ、

美菜恋来屋へ出したりしてますけどね。ああいうので、割と気の合う女性というのは結構

集まる可能性はあると思うんですよね。じゃあそういってたら何かやって、どこかの田を

一まちでハーブをみんなでつくっていこうやと、そういうケースとか、もう１つはもっと

もっと身近で言うと、例えばこの一まち、どうも田んぼがあいてるようだから白菜つくろ

うとかね、そういうので女性が何かそれに対して、その一まちぐらいの田んぼが遊んどる

んでそこで白菜つくろうとか、そういうことに対して手を挙げると、そういうケースはど

うでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   矢谷副市長。 

 

○副市長（矢谷浩平）   恐らく可能だと思います。南あわじっていなりこ予算てあった

と思うんですけれども、それをその農業女子版に当てはめたというように、ちょっと考え

ていただけるとわかりやすいのかなと。 

 

○柏木 剛委員   わかりました。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   １４１ページの、食の拠点づくり推進事業補助金、あるいはこの

活用推進事業補助金ということで、食の拠点に対しての助成をするというような格好にな

っとるようです。神戸新聞に、これは北村市民連合の代表質問の中での農商部長の答弁と

いうのが出ておりました。会議録も見てみますと、こういうふうに書いてますね、経理経

営面等でもいろいろと問題点があると思うと。それから、赤字補塡というようなことにつ

いては考えていないと、これは新聞報道のとおりの答弁があるわけですが、これには問題

があるんじゃないかと思うんですね。これは、この会社に対しても市は出資をしておる、

それから方針としてもこれに対して非常に力を入れて、農協にも協力も求め船出をした施

設である。むしろ、このような突き放すような考えではなくて、市としても一体感を持っ

てこの経営改善に努力をする、あるいは協力をしていくというスタンスが大事じゃないか

と思うんですが、こうした突き放すような形の答弁というのはやっぱり変えていってほし

い、むしろこのことについては撤回をしてほしいというような思いがあるわけですが、そ

の点いかがですか。 
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○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   農商部長の神代でございます、よろしくお願いいたします。 

  今、蛭子副委員長のほうからの御指摘がありました新聞報道の件なんですけども、確か

に私の代表質問の答弁の一部が掲載をされておりました。私の答弁に、一部不適切な部分

があったと思います。経理経営に問題があるといったような部分については、私の意図と

しましては、集客数も少ない、それから売り上げが伸びていないということで、今後集客

数をふやして、品ぞろえもふやす中で収益をアップしたいと、していく必要があるんでは

というような意味合いで申し上げるつもりだったんですが、ああいうような答弁になった

というようなことでございます。市の食の拠点に対するスタンスというのは、今も御指摘

ございましたように、あわじ島まるごと株式会社に出資もしておりますし、取締役も出し

ております。共同経営者ということで、経営責任も当然あるという考えに変わりはござい

ません。今後も、まるごと株式会社またＪＡさんのほうとも協力して、運営に取り組んで

いきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そういう方向で考えていただくということで、間違った発言につ

いては訂正をしていただきたいということを申しておきます。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １４０ページの、新規就農総合支援事業補助金についてお伺いいたし

ます。これまでも、農業の新規就農について、国は助成もしてきておりますけれども、こ

れまでこの新規就農、南あわじ市の状況というのはどういうふうになってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今、新規就農者なんですけども、これ県の調べになって

おりますけども、新規就農者が南あわじ市で３０人。これは、Ｕターンなんかも含んでお

るわけなんですけども、３０人の方が新規就農者としておられるということになっており

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   基本的に、新規就農者でこういうふうに国の支援事業を出す場合、

人・農地プランの策定地域にしか出せないというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これ、新規就農総合支援事業というのは、これは国の事

業でございまして、かなりこれもちょっとハードルが高いのになるんですけども、これは

新規就農の方ということで、農業を始めてから経営が安定するまでの支援ということでの

ことでございます。要件にいたしましても、４５歳未満とか、そういう人・農地プランに

位置づけられるとか、所得の関係とかもございますので、そういう中でのこの国の事業、

この人・農地プランというのが必要になってくるというような事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、人・農地プランの策定地域といったら、南あわじ市で１２

カ所か３カ所あると思うんですけども、そこで新規就農者というのは何人いるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今のところ９人でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ９人というのは、地域ごとにはどうなってるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   その９人は、集落はちょっとその辺まで詳しくはわから

ないんですけども、１４集落、人・農地プランあるんですけども、その中で９人の方がお

られるということになっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、県の資料では３０人新規就農者がいて、９人ということ
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になれば、残りの方はそういう支援というのはないということでよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   その９人というのは、９人の中でも南あわじ市での形は

６人がＩターンの方なんで、その方がこういう補助事業なりを受けてるような形になって

おります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   人・農地プランに入ってないと、国の助成金等がもらえず、新規就農

もできないということで、三原の中でも人・農地プランに入ってない区域で新規就農して

る方も何人かいると思うんですけども、その人たちの話を聞けば、家の確保、倉庫の確保、

それがもう一番のネックで、特に空き家で借りられる場合もあるんですけど、農家につい

ては倉庫が必須です。その倉庫については、何の補助もないということに今なってるよう

です。県も、今回新年度予算で、空き家で１００万円の改修・修繕・引っ越し代は１０万

円とか、新規就農でなくって研修する場合、２年間の雇い主に補助するとか、新しいメニ

ューも考えられているようですけれども、なかなかそれでも十分でないと思うんで、倉庫

も含めて、制度として県がしない分を市で補填するとか、そういうことは考えられないん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今、委員のおっしゃられた倉庫の関係なんですけども、

今この１４０ページに出ております、新規就農者初期経営支援事業というのがございます。

これは県単独事業なんですけども、ここでの空き施設の改修とかでの形で、ビニールハウ

スの改修とか、空き牛舎の修繕とかをして活用するというような形と、簡易作業場の改善

をすればということで、こういう県の事業がございます。 

  それと、先ほど委員さんおっしゃった倉庫なんですけども、このたび総合戦略の関係が

ありまして、それで新規なんですけども、タイトルが「未来の担い手確保と育成総合支援

事業」というような形の中で、新規就農者への農業用倉庫の貸し付けということで、２９

年度からなんですけども予定をしております。それと、そういう農業機械の貸し付けもそ

のときに行えればということで、総合戦略に上げております。 

  以上です。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほど言った人・農地プランに策定されてない地域で、神戸から若い

夫婦が来て、家を借りて農業経験してる方がいるんですけども、家の引っ越しもしたいな

というような思いがあるようですけれども、空き家とやっぱり倉庫がセットでないと、な

かなか引っ越しも考えられないというような話がありましたんで、やはり市独自のそうい

うのも踏まえてほしいということと合わせて、先日もまち・ひと・しごとの総合戦略の会

議の中で、市独自のそういう新規就農者への支援はないのかというような質問があったと

いうように思うんですけど、そのとき特に市は何もないような答弁があったんですけど、

現実はそうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   今、委員おっしゃられた、家と倉庫とセットでというよ

うな形は今のところはございませんけども、今お話しさせていただいたように、戦略の中

での農業倉庫とかいうような形の中での今の戦略としての形を目標としております。家と

倉庫をセットしたような形は、今後もまた検討していきたいなとは思っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市独自の施策というのはどうなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   市独自というのは、今ちょっと戦略のほうの形を考えて

おるわけなんですけども、総合戦略の形で農業倉庫というような形で考えております。今

セットのところは、ちょっとそこまでは考えておりませんので、今後検討していきたいと

いうように思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先日、部長はそういうふうに、まち・ひと・しごとのときに言われた

んですけども、それ以後あの指摘はかなり厳しかったように思うんですけども、やっぱり

検討課題になってくる話だと思うんですけど、いかがでしょうか。 
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○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   先般の会議のときに、吉備国際大学の先生から御質問をいた

だきまして、国庫の補助事業についてはいろいろあるけども、市単独で何か考えていない

かというような御質問であったのかと思います。先ほど課長が言いましたように、人・農

地プランから外れておって、国庫に乗らないというようなことで、市単独で、わずかです

けども年間１０万円程度の補助とかいうのがあるんですが、あのとき先生がおっしゃっと

ったのは、もっと国庫並みに突っ込んで、市単独でしたらどうかというような意味合いの

ことであったんだろうと思います。ですから、私は今のところまだないというような答弁

をさせていただいたと思うんですけども、それらについては今後、先ほど課長も言いまし

たように、いろいろな面で考えていかなければならない課題だというふうには思っており

ます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   矢谷副市長にお伺いしたいんですけど、もう本庁のほうに帰られると

いう話でありますけれども、矢谷副市長も新規就農の関係では、これまで人・農地プラン

の策定地域ということをかなり強調されておりましたけれども、先ほど言った三原の中で

は、その地域以外で頑張ってる人もいるわけで、ある一定の線引きは必要やと思うんです

けども、こういうなかなかこのプランが集落の中でできない、それは指導者なりそこの地

域の熱心な方がいないとなかなか難しいんかなと思ったりするんですけど、そういう枠を

外すとか、また弾力的運用とか、今後国のほうで考えていただければなというふうに思う

んですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   矢谷副市長。 

 

○副市長（矢谷浩平）   まず、私まだどこに帰るかちょっとまだはっきりしておりませ

んので、何とも言えないところですが、やはり国の農政・施策の方向性として、やっぱり

これから遊休農地がどんどん出てくる。それから、担い手の数も減ってくる。それをどう

やって、ちょっと変な言い方なんですけども、合理的・計画的にまとめ上げて、日本の農

業を維持していくかということがやっぱり大きな柱だと思います。そうしたことを考える

と、やはりその人・農地プランというのは、まさにその地域の連携・集まりを強化するた

めの一つの手段ですので、そこはやっぱりそこに乗っかっている新規就農者を対象として、

やっぱり補助・助成というのはどうしても出さざるを得ないところがあります。ですから、
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南あわじ、実は私感じてることが、やはり他所の地域と比べて人・農地プランの策定数が

まだまだちょっと足りないと思っています。市としても、この単独事業で人・農地プラン

策定の補助出してますので、皆さん地域でよく話し合っていただいて、人・農地プラン１

つでも多く、１つの多くの地域でつくっていただくように、ここの場をかりてお願いをし

たいと思います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   御存じだと思うんですけど、神戸三宮から来て、若い夫婦がかなり苦

労されてるような話がありましたので、そういう人たちに何か行政で支援がというふうに

思って、国・県・市連携して、何かバックアップできるようなことをぜひ考えていただき

たいと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   １４１ページの、中山間地域等直接支払事業交付金３,９００万円に

ついて。これは、交付している地区がわかりましたら、お願いします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   交付している集落は２１集落ございます。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   伊加利は幾らいただいておりますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   金額のほうは、ちょっと今持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   矢谷副市長にちょっと聞きたいんですが、この中山間事業の金額はか

なり農家にとってはいいんです。農地・水もいいということで。この中山間地域の使い方
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にちょっと疑問点というかあるんですが、これは本質はどういうような内容というか、ど

のように使ったらええんか、ちょっと教えていただきたいんです。 

 

○森上祐治委員長   農商部長。 

 

○農商部長（神代充広）   私も詳しくはようお答えせんのですが、主として農地・農業

施設の保全活動に対する交付金であるというふうに理解をしております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   それが、いろいろともう１０年ほどになるんですが、議論を交わしと

るんですけど、この中山間事業というのは、中山間というのは山林と平野と間を結ぶ中山

間、そういう意味であると思うんで、そういった中で、農地保全ということで、その中山

間地域の雑草を刈ると、農地保全のために。そして、その雑草地を刈るだけで、土地は部

屋を借りると、このごろは百姓土地はもうただで貸してくれるし、農地まで決めとる１万

円ではなしに５,０００円でも貸してくれる、無料でまだ銭出してくれて貸してくれると。

そういった中で、中山間事業の中でそういった何ぼぐらいくれるんか、反当２万円か３万

円かおりよりませんか。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これも、田の場合ですけど、反当２万１,０００円とい

うことになっております。それと、畑については、反当１万１,５００円というような形

になっております。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   矢谷副市長、これな、結局２万何ぼもらいよって、１万何ぼで皆やっ

て、草刈って、あとはええ田を刈りに行くと。農地はそのまま草刈ってほっとくと、何か

を残せと言いよんねんけど、中山間のその補助金の性質いうのがちょっとわかりにくいん

ですわ。 

 

○森上祐治委員長   矢谷副市長。 

 

○副市長（矢谷浩平）   委員御指摘の中山間地域等直接支払交付金、これにつきまして
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は、中山間地域等において農業生産条件の不利、これを補正するため、農業生産活動を将

来に向けて維持するための活動を支援するものです。ですから、考え方としては、あくま

でも農業生産条件の不利の補正、あるいは農業生産活動の維持ですので、そこでやはりち

ゃんと支援が出たらですね、それを使って活動をして、農業生産ができるようにしとかな

きゃいけない性質の補助金・交付金だと認識しています。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   それが、私も一応一番先に補助金に手をつけたもんで、くださいとい

うことでやってるんですけど、何ら形に残っていきよらんのよね。ほんで、いろいろと先

ほど吉田委員も意見言っておりましたが、そういった中で、今後農政部でそういった指導

をしていただくと、補助金のある間に何か形を残すということも大事やと思うねんけど、

そういったことで、今、矢谷副市長も言われたとおり事業の内容ですわね、どういうふう

にしていけるか、今後専門家の指導が必要と思うんですけど、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   先ほど矢谷副市長もおっしゃられたんですけども、急傾

斜のところが中山間というような形になっておりますので、そういう農地を守る多面的機

能ですけども、そういう災害から守るというような形の中で、これは協定を結んでいただ

くわけなんですけども、そのような集落の中で、例えば草刈りをして農地を守るとか、内

容についてはそういう多面的機能に関してのことでのいろいろな形を集落で決めてもらう

ような形になります。そういう中でのことなので、先ほど委員さんおっしゃられた、どう

いう形でどういうものをすれば中山間のこういうのもらえるのかいうようなところは、ま

た説明会なりこちらから出向いて説明のほうもさせていただきますし、現にそういう説明

会も行っております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   いろいろと、かなり反当２万何ぼというたら、かなり大きな補助金で

あると思うんです。農地・水は十分利用させていただけるねんけど、どうもこの中山間直

接支払制度の補助金は、なかなかそれがはまった事業というのはなかなか難しいわけで、

今後とも御指導一つよろしくお願いいたします。 
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○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、ちょっと川上委員と関連するとこあると思うんですが、１４５

ページ、多面的機能支払活動支援交付金、これ農地・水の名称が変わった事業やと思うん

ですが、これは非農家の方も入って活動されるということで、本当にありがたい交付金や

と思うんですが、今、南あわじ市でどのぐらいの団体が加盟しておられますか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   農地整備課長の和田でございます、よろしくお願いいた

します。 

  多面的の活動の組織ですが、現在８３組織動いております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   具体的に、これ吹上地域も入ってやっておるんですが、活動範囲とい

うか、どのような活動が、私もめったに参加したことないんですが、どういうような活動

が補助金の対象になるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   この事業につきましては、共同部分の作業と、長寿命化

の作業ございますので、一つはいわゆる泥上げ、溝掃除等が大きな作業になってこようか

と思います。また、放棄田の対策として、放棄田の草刈りもこの事業で対応できます。ま

た、長寿命化の事業としましては、水路敷だったり農道だったり、農業施設の維持管理を

行うための事業を行うことができるようになっております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これも本当にありがたい交付金やと思うんですが、この継続性という

のはなかなか課長も答弁しにくいと思うんですが、かなり続いていくような雰囲気もある

んですけども、執行部としたらこの点についてはどうですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 
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○農地整備課長（和田昌治）   この事業につきましては、一昨年でしたか法制化されま

したので、かなり次の法令で廃止されない限りは続くかと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   １５１ページの、林業総務費の１９節の竹資源活用エネルギー設備導

入モニタリング事業推進協議会負担金とあります。これは今どこへ入れとるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これにつきましては、モニタリング事業推進協議会とい

うようなところへ入るわけなんですけども、この内容につきましては、竹チップを利用し

たボイラーの導入とかいうことでございます。これは、３市で取り組んでる県の事業でご

ざいまして、あわじ環境未来島構想の一環としての形で取り組んでおります。これで竹を

燃料にして、消費拡大を図るというようなところと、放置竹林を防止するというような形

の中で行ってる事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   南あわじ市の現状といいますか、将来そういうのを導入していく計画

等あるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、来年度が初めての形なんですけども、この竹林

というのは、かなり多いのが淡路市のほうが多いわけなんですけども、南あわじ市でもそ

ういう３市で取り組むということで、これからどういう形になるかはあれなんですけども、

そういう竹林を減らすというような形では、継続していくのかなというところでございま

す。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   新聞等で見てますと、淡路市のほうの事業を試験的にやっとるのがよ

く紹介されておりましたが、一昨年ですか、非常に竹が枯れて無残な形になっております。
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この導入で、バンブーチップなんかつくって暖房等に使う計画だろうと思うんですけども、

何かもう一つ横から見とったら大変なことではないかなというふうにも危惧しとるんです

が、南あわじ市においてはどういうふうな計画を将来するんかなというのが興味あります

ので、見守っていきますので、これはこれで終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   まず１５５ページ、丸山・伊毘漁港緑地管理委託事業１４４万４,０

００円あるんですが、実は課長も御存じのとおり、丸山漁港のライトアップ、展望広場の

ライトアップが消えてもう何年もなるんです。それから、昨年点灯部分も季節風で吹っ飛

んで、そのままになっておりますけど、これはもういつまでああいう格好で放っとくんで

すか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   その丸山漁港のライトの形なんですけども、今、早急に

また対応のほうさせていただきたいなということで、よろしくお願いします。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   課長も対応させていただきますて、あれ県営漁港やから、県の漁港課

にもう何年もたつんでということで、もっと強くアピールしてもらわな、なかなか自分と

この金でああいう施設修繕するわけにいかんし、その辺を担当者任せでなしに、もう課長

もまだあともう少し頑張っていただいて、何とか最後の有終の美を飾っていただくように

お願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   審査の途中ですが、間もなく黙祷の時刻になります。 

  東日本大震災から５年目を迎えました。けさの新聞報道でも、亡くなられた方が１万９,

３０４人、５年たってもなおも行方不明のままでいらっしゃる方が２,５６１名もいらっ

しゃいます。犠牲となられた方々の御冥福を祈り、哀悼のまことをささげるため、１分間

の黙祷を行いたいと思います。 

  御起立をお願いいたします。 

  黙祷。 

 

（ 黙   祷 ） 
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○森上祐治委員長   お直りください。ありがとうございました。 

  それでは、審査を続けます。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   水産関係のことで、一般質問でもお願いしとったんですが、里海のも

ととなる藻場の造成ということで、いろんな施策があると思うんですが、具体的にこの予

算の中でどういうことに取り組まれとるか。そして、その中で予算措置できてる分につい

て説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   まず１５６ページの、これも毎年行ってるんですけども、

波形魚礁の設置工事なり、その上にもあるんですけど、これは新規事業でございますけど

も、工事請負での攪拌魚礁ということでの設置工事、それと海底コーンもございますけど

も、これも新規事業でございます、１５３ページのところでの一番下の、水産多面的機能

の発揮対策事業というところでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これは、要は１５３ページから説明してほしいんやけど、どういう場

所でどういう内容でそういう藻場造成に結びつけるんか、ちょっと説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   これは、湊漁協が主体になってるんですけども、先ほど

申しました海底コーンの関係でございます。海底コーンなり、水産多面的にも入ってるわ

けなんですけども、そういう中での清掃して海をきれいにするというような形のものでご

ざいます。それとこの中では、あとナマコの種苗の育成も入ってるわけなんですけども、

主にはこの海底コーンなり、清掃をして海のほうもきれいにしていくというのが主な内容

でございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   湊以外ではないみたいで、ちょっともう一つわかりにくいんやけども、

この前の話は、課長も御存じのとおり、人間でいうと保育所とか幼稚園に行くような子を

どうして保護していくかというようなことで、そういうための施策をこの中へ入れてくれ

ということであったと思うんです。そしたら、新年度で考えますというような前向きな御

回答いただいとったんで、もうちょっと期待しとったんですが、余り目新しくないように

思うんで、今後とも、課長またよろしく、まだ３月いっぱいあるんで、よろしくお願いし

ます。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   １５９ページの商工振興費ですが、産業競争力とインキュベーション

施設関連運営事業の補助金ということで、新規事業で１９５万円が上がっております。こ

の概要を読みよっても、もう一つしゃんと入らんので、もう少し具体的といいますか、御

説明をまずお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   新規事業で、産業競争力強化法ということで、この産業

競争力強化法というところが決まりましたので、南あわじ市としましても、その創業支援

事業計画を国に申請しました。経済産業省と総務省のほうから認定を市が受けまして、そ

の創業支援事業者ということで、南あわじ市の商工会にお願いをしております。商工会が

窓口となりまして、そういった創業支援の手続とか、セミナーを行うようにしております。

そういったセミナーを受けることによりまして、創業者に国からの補助金がおりてくるよ

うになります。最高１,０００万円ぐらいまで出るそうなんですけれども、その補助金を

いただくためのこういったシステムの構築をしております。中には、商工会と市と淡路信

用金庫やみなと銀行とか、また吉備国際大学とか、民間の方も入って組織してる創業支援

チームを組んでおります。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   新しい補助金を獲得したことには敬意を表します。このような、今の

ところは具体的にこうしたい人がおってやるんじゃなくて、これから募集するという形に

なるんですね。 
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○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   これから募集していく中で、もう１つの事業としまして、

そのインキュベーションのオフィスをつくる。そのオフィスのところで、創業支援を来て

いただいた方にいろんなアドバイスをして、そのそこのオフィスをともに使って、そこで

施設を使って創業していく事務所を貸すという形で、今後行っていきたいなと思っており

ます。 

 

○森上祐治委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   具体的に、こういうところで、こういうことをするんだというのは、

全然まだ画に書いたところまでいってませんか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、計画では、福良のある部分でやるというところ、今、

計画しております。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は３時５分といたします。 

 

（休憩 午後 ２時５５分） 

 

（再開 午後 ３時０５分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  質疑を続けます。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １４６ページの、ほ場整備についてお伺いします。これ、今年度の予

算の負担金が１億８,１００万円余りとなっとるんですが、これ構造改善、場所によって

も経費が違うんですが、大体反当２５０万円から３００万円ぐらいかかると言われとるん

ですね。これ、仮に反当３００万円かかるとした場合、１億８,０００万円だったらこれ

年間６ヘクタール分ぐらいの進みしかないわけですわね。今、我々の知ってる範囲の大き

いところでは、神代の國衙、あの辺が８０ヘクタール、北阿万が８０ヘクタールやっとる
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わけですね。関係者に話を聞いておりますと、どうもこの工事の進捗が悪いのは、この予

算が乏しくてなかなか金が来んというようなことをよく聞くんですが、現状はどうなっと

るんですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   ほ場整備につきましては、確かに予算のつきぐあいに関

しまして、当初に大きい金がついてこないという、年度当初についてこなくて補正で対応

という形で、事業がなかなか進まないという現実がございます。委員おっしゃられてる部

分の中で、今回の予算につきましては、私どもは県営事業でこの事業をやっておりますの

で、市の負担部分を計上しておりますので、それで割り込みますと小さい面積しかやって

ないように思われるんですが、私どもの市の負担分の補助金の額を今回予算に計上させて

いただいております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ課長、我々知ってる範囲では、自民党政権から民主党政権に変わ

ったときに、日本の土地改良の予算は５,０００億円ぐらいやったのが、民主党になった

ときに２,０００億円ぐらいまで圧縮したと。その後何ぼか復活して、今３,０００億円か

ら３,５００億円程度と聞いとるんですが、現実はどれぐらいの国の予算になっとるんで

すか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   私どもの、今、大きい国のマクロ的な数字のことについ

ては、余り数字をきっちり覚えておるわけでないんで申しわけないんですが、非常にその

民主党政権のときに当初予算が減っておりますので、それを自民党政権になってから少し

ずつ回復してはおるんですが、予算編成上の話として、どうしても前年度対比という形の

ものが出てきますので、なかなか伸びが一気に伸びて、２１年度の部分を回復してるよう

な状況にはなっていないというのが現実でございます。ただ、景気対策等いろいろありま

すので、補正予算で後追いする形で予算づけされておりますので、当該年度で計画した部

分につきましては何とか追いかけてきていただいて、予算執行してるというのが現状でご

ざいます。 

 

○森上祐治委員長   矢谷副市長。 
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○副市長（矢谷浩平）   ２８年度予算ベースですと、農業農村整備事業、公共事業です

ね。これにつきましては、２８年度３,３７２億円要求されています。ちなみに、前年度

２７年度の当初予算では２,７５３億円ですので、６００億円ぐらいちょっとふえてきて

る。しかしながら、印部委員が当初おっしゃったその自民党政権、前の政権のときの数字

には、まだちょっと追いついてない状態になっています。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長、その補正予算の関係でお金がおりてくるというようなこと

で言ってましたが、これも当初予算では全く国からの金は流れてきてないということです

か。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   全くというわけではございませんが、年度当初に予定し

てる部分の補助額に対して、全額がつくということではございません。どうしても事業を

進めたいがために、地元の方々、私どもの支援を含めて、県も含めて陳情活動等も行いな

がら、現実としましては、補正予算等で追いついていただくような形の運動を展開してる

というのが現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   となってきますとあれですか、当初予定していた事業の進捗率という

のは、大分おくれていっておるわけですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   現状、年度当初の予算の状況は、厳しい状況は変わらな

いわけなんですが、国のほうなり県なりにも非常に協力いただきまして、補正予算等で追

いついていただいておりますので、予定につきましては、計画を満たすような形で何とか

進捗させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   これは、今既に構造改善に取り組んでいる事業してるところは、それ

で今やっておると思うんですが、新規に構造改善をしようということで名のりを上げてる

地域というのは、面積的にどれぐらいあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   新規地区、今、調査段階だったり準備段階に入ってる地

区につきましては、八幡北地区、また長田地区、あと阿万上町も、今、調査しております。

それの面積を合計いたしますと、約６０ヘクタールぐらいになろうかと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、そしたら今やっておる事業についたら、地元負担が５％でい

っとると思うんですが、今度のこの八幡北、長田、阿万上町の６０ヘクタールについては、

地元負担を何ぼでいくんですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   現在、合併したときに手を挙げしていただいて、優遇措

置をしていた部分については５％で、地元負担５％で推移しておるんですが、そのあとに

事業を希望された部分につきましては、地区によっては１０％だったり、今手を挙げてい

ただいてる部分については１２.５％でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは課長あれでしょ、国・県の負担率は変わらんということになっ

てきたら市の負担率が下がるという、こういうことでよろしいか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   もともとのガイドライン的に見ますと、市の負担は変わ

っておりません。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   市の負担は変わっておらんていうて、今、国５０％、県２７.５％だ

ったかな６.５％だったかな、市が１７.５％の地元５％であったかな、多少違うかなこの

数字、ちょっと正しい数字言うてくれる。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   資料検索しておりますので、あとで報告させていただき

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   恐らく、これ地元の持ち出し負担が上がっても、結局市の負担率が下

がって、国の５０％と県の数字は変わらんように思ったんですがね。そうなってきますと

ね、地元が今まで５％負担であったんを、１０％でも構わん、１２.５％でも構わんとい

うこういう地域が事業をやるときに、今の現在の国の状況から見て、これ事業にかかるこ

とがおくれるの違うの。その辺はどないなりますか。計画どおり事業にかかれるわけです

か。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   事業のほうにつきましては、計画どおり進んでおります。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、この八幡北、長田、阿万上町については、もういわゆ

る事業の設計はできたんですか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   今、調査設計はやってる最中でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この構造改善事業というのは、これはもう国も県も市も挙げて取り組

むようにと進めてきたもんで、ここらの地域がおくれていたと思うんですが、負担金が通
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常の倍以上の負担金を出してやるということに決めて進んでるんですから、やっぱりやる

に決めた以上はできるだけ早いこと事業着工できるように、市もやっぱり努力をしたって

もらわんといかんと思うんですね。そこらについてどう思いますか。 

 

○森上祐治委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   基本的に地元要望にかなえられるように、事業が一日で

も早く着工できて完成して、最終的に換地作業まで一日でも早くスムーズに行えるように

努力したいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   強く要望して終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   水産についてお聞きしたいんですけども、ページ１５３ページ水産振

興費。水産振興の中で、農業であれば新規就農総合支援事業交付金とかいうて、これ市で

はないんやけども、そういう新規の就農者。漁業については、新規就業者育成とか、そう

いう部分が全くないんですよね。これから６月になると、ハモの季節になりますよね。こ

の南あわじ市の観光の中で「べっぴん鱧」といって、島外からお客さん呼んで売り出さな

いかんところなんですけども、やはり今特に僕らの福良のところでは、一本釣りの後継者

がどんどん減っていってるというのが現状なんですよね。課長、まずこの漁業の後継者育

成等について、どないお考えでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   委員おっしゃられるように、高齢化が進み、漁業の就業

者も減ってきてるというのが現状でございます。今回ＴＰＰ関連で、船のリースとかいう

話も出ておりますけども、新規就業される方にリースするというような話も出ております

けども、なかなか新規でやると、新たに市外から来てそこへ入ってするということになれ

ば、かなり漁協の中での協議も必要だろうし、なかなか難しいところがございます。そう

いうところは、なかなか難しいということでの現状かとは思います。 
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○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   つい３日ほど前から、イカナゴ解禁になってますよね。バッチ網は結

構後継者が育ってきてるんですよね。ことしのイカナゴ漁どんな状況か、課長わかってお

られますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   播磨灘にイカナゴ、このたびはちょっと値が高いと、２,

５００円ぐらいでしたかね、そういう形で私ども新聞を見ての形なんですけども、ちょっ

と値が高いというような形で、漁船のほうもかなり入り組んでか事故もあったようなこと

で、新聞のほうでも拝見しております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   南あわじ市の漁業関係者、バッチ網の関係者でどう聞いてますか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   南あわじ市でのその辺のところは、まだちょっと把握し

ておりません。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   非常に少ないんです。まだ、僕の口に地元のイカナゴが入ってないん

です、いつもだったら出たらすぐにいただくんですけども。本当に、この漁業者の後継者

というのは、ほかの漁協へ行っても漁協が主体となって、地域応援隊みたいな形で人来て

もらって、最低年間１５０万円なら１５０万円最低保障みたいなんつけて、それでベテラ

ンの漁師さんがサポートしてそれについていくと。それを３年間ぐらいついていたら、ひ

とり立ちできる目鼻がついたら、そういうふうまた新たな支援策もつくっている漁業組合

もあるんですよね。ですから、市長、南あわじ市も一つそんなんも考えていかな、これか

らのべっぴん鱧が全く、あそこ阿南のほうからほとんど買ってきてるんですよね。ですか

ら、地元のべっぴん鱧を釣れるような漁師一つ育てるような思いはありませんか。 
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○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今お話を聞いておりますと、後継者ができつつあるということで

ございます。確かに、私も徳島にも知った人おるし、徳島は鱧が自分とこのやっぱりブラ

ンドというふうに言っているようでございます。ですから、そういう後継者ができてくる

ような施策も必要であろうと思います。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   できる限りね、かなりこの市長の思いが強ければ強いほど、そういう

後継者がまた育ってくるというふうに私ら思いますよ。ですから何とか、いつも市長が言

うふし、地元のおいしい食材が、資源豊富な食材がいっぱいあるというふうなことの中で、

漁業関係者の後継者育成にも力を入れていただきたい。現に、この水産振興のところにそ

ういうのが１つも載ってないのが、非常に私は寂しくてつらい思いがいたします。ですか

ら、今後またそういうふうのも一つ考えて、あたっていってほしいと思います。終わりま

す。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この１５８ページの、淡路瓦工業組合補助金６３８万３,０００円に

ついて、これは組合へ毎年のように同等のお金を支出しとんのですが、これはどういう理

由なんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   前回もこういうお話があったわけなんですけども、旧西

淡町のときからの補助金でございまして、活動及びそういった一部の職員の賃金等も含め

た活動費として、西淡町時代からの補助金でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、瓦関係に対して、かなり関連としてさまざまな屋根の工事の補

助金、瓦関係全体に対する市の補助というのは、トータルで大体ざっくりどれぐらい支出

されておられますか。 
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○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ざっと、そうですね３,０００万円近くいってるんじゃ

ないかと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   単独の瓦工業組合というか、組合に対する補助金という支出は、この

瓦以外、例えばそうめんもあるわけですが、これは私はずっと今までこういうふうな補助

継続しとんねんけど、地場産業の瓦というのは衰退の一途を私はたどっとるというような

思いがあるわけですわね。そこでですね、私は前回の一般質問でも言わせてもうてんけど、

やはり新技術というか、若い後継者の方々がそれぞれ工夫しながら、瓦の製品の販路拡大

のために新製品をこしらえとんのよね。それに対する補助金の１００万円いうやつを、こ

の新技術開発支援補助金というのは１００万円切って、そのかわり名前変えとんのかどう

か知らんねんけど、活性化支援事業補助金というような名目で１００万円出しとんねんけ

ど、私はこの組合に対する賃金の補助金や言うて、こんなふざけた補助金というのは私は

ないと思うねんけど、どうですか。何かの事業に対する補助、例えばその新技術の開発

等々、そういうやつの補助金というのは私は理解できるんですわね。そやけど、その組合

のあくまで、そんなこと言いよったら、酪農の組合から漁業組合から、さまざまな組合全

部こういう補助出さんなんの違うんけ。瓦だけ何でこういうやつ出すんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   瓦の活動、当然組合がいろいろ合併しましたけれども、

その合併した中でも以前の陶器瓦とかいろいろあった中ですけれども、その瓦の発展のた

めの、事務所を開いて販売促進の活動ということで、旧西淡町から、そういった活動及び

そういった事務所を賄うための事務費が出てたということを聞いておりますが。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、瓦ずっと出とんねんけど、衰退して廃業というか、もう休

業・廃業に追い込まれてるような状況にあるというのは、私十分わかっとんねんね。わか

った上であえて、こういう新技術の開発というか、若い後継者の方々が、小瓦であったり

磨きの瓦であったりとかいう、新しい後継者の方々が一生懸命努力されよるようなこうい
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う技術開発の補助金の支出を切って、反対に宣伝するためのこの活性化補助金というやつ

に組みかえたんか知らんねんけど、私は反対や思うねんな。新しい、何かそないして磨き、

小瓦、割る瓦とかいうて、一生懸命頑張ってとるやつらに対して補助金を私はもっと出し

たって、そういうふうな思いがあるねんけど、この辺はこの新技術開発のやつを切って、

またこれ地場産業活性化支援事業いうてまた組合のほうへいって、組合の職員のその辺の

賃金になって、何じゃ一生懸命頑張ってる子が報われんと、昔かたぎの経営しよる瓦工業

組合だけじゃぶじゃぶほうり込んで、ほうり込んどって成果が上がって雇用の創出もでき

るようやったらええけんど、反対に雇用が減っていって、廃業に追い込まれるようなとこ

へじゃぶじゃぶ延命治療みたいな補助金出すんだったら、新規の開発するとこへじゃぶじ

ゃぶ金ほうり込んだって、この人らが企業努力してもうて、金もうけして、地元の産業の

活性化に役立つための補助金というのが本来の補助金の趣旨やと思うねんけど、組合の職

員の賃金に金出しとうやて、こんな補助というのは私は納得できらんねんけど、もうちょ

っとわかるような説明をお願いいたします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   谷口委員さんの言うてるのは、ごもっともですけども、

その瓦を全て束ねるところが一つ必要ということで、その事務所を開設しております。そ

のもとがあって、全ての会員さんやいろんな事業が円滑にはかどってるところがあります

ので、そこは一つ西淡町時代からの御理解をいただきたいと思うところでございますけれ

ども、当然地場産業の新しい会員たち、新しい世代の瓦からいろんな方向に変えていると

ころを、十分支援していくシステムが今後必要になってくると思います。ただ、今年度の

事業については、これしか上がっておりませんけれども、瓦のＰＲ、きょうもきのうもお

とついも東京で若い人たちがＰＲをしておるところもありますけれども、そういった新し

い若者の考える瓦の発展性、この中で黒いぶしとかいろいろできてきましたけれども、さ

らなる瓦の未来的な新しい転換というのが必要かと思うので、また今後十分瓦の組合と若

者と協議しながら、未来を見据えていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これね、課長、瓦組合の理事長とかその辺の上の人は、南あわじ市が

こんだけ金出して、組合にこんな補助金出しとるいう、あの理事長らいうたらそういう認

識は持っとんのですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   以前、産業厚生常任委員会の皆様方とも話したときもあ

ったと思うんですけども、多分私は理解してると思いますし、理事会でも出てそういった

こと十分言っておるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   あんまりしつこかったら、私も地元なんであれなんやけど、これ私は

前々から言うとるように、やはり瓦でもあの黒いぶしであるとか、要は寒冷地仕様のよう

な瓦しよる人、それから瓦を使って磨き瓦というか、御原特殊さんが一生懸命頑張って、

さまざまな屋根材以外の壁材にも使用できるような新商品を開発したり、小瓦というか、

そのあたり昔の京風の数寄屋ふうの瓦をつくって一生懸命頑張っとる若い人たちに、こう

いう補助金というやつは適切に支出してあげてほしいわけですわな。取りまとめとる組合

や言うけど、こんなとこの組合に６３８万円何がし払うて、人件費じゃヘチマじゃ言うん

だったら、酪農から漁業組合からそうめん組合から、ありとあらゆる、それは建築業界の

組合であったり、その辺やったって支出せんなん、いいわけ立たんと思うねんねこれ。も

ともと西淡町の時代から継続しとるいうて、そやから市長も腹大きいさかいにこなして継

続してくれとるけんど、こんな成長産業に私はどんどん投資というのはやはりすべきやし、

本当に行政がこなしてこんだけ手厚くそういう一部の産業に対する手厚く支援しよるいう、

そういう感謝の念を彼らは持っていただいとんのかと、私はそういうとこにちょっと疑問

を持つわけですわな。ただ、もう市から我々何じゃ頭下げないでも、ぼかんぼかん何ぼで

も金ほうり込んでくれて、困ったら補助金言うたら出してくれる、ほんで屋根の瓦ふく補

助金に、次もう一遍ついでにやけど、この屋根瓦工事補助金の１,８２０万円ですか、こ

の辺はどうなんですか、予算上げとんねんけど、これは市内でこれだけの補助の支出とい

うのは、不用額なしに執行されとんのですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今回のこの３２０万円の増額なんですけども、これは新

しく建てる家と、吹きかえも同じ同額の補助をするということで上げております。ことし

からということで、ちょっと２７年度は約１,０００万円ぐらいだったわけでございます

けども、それは多分この補助金が上がるということで待ってくださった方が多数やと思う

んですけども、新しくまた改修される方も２８年度はふえるものと思われます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   私はね、瓦工業組合もっと努力すべきやと思うんですわ。それはどう

いうことかと言うたら、私も瓦議員連盟で行かしてもうたりするねん。そやけど、兵庫県

のシェアーの３割程度しかないやいうて、そんな情けない業界ありますか。地元の淡路瓦

で、兵庫県の瓦のシェアーの３割も満たんやいうて、そんなこれどういうことかと。もっ

ともっと、そういうふうな補助金頼みで延命するのでなしに、もっと企業としても努力す

べきやと、そういうような思いがあります。若い子が頑張っとるやつにこれを１００万円

切るのでなしに、この新技術開発支援事業補助金というやつは、昨年まであってんけど今

年度切っとんねんね。私はこれ逆行しとると思うさかいに、ちょっと質問しとんのですわ。

逆行しとると、今から昔かたぎの商売しよったってめげていきよんねん。今からは、新し

いそういうような製品をつくっていかなんだら、それは成長しませんよ。この新技術とい

うのは、私はこれ意味ようわからんねんけど、新しい商品開発するための補助金切って、

昔から瓦の取りまとめとる組合やさかいいうてそれを６３０万円も、ほんで屋根のふく工

事をまた増額したって、これ私はちょっとその補助金のつけ方逆行しとると思うんやけど、

どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   確かに、その言われることも本当やと思いますけれども、

別のメニューで、今回津井地区に入って、また瓦の町中を探検して、瓦の見直しという別

のメニューもあったりしながら、再度、今、新しい方向に向けて試行錯誤しながら、瓦の

未来的な販売の目標を立てていこうと思ってますので、再度理事会のところに入ったり、

また瓦組合の若い人たちの意見を聞いて、２８年度がもしだめであれば、２９年度でまた

お願いしまして、新しい予算を立てていきたいなと思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も終わりますけど、大栄の道上さんとか、清水さんとか、谷池さん

とか若い子、嶋本さんにしろ、一生懸命自分たちの町の地場産業の瓦を使って、特徴つく

って売り出そうという、一生懸命努力しとる後継者の方々がいてるわけですわな。私は、

その方々に６３８万円補助金出したっていただきたいという思いを伝えて、もう終わりま

す。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   これはちょっと関連になるんですけど、私も瓦関係でも厳しいことを

いつも言うんですけどね、今言いよったように、あれもう随分年月がたつんですが、淡路

の夢舞台かどこかでね、西淡町の今言われとった道上君やったかな、講演を聞いたときに

非常に感動したんです。普通、ふるさとは遠きにありて思うものとこういうところをね、

その道上君が、ふるさとは近くにありて思うものいうことで、非常にすばらしい話を聞い

たことがあるんです。それで、そういう本当にあの子らは一生懸命に新規開発をやってま

すわね。ですから、そういうところを課長ね、一つよう見ていただいて、やっぱりそこら

を切ってやるということは何か逆行しとるようなんで、その点一つお願いしたいと思いま

す。 

  それと委員長、簡単なことなんで続いて１つだけ。１６１ページ兵庫県外客誘致促進会

負担金、桂文枝の誘客コマーシャル放映３００万円ですが、今、有名人のスキャンダルい

うことは物すごい出とるんですが、そういう有名人の中には、不倫は文化や言う人もおる

んですが、これはこの作戦は、課長、大丈夫ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   桂文枝さんの件は、昨年に引き続いてことし２年目でご

ざいます。いらっしゃいということで、橋が９００円になった関係で、非常に昨年は桂文

枝さんの影響でお客さんが来たということになっております。朝日放送のおはよう朝日で

でも、土曜日に昨年２０本、ことしは１６本を予定しております。３市で３００万円ずつ

と、県が用意するお金とで、この文枝の誘客ＣＭを行っているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   文枝さんがそういうふうに騒がれないというのは、これはやっぱり文

枝さんの人徳が大いにあるからやと思うんです。そんなんで、それはそれでちょっと心配

したんですけども、課長が大丈夫やということなんで、これ終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ１５８ページ、商工振興費についてお聞きいたします。この中

で、売り出そう南あわじ物産販売促進業務委託料２００万円を計上されておりますが、こ

れは商工会への委託料ということでよろしいんですか。 
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○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   これ物産展協議会と申しまして、行政と農協と酪協とか

いろいろ入った役員で構成されておりまして、これは渋谷等のフェスティバルで物産販売、

福良の海産物とか農産物とかを持っていったり販売してます。それと、またことしであれ

ば中野の商店街等も行っております。以前であれば西宮とか行っておりました。今は、新

しい年度につきましては、イトーヨーカドーと組んで、出品できないかというところに計

画をしているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、これは平成２７年度は、この２００万円と同じ金額や

ったですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   そうでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、これはそういう協会のほうから増額を要望されるとか、

そういうことなかったんですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ２７年度については、要求は聞いておりません。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それだけ力を入れていけば、やっぱりこの委託料なりもある程度増額

なり、市長もあれだけ販売促進に力も入れられてますし、今ああいうプロモーション等で

もいろいろネットで流れておりますんで、今、販売効果を上げるいい時期なんではないか

なと思うんですが、そういう点も考慮されてこの委託料は決定されたんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   まことに申しわけないんですけど、これ何年かちょっと

金額が低額でございまして、考慮はちょっとできておりませんことに申しわけございませ

ん。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あともう１つは、この中に、アンテナショップ等の東京へのそういう

出店等の費用は含まれておりますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   アンテナショップへの出店は、今この中には直接的には

含まれてないんですけれども、今、淡路市のほうが非常にアンテナショップ先進しており

ます。そのところと一応助けてもらったりしながら、物品を置いてもらったりするような

こと今進めているところでございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   前にも言わせてもうたと思うんですけど、南あわじ市じゃないですか、

天下の。そういう間借りじゃなしに、無駄な経費は使う必要ありませんけど、何とかそう

いうことでのアンテナショップ等の販路を見つける努力というのを、この２８年度されて

はどうかと思うんですが、その点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   ごもっともです。今うちの職員のほうで前向きに考えて

る方がおります。その分でいきたいと思ってます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ちょっと、歳入のほうに戻ってしまうんですけど、ふるさと納税で東

京とか関東方面からの納税された人数とか金額とかわかりませんか。東京とか関東方面か

らの。 
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○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   人数ははっきりはわからないですけど、関東と信

越というんですか、一番比重が大きいです。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ということは、それだけ需要があるということなんですよね。ですか

ら、やっぱり打って出るべき時期なんじゃないかなと。せっかくネットであれだけ話題に

なってますけど、もうこの１３日で投票終わりでしょ、独立するかせんかの。それはどう

なってましたか。 

 

○森上祐治委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点推進課長（喜田憲和）   あわじ国プロモーションについては、１３日撮影終

わって、２１日結果発表で、しばらく次の段取りをするということになります。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ですから、そういうことでは売り込んでいくと言ったらおかしいです

けど、いろいろと手を打っていくべきだと思いますので、そこら辺、今回予算はこれだけ

しかないですけども、そういう予算の中でいろいろと考えていただけたらというふうに思

います。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   １６１ページの１９節、鳴門岬周遊運行補助金７０万円についてお聞

きします。これは、観光施設の民間のところが、自主的にマイクロバスを運行してる補助

金ではないかと思うんですが、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   市としては７０万円でございますが、全体予算で大体８

００万円ぐらいで、民間の方がお金を出し合ってのバスの運行費となっております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、民間の人やったら、その辺の旅館とか民宿でも全部マイクロバ

ス持って客の送迎やっとるんで、そんなところに何で７０万円も、これ公の公費を特定の

いわゆる観光施設に出すんですか、それがわからん。というのも、課長も御存じのとおり、

実はこの件について課長にも前年度話したと思うんですが、下の伊毘地区というところか

ら福良のほうにらん・らんバスといいますか、コミュニティバスが実は通っておりません。

ですから、自治会としては福良からせめて、伊毘までというたらちょっとあれがあるんで、

南インターの高速バス停ありますわね、入り口。そこまでを延伸してくれないかというこ

とを申し入れをしたんですが、この何社かでやっているところでは、そういうことはでき

ないというて今まできとるんですが、その後何か課長のほうで動いていただいて、何か進

展ありましたか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   昨年私もかわってきて、木場委員さんからその話を聞き

ました。南淡観光といろいろ調査に当たりましたところ、大鳴門橋記念館に行くところま

ではいっとるんですけども、伊毘のほうにはちょっと行ってないというところで、途中大

鳴門橋記念館に入るところで、伊毘の方はそこでおりてると。それを何とかできないかな

ということでお話をいったところなんですけども、そこを下におりていくとなると若干ま

た運行計画が狂ってくるわけで、バスも２台ぐらいいるんじゃないかということで、予算

がちょっと足らないということで、今はその状況からちょっと新しくはできておりません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、完全にこれ個人というか、民間の人がやっていることで、

公の銭をそこのバスに出すというのは、何か理屈的に無理があるというようなことにもつ

ながると思うんですが、課長自身そういうふうなことは、今までの状況を見ていて、果た

してこれが公の７０万円を出すにふさわしい業務内容かということについてはどうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（川上洋介）   まず、この鳴門周遊バスについては、なないろ館前から

岬の記念館、各ホテル、ロイヤル等経由して行ってるわけなんですけれども、非常に観光

のルートについては、鳴門岬のほうに行く、また記念館のほうに行く観光客の足としては

十分活躍してるんかなと思っております。また宿泊者については、その分で乗って行って

るところあるんですけども、大半は周辺の鳴門岬に行くまでの観光の、福良のバス停から

の接岸にうまく合致してるかなと思っております。ただ、その木場委員さんが言われてる

ような部分については、ちょっとわかりませんけれども、バスの運行上はうまくいってる

ように私は思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   課長ね、引き続いてこれ一遍申し入れしてほしいんですわ。そしたら

賛成しますけど、それ以外だったら反対します、この７０万円については。こんな個人の

団体がしてるようなところに、公の公費を７０万円出すということは何か理屈が合わへん。

やっぱり、それなりに地域に貢献とか、そういう公の公共性がなかったら、公費は出せな

いということを考えておりますんで、課長、引き続いて努力をしていただいて、地元の地

域が活性化できるように、奮闘をお願いします。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   再度この補助金のあり方の経緯をよく聞きまして、また

その中で木場委員さんが言われとるような部分がプラスアルファできるかどうかも考えて、

また協議して回答できればと思っております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   印部委員から御質問のありました、ほ場整備の負担率に

つきまして御報告させていただきます。旧町時代から、おくれてるほ場整備を進めるがた

めに、地元負担につきましては５％の運用をやってきましたけれども、最終今年度着手し

ております國衙地区をもちまして、５％地区が全部着手になります。あとの処置としまし

ては、経過措置として、養宜地区なり片田地区につきましては地元負担が１０％になって

おります。負担割合としましては、国５０％、県２７.５％、市１７.５％で、５％の時代

の数字なんですが、１０％の部分につきましては、国５０％、県２７.５％、市１２.５％、

地元１０％になっております。そのあとの経過措置としまして、最終的に八幡北また長田
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地区、阿万上町につきましては、地元負担は１２.５％となっております。その内訳とし

ましては、国５０％、県２７.５％、市１０％、地元１２.５％となっております。これに

つきましては、県営事業の負担割合でございます。団体名で行う事業の地区につきまして

は、国５０％、県１３.５％、市２４.０％、地元１２.５％ということで、この団体名に

つきましては、２０ヘクを切った地区につきましては、団体への事業でしか取り組むこと

ができません。どうしてもこれのガイドライン上でいきますと、非常に地元負担が大きく

なるということで、市としましては、ほ場整備に関しまして、地形の制約上どうしても団

体営でしか取り組めない地区も抱えてるのが現実にございます。ということで、ここの部

分では少し頑張らせていただいております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ふれあい公園ですから１６０ページ、ふれあい公園の維持管理委

託料９３６万円というのが出ておりますが、そこにサッカー場、ｔｏｔｏの助成をもらっ

てのサッカー場ありますよね。あれの管理はどうなってるのかということと、あのままで

いいのかということ、ちょっと考え方説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   今、蛭子副委員長が言われてるところ、サンライズのあ

の上のふれあい公園の一番奥のところかと思いますけども、当然サッカー場みたいなとこ

ろあります。芝生も大分はがれてちょっと傷んでますけども、ちょっとそこの運営につい

ての詳しい部分については、まだちょっと把握しておりません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これは、川上課長になってからのことやなくて、興津さんが部長

だったときも言うとったし、現場も確認してもろとるんですよ。大変な状態になっとる。

ｔｏｔｏの看板が泣いてるということ、代表質問でも言わせてもらいました。見といてく

ださい、対策考えてください、それだけです。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、次に款８、土木費、款９、消防費の質疑

に移りたいんですけども、お諮りいたします。 

  審査の途中でございますが、本日の審査はこれまでとし、次の審査は週明けの３月１４

日・月曜日、午前１０時より開催したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議なしと認めます。 

  週明けの月曜日は、款８から質疑を行いたいと思います。 

  本日の審査はこれで終了いたします。 

  長時間お疲れさんでございました。 

 

（閉会 午後 ３時５８分） 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２８年 ３月１４日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時５８分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１５名） 

    委 員 長    森  上  祐  治 

    副 委 員 長    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    川  上     命 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    柏  木     剛 

    議 長    原  口  育  大 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    北  村  利  夫 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    塔  下  佳  里 
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  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    危 機 管 理 部 長    佃     信  夫 

   企画部長（うずしお世界 
橋  本  浩  嗣 

   遺 産 登 録 推 進 担 当 

    総 務 部 長    細  川  貴  弘 

    市 民 部 長    高  木  勝  啓 

    福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

    農 商 部 長    神  代  充  広 

    建 設 部 長    岩  倉  正  典 

    教育委員会教育次長    藤  岡  崇  文 

    会 計 管 理 者    堤     省  司 

    危機管理部危機管理課長    藤  本  和  宏 

    企 画 部 秘 書 課 長    田  村  愛  子 

    企画部ふるさと創生課長    北  川  真 由 美 

   企画部うずしお世界 
阿  部  員  久 

   遺 産 推 進 課 長 

    企 画 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

   総 務 部 総 務 課 長 兼 
垣     光  弘 

   選挙管理委員会書記長 

    総 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    総 務 部 管 財 課 長    土  肥  一  二 

    市 民 部 市 民 課 長    山  崎  稔  弘 

    市 民 部 税 務 課 長    榎  本  輝  夫 

   市 民 部 環 境 課 長 兼 
北  口     力 

   衛 生 セ ン タ ー 所 長 

    福 祉 部 福 祉 課 長    大  谷  武  司 

    福祉部子育て支援課長    児  玉  裕  仁 

    福祉部長寿福祉課長    静  永  峯  雄 

    福 祉 部 健 康 課 長    小  西  正  文 

    農商部商工観光課長    川  上  洋  介 

    農商部農林水産課長    宮  崎  須  次 

    農商部食の拠点推進課長    喜  田  憲  和 

    農商部農地整備課長    和  田  昌  治 
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    建 設 部 建 設 課 長    赤  松  啓  二 

    建設部都市計画課長    原  口  久  司 

    建 設 部 下 水 道 課 長    村  本     透 

    教育委員会教育総務課長    山  見  嘉  啓 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

    教育委員会社会教育課長    福  原  敬  二 

    教育委員会体育青少年課長    柏  木  浩  一 

    会 計 課 長    松  本  典  浩 

   監査委員事務局長兼固定 
片  山  雅  弘 

   資産評価審査委員会書記長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件（一般会計） 

 １．議案第１１号 平成２８年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ⑤款８．土木費（P.164～P.176）～款９．消防費（P.177～P.182）････････････２９３ 

  ⑥款10．教育費（P.182～P.223）･･････････････････････････････････････････３１４ 

  ⑦款11．災害復旧費（P.224）～款12．公債費（P.224）～款13．諸支出金（P.220～P. 

   221）～款14．予備費（P.226）～給与費明細書（P.227～P.234）～債務負担行為に関 

   する調書（P.235～P.241）～地方債に関する調書（P.242）･････････････････３４５ 

 

 付託案件（特別会計） 

 １．議案第12号 平成２８年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算････････････３６４ 

 ２．議案第13号 平成２８年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算･･････････３７０ 

 ３．議案第14号 平成２８年度南あわじ市介護保険特別会計予算････････････････３７３ 

 ４．議案第15号 平成２８年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算････････････３７７ 

 ５．議案第16号 平成２８年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算････････････３８０ 

 ６．議案第17号 平成２８年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算･･３８１ 

 ７．議案第18号 平成２８年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算･･････３８２ 

 ８．議案第19号 平成２８年度南あわじ市下水道事業会計予算･･････････････････３９４ 

 ９．議案第20号 平成２８年度南あわじ市農業共済事業会計予算････････････････４００ 

 10．議案第21号 平成２８年度南あわじ市国民宿舎事業会計予算････････････････４００ 

 11．議案第22号 平成２８年度南あわじ市広田財産区特別会計予算･･････････････４０８ 

 12．議案第23号 平成２８年度南あわじ市福良財産区特別会計予算･･････････････４０９ 

 13．議案第24号 平成２８年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算････････････４１０ 

 14．議案第25号 平成２８年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算･･････････････４１１ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２８年 ３月１４日（月） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時５８分） 

 

○森上祐治委員長   おはようございます。 

  ただいまより、予算審査特別委員会を開きます。 

  本日は、北村委員が通院のため、欠席するという連絡を受けております。 

  審査に入る前に、商工観光課長から発言の申し出がありますので、これを許可します。 

  商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   金曜日の予算委員会のところで、熊田委員よりの質問で、

一つ訂正させていただきたく思います。売り出そう南あわじ市物産販売促進業務でござい

ますが、２８年度予算２００万円のところでしたけれども、２７年度は１５０万円という

ことで、２８年度５０万円の増額となっております。勘違いをしておりました、大変申し

わけございませんでした。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   このことについては、前回も言いましたけども、大事な取り組みやと

思いますんで、そこら辺はしっかりと精査しながら、増額できるところはしていただけた

らと思います。 

  以上です。 

 

  ⑤款８．土木費（Ｐ.１６４～Ｐ.１７６）～款９．消防費（Ｐ.１７７～Ｐ.１８２） 

 

○森上祐治委員長   それでは、議案第１１号、平成２８年度南あわじ市一般会計予算に

ついて、歳出の部、款８、土木費、款９、消防費についての質疑を行います。ページ数は

１６４ページから１８２ページまででございます。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   土木費の１７６ページの、住宅解体撤去工事３１０万円の予算ですけ

ど、これはどこの住宅を解体するんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 
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○都市計画課長（原口久司）   住宅については、政策空き家と言いまして、もう住まれ

てない住宅がたくさんございます。その中で、壊せるとこは壊していくということで、予

算は今３１０万円おいてるのは、八幡第２、それから第２小松谷、それから大西というこ

とで、５戸分の解体工事費の撤去費を予算措置させてもらってます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   古い、耐用年数も過ぎた分を順次壊していくということであります。

まだそれ以外にも、政策空き家というのはあると思うんですけど、そこら辺はどうなんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   福良住宅の関係で、新築した関係で、片上とかそこらは

別途、住宅建設費のほうで解体工事費をおいております。それから、それは国庫補助で、

福良の関係は解体するわけなんですけども、その他については、取り壊せるとこ、ほとん

どのとこが２戸の長屋とか４戸の長屋とか、そういう形になってますので、全部空いたと

ころから解体していくというふうな方針で行っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、この住宅マスタープランで、今後どういうふうな南あわじ市

の住宅を見ていくかという計画も出てるんですけども、その中で１つ、三原志知住宅です

けれども、これは耐震性能は丸ということで、使えるというような形にもなってるんです

けれども、今この志知の住宅というのはどういう現状でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   志知の住宅につきましては、今、委員おっしゃられたと

おり、住宅マスタープランで建てかえの検討したときには耐震性があったということで、

建てかえには入っておりません。しかし、志知の住宅昭和４９年築ということで、既に４

０年が過ぎております。それで、外壁等、クラック等で危険なところは応急的に処理して

るというところと、それと当時志知の住宅はお風呂場は設置しとったんですけども、お風

呂の機具等、配管等は個々でするような方針でございました。その関係で、漏水等が一部
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見られます。そこらも含めて、今後外壁なり大規模な修繕をするかということは、今後検

討の課題というふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ここの、今、志知住宅で、空き家というのは何部屋あるでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   正確ではないんですけど、３軒はあるかと思っておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   志知の住宅見てみますと、今、下にバリケードなりコーンなどを置い

て、外壁かなり落ちてるというのは、目で見てもわかるような危険な状態なんですけども、

この２８年度予算でその改修というのは、工事は入ってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   それは入ってございません。というのは、２７年度で外

壁等の修繕ということも考えておったんですけども、外壁だけそこら修繕というか大規模

に直しても、中の設備等も大分傷んでいるところがございました。そういうことで、今後

ちょっと大規模な改修をするのか、もうそれする経費を見るのであれば、政策空き家等の

処理をするのか、そこら今後検討してまいりたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   まだ方向性が見えてないという説明がありましたけれども、現在まだ、

さっき言うたようにバリケードなりコーンなどを置いて、あれもしかして入居者が出入り

するときにけがとかしたら、また大変な状況になると思うので、それは早く方向性を見つ

けるなり、当面その外壁等は改修する必要があるんではないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 
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○都市計画課長（原口久司）   一部直したところはあるんですけども、その危険なとこ

ろについては、早急に応急的なことになるかと思うんですけども、修繕していきたいと思

っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ここは、場所的にも、かなり利用する側にとってはいい場所になるん

かなというふうに思います。決算審査のときでも、住宅に入りたい人が多いというような

委員長報告もありましたので、やはりここは利用できるように、改修を急いでしていただ

きたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   先ほど申しましたとおり、危険な箇所については早急に

対応したいと思います。ただ、全体的な大規模な修繕をするのかどうかは、今後検討はし

ていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   最後になりますが、やはり先ほど言うたように、住宅困窮している人

も多いし、ここは改修すれば入居希望が多い場所ではないかと思うので、ぜひ早い対応を

お願いしたいと思います。終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   まず１６７ページ、１３節、委託料の道路施設草刈りと委託料６００

万円と上がっとるんですが、地域からの草刈りをお願いしたところ予算がないと、自分と

こで刈りなはれというような冷たい返事やったんですが、その場所については、まずもと

もと県道から市のほうに県道を移管した地区なんですが、県道のときは毎年ずっと草刈り

をやっていただいとったんですけども、市になってから何年かやってもうたんですけど、

近年はずっともうそのままになっておるんですけど、これについてちょっと、どういうわ

けでそういうふうになったか説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 
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○建設課長（赤松啓二）   おはようございます。今の御質問の件ですけども、まずその

６００万円の予算ですけども、これについては大半がシルバーに委託をしております。そ

れと、質問にありましたあの旧県道になる路線だと思いますけども、現在市道ですけども、

基本的には市道の法面等の草刈りとか側溝の清掃については、地元の地先のほうでやって

いただくというのが一応基本的な管理係の考えでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、課長、基本的な考えやけど、県から市のほうに移管したときに

協定書いうのを結んどると思うねんけど、その中身ちょっと一遍読んでみてください。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   今、その協定書は持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   その中身について、今後の管理の形態について、南あわじ市はこうい

うふうにやりますということを、市と県と約束しとると思うんやけど、その中にそういう

適正な維持管理とか草刈りについても協定を結んどると思うねんけど、その辺ちょっと知

りたいねんけども。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   先ほども言いましたように、この予算６００万円については、

今年度２７年度においても、５０カ所近くの場所をシルバーに管理をしていただいており

ます。それ以外に、市道についても１,０００キロほどありますので、この当然６００万

円では維持管理できませんので、地元のほうで全戸一斉清掃とか、そういった機会を捉ま

えてやっていただいてるのが現状でございます。委員おっしゃってるその協定書について

は、ちょっと内容をもう一度確認をいたしまして、後日協議させていただきたいと思いま

す。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   これね、県道から移管されたときに、地域のほうに全く意見も聞かん

と市は受け入れしとるわけで、もし草刈りようせんのやったら、もう一遍兵庫県に返して

もうて、ようしませんいうことで、知事に言うてほしいと思うんよ、土木事務所に。それ

で、もとどおりの県道にしてほしいんです。そしたら、ちゃんと兵庫県のほうでやってく

れるんだから。無責任なような感じで、勝手に受け取りしはったら弱るわけよの、住民は。

そやから、ようせんのやったらようせんいうことで、戻してほしいということで、とりあ

えず終わっときます。その辺はどうですか、部長。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   今、問い合わせあったわけなんですけども、私もそのときの

協定書等についての確認もしてございません。ただ、県のほうが市道に変えておるという

ことでございますので、当然県はその道にかわる代替の県道等の建設ができて、旧道の分

について市道に戻しとるのか、もしくはその県道から市道に戻ったときのいきさつ等々に

ついても、今のところちょっと把握してございませんので、じっくり一遍確認をした中で、

また御返事させていただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そういうことで、市民としたら市道だろうが県道だろうが関係ないわ

けで、要は適正に通行できる、安全に通行できる道路がほしいわけ。そやから、何遍も言

うけど、予算がないとか、そこ地元でしなはれと言うんだったら、もう一遍兵庫県にその

道路を返してほしいということをお願いして、この件は一応終わっときます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １６５ページ、急傾斜地対策事業負担金１,３１０万円ですか、これ

は場所はどこなんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   これ２カ所ありまして、福良と阿万の２カ所でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   これ、私も１回経験あるんですが、当時は５件か６件以上あると、国

庫の補助で全額補助でできると。それ以外であれば、また費用の負担が違ってくるという

んですが、この場合は何ですか、小規模な急傾斜の事業なんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   この場所については、急傾斜の指定を受けてる箇所の対策工

事でございますので、国が９０％、地元というのは市ですけども、市のほうが１０％負担

で、個人負担というか地元負担ゼロで実施できる事業でございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   消防のことで、私、今回南あわじ市は防災訓練兵庫県のメイン会場に

なっとると思うねんけど、その訓練経費の予算というのはどこへ計上されとるのか、まず

お尋ねいたします。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この分につきましては、１７９ページの災害対策費の中

のそれぞれの消耗品とかの部分の中で、入れた中で予算を計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今回ですね、南あわじ市は兵庫県でメイン会場として、大規模な私は

訓練をやっていただけるというような思いがあるわけですわね。東日本大震災から５年が

経過し、兵庫県下で一番被害の想定が大なる南あわじ市をメイン会場にしてするわけです

わな。私は、当然さまざまな関係機関からの出動していただいた上で、大々的な大規模な

訓練を実施していただきたいと。その訓練に対しては、それなりの予算というやつがしっ

かりと計上していただいとると、私はそういう認識でおってんけど、これ大体その訓練の

予算の計上は、どれぐらいの規模で考えられておられるんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 
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○危機管理部長（佃 信夫）   ただいまおっしゃっていただいた、その防災訓練の予算

なんですが、予算書の１８１ページの１９節の負担金補助及び交付金というところで、淡

路地域防災訓練協議会負担金、５１万４,０００円計上しております。先ほど谷口委員お

っしゃった、淡路で行う平成２８年度の県の総合防災訓練につきましては、一応今のとこ

ろは総予算を６００万円と見積もっておりまして、その２分の１を県が負担すると。その

残りの２分の１の３００万円を、淡路地域で負担することとなっております。その３００

万円につきましても、県民局がその２分の１ということで１５０万円、残りの１５０万円

については３市で負担というような予算見積もりとなってございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ６００万円ぐらいの予算計上していただいとるというのは、ありがた

いかなという思いがするわけですが、そこで私はやっぱりこの市民参加というか、この訓

練に対して多くの市民の参加できるような訓練メニューを計画していただきたいと思うん

やけど、そのあたりどうですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   現在、この分については、県との協議がまだできてない

んですが、今の現状であれば、福良の地域を会場とした中で、地域の方々も入った中で、

今回それと合わせて、去年から地域に即した形の県の防災訓練がされてるということなの

で、福良地域を中心とした中の避難訓練とか、その避難所の運営とかいう部分について、

計画を練っていきたいというところです。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、あの計画練っていく段階においては、やはり自衛隊、消防、

警察、消防団、地域住民があれした上で、私は一番心配しとるのは、やはりこういう南海

トラフ地震においては、太平洋沿岸大規模な被害想定がされるので、そのあたりしっかり

南あわじ市としてこういう訓練を通じて、例えば応援に来ていただける、消防というのは

もう自治体消防なんでそのエリアで活動するねんけど、自衛隊やな、要は。そこらに、南

あわじ市最優先して出動してもらえるような、姫路の第３特科へいうのもあるねんけど、

あの辺だったら陸上部隊なんで、私は灘・沼島、あのあたりの方々がやはりそういうふう

な道路の遮断であったりとか、やはり大規模な被害想定される中で、沼島地区というのは

私は離島の部分で心配しとるわけですわな。高齢化率もかなりあれやし、そんな段階でこ
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の輸送ヘリというか、あのヘリポートもしっかりと沼島地区にやっていただいとるので、

それは当然県の防災ヘリもそうやし、自衛隊のオスプレイでも、多くの住民を搬送できる

ような、そういうふうな輸送ヘリ的なもんも、今回訓練に取り入れていただくような方向

で考えていただきたいんですけど、いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   その分につきましては、今後関係者団体等との協議も入

っていった中で、こちらのほうのこういう形のことができないかとかいう部分について協

議した中で、できるだけ災害にあわせた形で計画をつくっていきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これはね、南あわじ市としてのスタンスで、県のほうに要望しておい

てください。でないと、これは向こうやったっていろんなとこから言うてこられるだろう

し、私はああいう施設に一回来といてもうたら、南あわじ市の地形というか、ある程度災

害対応のマニュアル的なもんをそういう機関においてつくるさかいに、一遍でも来らしと

いたほうが実践のときに相手方も活動しやすいんで、その辺大型輸送ヘリぐらいの要望も

していただいて、なんだったら音楽隊も呼んでいただいて、どんどんとやっていただきた

いという思いがありますんで、その辺要望だけしといてくださいよ、お願いします。終わ

ります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １６９ページの１３節、委託料の調査委設計委託料２,０００万円、

これ三原川水系の今後の整備の方向を決める調査設計やと聞いとるんですが、詳細につい

て説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   これについては、御存じのように県のほうで三原川水系の河

川の整備計画を作成していただいて、今、事業は進捗中でございますけども、その事業プ

ラス内水対策というか、その県の事業で対応できない部分について、特に志知川とか櫟田

あたりのその周辺、先ほど言いました内水対策をどうするかというようなことで、今回の
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新年度の予算では調査費ですね、全体の計画をどのように今後やっていくかというような

ことの調査費として計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今までなかなか手つかずのところを、調査費だけでもつけていただい

たということで、一歩前進やと思うんですが、この調査する範囲についてもう一遍、どの

範囲でやるんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   松帆でしたら宝明寺川、倭文川の周辺水域と、入貫の上流、

先ほども言いました志知川の上流ということになるんでしょうか、そのあたりが調査の区

域なのかと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、低地ということになれば、倭文川の周辺から下の古津路地区、

慶野地区。また三原水系ということになれば、入貫から反対側の西路から湊にかけてのそ

の辺も入ると思うんよ、その辺は対象外ですか。その辺をどうするんですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   今回のこの予算での調査区域の対象については、今よりも川

北というんですか、塩浜・北方のあたりが２.６キロ平米と。それと、先ほど言いました

入貫の上流０.６キロ平米ということで、この区域を調査する予定にしております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そやから、それ以外のとこは、三原水系でも低地もあるし、今まで浸

水の実績もかなりあるということで、その辺、今言うた以外のとこをどうするんやという

ことを聞きよるわけ。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 
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○建設課長（赤松啓二）   それがですね、三原川の水系の河川整備計画とこの調査等、

それ以外の区域についても、今後低地対策として全体的に考えていかなければいけないと

は思っておりますけども、この２,０００万円については、今、説明させていただいた区

域を調査するということでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そやから、今回の２,０００万円でやるとこ以外は、もう既に担当課

のほうで把握しとるという考え方でよろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   全て把握してるとは言いませんけども、それは県の整備計画

でも、今後松島橋を終わると今度孫太川というようなことで予定されておりますし、その

計画の中で、その水系細部についても調査しておりますし、私どもも旧の西淡調査の分布

を更新するということで、旧の西淡庁舎跡の区域の水域の調査もしておりますので、湊の

ほうもポンプを今度更新するという計画もありますので、その辺の調査もしております。

ですので、先ほど言いましたように、広い範囲での調査というのは今までもやっておりま

すし、今後その不足の部分についても、単費になると思いますけどもおいおいやっていき

たいと、そのように考えております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、もう全てわかっとるということで理解しておきます。そや

から、おいおいいうことは、もう今後またおいおいするということで、そういう日本語に

なっとるので、課長、ようその辺忘れんように、これで終わったんじゃなしに、来年度以

降もこういう予算を組んでやるということで理解しておきます。これでいいですか。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   今の話の関連でなんだけども、宝明寺川を抜かしてるというのは

どないいうことですか。今の話やったら、宝明寺川抜けとるよな。江尻と塩浜いうたら、

もう宝明寺川のことが抜けてますやんか。どっちなの、宝明寺川もやるんやったら、櫟田

も慶野もかかってきますよね。江尻と塩浜だけではないでしょ。そうすると、慶野も櫟田
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も古津路もかっかてくるん違うの。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   最初に言いましたように、水域的には川北、三原川、倭文川、

宝明寺川の流域についてということです。集落については、先ほど塩浜、北方とかいうよ

うに言いましたけども、その流域については、当然宝明寺川も入っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そしたら、その周辺は全部入ってくるということやね。そういう

ことやね。川北全部入るいうことやな。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   そういうことになります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは、西路地区いうか、ここは抜かしとるというのは、今言う節に

三原川河川改修事業の関係で、西路の孫太川のポンプの更新がもう近々直近でやっていた

だけると。それと湊地区のエリアに関しても、西淡庁舎周辺の内水対策はもう事業に乗っ

てやっていただいとるさかいに、今この松帆地区の２,０００万円に関しては、西路地区

のほう、湊地区のやつはもう既にそういうポンプの更新を見据えてやっとるさかいに、ま

だそれよかひどいエリアのとこをまず最優先して調査するという２,０００万円やいうよ

うな私は理解しとんねんけど、課長、そういう理解でよろしいんでしょう。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   ほぼそういうことでございます。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   今、谷口委員のおっしゃいます孫太川については、区域に入

ってございます。だから、西淡地区の一般的にここ二、三年で台風等でつかっておるひど



－ 305 － 

いところの区域については、全て入れてございます。そういったことで御理解願います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私はもう部長ね、孫太川というのは県もあなしてボーリングもし、実

施設計というか地元の説明もしとるさかい、予算さえ添えればもうすぐにでも工事着手し

ていただけるというような理解しとんねんけど、その辺部長、まだ県のほうはめど的に、

孫太川のポンプの更新というは、部長、大体どれぐらいで考えとったらよろしいの。 

 

○森上祐治委員長   建設部長。 

 

○建設部長（岩倉正典）   前も御説明させていただきましたけども、今年度実施計画に

入ってございます。そういった関係で、計画のほうでき上がった段階で、県のほうはすぐ

に孫太川のほうに入るというふうには伺ってございますが、また年度あけまして７月ぐら

いに、また県のほうから事業の説明等があろうかと思いますので、そのときにわかりまし

たら、また御連絡のほうさせていただきます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう一度確認やけど、その西淡庁舎前のポンプというのは、大体どれ

ぐらいに事業計画というか、やっていただける計画なんですか。それだけちょっと確認し

たら終わりますわ。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   今の旧の西淡庁舎の跡のポンプについては、その道路計画と

合わせての施工になるかと思います。それと、孫太川のポンプについては、県のほうにも

確認しておりますけども、２８年度から何とか予算を確保したいというようなことは聞い

ております。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   先ほど、谷口委員の防災訓練に関連してお聞きするんですが、阿万地

区のほうはいろいろと御配慮いただいて、西東海岸の堤防、また塩屋川、本庄川河口の水
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門等も事業化できるということで、ありがたいなと思っとんですが、今回福良を中心にそ

ういう防災訓練をやると、これは結構なことなんですが、これは阿万地区も同じような津

波被害が予想されるわけよな。ほんで、福良中心ということは、阿万地区はどないなるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   今回、県の総合防災訓練が南あわじ市のほうであるとい

うことになるんですが、例年南あわじ市においては、各市内の市民の方が皆参加していた

だいた中で防災訓練をしております。それを基本にして、メイン会場の部分が、２７年度

でしたら健康広場であったものが、今回福良がそういう会場になると。これ以外というか、

そこらについてはまた同じような形の中で避難等、その地域にあった訓練をしていただく

という形で考えております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それは言葉のあや、それは中心、ただ同じような東南海南海地震とい

うのは、これは同じような形で来るわけよな。やっぱり、今みたいな答弁してもうたらそ

んでええねんけども、福良中心に予算を組んどるというようなそういう発言は、これはや

っぱりちょっといかがなもんかなと思うねん。これは、やっぱり同じような形で津波対策、

地震対策必要で、今もやってくれよるよって、やっぱりそういう大がかりな防災訓練やる

んであれば、同じエリアになるわけやから、その辺どない考えとんので、今みたいな答弁。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   こちらとしては、南あわじ市の総合防災訓練がメインで

あるというふうに考えております。そこへ県の防災訓練が、今回淡路島のほうが会場にな

ると。その淡路島の３市の中で、順番で南あわじ市に来ているということになります。そ

の中で、市の中ではなかなかできなかったようなことも、県の総合防災訓練にひっかけた

中でできるということなので、そこらをうまく使った中で、市内の訓練という形で位置づ

けは考えております。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   課長な、今みたいなそういう答弁してもうたら、何も質問することも

ないわけやな。それ、今南あわじ市は１つや何やかんや言いもって、やっぱり地域エゴと

いうのは皆持っとんねん。１０年したって地域エゴというのは残っとんねん。ですから、

地域エゴが解消されてはじめて南あわじ市というのは一本になる。地域エゴなかったら、

こんな市の存立やらあらへんねん。ですから、やっぱりそういう同じような被害を想定さ

れる地域のことについては、やっぱりさっき言いよったような、やっぱり市が中心になっ

てそういう活動やるというたら、何もこんな質問する必要はないんで、今後やっぱりそう

いう災害被害が指定される地域については、やっぱりそれなりの配慮をした発言をしてほ

しいと。それだけ言うて、もう答弁結構です。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １７２ページの１５節の工事請負金２５０万円で、ことし新たに小規

模住宅地改良工事費２５０万円ついとるんで、この工事の中身について、どんなもんが対

象か、もうやるとこが決まっておればどの辺がなるんか、説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（原口久司）   この小規模住宅改良工事、この事業ですけども、この事

業については、平成２１年度からもう調査をしまして、福良まちづくり推進協議会におい

て、備前町内をモデル地区として老朽化の住宅の除去、また道路整備、またポケットパー

クいうて小さい広場ですね、そういうふうな改良工事を行うということの事業で、年によ

っては委託料というか調査だけのときもあるし、工事・用地買収だけの年もあるというこ

とで、２８年度については、道路改良工事を、約３０メーターほどなんですけども、する

工事費でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １６８ページの市道改良工事費、２億４,０００万円余り。それに伴
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う道路用地購入費というのもあるんですけども、この改良工事費というのは、何件になっ

てるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   この請負工事費、２億４,０００万円ですけども、これは合

特事業でですね２１路線、その他９路線ありますので、路線的には３０路線を計画してお

ります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市道の改良工事というのは、地域からもたくさん要望が出てると思う

んですけれども、要望というのは何件ぐらい出てるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   この地区からの要望については、毎年新規で１７０件とか１

８０件上がってきておりますけども、その中では多種にわたっておりますので、道路の新

設部分について、改良も含めてですね、何件あるかという数字は、今ちょっと持ち合わせ

ておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   市民要望がたくさんあって、なかなか消化というか、それに全部応え

切れてない部分がたくさんあるのかなと思うんですけども、そこら辺の優先順位というの

は、どういうふうに振り分けてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   まず、主な県道とか、市の幹線道路の改修に付随する連絡道

路というのがやっぱり優先になります。次に、どうしても危険な、通行に支障を来してる

とか、そういった緊急性・危険性と、やっぱり住宅が張りついたとか、そういう利用頻度

とか、そういうことを優先して実施しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   それで、この概要説明書というんですかね、この３５ページに、ここ

に市道交通安全整備事業というのがあります。この部分は、この中の予算に組み入れられ

てるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   その中に入っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この中で、さっきの優先順位ではありませんけれども、やはり通学す

る生徒児童の安全対策というのが、私は最優先かなというふうに思うんです。長い間要望

してても、なかなかできてない部分もたくさんあると思うんですけれども、いわゆる地域

から出ている、電車道のところの信号付近での安全対策というのも要望してたと思うんで

すけれども、そこら辺は一体どういうふうになってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   ちょっと具体的な、電車道というのはわかりますけども、場

所はちょっとはっきりしませんけども、信号については、これはなかなか私どものほうの

管轄じゃないので、要望は上げられますけども、公安委員会・警察のほうでの判断という

ことになるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   具体的に言いますと、国道の神代の信号からイオンのほうに行ったと

この信号があって、そこでガードレールがあって、子供がなかなか信号を通じて渡るんで

すけども、たまり場がないということで、以前からかなり要望してるんですけども、なか

なかしてくれないというような声もあるんですけども、そういう児童の交通安全対策を最

優先にすべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   その箇所についてはですね、２７年度で予算措置をして実施
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すべく入ったんですけども、たしか２筆あってですね、用地が。１筆については、地権者

の同意を得られなかったということで、ですから用地買収できたところについては、その

歩道だまりというか、それは設置する予定にしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   地権者の合意が得てるというような話がちょっと聞いたので、ただ最

後は予算だというような話があったので、ちょっと問い合わせしたわけですけれども、や

っぱり通学する生徒児童、最優先にぜひ考えていただきたいというふうに思います。それ

と、要望があるのにもかかわらず、これだけなかなか進まないというところでは、やはり

財源の問題かなというふうに思うんですけど、そこら辺は財源というのは、市の予算の中

で何割とかいうような形で予算組みされてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   いや、特に何割とかいう形での予算組みじゃなしに、全体と

して予算の執行をするということになりますんで、特に道路改良だけ何パーセントとかい

うような予算組みはないです。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすれば、必要に応じて、緊急度も合わせてぜひ予算枠をふやして

いただくというようなことお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   緊急性自体は、それぞれの政策の中で判断して行っておりま

す。緊急性なり安全性、特に防災、子育て、いろんな事業がございますけども、そこら辺

は各担当のほうからの要望を聞いて、ヒアリングの中で精査して行っているつもりでござ

います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今後、市民要望にぜひ応えていただくようにお願いして、終わります。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   消防の関係で、消火栓について少しお尋ねします。これは、１７

８ページと１７９ページですね。消火栓の維持管理費というのが出とるわけですけれども、

この維持管理費負担金というものの意味について、説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   この部分につきましては、工事それから維持管理の部分

について、広域水道のほうに管理をしていただいております。それの負担金という形で、

計上いたしております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そうすると、消火栓について新設をしたりする場合、そういう予

算というのは組んでないんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理課長。 

 

○危機管理課長（藤本和宏）   その管理の中で、このうちの中で８基の部分については、

新設という形で入れております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この８基、４５０万円で８基ができるんですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   この負担金の内訳なんですけども、４５０万円というこ

とでございますけども、消火栓の維持管理に関する負担金ということで、固定費が１３０

万円、先ほど課長申したように、消火栓８基の新設、これが予算的には４０万円掛ける８

基で３２０万円、合計で４５０万円というものでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   この８基の根拠は。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   根拠と言いますか、例年８基で足りてると。過去の実績

も踏まえた中でなんですけども、そういった形での計上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   最近、消火栓のことで聞いたんですが、この消火栓を使用する場

合に、地元負担が３分の１程度必要であると。つまり、この３２０万円の中には、地元の

３分の１、１０７万円か８万円かのお金が財源として入ってるということですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   消火栓１基当たりの設置費が６０万円と見ておりまして、

４０万円と申したのは、３分の２の負担の４０万円で、地元が３分の１で２０万円いただ

くということで、１基当たり６０万円の設置ということでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   すると、地元が２０万円負担せなあかんということの根拠は何な

んですか。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   根拠につきましては、南あわじ市の消防施設及び設備整

備等の補助金交付要綱に基づきまして、設置相当額の３分の１を負担をしていただいてる

というのが根拠でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   消防設備というのは、これは地元が負担するべきものではないで

しょ。消防というのは、地方自治体なり国なりが整備を消防設備するもんじゃないんです
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か。特に消火栓なんか、物すごい基幹的なもんであって、これ例えば神戸市でも大阪市で

もですよ、火消したりするたんびに地元自治会が負担するんですか。そのようになっとる

んかな。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   自治会が負担しなければいけないというような法的なも

のはございません。おっしゃられたように、例えば消防法によりましたら、消防に必要な

水利施設、これは消火栓とかあとは防火用水等なんですけども、当該市町村がこれを設置

し、維持及び管理するものとすると。ただし水道については、当該水道の管理者がこれを

設置し、維持し及び管理するものとするということになってございます。また、水道法で

は、水道事業者は当該水道に公共の水道のための消火栓を設置しなければならないとなっ

てございます。ただし、その自治会の負担については、言及がないのが現状でございまし

て、今おっしゃられたような、例えば全額自治体負担というような市もございますし、例

えば市によっては２分の１の自治会負担を求めているというようなところもございます、

これが現状でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   つまり、法的な根拠はないと、それはすなわち市の判断であると

いうことですね。わかりました。これはやっぱりちょっと問題あるというふうに思います

ね。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、先ほどの答弁の中で、ちょっと私は納得できらんのは、１３０

万円水道事業団のほうに委託管理経費を支出しとるというような答弁があったと思うんや

けど、これそもそも消防水利の基準において、消火栓というのは水道事業団が設置し、維

持管理せんなん施設なんですわね、これ。先ほどおっしゃっとったように。その中で、消

防水の基準の中でその市街地、密集地等々によってある程度基準が設けられとると。１２

０メーターに１個設けなさいよと。そんな中に、今言った防火水槽とかため池・河川、施

設は消防施設としてカウントしますよと。それ以上に地元が、ここにも距離的なエリアで

あって、ここにも設置していただきたいんですよというようなことがあったら、今の部長

の答弁で３分の１の地元負担というのは私も納得できるねんけど、これね、１３０万円支

出しとる根拠というのは、私はこれはおかしいと思うんですよ。水道事業団がせんなん維
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持管理を、何で市が１３０万円払わんなんの、これは私は法的に問題があるということを、

一応十分検討していただくということを求めて、これで終わります。 

 

○森上祐治委員長   危機管理部長。 

 

○危機管理部長（佃 信夫）   先ほど、水道法の規定を申し上げましたけども、水道法

の規定にもう一文ございまして、市町村はその区域内に消火栓を設置した水道事業者に対

し、その消火栓の設置及び管理に要する費用、その他その水道が消防用に使用されること

に伴い、増加した水道施設の設置及び管理に要する費用については、当該水道事業者との

協議により相当額の補塡をしなければならないということがございますので、この規定に

基づいて補塡をしてるということでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、質疑をこれで終わりまして、次に、款１０、教

育費の質疑に移ります。 

  暫時休憩します。 

  再開は１１時１０分といたします。 

 

（休憩 午前１０時５８分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

  ⑥款１０．教育費（Ｐ.１８２～Ｐ.２２３） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  款１０、教育費について質疑を行います。予算書のページは、１８２ページから２２３

ページまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ数、２１９ページ、文化体育館管理費についてお聞きいたしま
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す。これ２３８万４,０００円の増額になってますが、これはどういうことで増額になっ

てるんですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   文化体育館の２００万円余りの増額でございますが、

これは部品購入費のほうで、このたび前年度４０万円余りのとこを、３００万円計上させ

ていただいておることが主な理由でございます。内容としましては、トレーニング室ある

んですが、そこのトレーニング機器が故障した折に、利用者の方にできるだけ迷惑をかけ

ないように更新したいということで計上させていただいているのが主な内容でございます。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   トレーニング施設の使用料も、その歳入の使用料の中に入ってるんで

すか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   使用料として収入に計上させていただいております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   別にその文化体育館だけでないんですが、これが一番象徴的なんで今

回ちょっと質問させていただいたんですが、６００万の収入、使用料に対して、約５,９

００万の経費がかかっているということです。もちろん、この中に２,０００万、人件費

がありますので、それをどければ、人件費はどこに行ってもかかるもので、たまたま文化

体育館のところでそういう職員がいるからここに計上させているだけなんですが、これを

引きますと、約３,９００万の経費がかかってると。６００万の使用料で３,９００万の経

費となってきますと、どう考えても、何とかこの差額を埋めれないかなと思うんですが、

そのことに関してはどのようにお考えですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   委員さんおっしゃいますように、この社会体育施設に

つきましては、費用と収入と見合うような施設を通じたスポーツ振興とかを考慮していか
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んとあかんと思うんですが、今後こういった現状を踏まえまして、使用率といいますか、

施設の使用のどうしたら回転を上げられるかとか、経費については、一定、経費がかかっ

てくるとは思うんですけども、収入部分で、例えば、何かの事業というんですか、そうい

った形で利用料収入を収入できないかとか、そういった部分については、今後ちょっと検

討協議をしていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それが、申しわけないんですけど、職員で取り組める範囲ですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   大きなといいますか、全体的な部分につきましては、

スポーツ推進審議会とかございますので、職員だけでなしに、そういった外部の機関とい

いますか、そういったところを通じまして、広く意見を取り入れていく必要があるのでは

ないかと思っております。 

 

○森上祐治委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   先ほど言いましたけども、職員ではそこら辺のところは、多少、限度

はあるのかなと。やっぱり、いろんなイベント等を寄せてくるとなっても、なかなかそう

いうつてがあるのかどうかという問題もありますので、このことに関しては、一度、しっ

かりと教育委員会のほうでも今後の対応について検討していただけたらというように考え

ます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １８７ページの南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金、大規模改修

ということについて聞きたいと思うんですが、この負担割合というのは、洲本市と南あわ

じ市とでは、負担割合はどうなってますか。 

 

○森上祐治委員長   教育総務課長。 
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○教育総務課長（山見嘉啓）   御質問の負担金の割合については、５月１日現在の小中

学校の児童生徒数の案分で率を算出しております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはそれで結構なんですが、その結果、負担割合は何対何ぼですか。 

 

○森上祐治委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（山見嘉啓）   ２８年度の予算の見込みですけども、南あわじ市が８１.

５９％。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   一時、負担割合は１対９というようなことで伺ったことがあるんです

が、これはもうあれですか、課長、こういう洲本市とのこの組合の事業は、その都度その

都度、何月何日時点の生徒数によって、常に案分されて事業はされておるんですか。 

 

○森上祐治委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（山見嘉啓）   ５月１日現在の児童生徒数で算出しております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちなみに、今の広田中学校の生徒数の割合は、何百人と何百人になっ

てますか。 

 

○森上祐治委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（山見嘉啓）   平成２８年度の５月の見込みでよろしいですか。南あわ

じ市が中学校が１７４人、洲本市が３０人の合計２０４人となってます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   １９１ページ、島外選手派遣補助金、これ、小学校のほうで４２万１,

０００円。これ、お聞きしたいんですけど、中学校のほうは、これは後出てきよるけども、

補助金一覧表を見ると、現状、今度２８年度は５０６万２,０００円ついとるんよな。こ

れ、２６年度が１６５万から２７年度が３４５万から、今回、５０６万。この島外という

のは、小学校と中学校と、ほんま、月とすっぽんぐらいこれ、差がついとんのよな。これ

はどういう理由ですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   １９１ページの島外選手派遣補助金の４２万１,０００

円については、これは小学校費ということで、小学校の場合は、特にこの関係の部分につ

いては、小学校の水泳検定会、あるいは、市の小学校陸上競技大会、あわじっ子のスポー

ツ大会、そういうリレーカーニバル、特に島外については、そういうリレーカーニバル等

の参加のバス代等に使用されているということでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、私がお聞きしとるのは、中学校は５００万から島外遠征でつい

とんねん。そんでこれ、その差が大きいと。中学校のこの五百何ぼというのはどういう使

い方をされとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   中学校のほうでは、クラブ活動の対外試合に伴う選手派

遣の補助金として、各学校に割り振った補助金でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、同じ南あわじ市の子供であって、市長も子供は宝やと言われる

中で、これ、中学校のそういう部活の遠征費にそれだけの費用を使って、小学校、これ、

いろいろなクラブがありますわね。中学校に負けんぐらいの人数のありますわね。しかし、

その遠征やいうのは、ほとんど保護者が負担してやっとんねん。これは何ですか、社会体

育と教育でやっとるから、それだけの差をつけとるのか、それをお聞きしとるのですよ。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   小学校の島外選手派遣補助金については、兵庫県のリレ

ーカーニバルに参加する費用で。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、そんなこと聞きよれへんやないか。同じ子供であって、何

でそれだけ差がつくんですかと、小学校の子供は全部自己負担で行って、中学生になると

そういう負担が出るというのは、どういうことですかということを聞きよんねん。先生が

教えてるから出よるのか、社会人が教えてるから出せへんのか、その辺を聞きよんねん。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学校体育の部分と社会体育の部分があるのではないかと

思います。社会体育関係、例えば、社会体育でいいますと、少年野球や少女バレーボール、

サッカー、剣道、バスケットボール等々がございますけれども、それらの参加している児

童につきましては、それぞれの社会体育団体として活動しているということで、ここでの

活動の選手派遣補助金ではございません。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そんな、これは課長、それは知っとるか知らんけど、昭和５０年前半

に、先生方が全部こういうことを、社会体育の指導をしよったんよ。それが、どないして

も全国的に社会体育部分が出てきて、何とか社会人でやってくれへんかということで、先

生方のほうから押しつけてきたクラブが今、こういう大きな輪になっとるわけよな。 

  そういうことであって、その中で、体協は、それは確かに１,０００万の予算はありま

すけど、これは二十何ぼの団体に何ぼか振り分けして、ほんのわずかですわね。それはま

た後で聞きますけども、また３万円本部へ上納金みたいなのをとって、本当に何か言いわ

けみたいな予算なんよ。私が言いよるのは、小学生と中学生と、これは、学校教育法で、

これは部活、そやけども、義務教育の中学校の体育でも、何にもせえへん先生、何ぼもお

るやん。今の南中の野球部なんか見てみいな。ほとんど自主的にやれやいうて、子供やる

け。ほんで、ほとんどもう野球部が崩壊状態になっとんねん。 

  ということは、これは何も、別にそれだけ先生方がやりよるよって、これだけの補助金

をつける、子供がやり、小学生がやりよるから、補助金がこれだけ差があるやいうような、

これはほんまにおかしいと思う。社会体育と学校教育の中で、教育の一環でやりよるとい
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うことは、社会人がやりよるよって、つけへんということやの。先生がやりよるよってつ

けるということだ。そんなのおかしいでねえか。同じ一般財源から、市民の貴重な税金か

ら払いよんのでないか。もうちょっと小学生にも配慮した予算配分というのが必要と違い

ますか。何で小学生は小学生、同じ義務教育でしょう。小学生、何でそんな親が全部払う

たらええんじゃというような、そんな答弁の仕方、ないな。私が言いよること、間違うと

うけ。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   社会体育と学校体育の違いであるかというふうに思って

おります。社会体育においては、教職員がかかわっている社会体育もありますし、教職員

も地元に帰れば、地域の一員でありますので、地域の一員として社会体育の少年野球のク

ラブや、あるいはバレーボールやバスケット、剣道等の指導に携わっている方々もいらっ

しゃいます。当然、何もかかわっていない方もいるかと思います。いわゆる学校体育と社

会体育の役割をしているというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ですから、課長、言いよんねん。昭和５０年前半に、誰やったって、

先生が全部やりよったんや。どこのクラブも。一番、理想的なんよ。子供も喜ぶ。けど、

結局、先生方からそういう指導を受けて、今の社会体育の指導者、我々も一緒にそういう

ことをして、その伝統を守ってやりよんねん。そんな理屈通れへんだ。先生方が忙しいよ

って、どないぞやってくれいうて、それでやりよったら、今度はそういう予算面で差をつ

けるやいうて、そんな理屈が通るけ。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時２６分） 

 

（再開 午前１１時２９分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私が言いよんのは、そりゃ、阿万なんか、その基本に基づいて、ほと
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んど育成会いう組織で、地域からＰＴＡから体協から行ってやってますよ。けど、余りに

も差がひどいから言うとるだけであって。そういう基本は、社会体育でやれというにして

も、そういういきさつがあんねから、やっぱりもうちょっと、そりゃ、中学並みにしたっ

てくれとかそんなこと言えへんけど、今、社会体育で、今言いよったように、いろいろな

スポーツのクラブありますよ。もう少し配慮した予算組みというのはできませんかという

ことを言いよんねん。それをただ、社会体育と学校教育と区別するやいうけど、我々は、

その当時からそういう。 

  だって、今、委員長は逃げたんちゃういうけど、私らは逃げたと思うとんねん。そやか

ら、そんな、そのときは押しつけといて、今さら、社会体育と学校教育がどうこうやいう

のは、そんなひきょう千万な話であって、そんな、もうちょっと中学校、これはもう５０

０万、それは結構なことやわ。そんなら、小学校に対しても、やっぱりそれなりの配慮あ

る予算をしたってくれということを言いよんねんで、これ。南あわじ市の子供たちのため

に。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   阿部委員の御質問、前回も同じような質問があったと思うん

ですけども、この予算上、小学校費と中学校費、これはあくまでも学校教育の中での管理

の部分での費用でございますので、こういった差がついておりますけども、先ほど、小学

校の選手派遣につきましては、学校教育課長のほうから申し上げましたとおり、クラブと

かいうのではなしに、小学校には学校教育の中ではクラブ活動がございませんので、陸上

であったり、学年単位であったり、水泳の検定であったりとかいう部分の遠征費用という

ことで御理解をいただきたいと思います。 

  小学校で、先ほど阿部委員がおっしゃったような、地域でのボランティアで指導してい

ただいている方、野球、バレー、いろいろなスポーツがあるとは思うんですけども、少年

少女のスポーツのその成績いかんによって、県大会以上の部分につきましては、御存じの

とおり、保健体育費のほうで派遣費用については助成をさせていただいているというふう

に思います。 

  中学校につきましては、委員も御理解いただいているとおり、部活がありますので、そ

のクラブ活動の成績によって、島外に選手を派遣する場合の助成ということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それは、次長、そんなこと言われんでも、こっちはもうそんなん、何
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十年も携わってきとんねん、そんなのわかっとるよ。わかっとる現実に、費用全体的から

考えたら、そんなの全然比較になれへんやないか。そういうことを言いよんねん。そやか

ら、これは、今言いよるようなことを言うたって、それは納得でけへん。同じ子供で、ほ

んで、同じように、先生方、教育委員会からそんなふうに押しつけてきて、それで、同じ

ような形の中で、何で中学生にだけそんなに配慮せないかんのよ。そんなん、不公平感丸

出しでないか。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   だから、保護者の負担が物すごくふえてきているということも、

一回、調べてもろうたらどないですか。それに対応するかどうかということを、もう一回

検討してみてもろうたらどうかな。大会もふえてるしね。遠征費も上がってると思うんで

すよ、実態としては。その部分がちょっと理解されてないんと違うかという趣旨かなとい

うふうに、僕もそういう子供の大会の参加状況とか見とったら、その辺思いますので、そ

のあたりちょっともう一回見直してもろうたらどうかなというような趣旨でないかと思う

んですけど。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   予算の計上の仕方となれば、これは仕方がないのかなと思う

んですけども、御承知のとおり、保健体育のほうで少年少女のスポーツクラブの成績によ

って、県大会以上の部分について助成をさせていただいておる金額もございますので、一

度、中学校におきましても、成績が伴わなければ、予算をここに５００万置いてますけど

も、これだけの支出があるというわけでもございませんので、あくまでも成績に基づいた

島外派遣についての助成分でございますので、どちらも、先ほど、副委員長がおっしゃっ

たように、保護者負担をできるだけ軽減するということで、保健体育のほうでも県外への

大会等につきましては助成も行ってますので、その辺、小学校の、今の小学校費の中に出

てないクラブでの遠征費用で、どれだけ市のほうが助成してるのかという部分も含めて、

一度、金額的については中学校と小学校の比較もさせていただく中で、また今後、答弁、

また回答させていただきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私は何も、自分の子供がしてお金を出す、当たり前の話や。そんなこ

と言いよれへんねん。保護者が金要るというのに、余りにも中学生と小学生の差が大きい
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ということを言いよんねん。そんで、中体連、先生がやってる。ほんなら体協に何で、体

協の予算から中学校のに行きよるので。これ、おかしいがな。あれ、社会体育け、社会体

育違うで。 

  そんなんで、この前でも言うたように、私はもうやめとるけんど、中体連、そんなら旧

町のとき、体協予算から、そんな中学校の体育に補助金や行きよれへんで。これはどうい

うことで。あんた、言いよることとしよること違うやないか。中学校は、こういう恵まれ

たことしよるのに、何で体協から予算行くのよ。どない説明すんので、それ。大体、中学

校に体協から予算や行くや、そんなのおかしいんや。中学校は、学校教育費の中から、こ

の遠征にしたって、皆、行きよるのでねえか。 

  体協は、大概、大勢ある中で、１,０００万のお金を、これを各クラブに分けよんのは

二十何団体、２７０万ほどですよ。それでまた、そこから各クラブから３万円、上納金払

いよんねん。そんなん、言いわけの予算しかもろうてない、社会体育は。社会体育と学校

教育どうこう言うんであれば、何で体協にそんなら、そこまでせんなんので。同じ子供で

あって。ほんま、言いよること、ちょっとおかしいでねえか。 

 

○森上祐治委員長   答弁できますか。 

  体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   体育協会の補助金は、例年というか、１,０００万円

計上させていただいております。それで、委員さんおっしゃいますように、体育協会の２

６年度決算書の中では、補助金としまして、加盟団体１８団体へそれぞれ強化費補助金と

いった名目で支出をしております。それで、中体連につきましては、１３万４,０００円

でございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやもう、そんなこと、こっちはもうわかりきって、おまはんらが、

余りにも中学と子供と差別するよって、私はこんなこと言いよんのや。学校教育と社会体

育いうて、何か同じ子供であって、隣の町のみたいな、そういう差別の仕方するよって言

いよるのであって。それやったら、体協に中学校から何で。結局、二重に行っとるという

ことでしょう。中学は中学校で、学校教育で予算組んで行っとるやないか。それを何で、

数少ない１,０００万の２７団体、これ、２７０万や、２７団体で行きよるの、１,０００

万のうち。ほんで、まだ３万円、上納金とられよんねん。そんなんが、社会体育に対する

補助金になるかということを言いよんのよ。 

  そんなの、保護者は何ぼで要ろうが、そんなの、親は県大会行くやいうたら、喜んで出
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しよるのや。制度自体を私は言いよんのやで。我が子供がやって、親が金出すのは当たり

前の話や。そんなけちくさい話を言うとんのとちゃいまっせ。おたくらがここまで、社会

体育と中学校とそういう大きな差別つけて言うんだったら、何で、社会体育に体協の予算

が行くやいうて、どんな理屈で行きよんねん。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   申しわけございません。これ、ちょっと体育協会のほ

うにも確認しまして。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   確認、課長、わしはもうこんなん、プロぐらい調べとんねん。きちっ

と全部これ、資料も持っとんのや。そんなの、この前も一般質問やったことあるけども。

そやけど、それはもうええわ思ったけど、今の答弁聞きよったら、何か、よその子供と地

元の子供みたいな、そういう、同じ公金の補助金を出すのに、社会体育と学校教育、先生

がやりよるよって、社会人がやりよるよってと、私はそないひがんでとっとんねん。わが

らがやれや言うてやっといて、そんなやり方、どこにあるで。どこやったって、こんなや

り方、やってない。 

 

○森上祐治委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時４１分） 

 

（再開 午前１１時４３分） 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  今の質問についての見解を、教育委員会として、教育長、お願いします。 

  教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   まず、学校教育と社会体育の関係のお話があって、その後、い

わゆる中学校の中体連が体育協会に加入しておると、こういうお話になりました。私も、

最終確認して報告したいなと思ったんですけども、今の時点で私の思いを伝えたいと思い

ます。 

  まず、おっしゃってますように、中学校の学校教育の部分のクラブ活動、これについて
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は、市のほうで島外への選手派遣については、特にバス代を手当てしておるというのが現

状です。小学校における社会体育による少年少女の部分については、基本的には、島内で

の大会がほぼ中心かなという思いがあるんですけども、特に強いチームというのが毎年、

いろんな種目の中に出てきます。そうしたら当然、島内大会では事足りず、いわゆる県大

会、あるいはもっと上に行く機会がふえてきます。その辺について、委員もかなり心配さ

れとるのかなと、なぜ差があるんかと、こういう話やと思います。 

  まさにその辺についても、少年少女の部分についても、県大会への出場については、市

のほうでもわずかですけども、補助の対象にさせていただいております。ただ、それが全

て県大会へ行ったときに交付できるかといいますと、公式的な大会というような位置づけ

の中での補助です。その辺は、今後、もう一度精査する必要があるのかなと、このように

思ってございます。 

  もう１点の、体育協会に中体連が加入していると、この見解については、私の記憶でな

んですけども、いわゆる南あわじ市が発足する当時、いわゆる体育協会も四つのそれぞれ

支部というのがあったと思いますけども、それを一本化をお願いして、皆さんの協力で一

本化がされました。そのときに多分、中体連の部分については、県の体育協会なんかが中

体連の加入をしておると、それで、洲本市の体育協会あたりも中体連の加入がされておる

というようなことから、そのあたりも参考にしながら、中体連の加入も認めてきたんかな

と、私はこのように思ってございます。 

  ただ、それの法的な体育協会の加入のもとになる根拠については、ちょっと私も今、承

知しておりませんので、その辺については改めて確認して報告したいと、このように思っ

てございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、報告、これは教育長言いよるの、報告やいうて、私、そんなの

聞きよれへんで。はっきり言うて、洲本や淡路市がそういうふうにしよったからやりよる

と、私は、南あわじ市のことを言いよんのやって、南あわじ市の体制がこういう差別をし

とるということを言いよんねん。 

  それで、話をしよったら、学校教育と社会教育というのは全く別の、これは、全く別か

しらん、同じ子供や。社会体育で育った人間は、皆、中学校に行って、また部活に入って

やりよんねん。プロで言うたら、二軍みたいなもんや。それを、同じ子供に、何で。それ

は言うふしに多少なりともそういう補助金は出してるのはようわかってます。けど、余り

にも差がついとるから言いよんねん。中体連並みにしたってくれやというようなこと、私、

言うてませんよ。 

  それと、基本的には、自分の子供がスポーツしてお金を親が出すのは当たり前の話であ
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って、学校教育でやっている子供たちは、こういうふうに優遇されとるのに、何で小学校

はこれだけいろいろの社会体育のクラブがあるのに、これは、めったに県なんか行けへん

けども、予算づけのことを言いよんねん。余ったら余ったで、また補正組んだらええんと

違いますか。この予算書見よったら、明らかに差がついとんでねえか。差がついとるいう

たら、社会体育と学校教育が違うよって。そんな、学校教育と社会教育いうとどない違う

のよ。 

  ほんで、もともと昭和５０年前半、４０年後半に、先生方が忙しくてでけへんよって、

我々に皆やってくれということで、今、社会体育がどれだけのクラブあるで。南あわじ市

にボランティアでやってくれよんねん。そういうクラブこそ、もっと市として配慮すべき

と違うかということを言いよんねん。その答弁を聞きたいんです。それは、はいはい、わ

かりました、何ぼでどうやということは、それはでけへんのはわかっとるけど、そういう

答弁が欲しいんや。今後、配慮していくんか、いや、もう社会体育と何か別やと言うんだ

ったら、それはもう言うように。ほんなら、小学生しよるところは、もう税金も安くして

もらわな、ぐあい悪い、そないなってきたら。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   先ほども私、少し申し上げましたけども、少年少女の部分につ

いての島外選手派遣については、一つの補助金の交付要綱に基づいて対応しております。

ですから、当初予算ベースの予算額が非常に少ないと、こういう御指摘もいただいており

ますので、当然、その少年少女の部分で活躍されて島外へ行くというようなことになれば、

当初予算でこういうことを申し上げるのはどうかと思うんですけども、必要に応じて、そ

の補正予算で求めていきたいと、このように思ってございます。 

  そして、県大会への内容についても、先ほど言いましたように、もう少し中身を精査し

て、できるだけ負担の軽減にも配慮できればと、このように思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   教育長、今みたいな答弁を初めからしてもろうといたら、何じゃ、こ

んなに長引くこともないし。そういうことを言いよんのであって、それはもう、私はこれ

で終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 
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○吉田良子委員   １８６ページの就学援助についてお伺いいたします。この制度は、子

供のいる家庭で経済的困難がある世帯にその学校にかかる費用を市が支給するという制度

であります。金額的には、昨年と比べて変わってないんですけど、対象人数と率はどうな

っているでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   準要保護児童につきましては、２６２人ということで予

算計上しております。今までの割合、経過ということですが、小中の割合からしますと、

平成２７年度１３.７％、平成２６年１２.６％、平成２５年１３.３％、平成２４年が１

３.９％と、おおむねこのラインのパーセントとなっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、今回ちょっと質問するのは、入学準備金のことであります。

先日も、各小学校で新１年生を対象に入学説明会というのが開かれております。その中で

は、いろんな資料が配られている中で、この就学援助についても資料が配布されておりま

す。そして、これを希望する方は、４月１３日ぐらいに手続をしてくださいという説明が

学校からあったようです。 

  その中で、もう新１年生、小学校へ行く１年生は、体操服等々、今、購入時期になって

おりますけれども、体操服を買う場合、幾らぐらいお金が必要だというふうに感じてるで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   体操服につきましては、小中学校それぞれ生地等含めま

して、その金額が統一されているようには思っておりません。それぞれの学校区によって

定められた体操服ということですので、金額については、全ての学校で統一した金額なの

か、あるいはどういう金額なのかについては、把握しておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   特に三原の関係で言えば、新小学校１年生というのは、ほとんどが体

操服で通学するということで、今、購入してるんですけど、夏、冬、合わせて３万円以上

かかるということであります。南あわじ市の入学準備金というのは幾ら支給してるでしょ
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うか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   入学祝い金につきましては。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   準備金。就学援助の準備金。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学用品費としては１万１,４２０円、通学用品費として

は２,２３０円、校外活動費として１,５５０円、新入学児童の学用品費としては、２万４

７０円、こういった金額でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、今、購入してるんですけども、体操服を買うと３万円以上要

るということになります。いろんな通学用品費ということで、算数セットが２,０００円

以上要るとか、いろいろ経費が要るわけですけれども、４月１３日に申請して、支給はい

つになるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   申請していただいて、こちらでも認可するかどうかの審

査をしますので、少し時間がかかるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今、子供の貧困ということで、大変大きなことにもなっております。

それで、各市では、入学準備金だけを前倒しにして３月に支給するというところが今、ふ

えてきつつあるんですけれども、そういうふうに制度改正というのが差し迫ってきてるん

ではないかと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 
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○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   細部について、十二分に把握しておりませんので、その

辺の部分については、十二分に協議していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   最近、ある学校で、新入学を迎えたけども、子供が来ないと、そのこ

とに先生は家庭状況を把握しとって、制服が買えないから来てないと、先生がそのお金を

出して、一時、立てかえして、子供が学校に来れる状況をつくったというようなことがネ

ットでも大きく反響を呼んでおります。ですから、南あわじ市もそういう子供を生み出さ

ないためにも、入学準備金だけでも前倒しでするというような決断が必要ではないかと思

うんですけど、市長の見解をお伺いしたいと思います。市長なり教育長なりでいいんです

けど。 

 

○森上祐治委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   そのお話を私も聞きました。いやあ、という思いで聞きました。

そのあたり、対応できるものであれば考えていきたいと、このように思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それに、制度に当たっては、家族の収入とかいろんな関係があると思

うんですけれども、ぜひ前倒しということをお願いしたいと思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   質疑の途中ですが、昼食のため暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時とします。 

 

（休憩 午前１１時５８分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  款１０、教育費について、質疑を続けます。 
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  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   埋蔵文化財費、２１１ページ、松帆銅鐸の件でお尋ねをするわけです

が、いただいたこの郷土愛のところの松帆銅鐸保存活用事業で、新規に１,５３１万円と

いう予算を計上されておられますが、この事業計画というか、この予算計上の事業費につ

いて、事業の内容についてお尋ねをいたします。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   社会教育課長の福原です。よろしくお願いいたします。 

  今回、上げております松帆銅鐸の事業について説明をさせていただきます。金額として

は、１,３００万ほど上げさせていただいておるんですけども、多くは奈良文化財研究所

で行われます科学的調査の費用になります。内容につきましては、先般から皆さん御承知

だと思うんですけども、今回の銅鐸からいろんな青銅器文化の情報、弥生時代の情報が得

られるということで、それぞれの分析になります。 

  一つは、現在ついておりますひも、それの成分分析並びに素材分析、それから、植物遺

体、植物が中に、銅鐸の中に残ってますので、植物の種類を限定をしていくと同時に、カ

ーボン１４という植物の中に入っている炭素を調べることによって、年代測定がある程度

絞られていくというような調査、それからもう一つは、銅鐸自体の分析によりまして、鉛

同位体という、鉛のことについてそれを調査していく、それが大きく調査のほうの経費と

して上がってきております。 

  あとは、委員会等を開く経費ということで、１,３００万ほどの予算を上げさせていた

だいております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局は、そしたら、今発見された銅鐸のさまざまな調査研究費に奈良

のほうへ研究してもらう、その研究費の財源として市から支出すると、そういうことなん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   今年度はそういう形で予算を計上させていただいており

ます。 
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○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、この銅鐸自身、ここに書いてあるようなふるさと南あわじ市の

郷土愛というか、南あわじ市を大々的に全国に発信する歴史、神話の里というような観点

から、有効に活用すべきやというような思いがありまして、先般も玉青館のほうで、レプ

リカの展示等々されとるわけですが、ああいうようなやつで、地元の地場産業の瓦産業の

後継者の若い方々も、そのようなやつで、ある程度新たな新商品の開発等々もやられとる

ような状況で、これは、活用せん手はないと思うんですが、今後、この調査研究終了時に

対して、この松帆銅鐸の活用について、どのようなお考え、今の現段階でのお考えをお持

ちなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   現時点では、とりあえず調査をまずことし、多分、来年

度前半は優にかかるんではないかなというふうに考えております。その後、とりあえずこ

の銅鐸につきましては、市の宝だけでなしに、国民全体の財産という意味で、展示をする

必要があるだろうというふうに考えてます。ただ、どういう展示をしていくかについては

今後、皆さんとお話をしながら、協議をさせていただきながら、活用法を考えていきたい

と思います。 

  また、今年度は、文化財を生かした市民講座ということで、できるだけ弥生時代とかそ

ういう時代、また、慶野松原、南あわじ全体の歴史的なところ、市民講座などをしながら

理解度を深めていきたい、そのように考えております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私はもうこれ以上言わんのやけど、これを使って、前回の一般質問

等々でも言わせていただいたんやけど、要は、これを松帆地区、慶野松原でもレプリカで

もそうやけど、観光客が来て、その幸せの鐘でも何でも、あのレプリカみたいなやつをや

ってもろうて、松帆で発見されたさかいに、慶野松原、プロポーズ街道という、甍の瓦を

使ったやつもしよる段階で、あの辺を遊歩道的な整備をしていただいて、そこでレプリカ

の鐘をカーンと鳴らしたら、何か、物語をつくっていただいて、観光客が来ていただける

ような施設整備をやっていただきたいと。展示場は当然、展示していただくのは当たり前

の話やけんど、そういうふうなことで、まちづくりというか、まちおこしをしていただき

たいという思いがありますので、その辺のお考えはありますか。 
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○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   おっしゃるように、いろんな活用方法があるかと思いま

す。それにつきましては、観光行政等に対して、私どものほうからいろんなデータを出し

ていって、一緒に協議をしていきたい。活用方法については、今後考えていきたいという

ふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １８６ページの１９節の学校給食地場食材利用拡大負担金とあるんで

すが、これはどういうことをするんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   これにつきましては、学校給食の給食費に１人分５０円

アップ、１人分ですね。この地場産の食材を使った給食を食べていただいて、ふるさと南

あわじを思う心を育む食育をやっていくということで、地場産を含んだ給食メニュー、新

メニューをつくって子供たちに給食提供していこうという補助金でございまして、計５回

分の予算を計上しているというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ５回分ということですが、具体的に地場産の何を子供に食わす気でお

るんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今年度、農林水産省のこの学校地場産の給食につきまし

て、３学期から少し取り組んでおりまして、新メニューとして、今年度３学期に取り組ん

だ分につきましては、南あわじ市産のヒジキ、それから南あわじ市産の牛肉というものを

すき焼き風うどんというふうな新メニューの中に入れていっております。 

  来年度につきましては、市独自でこの予算を置きまして、先ほど申し上げたとおり、食

育に力を入れていくということで、もちろん、地場産の食材を使ったものということで、

１食５０円と言うてましたけれども、計画によっては少し金額を上げた部分で地場産の魚
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等も含めたメニューを開発していきたい、研究していきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   魚離れがいろいろ言われておりますので、できるだけ子供さんに合う

ようなメニューで、それでやってほしいということと、今、イカナゴなんかも大量という

か、今、旬のもの、いわゆる旬のものを食べさせていただいて、魚等で本当においしい、

そういうイメージを子供のときから体験させてほしいということで、具体的には、またそ

ちらのほうでいろいろ考えてくれると思うんですが、そういう方向性でお願いしたいと思

います。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   わかりました。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   委員長、ちょっとお許しをいただきたいんですが、直接、予算書に関

係ないんですが、学校教育に関係のあることで、ぜひ聞きたいことがあると思うんで、よ

ろしいですか。 

 

○森上祐治委員長   はい。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   この体育会のときの組み立て体操についてお伺いしたいんですが、実

は、大阪府の教育委員会も、この組み立て体操でタワーというんですか、６段、７段、８

段で事故が多いので、今後どのように対応するかというのを今、検討中であるというよう

なことを聞いてます。また、千葉県のある教育委員会によりますと、もう組み立て体操を

全面的に禁止するというようなことを打ち出しておる教育委員会もあるようなんですが、

南あわじ市のこの小中学校の組み立て体操について、今まで過去にこれについての事故が

あったかどうか、今後、これに対してどういうふうに取り組むかをお聞かせ願いたいと思

います。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   組み立て体操における事故ですね、塔をつくっていて、

ちょっと転落して骨折等の事故報告等は、今まではありました。このことについて、今後

どうしていくのかということですけれども、国や県のほうもこのことについていろいろな

通知が出てきておりますけれども、まずは、安全な取り組み、これをしっかりとするよう

に各学校に周知徹底するというのが今のスタンスでございます。 

  何段までがよいとか悪いとか、そういうことよりも、そういう組み立て体操を行うので

あれば、それができるような教職員の配置、児童生徒への指導等を徹底するべきであると

いうふうなことで、そのような連絡をさせていただいているところです。 

  今後、国・県のそういう方針も含めて、どう対応していくかは再度検討していく必要が

あるのかなというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今の課長の答弁を聞いておりますと、教育委員会としては、学校当局

に安全面を十分配慮しながら、これを進めるものなら、別にあえてそれはとめることはし

ませんよというようなことであったんですが、南あわじ市の児童生徒の骨格とか体力につ

いて、私はようわからんのですが、やっぱり小中学校において、ああいう８段、９段のよ

うなああいうピラミッドをつくった場合、これはもう、下の子の骨格とかそういうものが

まだ未発達の面も当然あると思うんですね。 

  事故がよく心配されるんですが、これだけのことを現場での対応にせえということにな

ったら、現場の先生も非常に判断が難しいんでないかと思うんですね。果たして、こうい

うのはどこまでをどないするかというのは、我々にはこれはもう判断できるものでないん

ですが、大阪府の場合なんかは、とにかく一遍、教育委員会全体で協議しながら対応しよ

うというところもあるんですね。今の課長の話でしたら、南あわじ市においては、教育委

員会において、学校の担当者、例えば校長、教頭等とのことで、これについて実際、十分

協議したことがあるんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   こちら側からニュース等々で、大阪市のほうがもう何段

からは禁止ですよというふうな話が出ましたんで、こちら側からそのことについて、各学

校長並びに教頭にも安全配慮の部分についてのお知らせをさせていただいているというと

ころです。 

  最近の傾向としては、委員さんも御存じのように、組み立て体操というのが表現運動の

ような形で、音楽に合わせて今までの組み立て体操のような動きをしたりとか、子供たち
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の発達段階に見合った取り組みをしている学校、中学校においても、最近ではそういう方

向からソーラン節や、あるいは応援合戦なんかの形に変わっていっている形もあります。 

  そういった中ですけれども、今、教育委員会としては、そういったふうに、その記事が

出た、そのニュースが出たときには、そのようなお知らせをさせていただいて、安全配慮

の徹底をお願いしたというところです。もちろん、来年度に向けて、５月開催の運動会が

多いので、改めて各学校の意見も聞きながら、検討していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、我々やっとる者、我々も学生時代にこういうことは当然したこ

ともあるし、やっとる者、見とる者にとっては、これはもう、やっぱりやってる人自身も

結構いい思い出にもなると思うし、見てる人も、立派なものを見せてもらったという感動

的なものもあると思うんですね。これ、ほんまにこれは難しいと思うんですが、事故があ

ったさかい、こういうことになってくると思うんですが、余り、事故、事故報じよったら

何もでけらんという問題もあると思うしね。これ、ほんまに判断というのは難しいと思い

ます。大勢を対象に、ほんでやっぱり、ここら、ほんまによう、子供の体力とかそういう

ことは我々は現場でないのでようわかりませんが、そこらを見ながら、やっぱりある程度

は構わんのでないかなと思ってみたり、その事故になるかならんかの分岐点やら難しい問

題であると思うんですがね。 

  やっぱり、これは学校として、事故というのは、これはもう当然、未然に防ぐように努

力もせんといかんと思うし、余りにも消極的になってもいかんと思うんですね、何をする

にも。そこら、我々どうこうせえということは言えらんのですが、教育委員会としても、

やっぱりそこらは十分配慮しながら、難しい判断とは思いますが、余りにもせん、消極的

にならんようにやってもらいたいと、これはもう私の希望でありますので、これを言って

終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   新規予算で、いじめ防止プロジェクトということで、１８６ページに

あります。今、１００万円、１校当たり５万円を上限に補助金をそれぞれの学校に交付す

るという予算でありますけれども、このプロジェクト予算を組んだ背景というのはどうい

うことでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   平成２６年度にいじめを決して許さない取り組みという

ことで、広田中学校をモデル校にして、生徒会を中心としていじめをなくす取り組みをし

ていただきました。この取り組みが非常に成果があったということで、平成２７年度は広

田中学校の取り組みについて、各学校の生徒指導の担当の教諭を中心に研修を積み上げて

まいりました。 

  教育委員会としては、南あわじ市のいじめ防止推進協議会も立ち上げておりますし、こ

の中で、特に小中学校の児童会、生徒会が中心となって、いじめ問題に対してやっぱり正

しく理解していく、みずからがいじめ防止対策に主体的に取り組めるような指導と教育委

員会としての支援を行っていくというふうなことがきっかけになりまして、いじめ防止プ

ロジェクトと銘打ちまして、学校、子供たちが主体的に考えた部分について、例えば横断

幕とかステッカーとか、どういう形の新しいものが出てくるかわかりませんけれども、そ

ういったものの取り組みを推奨していくと、その中で出てきた新たな取り組みについては

いろいろ紹介もしながらできたらなというふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、ここに、概要説明書に書いてあります横断幕、ステッカー

等というのは、一つのモデルであって、それぞれの学校でそういう、どういうことをして

いくかというのは創意工夫してほしいということなんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   広田中学校で、モデル事業で効果があったということは、そういう広

田中学校でいじめ的なことが解決したというか、再発防止につながったというような評価

なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   少なくとも、いじめを見て見ぬふりをするような生徒が

なくなったというふうに認識しております。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、南あわじ市の小中学校で今までいじめということで、教育委

員会にも相談なり、いろいろ上がってきてると思うんですけど、その件数というのは何件

あるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   いじめの件数につきましては、平成２６年度、小学校８

件、中学校２件、平成２７年度、小学校９件、中学校１件の報告が上がっております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それらは、解決というか、なかなかどこまでが解決かというのは判断

しにくい部分もあるとも思うんですけども、そこら辺の状況というのはどうなんでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今、申し上げました件数につきましては、既に解決した

と報告を受けております。まずは、いじめ対応チームが学校でも作動しますので、そこが

中心となって、当該児童生徒への指導並びに保護者への連絡等も含めまして、指導をして

いるというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ここに上がってない部分で、学校なりになかなか連絡しづらいという

か、後のことも含めて、そういうこともあるかと思います。ですから、こういう一つのス

テップというふうに理解するわけですけれども、やはり教育委員会としては、こういうこ

とに機敏にぜひこれからも対応していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   いろいろいじめの問題が新聞等々、報道されております。

痛ましい事故もありますので、いじめについてはしっかりとした指導、特に今回は、いじ
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め防止プロジェクト補助金を上げておりますので、こういったところで南あわじ市は取り

組んでいきたいと思っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   私は、いじめは犯罪というふうに思ってるので、子供たちの中でそう

いうこと、するほうもされるほうも、一生、心の闇になっていくと思いますので、機敏な

対応をぜひお願いしたいと思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２０１ページの淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金２,３００万円余

りについて伺います。まずこれ、具体的にちょっと説明してくれますか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   このたびの予算につきましては、ふるさと納税の寄附を

いただいた分を計上させていただいてます。それが２,３４８万６,０００円になっており

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いやいや、だからこれの具体的な事業、補助事業はどのような事業に

使われるのかを説明してください。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   今般のこの予算につきましては、現在、人形協会とどの

ような形で使っていくかといったらおかしいんですけども、充当していくかを協議をして

いる最中でございますが、大きくは、今までの事業、営業等の上に新しく営業事業、それ

から、広報事業、そういうものに充当していただくということでお話をしております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   これ、今、課長が言われましたように、営業とか広報を人形協会がや

るということですわね。人形協会がこれをやるということなんですが、今の人形協会の理

事、役員さんで具体的にできるんですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   このたびの予算におきまして、人形協会の中にプロパー

というのは、ちょっと大きい言い方になるんですけど、コーディネーターというような立

場で１名契約しまして、その方が新しい事業、また、営業方針なりを相談をしていくとい

うふうに聞いております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、現実的に、いわゆる淡路人形浄瑠璃、人形座のお客さんを呼び

込むための事業でしょう、結局は。そうではないんですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   当然、そういうことになるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなった場合、１人で２,３００万円ものお金を使って、１人で具

体的にどうするというんですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   現在、この予算の配分というか中身につきましては、人

形協会の、先ほど言いましたとおり、検討をしていただいております。広報事業として、

またそういうコーディネーターの部分につきまして、約５００万ぐらいの予算を予定して

おります。それから当然、人形座の若手育成ということで人件費、若手のことし高校生を

雇い上げるということも聞いております。そういう経費にも充当していくように聞いてお

ります。その他、先ほど言いましたように、新しい営業に向けての、例えば看板の整備、

幟旗の整備、そういうことに事業費を使っていくというふうに聞いております。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは課長、課長も十分わかっておると思うんですが、当初８万人の

入場者予定で人形座を運営していくということであったんですね。今現在は、５万人足ら

ずであるということなんですね。この間、ジョイポートのほうに行って話を聞きますと、

ジョイポートがここ数年で観潮者数が１７万人ぐらいにふえてきとると言うんですね。何

でそれだけふえてきたんですかと聞いたら、やっぱり広報活動、ＰＲ活動を積極的にやっ

ておるということのようです。それが原因か、ほかにもいろんな原因があると思うんです

がね。 

  この人形座であっても、やっぱりこの大鳴門の渦潮、ジョイポートとは近くにあって、

これ、連携したらある程度相乗効果も出てくると思うんですね。そこらをもうちょっと、

この２,３００万円ものお金を使ってやるんですから、もっと積極的にプロを入れてやら

んと、今まで、この協会というのは確かにあって、淡路人形協会が人形座を運営しとるん

ですが、この協会の人も、こういう言い方をしたら悪いんですが、これ、役員さん、皆、

無報酬の人ばかりがやっとると思うんですね。その人らが人形座を運営してるんですが、

やっぱりもうちょっと責任を持って一生懸命やってもらうためには、多少、有償の専門職

を入れて、大いにこの積極的な集客活動、あるいはＰＲをしていかんといかんと思うんで

すね。 

  そうでないと、役員さんいうたって、役員さんも無報酬の役員さんばかりで、それで果

たしていかがなもんかなと思うんです。やはり、それなりの報酬も出して、一生懸命やっ

てもらうという体制もとっていかんことにはいかんのでないかと思うんですが、いかがで

すか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   営業活動につきましては、ジョイポートさんと同じよう

な動きで、平成２４年度でしたか、１名置いております。これは、ジョイポートと連携を

して、うずの里事業ということで、それぞれの営業活動をばらばらに行くんでなしに、同

じような売り込みをしにいこうということで、割引のセットであり、そういうのをこしら

えながら営業をしている職員がいます。 

  それと同時に、先ほど言いましたとおり、今回の予算につきまして、１名、これも常勤

ではないんですけども、外部から見た淡路人形を立て直すという意味で、いろんな営業、

またはいろんな作戦といったらおかしいんですけども、プロジェクトについて考えていた

だく方と、そういう意味で、今回、もう１名雇い上げるようにしております。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   まずというか、松くい虫のことですが、この２１１ページの慶野

松原育成委託料の中に、松くい虫対策が入っているというふうに聞いているんですが、こ

の内容について説明いただけますか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   慶野松原育成委託料８２０万円の内訳です。まず、松木

の伐倒事業、これ、例年、松木が松くい虫で切っているわけなんですけども、約２００万

です。それから、地上散布に１１０万、同じく地上散布であります無人ヘリ、これで１７

０万、それから、植生管理、これは松の加密林の管理をしていただくということで、景観

学校にお願いしておりますけども、それが７０万。それから、松木の林床、すなわち砂が

適正な形で保たれているかということを、これも景観学校のほうにお願いしておりますけ

ども、これが３０万。 

  それから、松木育成ということで、下枝刈り、それから、下草刈り、それから、松葉の

除去、こういうことにつきまして１２０万、それから、大樹木対策としまして樹幹注入、

これが約６５万、それから、白アリ対策で約２５万というふうな形になっております。 

  それから、今年度新たに、これは単費になるわけですけども、樹木医さんに入っていた

だいて、守るべき木、要するに、老松等、これから慶野松原でできるだけ大きい松を育て

ていこう、そういう部分について、一緒に研究なり調査をしていくために、樹木医さんに

もお願いをするようにして、合計約８２０万というふうに予算を計上させていただいてお

ります。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この伐倒駆除なんですけれども、結局、駆除した、伐倒した後の

木の株に白アリが発生をすると、その白アリが近くの人家に飛んでくると、そして、その

人家を食い散らして壊していくと、こういうことが近くで起こっているようなんですが、

その対策はどのようになっていますか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   これは、西淡町のときからもそうなんですけども、白ア
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リが大変発生している状況、これは私どもも承知をしております。ただ、白アリを駆除、

これは専門業者さんにお願いをするわけなんですけども、人家であれば、仮に白アリの駆

除をお願いしたときに、保証期間とかいうのがあるわけなんですが、慶野松原の３０ヘク

タールの中に、まず巣を見つけていただく作業、これは大変な作業になります。それから

その後、その巣を見つけた後、掘り出すことについて、なかなか大変な、これは労力が必

要になります。そういう意味で、現在やっていただきますのは、切った切り株、また、つ

いているだろうという木、そういう部分について薬剤散布をしていただいているのが現状

でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   先ほど、樹木医による診断というのが今回入るということですの

で、その慶野松原の松が４万本くらいあるのかな、かなりの量になる、その中で、全てを

見るというのはなかなか難しいかもわからないけれども、やっぱり一定、老木などには発

生しやすいのかなというような印象もちょっとあるんですね。そのあたりも傾向としてど

うなっているかということについて調べていただくということはできないんですか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   白アリにつきましては、大体、５月、６月ぐらいから７

月ですか、発生する時期があります。そういうときにつきまして、松に高いところから飛

ぼうと白アリが飛ぶわけなんですけども、そのときには、白アリの道というのができます

ので、そういうのを職員なりが見つけながら、現在、ＧＰＳ管理を松をしてますので、そ

のＧＰＳによって業者にその後、白アリの駆除をしていただくなりをしておりますので、

あとは樹木医さんに、松１本ずつを見ていただきながら、どういう対策を練るか、今後、

考えていきたいというふうには考えております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   その点、お願いしたいのと、それと、先日、会派視察で天橋立の

松林の管理の状態を見にいってきました。その中に、いろいろよく似たことをやっとるん

ですけれども、一つおもしろいなと思ったのは、スプリンクラーを消毒散布用に設置をす

ると。あれは大体、松くい虫というのは、上のほうにつくんですね。上というか、若いと

ころにつくと。すると、やっぱり地上散布よりも樹上から薬をかけるほうが効果があると

いうようなことを、そこの専門の技師は言っていました。スプリンクラーを常設しておく
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と、割と安いコストで樹上に届くというようなことでやっとるようなんです。そういった

のも一度研究していただくわけにはいかないでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   社会教育課長。 

 

○社会教育課長（福原敬二）   委員も御承知のとおり、昔々といったらおかしいんです

けども、平成２１年まで空中散布という事業をやっておりました。その後、なくなってお

りまして、地域の住民から何とか復活をしてくれということで、一昨年から無人のヘリ、

要するに、樹上から散布をする事業、昨年度までは２分の１、１０ヘクタールほどだけを、

北側だけをやっとったわけですけども、今年度から３０ヘクタール全てに対して無人ヘリ

での薬剤散布を実施していきたいというふうに考えております。 

  なお、昨年度から、今年度というか、２７年度は、単なる地上散布だけでなしに、高所

作業車を借り上げて、道路つきのいいところというか、道の確保できる範囲でとりあえず

上からかけていただく、そういうことも今回、実施をしております。 

  あとは、そのスプリンクラーの効果につきましては、先方のお話も聞かせていただいた

りしながら、今後、必要であればそういう措置も考える必要はあるのかなというふうに思

います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   なければもう１点。これは、２１８ページのサッカー場建設調査

業務委託料１５０万です。これ、２７年度からの事業ということで、非常に苦労しながら

担当はされているというふうに聞いておるわけですが、これでことし、結論を出していっ

てほしいというのがあるんです。 

  というのも、この間、神戸新聞のほうに、東北の関係というか、田原のぞみさん、ベガ

ルタ仙台女子サッカー部、非常に東北大震災から心の葛藤なりをしてやってきた、南あわ

じ市出身の少女サッカー、子どもサッカーからずっと苦労してやっておるというような、

非常に感動的な神戸新聞の記事が連載されておりました。やはり、南あわじ市、特に西淡

地域というのは、そういうサッカーを通じて人間形成をしたり、南あわじ市を広く知って

もらうようなきっかけをつくったりというような、こういうことが、加地選手も含めてや

ってきておると。 

  ところが、こうしたサッカー場、多くの希望があって、ふれあい公園にもできたわけで

すけども、これは担当課長、まだ見てくれたかどうかわかりませんけれども、非常に無残

なことになっておると。心が痛いんです。非常に心が痛い。せっかくそうやって、日本中
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にも世界にもアピールせんなんことをやっておるにもかかわらず、こうしたことについて

なかなか支援が、育成の支援が伸びていかないということがあると思うんです。いよいよ

きっぱりとやってほしいというものがありますので、どんな段取りで行くか、説明いただ

けますか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   御質問のサッカー場についてでございますが、今年度

当初より、おっしゃいますように地域スポーツの活性化、また、交流人口の拡大といった

観点から、交通の利便性といった立地条件も考慮しながら、一定規模の施設を想定しまし

て、幾つかの候補地をピックアップし、調査をしてきました。 

  調査をする中で、いろんな法規制による壁というか、ハードルもございまして、こうい

った規制をクリアするには、多額の費用が必要となるということも出てきまして、現在は

まだどこというふうな計画はできておりませんが、今後、そういった財政面等ございます

ので、関係する部署を交えての協議会というものをつくりまして、サッカー場の規模、場

所、また、財源とか施設の維持管理といった財政面につきましてもよく検討しながら、ど

のような整備をしたらよいのかを相談・協議する予定でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   このサッカー場建設のきっかけになったのは、少年サッカーチー

ムを指導しておる方々やら、サッカー関係者の方の要望書面、これがきっかけになってお

ると思うんですよ。違いますか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   そのとおりだと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   その書面では、やはり辰美中学というものも一つのターゲットに

おいてやっているというように聞いておるんです。先ほど紹介しました田原のぞみさんの

お父さんがこの関係者として大分活躍して、そこへの強い思いを僕はちょっと聞きました。

だからということではないんだけれども、これ、書面出てから何年になるんですか。 
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○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   平成２４年１１月に要望書をいただいておりますので、

３年余りと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   その強い思いの中には、東北大震災において非常に被害を受けた

けれども、不屈の精神で頑張っている子供の姿が僕はあったと思うんです。だからこそと

いう強い思いで署名を集めてるんですよ。あの記事をもう一回読んでくださいな。本当に

泣けてきますよ。あれだけの強い思いを持ってやっている子供たちをまた育てていきませ

んか。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   体育青少年課長。 

 

○体育青少年課長（柏木浩一）   委員さんおっしゃいますように、これからの青少年、

数多くの元全日本代表選手とか、かなり著名なトップアスリートの選手を輩出しておりま

すので、その思いは同じでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、当事者も交えて、しっかりと協議をしてやってほしい、

スピーディーにやってほしい、そのことを求めておきます。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ⑦款１１．災害復旧費（Ｐ.２２４）～款１２．公債費（Ｐ.２２４）～款１３．諸支出 

   金（Ｐ.２２５～Ｐ.２２６）～款１４．予備費（Ｐ.２２６）～給与費明細書（Ｐ.２ 

   ２７～Ｐ.２３４）～債務負担行為に関する調書（Ｐ.２３５～Ｐ.２４１）～地方債 

   に関する調書（Ｐ.２４２） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、次に、款１１、災害復旧費から地方債に
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関する調書までについて質疑を行います。予算書のページは、２２４ページから２４２ペ

ージまででございます。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   基金費についてお尋ねいたします。２２５ページです。この減債

基金というのを１億６,４８１万積んでおります。この財源は今どうなってるんですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   お尋ねの減債基金のその他の財源のことだと思いますけども、

これにつきましては、土地開発事業特会からの繰入金１億６,０５０万、それと１８０万

を足しまして、１億６,２３０万、それにプラス特会の基金の利子２５１万１,０００円を

合計いたしまして、そういう金額になっております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この土地開発基金からの繰り入れと。土地開発基金の目的という

のは、定住促進というのが柱だったんですか。それとも、ほかに何か違う大きな目的があ

りましたか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   土地開発事業特別会計からの繰り入れですので、土地開発事

業特別会計においては、企業団地の売り払い収入を財源といたしております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いやいや、だから、土地開発基金は企業団地でしょう。企業団地

というのは、人口をふやしていくということでしょう。それから、住宅造成もやってます

ね。これも、定住人口をふやしていくというようなことが、その事業の大きな目的ではな

かったのですかという質問なんです。違うんですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 
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○ふるさと創生課長（北川真由美）   今、蛭子副委員長のおっしゃるとおりでございま

す。企業団地におきましては、雇用の場の創出、団地におきましては、定住促進というこ

とでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ですから、その活用というのはいろんな使い道があると、土地開

発事業は職員の皆さん、課長の奮闘によって、大きな成果を上げたと、そして、剰余金を

つくり出したと、これを有効に活用するということで、今年度、新年度では減債基金に充

てるという流れを判断をしとるということですか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   これは一応、土地開発事業特別会計の中で企業団地等の売り

払いが行われるであろうということの予定として、一般会計へ売り払いの、売れた場合、

こういう形で基金に積みますよというような形になっております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようでございますので、次に、一般会計全般について、

総括的な質疑はございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今回の予算審議を通じて感じたことの一つに、平成の合併で全国的な

課題の一つとして、周辺部が寂れて中心部が人口がふえるというようなことが危惧されて

おりました。それも全国的な課題であったわけですけれども、この南あわじ市も合併１０

年を迎えて、そういうふうな傾向に今、なってるというふうに私は感じました。それは、

私が質問させていただいた保育所の問題や学童保育、中心部は定員をオーバーして、なか

なか狭いところで子供たちは厳しい環境に置かれる一方で、灘小学校、灘の保育所が統合

されるというようなことに今、なってきております。 

  そういう格差が広がる中で、市が主導といいますか、なってきたのが社会福祉協議会や

シルバー人材センターが一本化される、旧町ごとにあったそういう市民との接点の場所が
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一本化されるというようなことも起きております。それを補完するために、市民交流セン

ターもできたわけですけれども、今回の予算の中で、コンビニで証明書を発行するという

ようなことが議題として出てるわけですけれども、コンビニもある地域は集中的にこの周

辺部、かたまっておりますが、コンビニはやはり経済活動ですから、やはりもうけを優先

する、それは企業の論理として当たり前ですから、それを否定するつもりはありませんけ

れども、コンビニも周辺部にはなかなか進出しないというような状況で、そしたら、市と

してそういう周辺部にどういう施策を打っていくかということが合併１１年目を迎えた予

算の中に問われてると思うんです。 

  ですけども、市民交流センターの予算なんか、これまでと同じような一律配分というよ

うなことがあります。ですから、この市役所に入るところに標柱というか、縦の幕があり

ますけれども、そこには、「子育ての優しいまち」というようなキャッチフレーズが書か

れておりますが、周辺部の人たちは、学校で複式学級を受けざるを得ないような状況も生

まれてますし、先ほど言った中心部はなかなか狭いところで子供たちがひしめく環境にあ

ると。 

  ですから、本当に子育てに優しいまちなのかどうかということが問われていると思うん

ですけれども、この新年度予算の中でそういう格差を是正していくというようなところが

見えないわけです。マイホーム取得補助金について、担当課長は、多分、この周辺に若い

人たちが来るんではないかなというような答弁があったのは、すごく残念、利用者からし

たらそうなんですけれども、市としてそういう若い人たちを呼び込む場合、この中心部だ

けでいいんか、やはりそういう学校の問題、保育所の問題、いろいろ考えたときに、周辺

部にもやっぱり手厚い施策というのが求められていると思うんですけど、そこら辺の予算

がちょっと見えないんですけども、どこかにあるんであれば教えてほしいというふうに思

うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   今、吉田委員のほうからは、いろいろお話を言われて、なか

なかまとめるのに非常に難しいなと。ただ、周辺部のそういうところについては、兵庫県

自体もそういうのは心配をされておって、地域再生大作戦というような、何年か前からや

っております。 

  先ほど、灘小学校の話も出ました。別にこれは合併だからというよりは、やっぱり今の

人口減少の時代の中で、お子さんの数が減ってきた中での適正な学校規模というようなこ

とで、灘小学校と阿万小学校が合併したのかなというふうに思います。やはり、この人口

減少については、このたび、まち・ひと・しごと創生の関係でも、いろいろ予算措置はさ

せてもらっておりますが、やはり私が思うのは、地域力、これをいかにつけていくべきか
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なというふうに思っております。 

  この地域力の向上に当たっては、今、交流センターのセンター長会も月１回やって、非

常にかなり活発にお話はされております。今、予算的には市全体で１,５００万ですが、

ちょっと聞いたところによりますと、もう少し事業をしたいというようなセンター長さん

もおられます。そんな話が活発になってくれば、当然、地域力の向上というのは市のほう

も目指してますので、そういうお話が出てきたときには、やはりくみ上げて、１,５００

のほかに何かアイデア的な事業がそこの地域にはあるんで、何とか採用してくださいとか

いうようなお話も今後出てくるのかなというふうに感じているところです。 

  地域創生元年ということで、とにかく元気をつけたいという中で、その中心部と周辺部

とには余り差というか、周辺部を何とかしようというような措置じゃないですが、南あわ

じ市全体の地域の元気をつくっていきたいということでの今回の予算措置にしております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   具体的に予算としてこうやという答えがなかったわけですけれども、

まち・ひと・しごとの会議の中でも、水交会の会長さんは、企業誘致も大事だけども、や

っぱり地元の農業、水産業の後継者育成が人口減少に歯どめをかけるんではないかという

ような質問もあったように、地元企業をどう起こしていくかということも大事な課題であ

りますし、そういう私たちの住んでいるところでも、これは西淡の人たちの名字やなとい

う人もこちらにかなり移り住んでいる現状があります。そういう人たちに、やっぱりそう

いう地域でも快適に過ごせるような環境づくりということでは、予算組みの中でやっぱり

改善していくところは改善していくというようなことをしていかなければならないんでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   総合戦略の会議をしたときに、水交会の会長さんのお話、私

も鮮明に覚えてます。後継者育成が、それは漁業においても農業者においても一番の課題

になってます。それがもう随分と、あのアンケートの中でも高齢化率が上がっておるとい

うようなことで、それを解決するのには、現役の今している人の所得が上がれば、自然と

後継者ができるんやというようなお話をされました。 

  確かに、そのことだと思います。全国、例えば大潟村なんかであれば、そのようなこと

で一旦、東北もしくは東京のほうに進学して１０年も働いておれば帰ってくるというよう

なお話も聞いたことがございます。そのための施策としては、いろんな農業、漁業につい

ても担当部のほうで従来からやってきてるんですが、なかなか今の経済状況の中で、こう
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いう地方までまだアベノミクスの効果が出てきてないというようなことかなというふうに

思います。 

  いろんな経済が活発になってくれば、自然と消費活動も盛んになりますので、それによ

って物が高く売れたり、以前も言われてました経済の循環というのが非常に大事なんです

が、なかなか地方までお金が来てないような感じがします。一部では、最近、飲食業のほ

うで結構予約が入ってるというようには聞きますが、肌で実感としては、なかなかまだこ

の南あわじ市も感じられないというような状況です。 

  いずれにしましても、なかなか予算措置、二百五十数億ですので、なかなかこれで即、

景気に拍車がかかるかといえば、なかなか難しい問題があろうかと思いますが、今回、予

算を組むに当たりましても、非常に苦しい状況でございました。これが今、精いっぱいの

予算かなというふうに思います。いずれにしましても、創生がらみの事業を加えて、この

１年、どういうふうな動きが出るか注視していきたいというふうに思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これ以上というか、市のホームページで人口統計ということで、各旧

町ごと、各集落ごと、平成１７年からずっと出てますよね。そんなの見たら、もう歴然と

どこが人口減ってるかというのはわかるような状況に今なってますんで、そういう自然に

任せておけばこれからますますそういう格差、人口格差というのが広がってくると思うの

で、今後、予算の中でそういうところにも手厚い支援というのをぜひお願いしたいと思う

んですけど、市長なり副市長なり、いかがでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   １７年からこっちの人口を見ればわかると言われましたが、

これも合併以前から、どこそこは減、どこそこは微減、どこそこは微増というのは、私も

随分前から聞いてました。これって、なかなか政策でこの傾向を変えるというのは非常に

難しいんかなと。やはり、人口構造の関係で、そういう予測はされてたと思います。 

  南あわじ市、合併して１０年、その中で、先ほど委員がおっしゃられたような傾向も出

てきておりますので、そこらで市民の方々もそこらのフラストレーションがたまってくる

んかなということも十二分に理解しております。そこら、予算措置でどういうふうな形で

できるかわかりませんが、先ほど申しましたように、とにかく明るくその地域で暮らせる

ことが一番大事だと思いますので、まず地域力の向上を目指して、そして、かつ、先ほど

委員さんがおっしゃられたようなことについても今後の課題として考えていきたいという

ふうに思います。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   部長は、すばらしい答弁でありました。それを具体的に予算づけとし

て、今後ぜひそれを反映させていただきたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちょっとこれ、タイミングを失ってたんですけども、１９９ページの

私立幼稚園保育料等減免支援補助金、これは、さゆり幼稚園の分は入ってないんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   これにつきましては、さゆり幼稚園と柳幼稚園等を含ん

でおります。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、この前も、これは次長からも大体のことは聞いてんけんど、

私、どうも余り頭がええほうでないんで、理解がしにくいんですけども、私、さゆり幼稚

園とは何の関係もないんですけども、結局、旧町時代にそういう貝原知事に江本町長から

副申書を出して、ぜひ幼稚園の認可が必要であるということで、いうたら、町が誘致をし

たような形で来とるわけよな。その中で、３歳以上が無料というような本当に画期的な政

策を市長が出されたと。 

  もちろん、私立の幼稚園と市立の幼稚園の、それは違いというのはよう理解しておりま

すけども、やはりそういうお世話になったら恩返しというか、長年、養われてきた日本人

の根っこの部分というか、そういうふうな情というか、お世話になった分、やはり今回、

２８年度には配慮しましょうというようなことをお聞きしとったんやけども、これ、配慮

していただいとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   公立の保育料と同じ金額を補助金として出すということ
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で、この予算書にはその実績数に応じた金額を上げさせていただいております。なお、さ

ゆり幼稚園につきましては、新しい子育て支援法に基づく幼稚園に変更する手続を県のほ

うに出しているというふうなことも伺ってますので、もしそのようになりましたら、私学

助成という財源から、いわゆる施設型給付という形になりますので、保育料そのものは全

て無料、公立の幼稚園以上の保育料の設定をしなければ、いわゆる無料という形になるの

かと思います。 

  今現在のこの予算につきましては、そのようになるかどうかというのがまだわからない

状況でありましたので、今年度と同じ公立の幼稚園の部分の補助金を設定させていただい

ているというところでございます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、そういう口約束で十分、２８年度から配慮すると言い

よったけども、してないということやの。それで、結局、幼保型認定保育園ですか、そう

いうような幼稚園としてそういう認可を出しているらしいんですけども、結局、それが通

ったらという話であって、通るというそういう確約というのはないんですわね。 

  ということは、当初、我々が聞いとったことと全然これ、配慮されてないということな

んやけど、そうと違いますか。 

 

○森上祐治委員長   子育て支援課長。 

 

○子育て支援課長（児玉裕仁）   ３月に入りまして、さゆり幼稚園の代表の方とお会い

しまして、今、学校教育課長が申しました、今は私学助成の制度の中で運用されてますけ

ども、４月になりますか５月になるか、ちょっと今のところ、ついこの間、協議をいたし

ましたので、それで、私ども子育て支援課のほうから、県とも連絡調整をしております。 

  その中で、その新制度のほうで行けるようになりましたら、また幼稚園の保育料のほう

におきましても、市の条例なり規則の運用に持っていくというようなお話もちょっと聞い

てますので、そうなれば、３歳以上の無料化の方向での利用者の負担については、補助制

度から保育料の算定の中で無料というような方向で行くのかなというふうに考えておりま

す。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それやったら、何も前と一緒やないか。要は、この副申書というのは、

これ、潮美台開発によって１３０軒も家が入って、子供の幼稚園が、そういう行くところ
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がないというような、そういう特殊な事情でそないなっとんねん。それと、やっぱり市と

しても思い切った３歳以上無料、同じ南あわじ市の子供で、ただ、私立と市立というだけ

で、これ、そうでしょう。認可があったらというんやったら、前に言いよったんと一緒や

ないか。２８年度には考慮しますとはっきり言うとったでしょう。ということは、私は、

そういうふうにだまされたということなんですか。 

  そやから、そういうやっぱり情のあるというか、それは、制度が違う、どれだけの金額

か知らんけども、認可がおりるまで同じような扱いはでけへんのですか。これだけお世話

になっとんねんで。それは、行政の継続というのは、これはあると思う。お世話になった

ら恩返し、これは当たり前の話でしょう。 

  私立と市立、それは、そういう３歳以上が全部無料になっとれへんやったら、こんな話

も出てけえへんのやけども。思い切った市の画期的な政策があって、こういう問題が出て

きて、こういう副申書というのが出てきとんねん。そんな、そういう国の認可がおりるだ

ろう、おりたらするんやったら、何も私、言う必要ないでねえか。事前にもそういう話も

して、２８年度には考慮しますと言うて、議会で議決しとんねん。 

 

○森上祐治委員長   副市長、ちょっと答弁お願いできますか。今の質問、答弁。 

  教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   このお話につきましては、一昨年の３月、この時期に一般質

問等で他の議員からも質問を受けました。その当時、余り話を長くしますとややこしくな

るんですけども、公立の幼稚園も新しい制度の中で５階層の所得割を設けて、今回、４月

からその保育料で行く予定が、保育料３歳以上無料化ということですので、今、無料化に

させていただいております。 

  その当時、さゆり幼稚園につきましては、応益負担で一律の保育料でございましたので、

南あわじ市としましても、そのときには１万１,３００円、平均額を応益負担分として助

成しようということで提案しとった中で、いろいろ議員の先生方からも御意見をいただく

中で、２８年度に向けて考慮できるところは考慮しようということで、昨年度の１２月補

正でその部分、市長、副市長と協議した結果、南あわじ市の公立幼稚園に通っている保護

者の方と全く同額部分を所得割という、調査を行わなければならないんですけども、その

所得調査を行った上で、所得に見合った南あわじ市の公立幼稚園の保育料と全く同額を今

現在、補助するというような形で１２月補正をするとともに、平成２８年度につきまして

も、その人数分の予算額を計上しているところでございます。 

  ただ、御承知のとおり、公立の幼稚園と私立の幼稚園につきましては、私立の幼稚園の

保育料は、園が決める保育料でして、この辺の管轄は県ということで、幾らかの差はあり

ますけども、ほとんど当初とは差がないような金額になっとるんですけども、ゼロにしよ
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うと思えば、新しい制度の中で、さゆり幼稚園が今、手続を進めてもらってます認可手続

が終われば、南あわじ市の公立の幼稚園と全く同じような形で保育料無料化になるのかな

というふうに思っております。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それは国が、そんなん、市がどうせんでも、認可がおりたら、それは

もうそんなふうにせなしゃあないようになっとんねん、今の市の制度であれば。私が言い

よるのは、そんな、事前に何回、教育委員会が話をしたで。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   阿部委員には、何回もお足を運んでいただきまして、その話

の中では、私どもも入って話をする中では、平成２７年度中に改正できればさせていただ

きたいということで、平成２７年の１２月補正で公立の幼稚園に通っている保護者の方と

全く同じ金額、ですから、市民という立場で言わせていただければ、同額、無料化の制度

で私立の幼稚園に通っていただけるということで理解していただきたいというふうに思い

ます。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そんなん、数字的なことを言われたら、こっちはわかれへんねやけど

も、何回も言って、そういうことでこっちも賛成して議決していっとんねん。それを。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   実は、２７年度当初は、委員おっしゃるように、差がありました。

それで、委員も熱心にそういう、また他の先生方もそういうことで、これはいかんという

ことになりまして、今、教育次長がお話を申し上げたとおり、１２月補正で全く公立と同

じ今、形でもうゼロ円という形になっております。 

  ただ、今も聞きますと、さゆり幼稚園がそういう制度を完全にしていただけたら、市も

楽になりますし、明確にいろいろ中身のそういう話題もなくなりますので、それが４月か

５月かということやけど、今現在、もう１２月からは全く公立と一緒の予算を承認してい

ただいて進めております。 
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○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、そやから、今、市長が答弁されたことはある程度理解でけるの

やけども、当初、この私立幼稚園保育料等の減免補助金について聞いたら、そういうこと

で、これは４月以降、何せ、国の認可がおりたらそんなふうにするというように私はとっ

とんねん。そやから、それやったら、初めはもう２８年度からきっちりとやるというふう

に、そういうことで私も理解しとったんやな。そやから、それは、今言いよったことは、

それはそういうふうに考慮されとるのはわかりますけども、これは何ぼ言いよっても、今

後はそういう話に、こちらが乗らんようにしたらいい話であって、ようわかりました。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  休みましょうか。暫時休憩します。 

  再開は、２時２０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時１３分） 

 

（再開 午後 ２時２０分） 

 

○森上祐治委員長   再開します。 

  一般会計全般について、総括的な質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １９６ページの幼稚園費についてお伺いします。この３月で我々の住

んでいる地域から幼稚園がなくなるということで可決されたんですが、先ほど来、吉田委

員も言われたとおり、中心部と周辺部の格差、また、人口減少についてもかなり格差が出

てきて、若い子が少なくなり、中心部で家を建てているというような現象がずっと見られ

ております。 

  それで、我々のところの住んでいる幼稚園が廃園になるわけですが、阿那賀、丸山につ

いて、今後、教育委員会というか市として、あの土地利用を含めてどういうふうにしてい

くのか、説明をお願いします。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今後、地元の地域づくり協議会の皆さんとも協議しなが

ら検討していくことになるかと思います。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、まだ何も決まってないので、今後、地区のほうと協議

するということですか。何か具体的に、例えばこういうふうに行政で使いたいというあれ

は持ってないわけですね。どうですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今の段階では、いろいろ、以前の要望をいただいた部分

もあるかと思いますが、今後、それらも含めて協議していくことになるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、長いこと地域の皆さんの、特に周辺の人にお世話になって

協力していただいとるので、できれば、そのことも今後のこと、一遍、地区で住民にそう

いう話をしてほしいんですけど、どうですか。 

 

○森上祐治委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   協議していきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何で、ここで決めたらええことでえか。何を協議するのよ。 

 

○森上祐治委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   学校用地の跡地につきましては、当然、先ほど学校教育課長

が言いましたとおり、地域と協議をしていく中で、有効活用していく必要があると思うん

ですけども、まだ現在のところは、そういうお話し合いも、地域からそういう要望もまだ

聞いておりませんので、教育委員会としては、跡地につきましては、行政財産として使用

していくのか、新たに業者とかにその跡地を利用してもらうのか、全然その辺は、教育委

員会のほうでは具体的な考えは持っておりません。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そういうのが一番弱るのよ。建物があるのに、そのまま草生えで、何

十年も放っておかれるのが一番辛いわけよ、地元としたら。そやから、速やかにどういう

使い方をするか、要は、もう使い道がなかったら、建物を壊して更地にするとか、いろい

ろやり方はあると思うんです。教育委員会で行政財産で、無用になったものはいつまでも

持っとれということ、私は言いよんのと違うんですよ。そのままの状態で放っておかれる

のが一番地元としては辛いということを言うておるわけです。そやからお願いしとるわけ

です。 

 

○蛭子智彦副委員長   教育次長。 

 

○教育次長（藤岡崇文）   次の跡地利用が決まるまで、教育委員会のほうでその辺の維

持管理は最低限の部分でさせていただいていると、今もそういう施設があるんですけども、

維持管理については教育委員会のほうで、跡地利用の方向性が決まるまではさせていただ

いている施設もございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   橋本企画部長、何か今のことを聞いて、地元であの辺を利用してでき

るような企業誘致とか、今、一つ、やっとこさできかけつつあるけども、あそこについて

はどうですか。 

 

○森上祐治委員長   企画部長。 

 

○企画部長（橋本浩嗣）   まず、基本的には、市としましても、そういう跡地をいかに

有効活用していくかということはあります。まず、地域の方の思いというのもあると思う

んですよね。そこらの意向も踏まえながら、例えば、地域の方がこの辺はちょっと人口も

減少してきてるんで、企業の誘致に使ってほしいとかいうようなお話をいただければ、そ

ういう話も市のほうでは考えていけるのかな、そうなったときには、普通財産にして、そ

ういうようなことも可能かなと思います。 

  ただ、市だけでなかなか、やはり元あったところが幼稚園、子供たちの笑顔、大きな笑

い声があった地域でもございますので、そういったところについては、やはり地域の人の

声も大事にするところがあろうかなというふうに感じます。 

 



－ 358 － 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   簡単にやります。この総括質疑ということですので、予算書の一

般会計全般的に見ての、ちょっと確認をしておきたい、聞いておきたいことがあります。

それは、臨時職員の関係なんですけれども、臨時職員に関連する報酬部分だけを拾いまし

た。そうしますと、約９億９６３万という数字が出たわけですけれども、これは、この間

の生活保護の支援員の方、１人当たり１８０万ぐらいというような費用弁償というか報酬

になっとったようです。ですから、１８０万円で割りますと、９億を１８０万円で割りま

すと、約４５０というような人数が出てくるわけですが、この臨時職員の人数というのは

今現在、何人おるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   ２７年、去年４月１日現在ですけれども、３９５人です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この数字を見まして、この部門によって随分違うんですね。報酬

の部分で、福祉担当の部分が４億７,０００万、教育の部分が２億５,０００万、この二つ

の分野で大方７８％、８割ぐらいになるんですね。つまり、福祉と教育の部分が臨時職員

で賄われているという現状を示していると思うんですが、どうでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   確かに、副委員長の言われるように、福祉、保育士の現場な

りにおいては、臨時職員が多くおります。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   先日、農業の所得安定化対策の関係で、農会長に対して説明会が

ございました。これ、所得補償とか農業分野に対して、非常に大事な会ですけれども、内

容が難しいということで、地域で学習会、説明会をやってほしいということを申し出まし

たら、職員の体制がないからできないというような返事でございました。 
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  つまり、住民のそうした切実な要望に対して、サービスが提供できないと、説明会とい

うような簡単なことができないという体制になっている、そういうところにも一つ、問題

があるんじゃないかなというふうに思ったわけですけども、この点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   農林水産課長。 

 

○農林水産課長（宮崎須次）   現在、旧４町で、今おっしゃられた経営所得安定対策の

説明会を行っております。今現在、三つ終わっておるわけなんですけども、市内に１７０

集落ぐらいあるんですけども、その旧町単位で行ってるわけでございます。 

  それで、なかなか個々に説明といいますか、集落に説明するというのはなかなか、１７

０というとかなりの集落になっております。そういう中で、旧町単位で説明会を行ってい

るというのが現状でございます。 

  わからないといいますか、そういう集落については、区長なり農会長さんなりが、また

農林水産課のほうに来て、そういう説明を受けるというような形の中で行っている状況で

ございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   住民サービスの程度がやっぱり落ちているというふうに理解をい

たします。この人件費を考えますと、４００弱というようなことでございました。総括表

で見ますと、一般会計の人件費が３５億円費やされておると。臨時職員は、５分の４です

から、その８割の職員で９億であると。３５億と９億という開きがあると。非常に南あわ

じ市の市政というのは、臨時職員の低賃金によって支えられているという現状が見えるわ

けですけれども、その点いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   合併以降、臨時職員の数については、確かに現場では支えら

れているかとも思いますけれども、正規職員の退職数に比べ、臨時職員の依存する度合い、

ふえている度合いというのは少ないのかなと思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   依存する度合いが多いということを数字で示しとると思うんです
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ね。正規職員が５００人、臨時職員が４００人、この４００人なくして南あわじ市の行政

はできない、間違いないでしょう。 

 

○森上祐治委員長   総務課長。 

 

○総務課長（垣 光弘）   ４００人の中には、２時間、３時間のパートの臨時職員もお

られますけれども、そういう方々も働いてもらわないと、保育の現場なり、回っていかな

い現場はあるのかなと思います。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これは、自治労の労働組合などでは、全国平均で大体正規職員の

３分の１ぐらいが非正規の臨時職員やというような数字が出ておるようです。南あわじ市

の場合は、３分の１を上回っているということが数字上では出てくるということなんです

ね。ですから、この分については、今後、大いに改善を図っていただきたいというふうに

思います。 

  もう１点、市長は、この審議の中で、転入者に対する住宅所得助成の問題についての答

弁の中で、２９年度予算で考えていきたいというようなお話がありました。これ、間違い

ないですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   議員先生方からも強い要望がございました。これらについて、や

はりそういう要望は真摯に受けとめたいと思いますが、やはり、何といっても財源の確保

がどのようにするか、いろいろ内規も細かく決めていかんと、ただ単純に、今、１００ほ

どあるやつを、仮の話、幾らずつ出していくんかというようなことは、そう単純に言えま

せん。要は、外からの人口を入ってきてもろうて、そして、純粋な人口増を一つの大きな

目的にしておりますので、そういう方向では検討して、強い要望があるので、検討してい

くことは検討していきたい、このように思っております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ２９年度予算で考えるということなんですけれども、それはそれ

で結構なんですが、市長の任期は２８年度で終わるんです。そのことを２９年度の予算で
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約束するというか検討するというようなことは、やはりこれは現実的な話じゃない。やは

り、今年度にやってこそ、在任期間中にやってこそ、市長の責任を果たせるんじゃないの

かということを申し上げたいんです。いかがですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   断定的に言うておりますが、これはひょっとしたら、万分の一で

私にやれと言われて、もう一度やる可能性もゼロではないと思いますので、やっぱり、そ

れはちょっと副委員長さんは言い過ぎやと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いえ、違うんです。選挙の結果というのはわからないんです。通

るか通らんか、わからない。しかし、現実には今、任期中なんですから、責任を持ってや

るというのは、任期中に必ずやるという、このことが責任感のある対応であるということ

を言っておるんです。それは、通るかもわかりませんよ。しかし、それはその次のことで

すよ。今の間に、市長の職にある間にやっておくということが責任を果たすということで

はないのかということを言っておるんです。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   それはもうそんな現実的なことばかり言ってたら、何も将来展望

は話ができないと思います。私の気持ちとしては、先ほど言うたんは、ちょっと少し飛躍

した話をしましたが、私が次なる挑戦をしなかったら、次の人へそういう引き継ぎをする

とかいう方法は幾らでもあると思います。 

  ですから、次なるそういう施策というのは、私がぷつんと仮にやめた場合、切れたんで

は大変な施策もあると思います。ですから、これは引き継ぎのそういう施策にまた職員な

り、また次なる人がそういう形になれば、私から言うのもやぶさかでないんで、余りにも

現実的に、今こうと言われたら、もう何も言えません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   これは、私の老婆心です。市長に対して、市長、それはいけない。

あなたのそういう態度はいけないと思う。やはり、市民に対する責任を果たすということ

を言うとるんです。 
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  そんなことを言っとるんじゃない。市長としての任期のある間に責任も持ってやるとい

うことは、例えば、これは、北川課長もおっしゃっておりましたけれども、例えば固定資

産税の減免、５,６００万あったらできるという話だったですよ。ですから、その部分を

やって、そして、その結果どうだったかということについて引き継ぐんなら、これはやっ

ぱり責任ある態度だと思う。しかし、やるかやらないか、なるかならないかわからないこ

との雲の上の話をするべきでないということを言っておるんです。現実的な話をするのが

議会だと思う。そして、その数字の裏づけを持って説明をするというのが議会の仕事であ

ると思う。そうは思わないんですか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私は、そうは思いません。やはり、今、こういう立場にあって、

次なる将来展望も強い要望があれば、そういう方向で進めていきたいというのが私の願い

であるわけでして、必ずやるとは言ってません。そういう検討をいたしますと、そこに対

して、副委員長さんは、老婆心じゃ、いや、通るや通らんやわからんやいうて、ちょっと

一線を越えた発言でないかと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   それは、通るか通らんかわからんですよ。しかし、繰り返し言い

ますけれど、現在、任期におるというのも、これはリアルな話なんです。現実の話なんだ。

その予算を編成することも可能なんですよ。財源については、土地開発基金とかいうよう

なこともございました。これは、定住促進のために使うということでやってきたものであ

る。これについては、減債基金に充てるというような説明もございました。固定資産税の

減免については、大体、部内で検討すると５,０００万程度のものが要るというような課

長の答弁もあったと思うんですね。違うんですか。固定資産税の減免、幾らぐらい要るん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   ふるさと創生課長。 

 

○ふるさと創生課長（北川真由美）   非木造で今、年間に９万３,０００円、３年間す

るとしたら、２７万９,０００円となりまして、約２８万要るんですけど、この２８万に

大体、年間に１４０軒から１６０軒の新築がございますので、掛けた金額となります。５,

６００万円とは申しておりません。 
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○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   幾らですか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   済みません、今の新築の関係の固定資産税というふうなこと

で、大体、今、北川課長が答弁したように、大体、年間に百五、六十軒の新築がございま

すので、大体、２８年度で換算しますと、ざっと９００万弱ぐらいの新築の軽減が予定さ

れております。これが２分の１でございますので、これの３年分ということになりますと、

大体２,６００万ぐらいかなと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ２,６００万ね。ですから、その新築に対して２００万なり３０

０万ということですから、財源としてあるんでないかということを申し上げたんです。 

  これで終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、これで一般会計に関する質疑を終結しま

す。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１１号、平成２８年度南あわじ市一般会計予算を原案のとおり可決すべきものと
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決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１１号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

付託案件（特別会計） 

 １．議案第１２号 平成２８年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、特別会計の審査に移ります。 

  まず、議案第１２号、平成２８年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算を議題といた

します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ページ１２ページの保険基盤安定繰入金、保険税軽減分ですけども、

これ、当初予算ベースで５,１００万円ほどふえております。これは、所得の低い人に保

険税を７割、５割、２割軽減する分の予算措置だというふうに思うんですけども、このふ

えた要因についてお伺いいたします。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   基盤安定のいわゆる保険者負担金につきましては、２７年度

の当初に税制の改正がございまして、５,０００万ぐらいの増額になっております。２７

年度当初予算では、その分が反映されておりませんので、２８年度からの反映ということ

で、この分が増額になっておるわけでございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ２７年度、税制改正があって、その分が反映されてなくて、補正で上

がって、平成２８年度でこういうふうになったというふうに理解してよろしいんでしょう

か。そしたら、その７割、５割、２割軽減の世帯数というのは、変動というのはどうなん
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でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   先ほど申し上げました基盤安定の支援金につきましては、本

来、１人当たりの保険料とか軽減者数の積み上げで計算するわけでございますけれども、

今現在、次年度というか、２８年度の計算する根拠が余りというかございませんので、前

年度からの予想の伸びによる計上というようなことで予算計上しております。ですから、

今現在の詳しい人数については、把握できておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、昨年ベースで、今、確定申告してますから、それからかと

思うんですけれども、去年並みの人数、世帯数で予算を起こしているというふうに理解し

てよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   さようでございます。前年度からほぼ横ばいで計算させてい

ただいております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、確定申告、あすまでですか、やっておるんですが、これ、結局、

私は申告のことをちょっと聞きたいんですけども、確定申告以外で市県民税の申告、また

国保税だけの申告の人もおると思うんですけども、昨年までは、各西淡、南淡、緑という

ところで申告会場があったと思うんですけども、ことしからはどうなっていますか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   ２月の総務委員会のときにも同様の質問があったんですけれ

ども、今回、２７年分の申告からこの隣のいわゆる第２別館の３階の旧の議会のところで

１カ所、それから、沼島で１回、会場を設営してさせていただいております。 
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○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   私が言いたいのは、要は、高齢者で車によう乗らん人が、ここまで来

れるかどうか、その辺のフォローはどうなっているかということを聞きたいんですが、今

の話ですと、この庁舎の横で一本と、一応、沼島以外は一本ということでお聞きしたんで

すが、ちょっとサービスが低下しているんじゃないかということで思います。 

  先ほど言うたとおり、確定申告以外の高齢者が多いわけですね。それで、車によう乗ら

んと、らん・らんバスで来ると、途中で乗りかえでここまで来んなんと。それから、また

帰りもあるということで、かなり不便なようになっとると思うんですけど、そうは思いま

せんか。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   地域によりましては、いわゆるらん・らんバスの乗りかえが

ある地域もございます。ただ、朝来ていただいて、４時まで受け付けさせていただいてお

ります。その期間に申告していただきまして、ここからの本数はかなり多うございますの

で、その時間内にはお帰りできるように路線も組まれているように思います。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   言いよったように、高齢者向けの申告事務をするのには、やっぱり各

旧の４町でやるほうが、できるだけ１００％の申告になると思うんですけども、今後、そ

の辺を検討していただきたいと思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 

 

○税務課長（榎本輝夫）   その辺につきまして、各市民交流センターで受け付けという

か、いわゆる投げ込みといいますか、預かりの業務はお願いしております。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   わし、預かりやいうの違うねん。納税相談のことを言いよんねん。納

税相談でけへんのと違うの。できるのけ。 

 

○森上祐治委員長   税務課長。 
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○税務課長（榎本輝夫）   今まで、去年まで会場になっておりました旧庁舎につきまし

ては、もう既にＬＡＮケーブルとかの撤去作業も済んでおります。これから計画的に解体

の工事のほうも始まってまいりますので、会場のほうが用意できないというふうな都合も

ございますので、来年からもここ１カ所で何とかさせていただきたいと、かように考えて

おります。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市長の言う知恵をもうちょっと出してもうていただいて、そのぐらい

の会場は各地区であると思うんですけども。それも、やる気がなかったらこれ、何ぼ言う

ても現実性がないわけで、知恵を絞っていただいて、やる気を出してほしいんですが、こ

れだけ言うても、何かやる気がなかったら、もう言うだけ無駄ですので、終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと国保税の関係は、今回、当初予算では減額ベースになってお

ります。基本的な考え方としては、どういうふうな国保税の設定というように考えられて

いるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   今回の税の減額につきましては、国保の会計、当初予算はあ

くまでも歳入の足らずを税に求めにいくものでございまして、税率をもってはじいたもの

でございません。この６,０００万の差額につきましては、先ほど、基盤安定の支援分が

ありましたものが、５,０００万ほど歳入で入ってきますので、その差額がおおむねこの

６,０００万という形で減額という形になっております。 

  ですので、２８年度の税率につきましては、当然、２７年度の決算の状況を見ながら、

そして、また２８年度の新たな市民税の課税状況を見ながら、税率のほうは設定させてい

ただくようなことになろうかと思います。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 



－ 368 － 

○吉田良子委員   そしたら、ちょっと一般質問でさせてももらったんですけども、なか

なか景気回復が見込めない中で、やはり国保税の引き下げ、また、一つの考え方として、

子供のいる世帯でも１人当たりというようなことが加算されていきますよね。そういうと

ころで見直しをかけるというふうなやり方もあるんですけど、そういう点はいかがでしょ

うか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   前にも御質問があったと思うんですが、子供の世帯の課税と

いうことで、子供の均等割のことをおっしゃられておると思うんですけども、今現在、１

人の均等割、子供であろうと大人でありましても、医療分だけでも２万６,５００円とい

うような均等割がかかっております。それを免除していきますと、１人につき、当然、所

得の低い方につきましては、７割、５割、２割の軽減はかかるわけなんですけども、その

軽減がかからない方の２万６,５００円を子供分、全部カットしますと、非常に、ちょっ

と今、数字は出てきませんけど、非常に大きな金額になります。 

  そのマイナスになった分を何で補塡するかということになりましたら、逆に今度、その

保険料の応能のほうを引き上げざるを得ん状況になるかと思うんです。ですので、その子

供だけの場合を考えるだけじゃなくして、国保全体の会計を考えたときに、そういう軽減

が妥当なのかというところから考えないと会計のほうがもたないと思いますので、その辺

は十分考慮したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   自治体によっては、いわゆる均等割を半額にするとか、いろんな考え

方があって、子育て世代を応援するというような施策を打っているところもありますので、

それはもう国保会計の中で見るというのは、やっぱり厳しい財源だというふうに思います。

子育て支援の一環として、一般会計から繰り入れるというような施策も考えられるんでは

ないかと思ったりもするので、そこら辺、十分精査していただきたいというふうに思いま

す。 

  ６月議会でどういう提案をされるんかわかりませんけども、やはり国保加入者の所得状

況というのを大いに見ていただいて、今、税率を引き下げるというような決断も必要では

ないかというふうに思ってますので、その点よろしくお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 
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○市民課長（山崎稔弘）   非常に私たち担当としましても、税率のほうは、できれば安

いほうがいい、引き下げをしたいというのは、当然ごもっともな話でございますけども、

今、ここ数年の国保の会計を見ますと、単年度収支で平成２１年、２２年だったと思うん

ですが、税率のほうを大きく上げさせていただきまして、２４年には若干、税率を下げさ

せていただきました。その段階から、２４年から４年間、税率据え置きという形で運営を

してきたわけなんですが、その間、単年度収支で大体２４、２５ぐらいで五、六千万、７,

０００万ぐらいの単年度収支、赤を打っております。平成２７年度につきましては、まだ

決算を打っておりませんが、今の状況で行きますと、おおむね１億５,０００万ぐらいの

単年度収支の赤が出そうな予測でございます。 

  そういう状況下におきまして、基金が２億１,６００万あったものが、２７年度の年度

途中でもう１,５００万ほど崩しにかかっておりまして、基金の保有残額がおおむね６,０

００万ぐらいになろうかというような状況にあります。そういう中で、税率の引き下げと

いうのは、よっぽどのことがない限り、所得がかなり上がらない限り、税率の引き下げと

いうのは非常に困難かと思います。 

  今、申し上げられますのは、できるだけ据え置きにという形で頑張って、見直しのほう

ができればなと思っておりますが、これも２７年度の決算いかんでは、所得の状況いかん

では難しいのかなと、そのように考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   国保会計も厳しい、加入者の所得も、今、申告ですからその後わかる

んですけど、なかなか回復傾向ではないというような周辺の人たちの声もよく聞きますの

で、そこら辺、十分勘案していただきたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、採決を行います。 

  議案第１２号、平成２８年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算を原案のとおり可決

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ２．議案第１３号 平成２８年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１３号、平成２８年度南あわじ市後期高齢者医療特別

会計予算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ことし、平成２８年度は保険料、２年に１回の見直しで、２８年度見

直しの組合議会ですか、諮られたと思うんですけど、どういうふうな状況になっているん

でしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   この間、広域のほうの議会がございまして、そちらのほうで

も議決されましたので、数字のほうは申し上げてよろしいかと思うんですが、限度額に関

しましては、５７万は変更ございません。均等割につきましては、４万８,２９７円とい

うことで、６９４円の値上がりということでございます。それと、所得割につきましては、

９.７％から１０.１７％ということで、０.４７ポイントの引き上げということでござい

ます。 

  以上でございます。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、１人当たり平均幾らぐらい上がることになるんでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   申しわけございません。１人当たりでは、ちょっと今、計算

を起こしてございません。申しわけございません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、この保険料率というのは、公費５割、若い世代４割、７

５歳以上の保険料１割、この配分は変わってないんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   その配分につきましては、変わっておりません。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この７５歳以上の高齢者という方は、長年働く中でどうしても体が、

膝が痛いとか、いろんな症状で大半の方は医療にかかってると思うんです。そうすると、

どうしても医療費が年々増加するというのは当たり前のことで、２年に１回の保険料の見

直しのこと、均等割と所得割が上がってくるのは必然かというふうに思うんですけど、そ

こら辺、医療費の動向とこの保険料の値上がり分とはどういうふうなことになってるんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   医療費の動向につきましては、過去からそうなんですけども、

大体、医療費の伸びといいますのは、１年ごとに３％ぐらいの値上がりがございます。多

い年で、大体５％というような、そういう波を打ちながら、平均的には３％ぐらい上がっ

ていってるのかなと。今、７５歳の後期高齢者の医療費につきましては、大体、平均で９
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０万台の医療費がかかっているような形で、国保の前期高齢者でしたら、７０万台という

ような、その辺で１５万程度の差があるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   その公費の割合５割というのは、国が４、県が１、市が１という、そ

の割合も今回、さわってないんですか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   たしか、そのように認識しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この後期高齢者の医療保険制度が始まるときから、名前の問題からい

ろいろこの制度はどうなんか、いかがなものかという話がたくさんあって、当然、先ほど

言ったように、医療費の伸びが３から５％で、年間９０万の医療費が要る、これはさらに

団塊の世代がずうっと行ったら、もっと医療費がふえてくるので、後期高齢者の連合議会

でも、国に対して予算要望というのもしてると思うんですけど、そこら辺の回答はなかな

か厳しいものがあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   市民課長。 

 

○市民課長（山崎稔弘）   その辺につきまして、私も把握が余りできてないところもあ

るんですけども、ただ、後期高齢者の医療が当初できたときに、改悪だというような話も

ございますけども、当時の医療制度、老人保健制度というものがございましたが、老人保

健制度も、保険の母体自体が違うだけでありまして、高齢者を対象にした、７５歳以上の

高齢者を対象とした老人保健制度というのがございました。それぞれの方は、老人保健と

いう医療制度じゃなくして、国保なら国保に加入しながら、社会保険なら社会保険に加入

しながらの老人保健という制度を使った中での医療制度でございました。 

  非常にわかりづらいような内容で行いましたけども、後期高齢につきましては、名前が

余りにもよくないというところから、そういうところは指摘されましたけども、制度的に

は統一されたものかなと。ただ、社保の扶養におられた方の負担が負担増になったという

のは、これは確かなところでございます。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われたように、社会保険の扶養に入っていた方々から見れば、物

すごく保険料のアップというか、自前で払わなくていけない負担感というのがあったわけ

で、そこら辺がなかなか今回の引き上げの中で、国の割合、県の割合、なかなか変わらな

い状況の中で、保険料が上がって、今後、そういう２年ごとにさらに引き上がるという予

測がされるような今回の予算というのは、なかなか厳しいものがあるのかなと。後期高齢

者の組合議会でも、国や県に要望を出している、その声をもっと強めていただきたいとい

うふうに思います。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、採決を行います。 

  議案第１３号、平成２８年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算を原案のとおり可

決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ３．議案第１４号 平成２８年度南あわじ市介護保険特別会計予算 



－ 374 － 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１４号、平成２８年度南あわじ市介護保険特別会計予

算を議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   この特養入所者において、所得によって軽減措置があると聞いておる

んですが、この予算書のどこにそれが出とんのか、ちょっとまず一遍教えてくれますか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   特養に対する軽減ということでしょうか。入所者の。そ

の部分が予算書のどこに出てくるかという。その部分につきましては、食費にかかってく

るものということなんですけども、食費とか居住費、特別養護老人ホーム等に入所された

場合の食費、また居住費については、限度額ということで市のほうが負担すると、その部

分につきましては、歳出で、１９ページをお願いします。１８ページ、１９ページになり

ますけども、介護サービス等諸費の中で、この中で１目の居宅介護サービス給付費という

ことで入ってございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、入っておりますですが、これ全部そうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ２１ページの２款６項の特定入所者介護サービス等費の

１目です。特定入所者介護サービス費、これがその食費と居住費ということになっており

ます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、ということになりますと、１億８,６００万余りということに

なるわけですが、そこで聞きたいんですが、まず、特養入所者数のトータル数は幾らです

か。 
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○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ３２４名となっております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、入所者のトータルが３２４か。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   トータルが３２４名です。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ３２４名の入所者のうち、この制度の適用を受けとる人は何人おるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ２２０名となっております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これを見ますと、入所者の６５％ぐらいの方々が、この軽減措置を受

けておるということなんですが、所得についてはどういう所得制限からこの軽減措置が受

けられるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   生活保護等の方等につきましては、１号ということにな

っております。１段階で、世帯全員が市町村民税非課税で、前年合計所得の金額と課税年

収収入の額が、合計が８０万以下の方ということで、２段階となってございます。あとは、

世帯全員が市民税非課税で、８０万円以下に当たらない方、それ以上の方となっておりま

す。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この１億８,６００万円について、この財源は市単ですか。それとも、

国、県からの負担金も当然ついて回っとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   市単独ではございません。市のほうは１２.５％、あと

はその他、国、県で見ております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今言われたの、市が１２.５％と言われましたが、この市の１２.５％

というのは、給付費が１２.５％であったと思うんですが、この軽減措置に対しても市が

１２.５ということは、この軽減措置の財源も、国が２５、県が１２.５、市が１２.５、

我々の掛金が２２、４０から６０までが２８と、この軽減措置に対しても、この割合負担

でこの軽減措置の財源を捻出しとるんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   率は、国のほうは２０％になってきております。そのも

のを県のほうで見ているということで、１７.５ということでなっております。国も県も

これにかかわって負担をいただいております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、この軽減分についたら、我々の介護保険の保険料から

も繰り入れられておるということなんですか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   そのとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１４号、平成２８年度南あわじ市介護保険特別会計予算を原案のとおり可決すべ

きものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  暫時休憩します。 

  再開は、３時２５分とします。 

 

（休憩 午後 ３時１４分） 

 

（再開 午後 ３時２５分） 

 

 ４．議案第１５号 平成２８年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

 

○蛭子智彦副委員長   森上委員長。 

 

○森上祐治委員長   先ほどは、質疑の途中、私の携帯電話でベルが鳴ってしまいました。
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もとより、この委員会室には携帯の持ち込みは禁じられておるんですけども、ついうっか

りと内ポケットに入れたまま、委員会室に入ってしまいました。非常に御迷惑をおかけし

て、心よりおわび申し上げます。済みませんでございました。 

  それでは、次に、議案第１５号、平成２８年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算を

議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   こういう訪問看護事業が淡路の中で公に行われているというのは、こ

の南あわじとほかに市ではあるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   洲本市の五色のほうであります。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   淡路で２カ所の公の訪問看護ステーションがあるということで、今、

民間事業者が割と訪問看護事業ステーションを進出するというか、開業するところがふえ

てきてますけれども、やはりこの公の訪問看護ステーションの役割というのは、また違う

部分があるように思います。どうしても民間ですと、民間は民間で営利を目的にするのは

当たり前ですから、その行き届かないところをこの公の訪問看護ステーションがカバーし

てると思うんですけども、ちょっと職員体制で、来年度、１人退職するというような話も

聞いておりますけれども、そこらまた補充をして、体制を整えるという考え方はあるんで

しょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ２８年度の退職者というのはございません。ただ、訪問

看護ステーション、２.５人以上ということで運営ができるとなっておりますので、その

辺は地域でできない部分、法人さんでできない部分につきましては、対応していくという

中で、３名で対応できるかなと。ただ、事務職については、今の長寿福祉課内である程度

の事務の助けをしていくというふうなことで考えております。 
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○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、今、４名ですけど、１名減で、また新たな出発というふ

うに考えられてるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   ２９年度につきましては、そういうふうになろうかと思

っております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほど言ったように、やはり民間がなかなか手を出さない周辺部とか、

そういうところに公が行ってるという部分があって、どうしても距離とかいろんな部分で

大変な部分を背負ってるわけですから、理学療法士の活用とか、そういうのも含めて、や

はり職員体制を充実してほしいということで、また、今はそういう考えですけども、また

再考もしていただけるというようなこともお願いしたいというふうに思うんですけど。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   この辺の職員につきましては、市のほうで抱えている中

で、その長寿福祉課内で対応できる部分はしていきたいと。訪問看護ステーションの職員

でなくても、包括のほうにＰＴも入ります。そのＰＴが訪問の必要性が出れば、そちらの

ほうに手伝うというようなことで考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、地域包括と連携しながら訪問看護ステーションの体制を

整えるというふうにして理解してよろしいんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（静永峯雄）   これから地域医療、介護との連携という中で、そういっ

たことも含めた中で、包括のほうの役目が大きくなってくると思います。そういった中で、

そういった看護師、また、ＰＴ等に活躍いただくということも今後考えていくところかな
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と思っております。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がございませんので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１５号、平成２８年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算を原案のとおり可決

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１５号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ５．議案第１６号 平成２８年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１６号、平成２８年度南あわじ市土地開発事業特別会

計予算を議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 
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  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、これで討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１６号、平成２８年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算を原案のとおり可決

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって議案第１６号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ６．議案第１７号 平成２８年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１７号、平成２８年度南あわじ市産業廃棄物最終処分

事業特別会計予算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１７号、平成２８年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算を原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１７号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ７．議案第１８号 平成２８年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１８号、平成２８年度南あわじ市ケーブルテレビ事業

特別会計予算を議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ケーブルについてまずお伺いしたいのは、この歳入の使用料について

ですが、これは戸数、何戸ですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   加入者につきましては、２８年度９月を基準として見積もっ

ております。本年度につきましては、加入者１万６,２１７人と想定しております。その

数字に基づきまして、基本使用料以下の使用料の計算をしております。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この使用料について、まず、内税であるのかどうかということと、内

税であるならば、使用料は幾らで、消費税は幾らですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 
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○情報課長（富永文博）   昨年来のことがございまして、表示としては内税となります。

本体価格としては、１,４５９円でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   消費税は。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ９６円でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますと、この本年、２８年度のこの歳入歳出予算の中に、これ

はどないなるのかな、２７年度の仮受け、仮払いが入ってくるのかな。２８年度が入るの

かはともかく。まずこれ、この２８年度の予算には、この仮受け、仮払いは２７年度が入

ってくるんですか、２８年度ですか。どっちが入ってますか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ２８年度の予算の中では、２８年の分の仮受け、仮払いとな

ると思います。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなりますと、２８年度の仮受け、仮払いの金額はどこに出てるん

ですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   例えば、ケーブルテレビ特別会計につきましては、計算の仕

方が下水道で行っているものとは若干違った形で計算しております。ですから、そういう

表示は出てきてないと思います。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   表示は出てきてないのは、それはそれで結構ですが、事務局としては、

仮受け、仮払いはどれぐらいの金額をまず見込んでますか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   恐縮です。その分については、ちょっと今、計算を持ってき

ておりません。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、けど、計算を持ってきてないよりも、予算立てするときには、

正確な数字は済んでみらんとわからんけど、この歳入歳出がある限り、一応その仮受け、

仮払いの計算やいうものはでけとらんとおかしいんと違うの。そうでないと、予算立てで

きとったら、その中に仮受け、仮払いという数字がでけとらんとおかしいんと違うんかな。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   私が今持っておりますのは、２７年度の、今年度ですけれど

も、その分の計算を仮に計算したものは持ってきております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それならそれで結構です。言ってください。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   しばらくお待ちください。まず、仮受け消費税に当たるもの

が２,０４４万６,９６５円でございます。続きまして、仮払いの部分でございますけれど

も、ちょっと計算をさせていただきます。失礼しました。仮払いにつきましては、７,９

４２万９６５円でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   ということになってきますと、仮払いのほうが５,０００万ほど多い

んですね。ということは、この５,０００万の多い仮払い、仮受けとの差額というのは、

国から還付されると思うんですが、これは何年度に還付されてくるんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ２８年９月に申告を行いますので、その時点で還付が発生す

ると想定しております。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。この仮受け、仮払いというのは、その差ですので、い

かに今回、２７年度は事業が多かったかということであると思うんですね。それはそれで

ええんです。前々から言っておりますように、いつかの本会議でもあり、委員会でも言っ

たと思うんですが、結局、昨年度、これの支払いを国への納付せんといかんということに

なったわけですが、そのときに、時効として既に１,７００万円ぐらいが、本来納付すべ

きものが時効になってしまったということがあったと思うんですね。これを、私は今年度

の予算で、何らかの形で歳出として出てくるんかと思っていたんですが、この予算書を見

る限り、出てないと思うんですが、まず、これは出てますか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   その部分としては出ておりません。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   その部分としては出ておりませんということは、その部分については

どうするつもりですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   過年度で時効になったものにつきましては、情報課といたし

ましては、その部分を消費税とみなされたということで、そういう意味ではお預かりして

いるということになると思うんですけども、それについては施設の整備等に使わせていた

だいたと考えております。 
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○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはね、課長、こういうことなんよ。全体から集めたものの中から

そういうことがあった場合、そのお金はそういう使い方をしても、ある意味ではやむを得

んと思うのやけど、これは、加入者から、市営テレビの加入者からいただいとるお金、本

来なら国に納付するお金がたまたま時効ということで１,７００万円残っとるわけ。使う

のは構わんと思う、恐らくこれ、先ほど、当初聞いたように、１万６,０００軒ぐらいの

加入者の中の１,７００万円ですから、１戸当たりにしたら、これ、１,０００円ちょっと

なんや、金額に直したら。そうでしょう。そういうことになるわけ。 

  そやから、使うのは構わんねん。でも、その場合、やっぱり加入者に対して、あなた方

はケーブルテレビを運営しとるねんから、テレビでどないでも説明を、この加入者に対し

てできるんですから、やっぱり時期を見て、４月１日なら４月１日になった時点で、やっ

ぱりこういうことがあったと、皆さんからの預かったお金を、本来、国に納付すべきもの

が南あわじ市の失態か何かは知らんけども、とにかくそういうことで時効として残ってし

まったと。本来、返すべきものなんですが、こうこうこういうことで、こういうように使

いたいということは、やっぱり加入者に一遍は釈明しとかんといかんと思うねん。 

  そうでないと、やっぱりこの金は、こういうことで全ての人の予算、一般財源みたいに

使いましたやいうのは、それはおかしいと思う。やっぱり一遍は市民に対して、市営テレ

ビを運営しとんのに、文字で一行か二行か書いたやつ、１日か２日流したら済むことが、

何ででけらんのかな。やっぱり、そういうことをきちっとして、市民にわかってもらって

使うんが私は正しいと思うねけど、そういう考えはありませんか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   先ほどの答弁、少し言葉足らずでしたけれども、その分のお

預かりしていると思われる分については、ケーブルテレビの施設の整備に使わせていただ

いたというふうに、さらに、今おっしゃったことについては、一度、十分に検討させてい

ただけたらと思います。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、市長にも一遍言って、市長も一遍、検討してみますというよう

なことがありましたけどね。今言いましたように、１万数千軒のうちの１,７００万円、
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ほんまに１軒当たり１,０００円ぐらいなんです。ですから、時効やさかいどうこうや、

そんなこと言わんと、市は市で、やっぱり何らかの形でも簡単に市民にコメントして、こ

うですよということを知らしめる必要があると思うんですが、今、課長も検討してみます

と言いましたけど、市長、お考えをお聞かせいただけますか。 

 

○森上祐治委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   委員おっしゃるとおり、やはり、加入者に何らかの形でそういう

対応はせないかんと思ってます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １２ページのケーブルテレビ民営化推進事業負担金というやつと、防

災行政無線設備工事費８億４,０００万、この件の二つの件でお尋ねするわけですが、ケ

ーブルの民営化、これからのプランと防災行政無線、各世帯ごとに告知端末というか、あ

れを配布しとんねけんど、その辺の申し込みの状況と、それと、その前のページの９ペー

ジの、この市債の民営化推進事業の市債の緊急防災・減災、合併特例債、辺地債というよ

うなことの市債の財源の内訳、実際、一般財源はどれぐらいかかるのかということについ

て、まずお尋ねをいたします。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   たくさんございますので、順番に御答弁いたします。まず、

１２ページの一番上にございますケーブルテレビ民営化推進事業負担金５億３,９２０万

円の内容について、若干説明を申し上げます。 

  このことにつきましては、事業概要書の説明書５８ページにも若干書かせていただいて

おったんですけども、現在、ケーブルテレビで所有しております伝送路のうち、合併前に

西淡・三原地区で整備しておりましたいわゆる同軸ケーブル、この部分についてと、及び

合併時に整備いたしましたセンター設備について、耐用年数が来ております。このことに

つきましては、２年ほど前からいろいろと検討したわけでございますけれども、今申し上

げた部分の更新に係る整備費用につきましては、約４３億円と試算しております。 

  さらに、これがその一度で終わればいいのでございますけれども、伝送路の耐用年数が

実耐用年数で約２０年でございます。その２０年たてば、また更新の必要が出てくるとい

うことでございます。今のあれで行きますと、また今、整備をいたしまして、また１０年

後にまた今回整備しない分の整備が発生するということが想定されます。 
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  一方なんですけれども、南あわじ市内につきまして、御承知のとおり、ケーブルテレビ

を整備した時点では、民間の業者が、今、我々が行っておるサービスをやりましょうとい

う業者がございませんでした。ただ、現時点では、我々と同様のサービスを行うメーカー

の業者が既に営業をされております。これらのことを総合的に考える中で、今、我々のケ

ーブルテレビについては、公設公営という形になっております。 

  それで、いわゆる民間の方がやられる場合には、民設民営ということになると思います

ので、そこら辺を視野に入れて検討を行っていく中で、ケーブルの推進事業については、

現行のサービスを維持し、あるいは拡張する中で、市全域に民間においてサービスを行う

に必要な、民間でサービスを行っていただくと。そのために、整備に対して負担金を支出

するというようなことで考えております。その関係の負担金として計上させていただいて

おります。 

  この整備につきましては、整備期間を２年と考えておりますので、債務負担において３

億５,９００万円を計上いたしておりますので、民間事業者に対する負担金としては、１

０億６,８２０万円というふうに考えております。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、課長、私は今のまま、こないして公的なケーブルをやっとった

ら、将来的な負担が大きいと。そやさかい、今回、ある程度のそういうふうな整備をして

民営化することによって、将来的に南あわじ市の市民の方々の負担の軽減をするために、

今回、民営化してくれよるというような思いであるわけやね。その点は、そういうことで

よろしいんでしょう。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   将来的なことを考えますと、どうしても直営、公設公営で進

んでいくのには限界があると考えたところでございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   次のこの防災行政無線というやつも、これ、整備する上において、か

なりの大きな財源で、１８億か１９億かけてやっていきよるわね。その段階で、先ほど言

うたみたいに、各全世帯配布ということで、ある程度、申込書の案内が通知されとったと

思うんですわね。その辺、通知されとる各世帯から申し込みというのはどの程度今、来て

ますか。 
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○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   発送いたしましたのが、平成２７年１２月でございました。

発送につきましては、１万９,１１９世帯を対象といたしておりました。整理の分が終わ

りまして、今、返送いただいているのが１万１,４９１でございます。そのうち、設置の

希望をされているのが９,７７８でございます。 

  以上でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それだけ案内しとっても、まだ連絡がないところが９.０００世帯ぐ

らいあるのだ。だから、そのあたり周知徹底してやってもらわなんだらあかんと思うのと、

その辺の工事というか、予算を置いてやっていきよるのやさかい、この辺、スピーディー

にやっていただきたいと。 

  それと、この前の財源よの。私はちょっとこの辺、市債でこれ多分、有利な合併特例債

と緊急防災・減災事業債、辺地債等を使って整備するということなんで、これ実際、この

事業に関して、南あわじ市というたら、大体、どれぐらいの一般財源の支出というやつを

せんなんよ。今も聞きよったら、ケーブルだけでももう８６億円と、今も聞きよったら、

４０億、１２０億円もケーブル事業に金をほうり込んでおるような状況になっとるわな。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   平成２８年度におきましては、防災無線につきまして、全体

の事業費といたしまして、８億７,４３０万円でございます。そのうち、起債を行う部分

につきまして、８億６,２１０万円となっております。一般財源につきましては、１,２２

０万円を予定しております。 

  それで、この３目に置いております防災行政無線整備事業費につきましては、若干数字

が違いますけれども、この差額につきましては、一般管理費の人件費というふうになって

おります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、ケーブルに対しては、速やかに民営化というか、やっていただ

きたいと。ほんで、ある程度、ほんまにこれ、市民が求めとるようなすばらしい、当然、
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行政からの民営化にしても、今言いよるような行政からの当然、番組放送というのは、当

然、継続していただけるのでしょう。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   民間に移行する中で、それは、現在と同等のサービスを提供

するというのが最低条件でございます。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   やっとほんま、このデータ放送も見れるようになって、私も利便性を

感じて、よかったなと。そやから、あんたらは、ほんまにもっと民間の知恵というか、ど

んどん先進地を見てきて、番組制作をやっていただきたいという思いがあんのよ。一遍、

またもっと低コストでしよるところがあるさかい、一遍、見学に、また視察に行きません

か。 

  終わります。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ちょっと今の話の中でわかりにくかったんですけども、民間事業

者に移行していくと、それはそれで一つの発想だと思うんだけれども、この民間事業者が

決まらないのに、入れる機械を決めていくというような印象を持ったんですけれども、そ

うではないんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   このことにつきましては、市内で通信事業を行っておる企業

様にいろいろと御相談を申し上げたり、御提案を受けたりをしております。その中で、

我々としてはこういう形で行けるんじゃないかというふうに判断したというところでござ

います。機器と言いますか、今現在のケーブルテレビで行っているサービスを民間でも行

っている部分がございます。それを南あわじ市においてできるかどうかというようなこと

を検討したということでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 
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○蛭子智彦副委員長   ある特定の事業者をイメージしないと、機械というのは決まって

こないというような印象を持ってるんですね。メーカーであったり、システムですよ。ソ

フトウエア、ハードウエア、全てにわたってね。そういうものを持っている、あるイメー

ジを持っていないと、どんな整備をするのかとか、どんな特徴を出すのかとか、そういう

ものが明らかになってこないと思うんですね。 

  いろいろなこういうケーブルネットワークをやっている事業者、たくさんあるんだろう

と、今の時代ですから。でも、何か先にそういう枠組みが決まっとって、業者の得手不得

手というのがあって、その得手不得手の中で、もう既に事業者というのは、大体、この事

業者にというようなものがあって、予算ができてきているというような印象を、今ちょっ

と持ったんですけど。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   あくまでも、我々が事業者様に相談させていただいたのは、

今の南あわじ市のサービスをどういうものかということをわかっていただいた上で、この

サービスをするためにどういうふうな取り組みができるかということの提案を受けたとい

うことでございます。業者につきましては、今後、公募型になると思いますけれども、選

定をしていくということですので、今の時点でどちらの業者様とかいうようなことは想定

しておりません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   今の課長の説明であれば、機械の工事費、工事がこれぐらいでと

いう見積もりの金額というように、これを整備をして、それを、整備したものを事業者に

渡すというような説明であったかに聞いたんですね。ですから今、そういう質問をしたん

ですよ。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   言葉足らずで申しわけございません。事業者がこの南あわじ

市全域でそのサービスをできないというのは、やはり地域的なこともあると思います。そ

の事業者が取り組めない部分のことを協議書等によって定めた上で負担金をお払いすると

いうことでございます。 

  ですから、何か特定のこういう形のものがあるから、それに乗っかろうということでは
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ございませんので、御理解をお願いしたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   プロポーザルで公募するとしたら、こんなケーブルテレビの、ケ

ーブルネットワークの放送にしてほしいというものを出して、こうしてほしいというもの

を出して、それにプロポーザルで応募してもらって、そして予算を決めていくというのが

段取りとしては普通でないんですか。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   今回の分につきましては、民間に移設する分につきましては、

自主放送の部分は残ります。ですから、いわゆる機械的に放送をするという、あるいはイ

ンターネットのサービスをするという部分でございますので、そこら辺は民間の方が既に

やられていることでありますので、そのサービスが我々の思うてるような形で提供される

かどうかというふうになると思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   つまり、プロバイダー的なものを委託するということですか。今

のインターネットに関連するということは、そういうふうにとるわけですね。プロバイダ

ー機能だけを委託するんじゃないでしょう。放送全般的にハードもソフトも、そういうも

のをやって運営していただくと、でなければ、日進月歩の技術革新に、市の直営であれば

ついていけないと、だからこそ、民間事業の力をかりるんですよということの理解をして

おるんですよ。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   その日進月歩といいますか、きょう、整備しても、またあし

たになると古いものになるということに追随できるのは民間の事業者さんであると、その

部分はもうよくわかります。それで、民間の方が、民間の事業者さんが整備をされて、そ

れで、その一部を負担するんですけども、その上で、インターネットとかテレビの放送は

その事業者様が行いますと、市としては、今現在使っております行政のネットワーク、各

出先機関等も使用するそのネットワークの部分であったり、自主放送をする部分であった

りについては、その民間の施設をお借りするというか、利用する形で業務を、自主放送等
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の業務を続けていくということでございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   私の印象を言えば、伝送路以外は、機械はもう陳腐化してるとい

う印象を持っておるんです。伝送路以外は。伝送路はもう、光ネットワークでつないでい

るから、それはいいと思う。でも、建物の中にある機械は、もう既に時代おくれなものに

なっているという印象なんですよ。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   センターのことは先ほど申し上げましたけども、合併時でセ

ンターの設備を更新しておりますけども、一応、その放送設備、通信設備については、１

０年が耐用年数でございます。放送の業務というものの宿命で、中断できない、サービス

を停止できないということでございますので、当然、その耐用年数に従って整備を計画し、

進めていくべきであるということで、その中でこういうふうな考えを持ったということで

ございます。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   繰り返し言いますけどね、だから、どんな事業者がやるかは別に

して、その機械、ハード・ソフト一体のものとして事業者のプロポーザルを受けて、それ

に的確な、それにええと思うものを選んでいくというのが筋であると。そこから予算が決

まってくると。だから、ここに上げられた予算というのは、目出しぐらいの気持ちで受け

とめないと、順序がおかしくなってくる、仕組みがおかしくなってくるという印象が残る

んですよ。その点、よくしっかり注意をして、市としての条件というのか、こんな放送に

していきたい、こんなケーブルネットワークにしていきたいというものも、もう少し項目

整理をして、そして、それをまた出していただきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   そのプロポーザルに関する仕様書というんですか、そういう

ものについては、今現在つくっておりますけれども、今おっしゃったような形で、あくま

でも市が負担金を出して、その後の事業を移すという意味で、我々の考えも一部、反映さ

せていきたいと思っております。 
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○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１８号、平成２８年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算を原案のとお

り可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１８号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ８．議案第１９号 平成２８年度南あわじ市下水道事業会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第１９号、平成２８年度南あわじ市下水道事業会計予算

を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ２５ページの統廃合整理事業費と、その下にある汚水処理施設共同整

備事業費というのが前年度、当初予算ベースではなかったわけですけども、この統廃合と

いうのは、前の決算委員会でもちょっと質問させていただいたときに、２４カ所の処理場
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を１０カ所にするというような話がありましたけれども、それに向けての今回、委託料な

んでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   下水道課長の村本でございます。よろしくお願いします。 

  その件につきまして、統廃合事業につきましては、委員お考えのとおり、統廃合に向け

た処理場等の実施設計とか、施工監理業務に関するものでございます。 

  続きまして、もう１点、汚水処理共同システム、共同整備事業ということで、ミックス

事業と私たちは呼んでおりますが、これにつきましても、統廃合同様の、今まで合併来、

旧町ごとの遠方監視等がございましたが、それを一本化して、一元化して維持管理コスト

を下げていこうという目的のものでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、この南あわじ市の下水道事業計画第２次中期経営計画という

のが平成２３年６月に出ております。これを見てみますと、大体、平成２８年度で一旦、

目標年度というのが終わるような計画になっておりますけれども、今後、その統廃合を踏

まえた新しい計画というのは立てられていくんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   その点につきまして、今年度の２８年度の予算でも経営戦

略を策定ということで、委託料として計上しております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、この計画が実際のいろんな、ここでは単価の問題も書かれて

おります。幾ら費用の単価がかかって、幾ら徴収してるかというのが書かれてる、営業収

益、営業費用というのがあるんですけど、この目標と現実の数字というのは大分、どんな

状況なんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 
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○下水道課長（村本 透）   営業収益につきましては、まだ本市の下水道事業につきま

しては、管渠整備等を行い、管の整備を行うことによりまして、加入者数の増加というの

はある程度、計画より若干下回っている部分もあるんですが、伸びているところがありま

すので、使用料については、収入については計画とほぼ変わりないんかなと思うところが

あるんですが、ただ、一般的に言われています節水意識の向上と大口使用者の水道離れと

いうようなこともありまして、やはり若干、単価的なものもございますが、使用料そのも

のが一般家庭の平均が毎年マイナス１％程度下がってきているということがその要因にあ

るのかなと。案外、加入者数の割には使用料収入が伸びていないということ、それと、費

用全体では、今現在、施設建設当初から起債とかそういったものも若干、債の償還等も済

んできているものもございます。 

  また、施設につきましては、減価償却が終わってきているものもございますので、そこ

らの経費的なものが大きく計画とは変わって良化してきているというところで、ある程度

の計画と似たような、計画どおりの経営状況でなっていると考えるところでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この計画の１０ページでは、使用料単価が１５４.４円で、汚水処理

原価が３２２.１円と、汚水処理原価がかなり半額ぐらいになってるんですけど、この計

画の数字に今、なってるんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   汚水処理単価につきまして、今、委員のおっしゃっている

三百二十何円というのは、資本費、資本に係る部分でございまして、それに対する維持管

理費、本来の維持管理費につきましては、２６年で汚水処理原価自体は４５３円で、その

うち汚水処理に係る本来の電気代とか人件費もろもろを含めました減価償却等を除きます

と、１９０円程度が維持管理費に係る部分で、資本部分が２６２円ということになってお

りますので、大部分が建設投資に係る部分の単価が反映されているもので、今、汚水処理

原価自体が高いものとなっています。 

  これにつきましては、ある程度、使用水量等が確保され、施設の稼働率が上がってくれ

ば改善されるものと思いますが、それに向けて、下水道課としては、加入促進に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   今の数字を聞くと、計画とは若干高い数字で変動してるなというのが

わかるんですけども、この下水道事業審議会の設置というのは、今されているんでしょう

か。 

 

○森上祐治委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長（村本 透）   それにつきまして、中期経営計画の中では、２７年度にお

いて審議会等を設置して、料金の検討等を行うということでございましたが、私のほうで

委員会等でも報告させていただきましたように、社会情勢等を考慮して、消費税等の値上

がり等がありましたので、今現在、また、整備途中ということでありまして、今現在での

値上げ等の話につきましては、時期尚早ということで、見合わすということを委員会のほ

うでも報告させていただいたとおりでございます。 

 

○森上祐治委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この計画の中でも、法定内繰入と法定外繰入があって、法定外繰入が

多い、基準外繰入というんですか、多いということで、今後、統廃合に向けて、施設管理

の経費節減で、下水道料金の引き上げにはつながらないというふうに期待しておりますの

で、質問は終わりたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この下水道事業の現在の国からの交付金、これについて説明いた

だけますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   下水道事業補助金に対する基準内繰出、基準外繰出それぞれ

の中の交付税の件だと思います。項目別には６項目ほどございます。１点、特例債等の元

利償還金の部分で１億２,６００万、これは１０分の１０が交付税算入されております。

あと、高度処理費につきましては、９４３万６,０００円ですが、経費の２分の１の繰出

ということで、この部分について、特別交付税で１０分の７措置されております。 

  あと、高資本費対策経費といたしまして、資本費が著しく高いケースで、その分を繰り

出した金額ですけども、基準内繰出で２億６,６６６万、これの部分で、普通交付税で４
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５％の措置がされております。あと、分離式下水道に要する経費ということで７億２,１

５０万の経費がございますが、その部分については、元利償還の７割算入ということで、

おおむね普通交付税で５０％。 

  あと、児童手当に要する経費については、１６０万５,０００円で１０分の１０、普通

交付税で交付税算入されております。あと、基礎年金拠出金に要する経費１３７万２,０

００円、これは特別交付税で２分の１措置されております。あと、経営戦略策定業務に要

する経費ということで、１５３万４,０００円ですけども、この部分につきましては、特

別交付税で２分の１ということで、全体の補助金の基準内繰出の部分につきましては、そ

ういう形でおおむね全体の７割程度が基準内繰出、あと、基準外繰出につきましては、約

３０％、その部分については、交付税算入はございません。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ちょっと計算ができないので、この企業債がありますね。この企

業債の裏の話ですね、今のは。企業債の裏の話をまずしていただけますか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   通常、分離式下水道に要する経費というのは、企業債の部分

だと思います。企業債で資本費として収入で賄うことができないものについて、元利償還

金の７割を基準として、その半分ということですので、ちょっと待ってください。その部

分、元利償還の部分につきましては、おおむね２億５,０００万程度の普通交付税の算入

があるかと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   ちょっと表をつくらないと、今の説明だけではちょっとわかりに

くいので、また表をつくらせてもらおうかと思うんですが、以前なんですけど、こういう

話があって、合併をした市町に対して、下水道整備などの交付金をいただくために、地域

再生計画というのを平成１７年につくって、小泉首相の認定証をいただいてますね。その

事業の主な目的の中に、下水道事業というのがあって、この下水道事業については、いわ

ゆる地域再生交付金による交付金算定があって、事業費の大体おおむね、その計画の事業

費の半額ぐらいが交付金として入ってきたというような経過があったかと思うんですね。

それがこの事業評価シートによると、おおむね達成はできたと。今後は、社会資本整備総

合交付金の活用で、引き続き効率的にやるというような、こういう流れができておるとい
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うことなんですけども、この流れをかいつまんで、市にとってどんなようなことになった

のかということについて、簡単で結構ですので、説明いただけませんか。 

 

○森上祐治委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと私の範囲ではわかりかねる部分なんです、申しわけ

ございません。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第１９号、平成２８年度南あわじ市下水道事業会計予算を原案のとおり可決すべき

ものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第１９号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  質疑の途中でございますが、お願いしたいと思います。３日間、この時刻だったら終わ

っとったんですが、きょうは最後まで、もう少しゴールが見えてきましたので、休憩の後

に、再開したいと思います。 

  再開は午後４時３０分とします。 

  暫時休憩します。 
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（休憩 午後 ４時１９分） 

 

（再開 午後 ４時３０分） 

 

 ９．議案第２０号 平成２８年度南あわじ市農業共済事業会計予算 

 

○森上祐治委員長   再開いたします。 

  次に、議案第２０号、平成２８年度南あわじ市農業共済事業会計予算を議題といたしま

す。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、採決を行います。 

  議案第２０号、平成２８年度南あわじ市農業共済事業会計予算を原案のとおり可決すべ

きものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第２０号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １０．議案第２１号 平成２８年度南あわじ市国民宿舎事業会計予算 
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○森上祐治委員長   次に、議案第２１号、平成２８年度南あわじ市国民宿舎事業会計予

算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   まず、利益剰余金ですが、昨年度より２,８００万減っているような

予算でありますが、大変厳しいということで、昨年もいろいろ事件というか、マイナスの

要因があったんですが、まず、これらのことを踏まえて、ことし１年、どういう方向づけ

で営業をやっていくかについてお尋ねします。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   平成２８年度国民宿舎の取り組みとしまして、そこに書

いてありますように、宿泊者１万８,８００人、休憩利用者１万７,０００人を目標数字と

して、特に昨年の食中毒等で低迷している休憩者数をふやすことと、宴会客をふやすこと

で予定しております。 

  特に、料理の検討、応接員等の衣装の一新、宴会場の畳張りかえ等をやりまして、大き

な工事はできませんけれども、身近なところで、目に見えたところでリニューアルをして、

集客、特に地元の方々のところへ十分に回って、宴会客をふやすということに心がける予

定でございます。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それでも予算的に見ると、食事料で８００万程度減っているような予

算説明なんでありますが、こういうことになってきますと、合併のときに積み立てた剰余

金もいよいよ１億を切るようになってくると思うんです。ですから、私はここで一番言い

たいのは、要は、それぞれ宿舎の職員がいかにやる気を起こさせるような雰囲気づくりと

いうか、ように持っていくかということで、また決まってくると思うんですが。 

  以前にも言ったことがあるんですが、これ、３本立てで、本来の宿泊、食事業務と、海

水浴の業務と、それから、陸の港の業務と、３本立ててで今やっておるんですが、本来の

この利用収益を上げるために、それに職員全体が一丸となって売上を上げるように努力す

ると、そういう方向でないと、やっぱり足並みがそろわんと、なかなかこういうものは対

外的に伸びるような方向にならんと思うんです。 
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  それで、そういう点から言いまして、海水浴を分離して、できれば民間とかそういう地

元、また、そういうグループといいますか、企業、そういうところでやっていただくと、

それで、宿舎職員には再度やる気で、一生懸命やってもらうと、それに基づいて、なお努

力したけれども、成績が上がらんということであれば、次の段階を考えなくてはならない

というような方向ではないかと思うんですけど、その辺は課長、どう思いますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   この前の産業厚生常任委員会で、木場委員さんからそう

いったお話をいただき、その後、松原荘、また関係課とお話に行ってきました。海水浴客

も今年度はふえて、収益が上がったわけなんですけれども、職員のほうがそれにかかって

いる方がいるということも改めて聞きました。 

  木場委員さんが言われるような、松原荘の営業に一生懸命傾けたらいいんじゃないかと

いうことを踏まえて、その海水浴場の運営につきましては、今後、これまでよりちょっと

一歩入り込んで、どのようにするかということも今、副支配人、支配人と協議していると

ころでございます。 

  また、陸の港の件につきましても、非常に立派な建物であり、また、観光客の一番の訪

れる地域でもありますし、バスの利用もありますし、あの部分を当然、切符の部分につい

ては、また将来変わってくるかと思いますけれども、また別の意味で何かないかというこ

とで今、検討に入っているところでございます。 

  以上です。 

 

○森上祐治委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   我々もある面、我々議員も株主みたいなもので、できるだけ宿舎をい

ろんな面で利用させていただきたいと思うんですが、何せ、職員の方にやる気を出しても

らわんと、なかなか、ずっと我々も見ているわけにいきませんので、最終数字で判断する

というふうなことになりますので、一生懸命、宿舎の人には頑張ってほしいと思います。 

  以上で終わります。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も、この営業利益を見せていただいとったら、２７年度もちょっと

若干の赤字のような報告を見受けるわけでございますが、私ももう、今まではどっちかい

うたら擁護する発言しとってんけんど、もうやはり民間にできるものは民間にというよう
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なことで、ある程度の方向性を決めていって、ケーブルと一緒で、３年やったら３年後と

いうようなことで検討すべき時期に入ってきとると私は思うんですけど、課長、どうです

か。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   前からそういう話も出ておりましたので、そのことも市

長、皆、幹部の人に聞きまして、今後の検討の中の一つの方向性として協議していきたい

と思います。 

 

○森上祐治委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   なぜこういうことを言うかというたら、要は、いろんな県のイベント

を打って、市内の宿泊施設、稼働率が伸びとるような状況下にあるということを私は聞く

わけですが、どうも松原荘だけが稼働率が悪いと。その辺やっぱり経営努力というか、や

っぱり役所の定年前の１年ぐらい行って、その体制が、行っとる支配人には非常に気の毒

なんやけど。１年間どないぞ無事に乗り切ったらええわという感覚と、やはり一生懸命経

営努力して利益を上げて、しっかりと運営していかないかん、その辺の気持ちというか、

心構えの違いやと思うんで、この辺、ケーブルと一緒のように、やはり民間に任せるやつ

は民間に任せる方向で、私はやるべきやというような思いがありますので、それはこれで

終わっておきます。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   これ、２８年度は、客室の稼働率は何％に置いてますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   まことに申しわけございませんが、今、手元にその率を

示すものは持ち合わせておりません。 

 

○森上祐治委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   そうですか、もういいですわ。いいですけど、たしか去年は５０％を

切っておるんですよ。ただ、予算を積み上げるときには、今、稼働率が４９点とか４８点
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何ぼあると、客室稼働率が。じゃあ、もう５％、１０％上げようという格好の気迫という

か、特に今、インバウンドがいいのか悪いのかわからんですけど、非常にそういうことに

なっとる状況なんでね。多少はその辺は、少しは前向きな数字は出すべきじゃないかと思

うんですけど、その数字はつかんでないんですか、稼働率。それで予算を上げとるんです

か。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   客室稼働率とその食事に係るパーセンテージの部分をち

ょっと今、持ち合わせておりませんけれども、松原荘のほうとしましては、今、この予算

書は出ておりますけれども、十分、皆様方の御意見を頂戴した結果、この予算書以上の部

分を出す気でおりますので、そのように承っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   この松原荘の収益の中で、五つほどあって、松原荘そのものの経

営については営業収益ということになってます。それから、陸の港と海水浴場収益という

ことで、特に注目をしたいのは、この海水浴場の収益ということなんですが、慶野松原の

一つの魅力というような格好の中で、何ぼか公益的な支出というのか、慶野松原全体のた

めに使っているというようなものも見られるというふうに思うんですね。それは例えば、

救助船の配船であったりとか、この海水浴場そのものが他の観光事業者に対してもプラス

になっていく、公益性のあるものという位置づけを持っておるわけですけれども、この海

水浴場の位置づけというのはどういう位置づけをされてますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   慶野松原海水浴場として、全体の周辺のホテル、旅館含

めて訪れる人たちの憩いの場所として、松原荘のこの海水浴場ということ、松原荘の管理

ということで、十分、安全と整備に努めている位置づけとしております。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   そこに事業者が営業を展開しとるわけですが、こうした費用を市
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が出しておると、そして、海水浴場のいろんな集客的な側面というもの、あるいは、安全

管理というもの、そういうものを大いにやっているということについて、その海水浴場の

管理であったり、あるいは集客であったりということについて、松原荘だけではなくて、

地元の観光事業者とも協力をして、誘致、誘客、こういったものの議論、あるいはそうし

た努力、こういうものを事業者に求めていくというようなことは、協働の運動としてやっ

ているんでしょうか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   松原荘の横のホテル関係の皆様方とも御協力いただいて、

今回、松原の散歩する一つのパンフレットをつくったりしております。周辺のニューアワ

ジ、けひの海等も非常にそういった協力をしていただいて、慶野松原に訪れる魅力という

のを松原荘とともに発信しております。そういった周辺のホテル・旅館の力を借りまして、

誘客に努めたいところでございます。 

  先ほどの前の古津路の売店等も、海水浴に来たときには、前のほうの部分がお店がもう

なくなってきたわけであって、古津路の前の浜の売店というのは、非常に利用価値の高い

ところでございますので、海水浴客のいろんな物品の販売等も含めて、十分、松原荘とと

もに収益に努めていきたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   いや、具体的な課題についての論点整理であったりとか、共通の

目標であったりとか、今、パンフレットというような話があったわけですけども、単発的

なものではなくて、やっぱりこの魅力、それぞれの共存共栄の中で、お互いに発展するた

めの課題というものを、共通の課題というものを、それぞれの事業者が持つべきではない

のかと思っておるわけですけども、そういう議論なり共通の課題なり努力なり、お金を出

してやって、こういうものをやっていこうという具体的なことであったりとか、協議会で

あったりとか、そういうものは必要でないかということを思っておるんですが、動きはど

うなってますか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   蛭子副委員長さんが言われている部分については、まだ

ちょっと協議会を立ち上げておりませんけれども、そういったプロポーズ街道のことも含

めて、ことし２０周年になりますので、周辺の関係ホテルと旅館と、年間を通して、どの
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ような、夏以外のところでどんなことがやっていけるかどうかも含めて、早急に新年度、

そういった会をつくりたいと思います。 

 

○森上祐治委員長   蛭子副委員長。 

 

○蛭子智彦副委員長   事業者を受け身の立場に置かないで、主体的な立場に持っていく

ことが観光課長、あなたの仕事じゃないですか。私はそのように思っておるんです。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   頑張ります。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   課長の頑張り、期待しております。一つだけ、観光客、松原荘へ来る

客、何を目的に来てるんか、基本的に。課長、何ですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   風光明媚な自然を見ながら、憩いの場所として来ている

と思っています。 

 

○森上祐治委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   いやいや、風光明媚はええねんけども、そういうのは日本各地、いろ

いろなところにあると思うんよな。やっぱり、いかにここへ来たいというのは、そのホテ

ルの料理であったり、また、そのホテルの宿泊設備、それから、設備ということになると

温浴施設ですね。そのホテルの中で、家族連れであったら、いかにして子供たちが遊べる

場があるかとか、家族で楽しめる場があるかとか、そういうふうなことが、やっぱり客の

ニーズというのが、一番大事ではないかなと。 

  僕の知っとる人は、３日、松原荘で飯食え言ったら、もう嫌じゃいうて言う人がおった

よ。一緒のやつばっかしや言うて。もう、俺、行くの嫌や言うて。それももう少し料理、

あのうずのくに、あそこの料理長、いろいろ創作料理を工夫して、品評会も出したり、い

ろんなところに行ったり、努力しよると思う。僕も、松原荘へ余り好きで、ほんまに好き

でないねん、あそこ行くの。そやけども、同じ料理ばっかり、大嫌いやねん。そこらやっ
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ぱり一番大事なところやと思うんで、そこら、もう少し改善点として必要やと思います。

どうですか。 

 

○森上祐治委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（川上洋介）   確かに、長船委員さんが申されたように、うずの丘に行

きますと、若い人たちが４,０００円、５,０００円の料理をお昼から結構食べております。

やはり、そういった魅力ある料理の創作料理が非常にインターネット等でも発信しており

ますし、先進的なＰＲをしております。松原荘におきましても、今の言われたように、新

しい料理を含めて、連泊の方が喜んでいただけるように、再度、新年度、副支配人、支配

人と協議したいと思います。 

 

○森上祐治委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   何や、商工観光課長がターゲットで。私はこれ、ほんまに上手じゃな

しに、去年ですわ、実は、少年野球、芦屋のもったはんの４０人ほど、プラザいうたら満

員、ほんで、ロイヤルも満員。ほんでこれ、どうせ慶野もこりゃあかんだろういうたら、

あいとったんですよ。ほんと、あいとった。それで、支配人に言うてあったんですよ。も

ったはんやから、料理、ええのを食わせたってくれよと、値段はもう関係ないねん。それ

は、初めプラザいうくらいやから。これはもう、保護者でもベンツとか、そういう高級車

に乗って。そのお客さんは、ほんまに阿部さん、ええ料理やった言うて帰りました。本当

ですよ。ですから、ことしも恐らく来られると思います。 

  ただ、何か、人を見て料理を、同じ５,０００円でも、１回、昔、そういうことあった

んですよ。ええ料理やなと思うて、今度、何か行ってしたら、いやあ、全く違うようなこ

とがあったんでね、やっぱり。これ、本当の話ですよ。芦屋のそういうもったはんの連中

が、ほんまにええところを紹介してくれましたということなんで、やっぱりそういう料理

を工夫して、ことしも恐らく来ると思いますわ。そういうこと。 

  それと、一つはやっぱり駐車場。これ、いろいろ事情あるんですけど、阿万のほうは無

料と、慶野のほうは有料。やっぱりお客さん、聞きよったら、やっぱりあっち行ったら駐

車場とられるとか、そういうことも言います。最近のお客さん、非常にせこいことを言い

ますのでね。やっぱりそういうことも一つの反省材料でやってほしいなと。まあ、頑張っ

てください。 

 

○森上祐治委員長   ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、採決を行います。 

  議案第２１号、平成２８年度南あわじ市国民宿舎事業会計予算を原案のとおり可決すべ

きものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって議案第２１号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １１．議案第２２号 平成２８年度南あわじ市広田財産区特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第２２号、平成２８年度南あわじ市広田財産区特別会計

予算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か御意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○森上祐治委員長   意見がありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第２２号、平成２８年度南あわじ市広田財産区特別会計予算を原案のとおり可決す

べきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第２２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １２．議案第２３号 平成２８年度南あわじ市福良財産区特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第２３号、平成２８年度南あわじ市福良財産区特別会計

予算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、これで討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第２３号、平成２８年度南あわじ市福良財産区特別会計予算を原案のとおり可決す
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べきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第２３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １３．議案第２４号 平成２８年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第２４号、平成２８年度南あわじ市北阿万財産区特別会

計予算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第２４号、平成２８年度南あわじ市北阿万財産区特別会計予算を原案のとおり可決

すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第２４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 １４．議案第２５号 平成２８年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算 

 

○森上祐治委員長   次に、議案第２５号、平成２８年度南あわじ市沼島財産区特別会計

予算を議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。何か意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第２５号、平成２８年度南あわじ市沼島財産区特別会計予算を原案のとおり可決す

べきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○森上祐治委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第２５号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。３月２３日の本会議における委員会審査報告について、どのように

したらよろしゅうございますか。 

 

（「委員長、副委員長一任」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   それでは、委員長、副委員長に一任ということですので、そのよう

に取り計らいをさせていただきます。 
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  なお、委員会審査報告については、昨年と同様に、本特別委員会は議長を除く全議員で

設置しておりますので、質疑と答弁についての報告とはせず、委員会審議において出され

た主な意見・提言等について、取りまとめて報告を行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○森上祐治委員長   異議がございませんので、委員会審査において出された主な意見・

提言等についての報告といたします。 

  これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

  最後に、蛭子副委員長より閉会の御挨拶を申し上げます。 

 

○蛭子智彦副委員長   それでは、大変長い時間、本当に皆様方の、議員の皆さんの終始、

意地と、そして経験と、また知識と総動員をした質疑、また、それに答える執行部の皆さ

んの熱い戦いが今、終わりました。予算委員長におきましては、いろいろとございました

けれども、この難局を人柄で乗り越えていただいたということで、心より感謝を申し上げ

たいと思います。 

  そして、一つの山場は過ぎたわけですけれども、２３日まで、この３月議会は続いてま

いります。きょうの、今日までの予算委員会での議論を土台にして、一層、それぞれの常

任委員会、また、本会議に向けて、抜かりなく、また、十分な議論を今後期待したいと思

います。 

  本日は、どうも御苦労さまでございました。 

 

（閉会 午後 ４時５８分） 
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